
核兵器：
人類が払う代償

赤十字国際レビュー

核
兵

器：人
類

が
払

う
代

償

核兵器：
人類が払う代償
巻頭言：大きすぎる犠牲：人類が払う代償に照らした核兵器の再考
ビンセント・バーナード（編集長）

原爆が投下されて：被ばく者の声 
朝長万左男、山本定男、山脇佳朗

きのこ雲の下で見た光景：中国新聞とヒロシマ平和メディアセンター
宮崎智三

フォトギャラリー：爆心地ナガサキ
中村明俊

広島・長崎から 70 年：核爆発の影響に関する考察
近衞忠煇、ペーター・マウラー

核軍縮に関する「効果的な措置」の確立に向けて：
法的義務を実現する手段
テレサ・ダンワース

国際人道法における核兵器の人道上の代償と法的帰結
ルイス・マレスカ、エレノア・ミッチェル

化学・生物・放射線・原子核を用いた事象：
赤十字国際委員会の人道対応の枠組み
グレゴール・マリヒ、ロビン・クープランド、スティーブ・ドネリー、
ジョニー・ネーメ

核兵器の使用と人権
スチュアート・ケイシー＝マスレン

核兵器の人道上の影響に関する国際的なイニシアチブの発展と
核兵器を巡る議論への影響
アレクサンダー・クメント

核兵器を巡る議論の見直し：人道イニシアチブ
エリザベス・マイナー

非国家主体による CBRN 兵器の模索：
その動機と危惧される人道上の被害
ステファニー・ミューレンベルト、マートン・ニューエンホワイゼン

広島への原爆投下に関する ICRC のリポート
フリッツ・ビルフィンガー 1945 年 10 月 24 日

核兵器の時代に終止符を
ヤコブ・ケレンベルガー 2010 年 4 月 20 日

核兵器：人類に対する脅威に終焉を
ペーター・マウラー 2015 年 2 月 18 日

核兵器禁止の歴史的合意「人類のための勝利」
赤十字国際委員会および国際赤十字・赤新月社連盟による共同声明
2017 年 7 月 7 日

被爆 75 年イベント：
核兵器が存在することは人類にとって何を意味するのか
～コロナ危機の最中に考える
長崎県、長崎市、赤十字国際委員会主催
日本発オンラインイベント 2020 年 8 月 9 日

核兵器の時代の終わりの始まり
ペーター・マウラー 2020 年 10 月 25 日

www.icrc.org/eng/review

原版：第97巻（899号）2015年秋発行
／日本語版：2021年1月発行

原版：第97巻（899号）2015年秋発行
／日本語版：2021年1月発行

第
97巻（

899号
）日

本
語

版

ISBN978-2-940396-87-0



発行の目的と意義
「赤十字国際レビュー」 は、1869 年に ICRC が創刊した定期刊行物で、現在は英国
ケンブリッジ大学出版局とともに発行しています。
本書は、人道法、武力紛争やその他集団的暴力の伴う状況下における政策や行動につ
いての考察を促すことを目的としています。人道法に特化したジャーナルとして、人
道法の知識や重要な分析、法の発展を促すと同時に、基本的な権利と価値を保証する
規則に背くことのないよう、将来的な違反防止に貢献することが狙いです。
本書は、現代の人道支援の形や、紛争の原因と性質の分析について議論する場を提供
し、それぞれの紛争の特性に端を発する人道問題に明快な洞察を与えます。
最後に、読者諸賢には本書を通じて、国際赤十字・赤新月運動の抱える課題、特に
ICRC の活動と政策ついての情報もお届けしています。

赤十字国際委員会とは
赤十字国際委員会 (ICRC) は、公平で中立、かつ独立した組織で、武力紛争およびそ
の他暴力の伴う事態によって犠牲を強いられる人々の生命と尊厳を保護し、必要な援
助を提供することをその人道的使命としています。
ICRC は、国際人道法および世界共通の人道の諸原則を普及させ、また強化すること
によって人々に苦しみが及ばないよう尽力しています。
1863 年に設立された ICRC はジュネーブ諸条約および国際赤十字・赤新月運動の創
設者でもあります。 武力紛争およびその他暴力の伴う事態において、国際赤十字・
赤新月運動による国際活動の指揮・調整にあたります。

おわりに
本書は、ビンセント・バーナード率いる International Review of the Red Cross 編集チームが発刊した 「The 
human cost of nuclear weapons」, Volume 97, Number 899（以下、原版）から記事をえり抜き、日本語
に翻訳したものです。

本書に掲載されている 2017 年以降の記事に関しては、核兵器禁止条約の成立や批准の流れを汲んで、赤十字国際
委員会（ICRC）駐日代表部が独自に追加しました。

日本語版の発行にあたり、以下の方々に改めて謝意を表します。

・ 赤十字国際レビューの日本語版編集作業に携わっていただいた岩田佑美氏、二村卓秀氏、森下友香子氏、神
谷知佳子氏、田本さら茉氏、また、初期の作業チームを率いていただいた山浦元気氏

・本書発行・印刷にあたり、長きにわたり関与および貢献していただいた佐野是氏（株式会社アトミ）

・ 原版および日本語版の制作に貢献してくれた ICRC 駐日事務所当時のスタッフ、本間仁美氏、斉藤華佳子氏、
鈴木明日香氏、有川滋男氏、柴崎大輔氏

最後に、京都大学大学院法学研究科教授の濵本正太郎氏の指揮・監督のもと、赤十字国際レビューの日本語版を法
的見地から監修していただいた河合慶一郎氏、栗木駿氏、小宮士門氏、前田原作氏に、心よりの感謝を申し上げます。
 
なお、原版（英語）については、以下のサイトから PDF 版が無料でダウンロードできます。
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　30 日に広島訪問、状況はひどく、街は壊滅状態、病院の８割は全壊または甚だし
く損壊。救急病院を２カ所視察したが、筆舌に尽くしがたい惨状。爆弾の威力は信じ
がたいほど破壊的。回復に向かっているかにみえた患者の多くが白血球の減少などの
体内の異常により突然危篤状態に陥り、膨大な数の人々が生死の境をさまよっている。
周辺の病院には現在も 10 万人以上の負傷者がいると推定されるが、不幸にも薬や包
帯が足りず。

ICRCのフリッツ・ビルフィンガーが 1945 年８月 30 日に打った電報より１

　広島には 1945 年８月６日に、そして同９日に長崎に原子爆弾が投下された。投下
直後から５年の間に死亡した人の数は約 34 万人と推計されている２。国際赤十字・

巻頭言
大きすぎる犠牲：
人類が払う代償に照らした核兵器の再考

International Review of the Red Cross (2015), 97 (899), 499–506.
The human cost of nuclear weapons
赤十字国際レビュー 第97巻(899号)　2015年秋発行

ⓒ赤十字国際委員会 2021

ビンセント・バーナード(編集長)／2015年に執筆
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赤新月運動（赤十字運動）は、原爆投下から今日に至るまで、被ばく者のニーズに応
え続けるとともに、一貫して核兵器の使用に反対の意思を表明し続けている。

赤十字と赤新月：被害者のための継続的な活動

　世界で初めて原爆が投下されたその翌日から、広島には周辺地域から日本赤十字社
の医療班が到着した。現地の日本赤十字病院の職員を手助けし、同病院は甚大な被害
を受けていたものの稼働。壊滅した街のさまざまな場所でテントを設営して、急造の
治療施設としてその役割を果たしていた。
　赤十字の外国人職員で最初に広島入りしたのは、赤十字国際委員会（ICRC）のフ
リッツ・ビルフィンガーだった。彼は８月 29 日に広島に到着し、前出の電報を東京
の ICRC代表部に送った。その数日後には、代表部からマルセル・ジュノーが広島入
りし、「ここには静寂と廃墟しかない」３と表現した。彼が出会った原爆の目撃者は、
爆発後の数秒間について次のように描写した。

　　�市の中心部では、通りや公園にいた多くの人々が、焼けつくような熱波に襲われ、
次々と死んでいきました。死を免れた人は目を背けたくなるほどひどい火傷を負
って、虫のように這いつくばってもだえ苦しんでいました。民家も、倉庫も、何
もかもがすべて、この世のものとは思えない力でなぎ倒されたかのように、跡形
もなく消えてしまいました。路面電車はまるで重さがないかのように浮き上がり、
数ヤードも遠くに放り出され、車両も線路から吹き飛ばされました。あらゆる生
き物が、激痛に苦しむ姿のまま石のように固まってしまったのです。４　

　仮設の診療所は火傷を負ったり放射線を浴びたりした重病人で溢れかえった。器具
や薬はもちろん、医療従事者も全体的に不足していた。医療従事者の多くは、原爆に
よって命を奪われていた。生き残った数少ない医師や看護師は、これまでに見たこと
もない創傷に直面し、効果的な治療方法も全く見当たらなかった５。
　日本赤十字病院は現在も、1945 年に広島と長崎を襲った原爆に起因するがんなど
の病気を抱える、何千人という被ばく者の治療を継続している。2014 年４月から
2015 年３月の間に、被ばく者として公式に認定された人で治療を受けたのは、広島
赤十字・原爆病院では 4657 人、日本赤十字社長崎原爆病院では 7297 人にのぼった６。
核兵器によってもたらされる苦難の深刻さや規模に私たちの関心を呼び起こす被ばく
者の声は、何よりも説得力がある７。
　世界で初めて原爆が使用されてからほどなく、ICRCは核兵器に対する明確な姿勢
を表明した。広島に原爆が投下されてから１カ月もしないうちに、ICRCは各国の赤
十字・赤新月社に対して、核兵器は廃絶すべきであるという見解を伝えた８。ICRC
の立場は後に次のように要約される。

　　�軍事目標と民用物の区別なく、その影響を受けた人々に残虐な被害を与え、それ
が引き起こす破壊の犠牲者に対して支援をもたらす可能性をも完全に奪う核兵器
は、戦時国際法および赤十字が指揮する支援活動の根幹に疑問を投げかけた９。

　広島と長崎に原爆が投下されてから 70 年が経過しても、核兵器の禁止と廃絶は今
なお国際社会において実質的な進展のみられない、困難な課題として残されている。
しかしながら、国際赤十字・赤新月運動は、「人間を守るために立ち上がり」10、核
兵器の使用がもたらす容認することのできない人道上の被害に関心を寄せるための声
を提供し、核兵器の国際人道法上の示唆を強調し、そして各国政府に対して可及的速
やかに核兵器を禁止し撤廃するよう求めるという大きな責任を果たしていく必要があ
る。核兵器に対する ICRCの一貫した姿勢に照らし、その使用の人道上の被害という
観点から核兵器の問題を再考するという近年のイニシアチブの見解を踏まえて、核兵
器に関する号として本書を出版することを決定した。

今なお人類最大の脅威

　1945�年に最初の核兵器が使用されてから、その壊滅的な影響は世界に知れ渡った。
40 年にわたる冷戦時代には、常に核攻撃の危険が存在していた。一部の国では、核
攻撃を想定して、防災訓練が定期的に行われたり、核シェルターが整備されたりした。
また、核兵器反対運動も起こった。ところが現在は、核兵器に対する認識の度合いが
大きく変容している。冷戦後に生まれた世代の大半を中心に、多くの人が、核兵器が
人類に突き付ける継続的なリスクや、核兵器が使用された場合にもたらされるであろ
う深刻な人道上の被害を認識していない。�
　核の脅威はもはや存在しないかのようにみえる。しかしその一方で、逆説的に、現
在は以前よりも、限定的な核戦争ですら人間の環境や健康に影響を及ぼすこと 11 や、
1996 年に国際司法裁判所（ICJ）が核兵器の威嚇または使用の合法性に関する勧告的
意見（核兵器に関する勧告的意見）の中で強調した「その破壊力は空間的にも時間的
にも制限されるものではない」12 ことがよく知られるようになった。�
　核兵器は武力紛争において 1945 年以来使用されてこなかったが、核実験は実験地
周辺の住民の生活と、一部の軍関係者に深刻な影響を及ぼしてきた。実験地付近には、
少数民族や島の住民も含まれ、環境にも深刻なダメージを与えてきた 13。�
　こうした現実がありながらも、一部の国家は依然として核兵器を安全保障政策の根
幹として位置づけており、他方で核兵器の保有は邪悪な地位の象徴になっている。核
武装国が保有する核兵器の総数は冷戦のピーク時よりも減少しているが、核兵器国は
保有に加えて近代化も進めている。今日、14 カ国に１万 6,000 発ほどの核兵器が備蓄
されており、その多くが直ちに使用できる状態にある 14。米国とロシアでは、およそ�
1,800 発の核弾頭が高度の警戒態勢にあり、わずか数分で発射できるように準備され
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ている 15。これらの核兵器の大多数が、広島と長崎で使用された原爆よりもはるかに
破壊力が大きい。これらの事実を考慮すると、意図的であれ偶発的であれ核兵器が爆
発する危険は一層恐ろしいものとなる。�
　長崎を最後に核攻撃は一度も起こっていないという現実があるゆえに、世間では差
し迫った危機感が薄らいでいる。しかし、人類は、核兵器の意図的または偶発的な爆
発を将来的に回避できないかもしれない。70 年以上核兵器が使用されていないとい
う事実は、二度と使用されることがないことを保証するものではない。核兵器が存在
し続けるほど、そしてより多くの国で核兵器が開発され、非国家主体までも核兵器を
手にするような事態が現実味を帯びるほど、核兵器が再び爆発する危険はますます高
まるのである。

法の範囲外ではない

　人道上深刻な問題があるその他の兵器 16 とは異なり、国際人道法（IHL）は明示的
に核兵器の使用を禁止してはいない。これは、法が沈黙していることを意味するわけ
ではない。IHLは、核兵器の合法性の評価に関連する、敵対行為を規律する一連の一
般的規則を規定している。これらの一般的規則には、区別の原則、均衡性の原則、無
差別攻撃の禁止、過度の傷害や不必要な苦痛を与える性質を持つ兵器の使用の禁止、
自然環境の保護の規則が含まれる。これらの規則の中核には、文民たる住民および個々
の文民は軍事作戦から生じる危険から一般的保護を受けるものとする基本原則がある。
　重要な軍事目標の破壊に加えて、核兵器は都市部とその地域の文民たる住民に対し
ても使用され得ることは忘れてならない。広島と長崎への原爆投下は、スペイン内戦
から第二次世界大戦にかけて主要都市部の爆撃がエスカレートしていった末に生じた、
最悪の結末だった。広島と長崎での原爆の使用については、当時適用され得る規則に
照らした場合に合法であるか否かが盛んに議論されてきたが、仮に今日そのような攻
撃が行われたとすると、現行の IHL の規則の下ではさまざまな深刻な問題や懸念を
突き付けるだろう。
　1996 年、ICJ は核兵器に関する勧告的意見を発表し、核兵器の使用は「武力紛争に
適用され得る国際法の諸規則、特に人道法の原則と規則には一般的に違反する」で
あろうという判断を下した。その一方で、「国家の存亡そのものが危ぶまれる自衛の
極限状況において」核兵器の使用が合法となり得るか否かについては結論を下さず 17、
判断の一部は広く批判を浴びている 18。本誌はその当時、主にこの勧告的意見の観点
から核兵器の問題を特集した号を発行した 19。その後も定期的にこの問題を取り上げ
ている 20。今日、核兵器の使用がもたらす人道上の結末への注目が高まりつつあるが、
この機に乗じてこの問題を再び取り上げて徹底的に再検討していくのは、まさに時宜
に適っているといえるだろう。
　核兵器に関する勧告的意見から 20 年近くが経過したが、核兵器が人道的観点から

深刻な懸念を生じさせているのは今も変わっておらず、核兵器の使用が既存の IHL
の規則と整合する可能性について重大な疑問を提起することは明白だ。ICRCは 1996
年に、核兵器に関する勧告的意見を受けて、「どのように解釈すれば核兵器の使用が
国際人道法の規則に照らして合法であるとみなすことができるのか理解に苦しむ」21

と述べている。本書では、ルイス・マレスカとエレノア・ミッチェルが、人口密集地
での核兵器の使用は無差別攻撃に相当し、さらに、人口密集地以外の場所での核兵器
の使用も国際法に違反するとみなすべきであると結論付けた 22。

論点の見直し：人道の視点

　核兵器に関する議論は、より一般的には、最近まで、抑止、自衛、軍事ドクトリ
ンにおける役割に第一義的に注目していた。「抑止（deterrence）」は語源的に「恐怖
（terror）」に関連し、潜在的な敵への攻撃に対して核兵器で報復されることから着想
される恐怖を意味する。その理論によれば、ある国が核兵器を保有すれば、復仇の恐
怖から他国が同様の兵器を使用するのを抑止する。
　1945 年の原爆の惨劇の目撃者として、赤十字運動の役割は、特定の兵器の保有の
背後にある政治的な思惑の是非を問うのではなく、核兵器がもたらす人道上の被害と、
IHLの原則や規則に照らした場合の核兵器の解釈を明確にしていくことである。近年、
二つの特筆すべき ICRCのイニシアチブが、人類が払う代償という視点から核兵器に
関する議論を再検討することに貢献している。
　第一に、2007 年と 2009 年に ICRC が実施した調査では、核爆発の犠牲者を効果的
に支援する能力が国家レベルでも国際的なレベルでも存在しないことが明らかにな
った。「このような犠牲者を救う国際的な能力が明らかに存在しないことは、核兵器、
放射能兵器、生物兵器、化学兵器の使用を絶対に阻止しなければならないという疑い
ようのない事実を強調する」と、ドミニク・ロイとロビン・クープランドは結論付け
た 23。
　第二に、2010 年のヤコブ・ケレンベルガー ICRC 総裁（当時）は、のちに将来の
議論に影響力を与えることになる声明を発表。組織の信条として次のように述べた。

　　�核兵器に関する議論が、軍事ドクトリンや武力外交だけを基軸に進められるべき
ではないと固く信じています……（中略）……究極的には人類について、国際人
道法の基本的規則について、また、人類が共有する未来について議論がなされな
ければなりません。24

　ICRC のこの声明に続いて、赤十字運動は、核兵器に対する以前からの一貫した見
解を繰り返し、廃絶に向けた取り組みを各国に訴えかけるとした決議を、核兵器廃絶
を目指す４カ年の行動計画とともに採択した 25。
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　これらの進展に加え、2010 年に開催された核兵器不拡散条約（NPT）の運用検討
会議の最終宣言でも、締約国が初めて「いかなる核兵器の使用も壊滅的な人道上の結
末をもたらすことに深い懸念」を表明。核兵器を巡る議論においてその人道上の影響
が主要テーマとなることにつながった。その後、核兵器の人道的影響に関する会議が、
オスロ（2013 年）、ナジャリット（2014 年）、ウィーン（2015 年）と計３回開催された。
これらは、核兵器の問題を専ら人道的な側面から議論する初の多国間会議だった。そ
こで発せられたメッセージは、2015 年の NPT運用検討会議と、その後の国連総会の
会議において、数多くの参加国の議論や見解に影響を与えた。そして最終的には、各
国やその他の利害関係者に核兵器を非難し、禁止し、廃絶する取り組みを求める「人
道の誓約」として結実し、決議（A/RES/70/48）として国連総会で採択された。決
議には 139 カ国が賛成票を投じた 26。ICRC 総裁のペーター・マウラーは、2015 年に
ジュネーブで外交団に対して行ったスピーチの中で、核兵器には偶発的または意図的
でない爆発のリスクがあることが見逃されがちである点を指摘し 27、核兵器を廃絶す
る必要を改めて強調した。
　私たちが知り得た、核兵器の使用が招く恐ろしい結末を考慮すると、国際社会は禁
止条約等の手段で全面的な核軍縮を実現する方法を何としてでも見出さなければなら
ないことが、今まで以上に明白になっている 28。核兵器が存在し続ける限り、それが
爆発する可能性はなくならない。そして、それが爆発するような事態は、もう決して
起こしてはならないのである。

*�*�*

　本特集号の編集に際して、広島や長崎で原爆の被害を受けながらも生き延びた「被
ばく者」の方数名に取材を行った。また、日本赤十字社長崎原爆病院長、長崎原爆資
料館長、また、広島県の地方紙で、原爆に関する教育キャンペーンを展開している中
国新聞の編集者にも取材を行った。さらに、ICRC のペーター・マウラー総裁と、国
際赤十字・赤新月社連盟会長および日本赤十字社長の近衞忠煇氏にも、両氏が広島と
長崎を訪問した直後にインタビューを行った。その他にも、ジャーナリスト、ライタ
ー、法律家、人道分野における実務家、2013 年のオスロにおける核兵器の人道的影
響に関する会議に詳しい専門家にも話を伺った。これらの取材の結果は本書の以降の
ページに記載されている。
　本書の編集にご協力いただいた方々に謝意を述べたい。また、自身の体験や家族と
友人の喪失について証言し続ける被ばく者の方々の強さに敬意を表したい。広島と長
崎への原爆投下は、被ばく者の方々個人にとっての悲劇というだけではなく、まして
や第二次世界大戦の歴史の１ページというだけでもない。人類の頭上に吊るされたダ
モクレスの剣のごとく、核兵器は今なお存在し続けている。

* 著者は、本誌編集者のエレン・ポリチンスキに対し、本書への貢献を感謝する。
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　原爆から生き残った被ばく者の証言です。ここに紹介する３人の被ばく者は、読者
に核兵器の恐怖を理解してもらいたい、と自らの体験を語ってくれました。それぞれ
が被ばくし、被ばくに伴う耐え難い苦痛に苦しむ人々を目の当たりにしてきました。
さらに子孫が何らかの健康被害を受け継ぐ可能性も考えられます。３人全員が、二度
と核兵器が使用されないことを訴えます。三者三様の物語がそこにはあります。ご一
読ください。

朝長万左男：長崎に生まれ、1945 年８月９日に２発目の原爆
で被ばく。長崎大学医学部を卒業し、長崎大学原爆後障害研究
所の内科に入局し、血液内科学を専攻、原爆放射線による後障
害の研究に従事。その後、日本赤十字社長崎原爆病院長を務め、
現在、核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員長および原爆被ば
く者養護施設の診療所長。

意見と視点

原爆が投下されて：
被ばく者の声

*これらのインタビューは、2015年2月10日、11日、12日に東京、広島、長崎で編集長のビンセント・バーナード、
ICRC駐日事務所広報担当官の本間仁美（当時）によって行われました。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・
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意見と視点 原爆が投下されて：被ばく者の声

　長崎に原爆が投下された当時、朝長さんはまだ小さな子どもだったそうですね。原
爆投下の瞬間とその直後にどのような体験をされたのですか。

　私は 1943 年の６月５日に生まれました。原爆が落とされたときは２歳と２カ月で
した。あの日の午前中、私は木造の日本家屋の自宅の２階で布団で寝ていましたが、
突然、原爆の爆風で家が破壊されました。幸いにも私は怪我をしなかったのですが、
それは恐らく、布団に守られ、また、家の天井も直撃しなかったからだと思います。
　爆風の後、食事の用意をしていた母が私の寝室だった瓦礫の中を探しにやってきて、
布団の中でまだ眠っていた私を見つけました。母は私を自宅の残骸から連れ出しまし
たが、家は爆風を受けてから 10 ～ 15 分後に焼け落ちました。原爆には二つの物理的
影響があって、まず爆風に襲われ、続いて火事になります。爆風の後、私の家があっ
た地区では大規模な火災が発生しました。母と私は近くの神社に避難し、そこで一晩
を過ごしました。私はとても幼かったためこれらの記憶がありませんが、大きくなる
と母は私にこの話を聞かせてくれました。
　当時、私の父は旧陸軍の航空隊に所属していて、台湾に駐屯していました。父は台
湾で、２発の新型の原爆によってまず広島が、次いで長崎が壊滅状態になったと知り
ました。それから約１カ月後に母から手紙を受け取り、私たちが生きていることを知
るまで、自分の家族は長崎で死んでしまったと思っていました。
　父は戦争中に台湾で拘束されて捕虜となっていたので、私たちが生きていると知っ
た後でも、すぐに長崎に帰ってくることはできませんでした。父は軍医だったため、
拘束されていた空軍基地の近隣の人びとを診療することを許されていました。父は台
湾で１年半を過ごしてから、長崎に戻ることが許されました。帰国後、父は母校の医
大の助教授になりました。診療を再開したとき、父は被ばく者の中に、特に子どもに、
白血病を発症する人が急増していることに気付きました。その後長崎で医者として治
療を行っているうちに、必然的に被ばく者治療の専門家になったのです。

　今のお話を伺うと、朝長さんはお父様のお仕事の後を継がれたように思えます。朝
長さんが原爆放射線の影響を専門にされたのは、お父様の影響でしょうか。

　はい。高校生のとき、父と同じように医者になろうと考え始めました。医者になろ
うと決心したのは、白血病を発症する子どもの被ばく者があまりにも急激に増えてい
ることを知ったときです。原爆が健康に及ぼす影響を医学的に研究する専門家になろ
うと思いました。
　放射線の影響に関心があったのは、自分も原爆の影響を受けているかもしれないと
気になったからです。医学部に入るために勉強していたとき、白血病患者が急増して
いたので、自分の身体への放射線の影響について少し不安になりました。医学部に進
学した後、さらに原爆の影響について学び始めました。

　私自身は原爆の影響で苦しむことはなく、杞憂に終わりましたが、それは恐らく私
の家が爆心地から 2.5 キロメートル以上離れていたからでしょう。幸いにも、その地
区はわずか 20 ミリシーベルトという非常に低い放射線量だったと推定されました。

　いつ長崎の赤十字病院で働き始めたのですか。また、そこではどのようなお仕事を
されていたのですか。

　広島には、原爆が落とされた 1945 年当時既に赤十字病院がありました。長崎には、
当時赤十字病院はありませんでしたが、1958 年に特に原爆被ばく者のために長崎赤
十字病院が設立されました。当時長崎に住んでいた被ばく者が、白血病の発症が続い
ていたことに強い不安を抱いていたからです。
　その病院は（当時はとても小さかったのですが）日本政府と長崎県、そして長崎市
によって共同で設立され、日本赤十字社に移管されました。赤十字病院で働いたのは、
長崎大学を退官してからで、５年間働きました。病院の規模は設立時の２倍まで拡大
しました。約 15 年間続いた白血病発症率の増加という第一波の後、がん性の固形腫
瘍という第二波が始まりました。これらがんの発症は今も増え続けていて、原爆被ば
く者とその家族に大変な苦痛を与えています。
　調査では、爆心地から 1.5 キロメートル圏内にいた「近距離での被ばく者」は、遠
距離での被ばく者よりも白血病の平均発症率が約 50 倍高いことが明らかになってい
ます。原爆放射線が引き起こす病気として最初に判明した病気、それが白血病です。

　こうしたがんの発症率の増加の主たる被害者は誰なのでしょうか。

　原爆被ばく者自身が、がん発症率増加の主たる被害者です。被ばく二世、つまり被
ばく者の子どもへの影響は、未だ明らかではありません。現在のところ、原爆放射線
の遺伝的な影響、つまり被ばく二世への影響に関する調査では、原爆被ばく者の子ど
もに白血病、あるいは他のがんの増加はみられませんが、結論を下すには慎重になら
なければなりません。二世の方々はまだかなり若く、大部分が 50 代です。間もなく、
彼らは 60 代や 70 代というがんにかかりやすい年齢になり、がんになる確率が上がる
可能性があります。私たちは、被ばく者の子どもの間でがんが発症する確率が高くな
るかどうかを、今も徹底して調査しています。しかし、ラットやマウスを使った動物
実験では、放射線を照射した親とその子に現れるがん性腫瘍に加え、先天性異常との
間に明白な因果関係がみられることが既に分かっています。
　被ばく者においては、白血病の最初のピークは 15 年ほどで収まりましたが、驚い
たことに今になって被ばくした当時 10 歳未満の子どもだった被ばく者の間で、第２
のピークが現れ始めています。現在の年齢で 85 歳前後の人たちです。こうした被ば
く者は、高齢者に現れるMDS１という特殊な白血病を発病しています。
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　原爆放射線は被ばく者のDNAにまで影響を及ぼしており、原爆が人間の身体に一
生涯影響を与えていることは疑いがありません。DNA二本鎖は人体を構成する細胞
を制御しています。原爆放射線はこのDNA二本鎖を損傷させます。そして放射線の
影響を受けたまま、損傷したDNAは誤って修復され、悪性の遺伝子や白血病の第二
類型であるMDSを含むさまざまながんを引き起こす異常な融合遺伝子を生み出しま
す。

　話を原爆の爆発に戻します。それは壊滅的な被害をもたらしましたが、朝長さんは
生存者であり、お母様からそのお話をお聞きになっています。原爆被ばく者にとって、
その直後の影響と短期的影響、そして長期的影響はどのようなものだったのでしょうか。

　長崎医科大学は原爆によって瓦礫の山と化しました。爆心地からわずか 600 メート
ルの場所でした。900 人の教員と学生はほぼ即死で、長崎で最も大きなその附属医院
は原爆によって完全に破壊されました。そのため、原爆投下直後は生き残った被ばく
者に効果のある医療を施すことができませんでした。
　さらに悪いことに、その後も数日間は医療救援を被害者に届けられませんでした。
効果的な治療が全くなく、抗生物質や輸血さえなかったのに加え、病院や薬局を含む
インフラが完全に破壊されたために、大量の放射線を浴びた被ばく者は１～２カ月以
内に全員亡くなりました。爆心地から 1.5 キロメートル以内で放射線を浴びた被ばく
者は、その状況下でできる限りの治療を受けましたが、本当に多くの被ばく者が原爆
投下からほどなくして亡くなりました。
　爆心地から 1.5 キロメートル圏内では、数カ月間にわたり、骨髄あるいは結腸の表
面の粘膜で出血や感染症を引き起こすような破壊が生じるなど、深刻で短期的な健康
影響がありました。

　放射線によって引き起こされる短期的影響と長期的影響のほかにも、爆風にあった
被ばく者は、火傷や骨折などの怪我を負いました。長崎は日本の他の都市に比べ、障
がいのある人の割合は高いのでしょうか。

　広島、長崎の原爆の人体影響は、空爆を受けた日本の他の都市には見られない特異
なものでした。大抵の被ばく者が火傷を負いました。私が個人的に知り合い、高齢者
福祉施設で数カ月前に亡くなったある女性は顔中にひどい火傷を負い、それが治ると
顔全体に瘢痕組織とケロイドが広がりました。そのせいで、彼女は非常に若いときに
結婚の機会を失ってしまったのです２。
　重度の火傷や骨折、割れたガラスの破片などによる怪我などの深刻な健康影響は、
原爆の爆風の典型的な例です。中には、大量の割れたガラスの破片が当たり、その一
部が身体の中に残ったままになってしまった人もいます。

　爆心地の近くにいた人は火傷を負いました。爆発したときに爆心地から遠く離れた
場所にいた人は、また違う被害を受けました。英国海軍のある調査チームは長崎にや
ってきて、被ばく者の調査を行いました。一人の将校は、被ばく者は、最初は爆風で、
次に熱線で、最後に放射線で、３度殺されたと記述しました。爆心地のすぐそばにい
た人は、身体全体が黒焦げの炭になってしまいました。このようなひどい火傷を負っ
た被ばく者は、致死量の放射線と熱線を浴び、さらに骨折もしました。

　高齢の被ばく者は世話をしてくれる身内がいない場合もあるでしょうし、また、傷
のせいである女性は結婚ができなかったというお話もされました。原爆がもたらす健
康以外への影響は、他にどのようなものがありますか。

　原爆投下から 50 年の節目となった 1995 年、長崎大学の医師は大規模な心理学的調
査を実施しました。50 年経ったその当時でも、約 7000 人の被ばく者がかなり高い確
率でうつ病や外傷後ストレス障害を発症しており、非常に広範にわたる心理的影響が
あることが明らかになりました。原爆の記憶がよみがえるフラッシュバックに襲われ
て、心の健康が損なわれています。これは心理学的な研究に関する最初のデータとな
りました。私はこのデータを、2013 年にオスロで開かれた、１回目の核兵器の人道
的影響に関する会議で発表しました３。
　健康以外への影響は他にもあります。第一に、財政的または経済的な問題がありま
す。大部分の被ばく者は住む家も身の回りの品も失い、貧困状態に陥ってしまいまし
た。最初の５年から 10 年くらいは、日本政府からの経済的支援は一切ありませんで
した。そのため、被ばく者は団結して政府に抗議し、病院や医療に加え、経済的支援
を求めました。これが被ばく者の抗議運動の始まりであり、その抗議の長い歴史は今
日も続いています。被ばく者は、自分たちの現在の身体的、精神的、および社会的な
状況は原爆が原因であると政府が認めることを望んでいます。
　1958 年に長崎原爆病院が設立されたとき、日本政府は被ばく者全員のための医療
体制を主導しました。医療費は、歯の治療に至るまでほぼ全てが補償されました。医
療を無料で受けられることが認定されると、被ばく者には病院で提示できる手帳が交
付されます。さらに、被ばく者は追加的な医療費を賄うための約 270 ドル相当の手当
を毎月受け取ります。
　がんを発症した被ばく者で、中程度以上の放射線に晒された爆心地から２キロメ
ートル圏内にいた人びとは、追加的な金銭的支援として月々約 1000 ドルが支給され
ます。これらの制度で支援を受けている被ばく者は現在でも、広島と長崎を合わせ
て 20 万人ほどいます。この数は月日が経つに連れて減少しており、存命中の被ばく
者の人数も少なくなってきています。そのうち約 90%が毎月医療手当を受け取って
いて、おそらく全被ばく者の約 10%が毎月追加的な金銭的支援を受け取っています。
この追加的な金銭的支援を受け取るには、とても厳しい条件を満たさなければならず、



019018

意見と視点 原爆が投下されて：被ばく者の声

　原爆投下から 70 年が経ち、私は原爆が人体に与える健康影響の専門家になりまし
た。科学者として、原子放射線が人体、DNA、そして遺伝子に与える影響が生涯続
くことを知りました。
　私には、被ばく者と、DNAレベルで影響を診ることのできる医師ないし科学者と
いう、独自の二つの視点があります。この二つの視点を組み合わせると、私たち人類
は核技術についてとても深刻な問題に直面しているように思います。
　人類の文明は核分裂技術を開発し、それが一方では核兵器に使われ、他方では原子
力発電所に使われました。この革新的な技術は、非常に有益なエネルギー源になった
と同時に、人体に恐ろしい影響を及ぼす非常に破壊的で非人道的な兵器をもたらしま
した。核技術には二面性があるのです。70 年にわたる私の観察の結論とは、日本人
は世界の他の市民と同様に、核兵器のない平和な世界を実現するための方法を探さな
ければならないということです。

山本定男：1931 年生まれで、1945 年８月６日、広島に原爆が投
下されたときは 14 歳だった。原爆が爆発したとき、爆心地から
約 2.5 キロメートルの場所にいた。以来、自らの体験の証言を通
じて核兵器廃絶を主張してきた。1970 年、広島に投下された原
爆で命を失った母校の１年生に捧げる鎮魂曲「男声合唱のため
のレクイエム『碑』」を、自身の指揮で初演。以後、同曲は毎年
歌い継がれており、2015 年には広島に原爆が投下されてから 70
年の節目に合わせて、初演に参加したメンバーも加わってレクイ
エムを演奏した１。

　広島に原爆が投下されたとき、山本さんは旧制中学の生徒だったそうですね。原爆
が投下される前の広島をどのように記憶していますか。どのような毎日を送っていた
のですか。原爆が投下される前はどんな出来事がありましたか。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

まだ多くの被ばく者が追加的財政支援を求めて政府と厚生労働省を相手に訴訟を起こ
しています。

　被ばく者は、日本の他の人たちからどのように見られてきたのでしょうか。原爆が
投下されたときに広島や長崎にいたことで、偏見を持たれることはあるのでしょうか。

　いくつかの社会的な偏見がありました。1950 年代から 1960 年代の初め、戦後復興
の初期には、結婚できなかった人たちもいました。原爆を直接体験しなかった人の多
くが、自分の息子や娘が被ばく者と結婚するのを許すのをためらいました。ある種の
社会的差別でした。しかし、次第にこの差別はなくなり、多くの被ばく者が一般的な
家庭生活を送ることができました。原爆の影響が理解されるまでに 10 年近くかかり
ました。爆心地の近くにいた人は深刻な影響を受けましたが、ある程度離れた場所に
いた人は大丈夫だったようです。一度このことが広く理解されると、被ばく者との結
婚を認めることについてそのような差別はなくなりました。
　私自身は社会的な偏見を受けたことは全くありませんでしたが、先ほどお話しした
顔に深刻な火傷を負った女性は、結婚もできず、普通の仕事を見つけることもできま
せんでした。最終的には大学病院の清掃係の職に就きました。彼女の給料はとても低
いものでした。65 歳になり養護施設に移るまで、来る日も来る日も病院の全ての廊
下を掃除して回りました。とても孤独な人生だったのですが、彼女が 50 歳くらいの
頃、原爆について自らの体験を語ることを決意しました。彼女は、とても有名な原爆
の抗議者になりました。彼女は招待されて、ローマで法王に謁見したことさえありま
す。それは彼女の人生でとても幸せな瞬間でした。しかし、自らの体験を話しても良
いと思えるようになるまでに 40 年以上かかっており、彼女がそうしたのは、自分が
語らなければ世界から核兵器は絶対になくならないと思ったからにほかなりません。

　朝長さんは原爆により影響を受けた長崎の人々、特に原爆被ばく者を治療する仕事
を続けてこられました。今でも治療を行っているのでしょうか。

　私は大学病院で専門家として 40 年近く働きました。大学病院を６年前に退職した
後、日本赤十字社長崎原爆病院の院長を拝命しました。私はそこで５年働き、今年の
３月に退職しました。現在は、被ばく者養護施設の診療所長で、原爆で多くの家族を
亡くされたために、世話をしてくれる身寄りのない約 400 人の高齢の原爆被ばく者の
お世話をしています。この診療所では今でも、私が原爆病院で働いていたときに行っ
ていたのと同様の治療を、こうした高齢の被ばく者のために行っています。

　長崎とその周辺で 70 年以上にわたり、被ばく者を治療し、交流されてきた経験から、
主にどのようなことを学ばれたのでしょうか。伝えることのできる教訓はありますか。

©Jeff Cooke/ICRC

1   骨髄異形成症候群。
2   朝長医師はこの女性について彼のプレゼンテーションの中でより詳細に話している。“�e Lifelong Health 

E�ects of Atomic Bombs by Immediate DNA Damage”, Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear 
Weapons, Oslo, 4 – 5  March 2013, available at: www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/hum/
hum_tomonaga.pdf.

3   Ibid.
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　広島では、原爆が投下される以前には大きな空襲はありませんでした。小さな空
襲は２回あり、戦闘機が市の上空に飛んできて小さな爆弾を落として行ったときと、
B-29 がやってきて市の中心部に 10 発ほどの爆弾を落としていったときです。その他
には大きな空襲はなく、不思議なくらい平穏な毎日でした。夜は時々空襲警報が出さ
れ、電灯に黒い布をかけて防空壕に逃げ込まなければなりませんでした。昼間は何事
もなく、普通に暮らしていました。
　原爆が投下されたとき、私は旧制中学の２年生でした。原爆では、当時の私のよう
な生徒も含めて 14 万人が亡くなりました。当時広島市の人口は、駐留していた軍関
係者や市外から来ていた人も含め 35 万人ほどでした。つまり、全人口の４割もの人
が原爆で亡くなりました。
　当時、小学校の３年生から６年生は、空襲から逃れるために地方に疎開させられて
いました。１年生と２年生は、家族と離れて暮らすには小さすぎると考えられていま
した。市内には、３種類の学校がありました。一つ目は２年制の国民学校高等科、二
つ目は旧制中学校、三つ目は高等女学校です。旧制中学の生徒は、学校がないときに
は軍需工場や他の軍施設に駆り出されて働いていました。旧制中学の３年生から５年
生は、大概軍需工場で働いていました。市内には多くの小さな軍需工場があり、大き
な工場は爆心地から比較的離れた位置にありました。私のような旧制中学の１年生と
２年生は市の中心部で建物疎開に従事していました。私たちは、空襲のあと火災が広
がるのを防ぐための防火帯を作るために建物を取り壊していました。きつい仕事でし
た。大人が建物を取り壊して、生徒が瓦礫を撤去していました。
　建物疎開は広島市の中心部で行われていて、市内のほぼ全域から生徒が駆り出され
ていました。つまり、爆心地のすぐ近くの区域で働いていたために、多くの旧制中学
の１年生と２年生が原爆の犠牲になりました。具体的には、市内 35 の学校から教員
176 人とともに、生徒 8,187 人が建物疎開に動員されていました。これらのうち、生
徒約 6,295 人と教員約 132 人が原爆で亡くなりました。駆り出された全生徒の約 77%、
つまり４分の３が亡くなったことになります。爆心地の近くで作業に動員されていた
２年生は、全員亡くなりました。
　平和記念公園の平和大通り沿いには今、原爆の犠牲になった生徒を偲ぶ慰霊碑が３
つあります。そのうちの一つは、私の母校である旧制中学のためのものであり、もう
一つは造船工業学校のためのもの、そして三つ目は高等女学校のためのものです。犠
牲者の数がいちばん多かったのは高等女学校であり、７人の教員とともに１年生と２
年生の全 544 人が亡くなりました。私の母校では、４人の教員とともに１年生 321 人
が亡くなりました。
　私の母校では、１年生と２年生が、授業への参加と建物疎開への従事を一日おきに
交代していました。原爆が落とされる前の日、８月５日は、私たち２年生が作業に向
かい、１年生が学校に行きました。運命の日の朝、私たちは授業に出席することに
なっていましたが、前の日に先生は、明日は学校には来なくていいから、学校に来る

代わりに東練兵場に集合して、そこにあるいも畑の草取りをするようにと言ったので
す。それが運命の分かれ目でした。
　１年生が作業をしていたのは川岸で、爆心地から約 600 メートルの建物の裏側で
した。２年生が集合した先の東練兵場は、爆心地からは約 2.5 キロメートルの場所で、
広島駅の近くでした。この爆心地からの距離の差が生死を分けたのです。１年生 321
人は全員亡くなりました。２年生は、体に火傷を負いましたが、命を落とした人はい
ませんでした。

　広島に原爆が投下されたとき、どちらにいらっしゃったのですか。原爆投下の瞬間
とその直後にはどのような個人的な体験をされたのでしょうか。

　1945 年８月６日の午前８時 15 分、原爆が投下されたその時間は、私は東練兵場に
いて、あのとき、北東の方角からB-29 爆撃機が３機飛んでくるのに気が付きました。
警戒警報は解除されていて、３機だけだったので、偵察しているに違いないと思いま
した。
　私たちが空を見上げると、市内の上空にさしかかった頃、飛行機が急に方向転換し
て去って行ったので、不思議に思いました。その瞬間、爆発音がとどろき、とてつも
ない熱風で誰もが草地の上に吹き飛ばされました。私は意識を失ってしまいました。
気が付いて立ち上がると、広島駅の方角に巨大な火柱が立ち上がっているのを見まし
た。駅に爆弾が落とされたのだと思いました。
　私たちはみな、顔の左側に火傷を負いました。当時、天ぷら油を塗ると細菌が体内
に入るのを防ぐとされていたので、火傷に天ぷら油を塗って処置しました。処置を受
けたあと、再び爆弾が落とされるのではないかと怖かったので、友達と一緒に近くの
山にあった神社に避難しました。神社には既に大人たちが逃げてきていて、危険だ
から外に出るなと私たちに言ったので、級友の何人かと一緒に谷間に隠れていました。
爆弾がもう一度落とされる兆しがなくなってから、街の様子を見ようと外に出ました
が、見渡すかぎり白い煙に覆われていました。次第に、小学校をはじめ家々や建物が
焼け落ちているのが見えてきました。
　午後３時か４時くらいまでに、火災は収まっていました。私は家に帰ることにしま
した。避難していた場所から自宅までは１キロメートルほどでした。その地区では爆
風でかなり被害を受けていました。私の家も少し傾いていました。床を覆う畳は持ち
上がっていて、全くめちゃくちゃの状態でした。幸いにも家族は全員無事でした。作
業に駆り出されていた姉も帰ってきました。父は原爆が落とされたとき、爆心地から
約 680 メートルしか離れていない建物の中で仕事をしていたのですが、建物の中の厚
いコンクリートの壁の内側にいたおかげで怪我をせず幸運でした。その建物はその後、
火事になって焼け落ちてしまったそうです。父はそこの数少ない生存者の一人でした。
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　母校の１年生はどうなりましたか。そのことをどのように受け止めて、核兵器をな
くそうという声を上げようと思われたのですか。

　１年生は爆心地から 500 メートルちょっとの場所で建物疎開作業に従事していまし
た。原爆は地上から高さ 600 メートルの位置で爆発し、爆心地の周辺の地上の温度は、
一瞬にして 3,000 から 4,000 度という想像もつかないほどの高温に達したと言われて
います。１年生全員にとって生き地獄だったに違いありません。私はその場所にいた
者は誰もが即死だったと思っていたのですが、原爆から 24 年後の 1969 年の秋、原爆
投下後にあの１年生に起きたことの話をもとにした「いしぶみ」というドラマが地元
のテレビ局により放送されました。日本語で「いしぶみ」とは、広島にある犠牲者の
名前が刻まれた石碑のように、碑文が刻まれた石碑のことです。その翌年、１年生に
起こったことについて書かれた同じタイトルの本が出版されました２。
　321 人の１年生のうち、約３分の１は即死し、何人かは川で溺れて亡くなったそう
ですが、体中にひどい火傷を負った子も含め残りの生徒は父母に会いたい一心で数
キロメートルを歩いて家に帰ろうとしたということを聞いて驚きました。20 数人は、
先生に連れられて学校に向かったそうです。途中で亡くなった子もいました。励まし
のために軍歌を歌いながら川に飛び込んだ子らもいました。
　そのテレビ番組を観たあと、母校の１年生を襲った悲劇を、音楽というかたちで次
の世代と共有することが必要だと決心しました。そこで、母校を卒業した先輩方に作
詞と作曲をお願いしました。その曲は「レクイエム『碑』」といいます。当時、私は
男声合唱団の指揮者でした。1970 年 10 月２日、当時あった広島市公会堂という場所
で「レクイエム『碑』」を演奏しました。母校の犠牲者の慰霊碑が川岸の近くにあるので、
川岸側のドアを開けて、慰霊碑のもとに眠る魂に私たちの歌を捧げました。今、この
歌は毎年、私の母校の合唱団によって演奏されています。2015 年には、原爆投下か
ら 70 年の節目を迎えるにあたって、初演に参加したメンバーも加わって初演した合
唱団がその曲を歌います。

　山本さんや他の生徒の 1945 年８月６日の経験についてお話ししていただきました。
原爆投下直後の様子はどうでしたか。お互いに助け合う人たちがたくさんいたので
しょうか。

　原爆が落とされた直後、私は爆風と熱線で地面に叩きつけられました。２年生は全
員散り散りになってしまい、友人がどこに行ったのかは覚えていません。先生は何も
言いませんでしたし、先ほどお話ししたように、私たちは山の中腹にある神社に行き
ました。そこは木々に囲まれた場所で、友人と私はより安全だと思ったからです。
　広島港の近くには陸軍の運輸部隊が駐屯していて、原爆が落とされた直後に生存者
を救助する指令を受けました。しかし、広島の中心部は大規模な火災が発生していた

ので、救助に向かうのは困難でした。市の中心部から逃げてきた人たちに救いの手を
差し伸べることしかできなかったと私は聞いています。市の近くには似島と呼ばれる
島があり、そこには陸軍の検疫所がありました。似島の施設には、多くの被ばく者が
運び込まれました。周辺地域からはたくさんの人が自分の家族を探しに似島にやって
来ました。最終的には救護隊が市の中心部に入って救護活動をしました。

　原爆投下後の数日間や数週間は、山本さんはどのようなことを体験されたのでしょ
うか。広島を離れましたか、それとも広島にとどまり親戚を探されたのでしょうか。

　原爆が落とされた後、逃げられる人はみな逃げました。逃げることのできなかった
人の多くは、炎に包まれた市内で命を落としました。母の妹の叔母は、爆心地から約
400 メートルの本通りにいました。原爆が落とされた翌日、母は私に叔母の家族がど
うなっているのか見にいくよう言いました。叔母の家はまだ燃えていました。人がい
たのでしょうが、そのときそこにあったのは、黒焦げになった人の骨だけでした。私
が見たある人は骨だけになっていて、その骨は炎に包まれていました。
　叔母は見つかりませんでした。ようやく私は、いとこの叔母の息子を見つけ、叔母
の家族に何があったかを聞きました。叔母の夫は、見たところ怪我はありませんでし
たが、広島湾にある金輪島という島にある施設に収容されていました。私は叔父に会
いに行きました。叔父はどこも怪我しているようには見えませんでしたが、その後聞
いた話によると、別の施設に送られて、その６日後に亡くなったそうです。私が叔父
に会ったときは大丈夫そうでしたが、大量の放射線を浴びたのが原因でした。叔母は
原爆が爆発したとき、爆心地から 400 メートルの場所にいて、同じように放射線を浴
びました。叔母は 1945 年の８月 14 日に亡くなりました。

　山本さんは生まれてからずっと広島で暮らしているそうですね。原爆がもたらす長
期的な影響とは、どのようなものなのでしょうか。ご自身も放射線を浴びたことにつ
いて不安になったことはありましたか。

　1945 年には既に、私たちはあの爆弾が原爆だったことについて、新聞で読んで知っ
ていました。日本の新聞は、日本がポツダム宣言を受け入れて降伏した後の恐らく８
月 15 日か 16 日になって初めて、その爆弾が原子爆弾であると伝えましたが、私は当時、
放射線については知る由もありませんでした。私が唯一知っていたことは、原爆が大
きな爆弾だということだけでした。後年、放射線が人間の身体に与える影響を知って
からは、放射線のせいでがんになるかもしれないと心配しました。私が最も恐れてい
たのは白血病でした。

　原爆がもたらす想像を絶する苦しみから、どのような教訓が得られるのでしょうか。
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どのようなメッセージを未来に託したいとお考えですか。

　今回お話しした若い生徒を含めて、たくさんの人が原爆により命を奪われました。
あの悲劇は絶対に繰り返してはなりません。私の願いは、戦争も核兵器もない平和な
世界になることであり、こうした証言を通じてその願いを実現できるように、できる
限りのことをしています。

山脇佳朗：長崎に原爆が投下された当時、わずか 11 歳。双子の
弟とともに爆心地から約 2.2 キロメートルの場所で被ばく。以
後、核兵器廃絶を訴え続けており、自らの体験を共有すること
で、人びとが核兵器の影響に苦しむまずに済むよう望んでいる。
2010 年、日本政府から核兵器のない世界のための非核特使に任
命された１。

　長崎で育った山脇さんは、原爆投下の日も長崎にいらしたそうですね。そのときの
体験を聞かせてください。原爆が投下される数日前や数週間前の長崎の様子も教えて
ください。

　日本が太平洋戦争を始めたとき、私は小学校２年生でした。アメリカやイギリスと
戦争をすることになったと新聞やラジオが伝えていたとき、日本は神の国だと小さい
ときから教え込まれていたので、日本国民の多くが日本の勝利を信じていました。し
かし、戦争が進むにつれて、日本の敗北が避けられないことが明らかになりました。
私が６年生になってもまだ戦争が続いていて、長崎に原爆が落とされたのはその年の
夏休みでした。私は、爆心地から大体 2.2 キロメートルと少しのところにある自宅で
原爆に晒されました。
　まず、私の当時の家族についてお話しさせてください。私の父は 47 歳で、三菱電

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

機でエンジニアとして働いていました。母は 37 歳で、子どもは私を含めて７人いま
した。私の一番上の兄は 14 歳で、中学校３年生でした。私と双子の弟は 11 歳で小学
校６年生でした。他に、妹が二人と弟が二人いました。しかし、私の家族の中で、原
爆が落とされた日に長崎にいて、その影響を受けたのは、父と、兄と私たち双子だけ
でした。
　長崎では原爆が落とされた日の２週間前、アメリカ空軍のロッキード戦闘機やグラ
マン戦闘機が３度、長崎を攻撃していました。その最後の爆撃のときに、私の家の近
くの稲佐国際墓地に爆弾が落とされました。その爆発で、大きな墓石が屋根を突き破っ
て家の中に落ちてきました。その出来事に母はショックを受けました。母は、原爆が
投下される前日、下の弟と妹を連れて母の実家がある佐賀に疎開していきました。

　長崎に原爆が投下された当日はどうでしたか。その日はどこにいて、どのような体
験をされたのでしょうか。

　原爆が落とされた日の朝は、父と兄と弟と一緒に、自宅で目を覚ましました。母は
弟と妹の４人を連れて田舎に疎開していました。朝食の後、父はいつものように仕事
に出かけました。中学生だった兄は、学徒動員の一員として軍需工場に働きに行きま
した。双子の弟と私は、夏休みで学校がなかったので、家にいました。
　午前 11 時になる直前まで、私たちは縁側にいました。それから、お腹が空いたので、
奥にあった茶の間に行きました。それで、ちゃぶ台の前に座っていたら、青白い閃光
が部屋の中を走りました。そして、家全体を揺るがすような轟音が響きました。私た
ちは教えられていたとおりに、畳の上に伏せて、目と耳と鼻を指でふさぎました。そ
こに、壁土や破片が降りかかってきたので、爆弾が家を直撃し、生き埋めになってし
まうだろうと思ったのを覚えています。
　しかし、壁土や破片が落ちてくるのは、しばらくすると収まりました。それから少
し経つと、近所から叫び声や泣き声が聞こえてきました。畳に伏せたまま顔だけ上げ
て辺りを見回すと、全てが一変していました。家具はめちゃめちゃになり、散乱して
いました。壁は崩れ落ちて、どの部屋も畳が土や破片で覆われていました。双子の弟
と私が５分前に縁側から茶の間に行っていなかったら、爆風と熱線で大怪我を負って
いたでしょう。
　屋根は吹き飛ばされていて、見上げれば空がのぞいていました。柱と壁には、割れ
たガラスのとがった破片がたくさん突き刺さっていました。近所の家はどこも似たよ
うなひどい有様でした。港の向こうの市の中心部は土煙に覆われていました。
　双子の弟と私は、庭にあった防空壕に逃げ込み、父と兄の帰りを待つことにしまし
た。１時間くらいすると、兄が工場から戻ってきました。兄は、庭の小さな防空壕で
は危険すぎるから、近くにある大きな防空壕に移ろうと言いました。
　崖にトンネルを掘ったような大きな防空壕は、子ども連れの母親でいっぱいでした。

1   山本は広島平和文化センターに証言を寄稿しており、次のウェブサイトで読むことができる。Sadao 
Yamamoto, “ 1 st and 2 nd Year Students at Hiroshima Second Middle School – A Difference of Life or 
Death”, Peace Culture English Newsletter, No. 72, January 2015, available at: www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/
heiwabunka/pce72/English/08E.html.

2   “Monument”, Wikipedia, available at: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E 3 %81%84%E 3 %81%97%E 3 %81
%B 6 %E 3 %81%BF (in Japanese).
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原爆が爆発したときに外にいた子どもたちは熱線を浴びていて、露出していた肌とい
う肌に火傷を負っていました。爆風で飛んできたガラス片や破片が刺さって泣き叫ん
でいる子どももいました。私たちはその夜、一晩中、不安の中で父の帰りを待ってい
ました。しかし、父は朝になっても帰ってきませんでした。そこで、私たち３人は父
を探しに行くことにしました。

　意を決して出かけて行かれたと思いますが、街はどのような状態でしたか。原爆投
下の直後に人びとが求めていたものは何ですか。

　被ばく者がいちばん心配していたのは、自分の家族の安否でした。原爆が落とされ
たすぐ後から、みな自分の身内を探し始めました。怪我の治療については、ご想像の
とおり病院は破壊されていましたが、小学校に救護所が設けられました。医療関係者
も怪我をしていましたし、薬もなかったので、海から水を汲んできて沸かして、それ
を傷口に塗っていました。それ以外やりようがありませんでした。もっときちんとし
た治療はできませんでした。８月９日の夕方には、軍によって病院が設置され、治療
を施せる人も薬も、わずかながら揃っていましたが、充実していたとは言い難いもの
でした。
　被ばく者が次に心配していたのは、食べ物の不足です。国からの配給はなかったの
で、被ばく者は、とにかく家にあったものを何でも食べ、また親戚から食べ物を送っ
てもらっていました。
　住むところがなくなってしまったのも問題でした。自宅が壊れてしまい、行く当て
がなく途方に暮れていたのです。長崎市の北部は壊滅状態でした。中には、地下の防
空壕で生活していた人もいます。また、地面に散らばっている木材をかき集めて、仮
設の家を作った人もいました。

　お父様を探しに出かけたときは、ご兄弟と一緒にどのような体験をされたのでしょ
うか。お父様を見つけたときの様子も教えてください。

　父を探し続けるにつれ、目の前の被害はひどくなる一方でした。道端の家は一つ残
らず焼け落ちていました。倒れずに残っていた木や電柱も焼け焦げていました。川の
向こう側にあった工場は針金をぐちゃぐちゃにしたみたいな有様で、大きい柱が１本
立っているだけでした。
　道路には瓦礫が散らばっていて、その中に死体がたくさん混じっていました。その
死体は、顔も、腕も、足も、変色して膨れ上がっていて、黒いゴム人形のようでした。
靴で死体を踏むと、熟れた桃のように皮膚がべろんとむけてしまい、白い脂肪がむき
出しになりました。
　川にもたくさん死体が浮かんでいました。その中に、18 歳か 19 歳くらいの若い女

性の死体があって、そこから白くて長い帯みたいなものが後ろにつながって浮いてい
るのが目に留まりました。近付いてみたら、それは女性の脇腹から出ていた腸でした。
気分が悪くなって、目を背けて父の仕事場に向かって急ぎました。
　父が働いていた工場まで約 100 メートル以内の場所に来たとき、突然兄が悲鳴を上
げて立ちすくんでしまいました。私は、兄の肩越しに、６歳か７歳の男の子が口から
何か白いものを出して死んでいるのを見ました。最初は、うどんを吐きながら死んで
しまったのだと思いました。しかし、近付いて見てみると、彼が亡くなって体の中に
寄生していた回虫が死体からはい出てきているのだと気付きました。私たちは吐き気
をこらえながら、その場から走り去りました。
　父の工場は、焼け焦げた鉄骨が残るだけの無残な姿に変わり果てていました。崩れ
落ちた壁の間からは、３人の男性がスコップで作業をしているのが見えました。私た
ちは、「山脇といいます。父はどこにいますか」と大声で呼びました。一人の男性がこっ
ちを向いて、「お父さんなら、あっちだよ」と言いました。彼は、壊れた事務所の方
角を指差しました。
　私たち３人は、男性が指差した方角に向かって駆け出しました。そこで目にしたの
は、他の遺体と同じように、膨れ上がり、焦げた父の遺体でした。呆然と立ち尽くし
ていると、スコップを持った男性たちが私たちに、父を連れて帰るなら、まずそこ
で火葬したほうがいいと言いました。火葬場も爆撃で壊されていて、使えない状態で
した。他にすることも分からず、私たちは工場の黒焦げになった瓦礫のところに行き、
自分たちで火葬するために燃えさしの木片を拾い集めました。まず、焼けた柱を土台
にして、その上に父を寝かせてから、集めた木片をその上に積み上げました。火を点
けると、炎が空高く燃え上がりました。私たちは手を合わせて父のために拝みました。
拝み終えて顔を上げると、父の両足が炎の中から突き出ているのが見えました。とて
も見るに堪えませんでした。私たちの気持ちが見て取れたのか、工場から男性がやっ
てきて、今日は家に帰って、明日骨を拾いに来たらいいと言ってくれました。
　次の日の朝、私たちは父の骨を入れるためのつぼを探して、壊れた家の台所を見て
回りました。つぼを見つけ、それを持って３人で父の遺骨を拾いに行きました。とて
も不思議なことに、私たちは死体を見てももう怖くありませんでした。行く道をふさ
ぐ障害物くらいにしか思わなくなっていました。
　しかし、父の遺体を焼いた場所に着いたときは、衝撃が待ち受けていました。遺体
は前日と同じような状態で残っており、半焼けのままで灰に埋もれていたのです。ま
わりには工場の人は誰もいませんでした。私たち兄弟３人は、父の遺骨だけを拾おう
と思っていたのに、遺体は半焼けのままで残されていたのです。焼けていたのは手と
足の先、それとお腹の一部だけでした。拾えた骨はほんのわずかでした。
　灰まみれの骸骨のような半焼けの父の遺体は、普通の死体よりもはるかに気味が悪
く感じられました。これが、いつも一緒に話をしたりご飯を食べたりしたあの父だと
思うと、なおのこといやな気分になりました。もうそれ以上父の遺体を見ていられな
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くなって、私は兄に、「さあ家に帰ろう、お父さんの遺体はここに置いて行こう」と
言いました。
　今思い返すと、それは正しいことではなかったと思います。兄はしばらく父の遺体
を見つめてから、仕方ないから、あと頭の骨だけでも持って帰ろうと言いました。兄
は火箸を持ち、父の頭蓋骨に触れたとき、頭骸骨が石膏細工のように割れて、中から
半焼けの脳が流れ出てきました。兄は悲鳴を上げて、火箸を放り投げて逃げ出しまし
た。双子の弟と私も、兄を追って走り出しました。私たちは父の遺体を見捨ててしま
いました。原爆で家族や親しい人を亡くした誰もが、これと似たような体験をしたと
思います。あのたった１発の原爆が、およそ７万 4000 人の命を一瞬にして奪い去っ
たのです。
　こうした原爆投下後の光景は、脳裏に焼きついて決して離れることはないでしょう。
原爆が落とされた日、弟と妹を連れて田舎に疎開していた母は、８年前に 97 歳で亡
くなりました。父の遺骨を拾いに行ったときの顛末について、私たち３人は詳しいこ
とを母に話していません。私たちが母に話さなかった理由の一つは、実はその母は私
の本当の母ではなかったからで、双子の弟と私が２歳のときに実の母が亡くなって以
来、私たちを育ててくれていました。

　原爆投下後に体験されたことが原因で、今も苦しみを感じますか。今回のように体
験を証言することが、その苦しみを乗り越えるのに役立つでしょうか。

　今でもあのとき見た場面や光景がよみがえることがありますし、苦しみを覚えます。
頭蓋骨の画像などを見ると父の遺体の頭を思い出しますし、長くて白い布のようなも
のを見ると川に浮かんで死んでいたあの女性が目に浮かびます。証言すること自体は、
苦しみや、あの光景を思い出すことを克服するのには役に立ちませんが、先生や学生
たちが、後から手紙を送ってくれます。それが励ましになっています。そのおかげで
頑張っていられます。

　被ばくしてから年月が経つにつれて、ご自身やご兄弟の健康面で何か原爆の影響は
現れましたか。何らかの治療は受けられましたか。

　放射線の影響について知ったのは、原爆が落とされてから何年も経ったあとではあ
りませんでした。それまでは、放射線とその影響については全く知りませんでした。
長崎の人の大部分が放射線とは何かを知らなかったと思います。
　原爆投下のあと、アメリカの原爆傷害調査委員会（ABCC）が放射線の影響を集中
的に調査しました。ABCCの目的は、健康状態を調べることではありませんでした。
個々人の健康診断をするよりも、放射線によってもたらされる影響を調査してデータ
を集めるためにやって来ました。ABCC はひどい怪我を負った被ばく者の調査をし

ましたが、日本政府が医療面での支援を実施したのは原爆投下の 12 年後でした。被
ばく者には特別な治療が必要と認められるまでにこれほどの時間を要しました。
　私自身は、35 歳のときに肝臓と腎臓が悪くなり始めました。こうした健康上の問
題から、長崎原爆病院に 15 回入院しました。インターフェロンの投与や他の治療を
行い、治療は今も続いています。
　被爆者健康手帳をもらい、医療手当を支給される資格を与えられましたが、今度は
胃がんと診断されてしまいました。それで、2008 年と 2010 年に長崎大学病院でがん
を治療するために手術を受けました。手術のあと、今も原爆病院に通って病気の治療
を続けています。兄と双子の弟もがんと診断されました。

　山脇さんは被ばく者の代弁者として活動する、核兵器のない世界のための非核特使
に任命されました。代弁者として主に伝えたいメッセージはどのようなことですか。
特に若い人たちに伝えたいメッセージは何でしょうか。

　2010 年９月、当時の菅直人首相は私を非核特使に任命しました。私が予想してい
なかったことでした。この任務で、私はイギリスの中高生と国連フェローシップ・プ
ログラムの参加者に自分の原爆体験をお話ししてきました。
　私が伝えたい最も大事なことは、核兵器の使用に伴う悲惨な影響という現実です。
その影響は被ばく者の子どもや孫の世代にまで及び、核兵器使用の恐ろしさが続くの
です。私には娘が４人いますが、いちばん上の娘は白血病に似た病気を抱えています。
２番目の娘は乳がんになりました。

　戦争が終わった今、あの原爆をどう思いますか。長崎に原爆を投下したアメリカ人
について考えてみますと、許そうというお気持ちはありますか、それとも許すことは
不可能でしょうか。

　長崎の人びとは最初、どんな爆弾が落とされたのか、またどうしてあれほど広い範
囲に被害が広がったのか、知りませんでした。新聞で「原子」という言葉が使われま
したが、これは新型の爆弾であり、その被害や苦しみは限定的なものであると報道さ
れました。一部の新聞がこう書いたのは、治安の問題を生じさせ、日本人が進駐軍に
敵対心を抱くことを恐れた連合国最高司令官総司令部が、原爆について公表するのを
厳しく統制していたからです。
　原爆が落とされてから月日が経つにつれて、次第に原爆が開発された経緯を知るよ
うになりました。この爆弾がどのように開発されて、どのように使用されたのかを知っ
てからは、アメリカ人一般に対する憎しみは全く感じなくなりました。なぜなら、当
時のアメリカ人の大部分が原爆の存在を知らなかったと知ったからです。原爆につい
て知っていたのは、ごくわずかの科学者と、トルーマン大統領だけでした。原爆を落
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とすことを決定したごく一部のアメリカ人に対しては激しい感情を持っていましたが、
アメリカ人全体を憎んではいません。例えば、戦後に東京にやって来たアイゼンハワー
最高司令官やマッカーサー最高司令官でさえ、広島と長崎に原爆を落とすことには反
対だったということを知っています。

　将来に目を向けますと、今後、世界にはどのような未来が待っているとお考えです
か。ご自身の経験から世界はどのようなことを学んでほしいとお考えですか。

　私が 11 歳で体験したような、あの残酷で悲惨な出来事を、もう誰も体験すること
がないように切に願っていますが、現在世界には１万 5700 発ほどの核弾頭が存在し
ていて２、それらは全部、長崎と広島で使用された原爆よりもはるかに強力だといわ
れています。
　核兵器がいかに恐ろしくむごたらしいものか知らない人が世界にはまだたくさんい
ます。これに加え、9.11 同時多発テロ事件以降、世界ではますます緊張が高まってい
て、まだ内戦や国際紛争があります。
　これらがなくならない限り、核兵器が大惨事を招く未来は避けられないでしょう。
地球上から核兵器を完全になくし、原爆で苦しむのは長崎が最後であることを確実に
するために力を貸してください。全員で一致団結して、平和な世界、つまり戦争のな
い世界をつくりましょう。原爆は普通の兵器ではないので、いかなる戦争であっても、
その使用は許されるべきではありません。ご存知のように、戦争にも制約があるのです。

1   山脇は長崎原爆資料館で証言を行った。長崎原爆資料館のウェブサイトにおいて別の証言を読むこと
が で き る。Yoshiro Yamawaki, “�e Unforgettable Experience of the Atomic Bombing”, available at: http://
nagasakipeace.jp/english/survivors/yoshiro_yamawaki.html.

2   核軍備に関する現在の状況については、次を参照。Hans Kristensen and Matthew McKinzieʼs article in this 
issue of the Review.
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　中国新聞は、人類史上初めて核兵器の攻撃を受けた都市、広島に拠点を置く日刊紙
である。1892 年に創刊し、現在 62 万部が発行されている。中国新聞は、日本で有数
の地方紙である 1。1945 年 8 月 6 日、広島市とその住民の上で原爆が爆発した。爆弾
の凄まじい爆風、熱線、そして放射線によって街は全滅し、原爆による怪我や病気で
亡くなった人を含めると死者の数は 1945 年末までに 10 万人以上に上った。何とか生
き延びた人々は、身近な者はもちろん自宅や学校、そして職場も失った。被爆者は戦
後の混乱を耐え忍び、広島の街を復興させた。中国新聞社も、悲劇を耐え忍んだ一新
聞社として常に広島の人々に寄り添い、原爆後の街の復興を支えるために懸命に努力
してきた。さらに、戦争と核兵器のない世界を実現するため、長年にわたって独自の
活動を幅広く展開してきた。
　本稿では、当時中国新聞社の写真部員だった松重美人が撮った写真と共に、広島に
原爆が投下された日に中国新聞社の社員が体験したことの実態を伝える。特に、写真
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部員の松重美人、記者の大下
春男、そして速記部長の山本
安男の 3人の社員の体験談を
取り上げる。また、特にヒロ
シマ平和メディアセンターの
設立を通じた、中国新聞社の
広島市民の体験を記録すると
いう取り組みと、核兵器のな
い未来に向けた活動について
記す。

中国新聞社の社員が語った原爆投下の日

　中国新聞社は、従業員の約 3分
の 1にあたる 100 人以上を原爆で
失った。爆心地から約 900 メート
ル東に位置していた本社の社屋は
全壊した。新聞印刷設備も壊滅的
な打撃を受け、輪転機 2台が火事
で失われ、通信機器も破壊された。
生き残った社員も怪我を負い、多
くが家族を失った。
　以下に記すのは、1945 年に中
国新聞社の社員だった 3人の証言
である。松重美人は、原爆投下の
当日に、歴史に残る貴重な数枚の
写真を撮影したカメラマンである。
大下春男は、中国新聞本社に徒歩
で向かう途中、地獄絵のように街

が焼野原となっているのを目の当たりにした。山本安男は、当時 13 歳だった一人息
子を原爆で失った。彼はその後、中国新聞の復活を心に誓い、その目標に向かってた
だひたすら歩み続けた。

松重美人

　核兵器のない世界の実現に向けた取り組みの一環として、中国新聞は原爆や平和問
題を報道しているが、その原点は、同社のカメラマンだった松重美人（1913 ～ 2005 年）
が原爆投下の当日に撮影した 5枚の写真だった。原爆投下の日にきのこ雲を遠くから
撮影した写真は数多くあるが、原爆の雲の下で人類に何が起きたのかを捉えた写真は、
松重が撮影したたった 5枚しか存在していない。大怪我を負った人や爆発の衝撃で意
識を失った人、崩れ落ちてきた建物の下敷きになった人がいれば、服も体も焼け、皮
膚が細長くむけて垂れ下がっていた人もいた。それでも、助かった人々はやっとの思
いで市中心部から被害の少ない地域に逃れていった。
　5枚の写真の中で最も有名なのは、爆発のわずか 3時間後に爆心地から 2.2 キロメ
ートルの場所で撮影された 2枚である。そこには、爆心地の近くから御幸橋西詰めに

図１：御幸橋西詰めで撮影した写真。爆心地から2.2キロメートル。
千田町派出所の前までやってきて警察官に助けを求めている人々。
松重美人撮影　©中国新聞社

図２：御幸橋西詰めで撮影した写真。爆心地から2.2キロメー
トル。火傷を負った人々が油を塗ってもらっている様子。近
くの陸軍糧秣支廠にあった食用油や、広島電鉄の変圧器に使
用されていた油を塗った。松重美人撮影　©中国新聞社

原爆投下時の広島市内

国鉄山陽本線

己斐駅
広島城 

広島駅

爆心地

旧中国新聞本社

広島市役所 比治山

御幸橋

松重美人の自宅
兼理髪店

全壊・全焼区域

原爆の被害状況を示すために広島市が作成した
地図

図３：原爆投下時の広島市内の地図　©中国新聞社
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逃げてきた人々が写っている。松
重は後に、彼が見た光景を次のよ
うに語った。

　　�　赤い瓦礫に死体が累々と転
がっている都心部を 2時間半
あまり歩いて、1度もシャッ
ターが切れませんでした。撮
影したのは原爆投下約 3時間
後、御幸橋西詰の 2枚。午後
市内に入る前自宅で 2枚。夕
方、皆実町で罹災証明を書く
警察官の姿の合計 5枚に終り
ました。

　　�　二枚目を撮ろうとした時、
ファインダーが曇っとった。
怒りというより、アメリカの
やつひどいことしやがったなあ。かわいそう、むごいなあと思うと涙が出た。

　　�　派出所の方からも撮ろうとした。治療する様子や顔も見えた。あんまりむごい
けえファインダーものぞけんかった。近づいたものの、どうしても撮れん。ばつ
が悪いけえだれとはなしに「ひどいことになりましたねー」と声をかけたんです。

　　�　撮っとって良かったと思う。これだけで、原爆の惨禍が全部分かるわけじゃあ
ないけど、これでもないと、まったく分からん。新聞社のもんでも結局撮っとら
ん。2

　目に涙を浮かべながら、松重は原爆投下後の惨状を何とか写真に収めた。数多くの
人々が原爆体験を伝えようとしてきたが、松重もその一人だった。

大下春男

　8月 6 日の朝、当時 42 歳だった大下春男は、中国新聞本社に出勤するために広島
市の西約 8キロメートルにあった五日市町の自宅を出ると、広島市の上空に黒い煙の
柱が立ち上るのを目にした。廿日市警察署で救援トラックに乗ったが、広島デルタに
入るための橋が崩落していて、広島市内に向かうことができなかった。爆心地から
約 2.3 キロメートル離れた電車専用の己斐鉄橋を渡った。線路では枕木が燃えていた。

行く手を阻む凄まじい勢いの炎をかいくぐって、道路を進んだ。「あるのはただ死体
だけ」3 だった。ようやく本社にたどり着いたものの、「輪転機は既に真（っ）赤にな
っている。巻取（まきとり）紙の倉庫も紅蓮（ぐれん）の焔（ほのお）だ」4 という
有様で、口も利けなくなり座り込んだ 5。

山本安男

　　�　原爆が落とされた日から、中国新聞社で生き残った従業員とその家族の大半が、
自分たちの家族の死に直面することになった。また、他の人が無事でいるのか確
かめるのに必死だった…。

　当時 42 歳だった山本安男は、爆心地から約 2.5 キロメートルの場所にあった段原
中町（現南区段原南）の自宅から自転車で出勤する途中に、原爆の爆風で吹き飛ばさ
れた。広島県第一中学校の 1年生で 13 歳だった息子の真澄は、原爆投下時は建物疎
開に動員されていて、市役所近くで作業していた。彼は火傷で顔を膨れ上がらせて自
宅に帰った。
　山本は後に、息子と死の間際に交わした会話を次のように綴っている。「その夜の
十一時ごろであった。
子供はかすかな息の中
から、『ほんとうにお
浄土はあるの？』と妙
な質問を発した（略）
『そこには羊羹（よう
かん）もある？』」「『羊
羹でも何でも…』声を
くもらせて、やっと
それだけ妻が答えると
『ほうそんなら僕は死
のう』といった。」6

　山本は遺体を手押
し車に載せて火葬場
へ運んだ。その翌日
の 8月 8日、中国新聞
社に出勤した。そのと
きの心境を、自身が主
宰した短歌誌「真樹」
の 1965 年 8 月号で次

図４：松重美人の自宅兼理髪店。爆心地から2.7キロメートル。
理髪店は松重の妻と妹が営んでいた。爆風により、店内には
物が散乱して割れたガラスが飛び散った。奥に写っているの
は松重の妻で、当時妊娠中だった。松重美人撮影 ©中国新聞
社

図５：理髪店の窓越しに撮影した写真で、その日撮影した4枚目の写真。爆
心地からは2.7キロメートル。奥の瓦礫の山は、爆風で倒壊した、2階建て
だった消防署の出張所。その前には歩く男性の姿が写っている。松重美人
撮影 ©中国新聞社
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のように語った。「子供は死んで、人間の意思などあり得るはずもないのに、私はそ
の瞬間から中国新聞社の復興を一つの任務と思い込み、心をかき立てられはじめてい
た。」7

社員は放射線の急性障害にも襲われた。速記部長を務めていた山本は次のように記し
た。
　　�　二十日も立つと火傷を負った部分の私の毛髪が抜けはじめた（略）新聞発行整

備は一日も休むわけにはゆかないので白い包帯のまま長距離の自転車往復をくり
かえした 8

　　�　幸い難をのがれた人たちも出勤しはじめてから白血病にかかって死んで行くも
のがあり、果たしてここで新聞を出せるようになるものか、暗澹（あんたん）た
る気持ちであった 9

きのこ雲の後の広島の記録：ヒロシマ平和メディアセンター

　中国新聞社の他の多くの記者も、きのこ雲の下の街や人々がその後歩んだ道を記録
する取り組みにおいて、長年にわたり記事を書き、写真を撮影してきた。原爆投下以
前、広島市の人口は約 35 万人で、そのうち約 14 万人が 1945 年末までに死亡したと
推計されている 10。生き残った人々も、身近な者を失って悲しみに打ちひしがれるだ
けでなく、助けを求める人々を置き去りにして自分の命のために逃げたことへの罪悪
感に苛まれた。その後も、原爆が放出した放射線を浴びた影響で多くの人が亡くなっ
た。生き残った人もまた、原爆投下から数十年経った後でさえ、被爆していない人に
比べて高い確率でがんを発症するリスクに直面し続けている 11。
　被爆者が抱える身体的、心理的な苦しみは、生涯消えることはないだろう。1945 年
8月 6日に起きた出来事は過去の惨劇には留まらない。人々は 70 年後の今も痛みや苦
しみから逃れられずにいる。世界には現在、1万 6000 発近い核兵器が存在する 12。冷
戦時と比較すると大幅に減少したが、それでも世界を何度も滅ぼすことができるほど
の数が残されている。核兵器は非人道的な兵器であるため、核戦争が勃発すればそこ
に勝者などは生まれるはずもなく、地球が破壊され人類が滅亡する結末があるのみで
ある。核兵器が存在し続ける限りそれが使用される可能性は残されており、核兵器や
戦争のない世界の実現に向けて行動しなければ、人類に未来はないだろう。もし核戦
争が勃発すれば、人類は滅亡の危機に追い込まれ、その未来は閉ざされるだろう。つ
まり、人類と核兵器は共存することはできない。これが、中国新聞が広島市民と共に
世界に発信し続けているメッセージである。
　しかし、一地方紙の影響力には限界があり、東京の大手メディアほど日本の世論を
動かすことはできない。メッセージをより広く世界に向けて発信するとなればなおの
ことハードルは高くなる。新聞社としてニュースを報道することは最優先だ。しか

し、原爆の影響に苦しんできた都
市に拠点を置く新聞社として、中
国新聞は、核兵器に関する情報や
見解を発信することを通じて、世
界中が核兵器の非人道性の理解を
深める一助となることを望んでい
る。そのような活動により、ひい
ては核兵器のない世界の実現に貢
献できる。
　中国新聞は、情報や見解をより
広範に発信する取り組みをこれま
でいろいろと行ってきた。一例と
して、1989 年 5 月から 1990 年 5
月まで連載した「世界のヒバクシ
ャ」では、旧ソ連、ブラジル、米
国、フランス領ポリネシア、イン
ド、ナミビア、そして韓国など世
界 15 カ国、21 地域で放射線被曝
の被害者について伝えた。この連
載は 1990 年には日本新聞協会賞
を受賞し、書籍としても出版された 13。しかし、当然ながらこの取り組みにも限界が
あった。米国の主要な書店で販売されるまでには至らなかったのだ 14。
　インターネットの普及が進み、新聞が日本国外の読者に対してより効率的に情報を
届けることができるようになった。2008 年、中国新聞は、ヒロシマ平和メディアセ
ンターを編集局内に設置し、原爆、核問題、そして平和問題に関連する情報を専ら発
信するウェブサイトを立ち上げた 15。中国新聞の記者や論説委員が紙面用に執筆した
これらのテーマの記事や社説、コラムの全文がこのウェブサイトに掲載されている。
また、一部のコンテンツは英語に翻訳しており、日本語の読者以外もアクセスして読
めるようにした。
　原爆から 70 年の節目を翌年に控えた 2014 年、広島大学などの協力を得て、ヒロシ
マ平和メディアセンターのウェブサイトでは、中国語とフランス語、ロシア語に翻訳
されたコンテンツの提供を開始した。この取り組みは、原爆から 70 年の節目を踏ま
えてのもので、プロジェクトはこれからも引き続き進めていく。これらの 3言語に翻
訳されているコンテンツの数は英語ほど充実してはいないが、今や紙面のコンテンツ
の一部が計 5つの言語で世界に向けて発信されている。英語、中国語、フランス語お
よびロシア語を選択したのは、これらの言語がいずれも核兵器保有国で話されている
からだ。核兵器が使用されれば、そのきのこ雲の下の人々や街に何が起こるのか、こ

図６：御幸橋東詰めで撮影した写真。爆心地から2.3キロメー
トル。被災者が食糧などの配給を受けるための罹災証明書を
書く藤田徳夫巡査。割れたガラスで切った額に包帯を巻いて
いる。藤田巡査は原爆投下時、爆心地から4.7キロメートル離
れた宇品署にいた。松重美人撮影 ©中国新聞社
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れらの言語を話す国で生活する人々に知ってもらいたいという願いが込められている。

核兵器のない未来に向けて

　ヒロシマ平和メディアセンターのウェブサイトでは現在、2万 3000 点以上［編者注：
執筆時（2015�年）］の記事が公開されており、そこでは原爆がもたらした被害や世界
の核兵器の現状を扱っているだけでなく、福島第 1原発事故 16 などの核エネルギー問
題、さらには過去に日本が他国の人々に与えた苦痛についても取り上げている 17。また、
世界中の核問題の専門家から寄稿された記事を掲載しているほか、広島の原爆と関連
する写真も多数特集している。ウェブサイトには、これまでに 200 の国と地域から年
に 100 万件以上のアクセスがあった。そのうち約 10%が日本国外からのアクセスで
ある。
　中国新聞は被爆体験を若い世代に伝えていく活動にも重点を置いている。その中核
をなすのが、広島の小学校 6年生から高校 3年生までの生徒に中国新聞の「ジュニア
ライター」になってもらうという取り組みだ 18。日本の新聞社では学生の記者を育成
するのは珍しいことではないが、平和に関する問題に特化した学生の記者がいるのは、
おそらく日本では唯一の新聞社だろう。
　ジュニアライターが担当する重要な側面の一つが、連載中の企画「記憶を受け継ぐ」19

だ。被爆者の多くはジュニアライターの祖父母にあたる世代で、平均年齢は 80 歳を
超えている。ジュニアライターは自分たちが被爆者の証言を直接聞くことができる最
後の世代だと考えている。彼らがこの活動に熱心に取り組んでいるのは心強い。
　2015 年に開始した月 2回の 1 ページ連載企画「ピース・シーズ」20 も、ジュニア
ライターの重要な活動の一つだ。ジュニアライターのメンバーは通常、45 人程度で、
5つのグループに分かれる。各グループは原爆や平和に関連したテーマを選び、情報
を集めて記事を執筆する。過去の連載では、「被爆 100 年�2045 年の広島」21、「『私た
ちの平和宣言』�廃絶の願い�そして決意」22、「平和を知らない子どもたち�当たり前の
生活�遠く」23 などの記事を手掛けた。
　こうした活動を通じて、若き記者たちは原爆の記憶が風化するのを防いでいる。こ
の独自の取り組みは好意的に受け入れられていて、潘基文国連事務総長（当時）24、
河野洋平衆議院議長（当時）25、そして著名な日本のアニメ映画監督である宮崎駿 26

など多くの著名人へのインタビューを実現してきた。
　また、被爆体験を次の世代に伝えていく取り組みの一環として、中国新聞は中学生
と高校生を対象とした「学ぼうヒロシマ」という平和学習のための新聞を配布して
いる。2013 年から毎年広島県内の中学生と高校生の全員がこの新聞を手にしている。
この新聞は、被爆者の証言や原爆がもたらした被害の基本的な知識を特集している。
原爆投下と第二次世界大戦の終結から 70 年を迎えた 2015 年には、ジュニアライター
は数多くの挑戦的な新しい活動に取り組んだ。ホロコースト――ナチス・ドイツによ

るユダヤ人虐殺――を学ぶ欧州スタディーツアーに参加した生徒もいれば、5年に 1
度開催される核拡散防止条約（NPT）再検討会議の今年の会議を取材するため米ニ
ューヨークの国連本部に行った生徒もいた。
　スタディーツアーでは、広島の 8人の学生が 3月下旬にポーランドとオランダを訪
問し、原爆と共に第二次世界大戦の惨禍の象徴とされるホロコーストについて学んだ。
100 万人以上が殺害されたアウシュビッツ強制収容所跡や、アンネ・フランクとその
家族がナチスの迫害から逃れるために身を隠していたオランダ・アムステルダムにあ
る家（アンネ・フランク・ハウス）を見学した。ホロコーストの生存者の証言を聞き、
地元の若者と意見を交換した。参加した 8人の内訳は、大学生 6人と高校生のジュニ
アライター 2人だった。大学生の参加者は、県内の 5つの大学から小論文と面接によ
る審査を経て各大学が選んだ。
　参加者は訪れた国の若者と意見を交換し、現地の若者がどのようにしてホロコース
トの記憶を伝えているのかを学び、歴史を継承する取り組みの共通点を模索した。5
月末、日本人の学生はツアーの成果を報告した。自分たちが学んだ教訓を「ヒロシマ
ユースアピール 2015」27 という形でまとめた。

図 ７ ：平和学習新聞「学ぼうヒロシマ」の2015年版。中国新聞社が広島国際文化財団の協賛を得て制作した。 
©中国新聞社 
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　別のジュニアライター 2 人（いずれも高校生）は、ニューヨークで開催された
2015 年 NPT再検討会議を取材するために派遣された。彼らは広島市と広島県が主催
した行事を取材したほか、会議の議事を取材した 28。また、岸田文雄外務大臣（当時）
へのインタビューも行った 29。平和首長会議が主催したユースフォーラムでは、国際
社会に向けてスピーチを行った 30。平和首長会議は松井一實広島市長が会長を務めて

おり、現在 6990 以上の都市で構
成される 31。
　これらの活動は、ジュニアライ
ターが取材のために海外に渡航し
た初めての機会だった。これらに
二つのプロジェクトは、原爆の投
下と戦後 70 年の節目を迎えるに
あたり、広島の若い世代に自分
たちがどのような役目と責任を担
っているかを考えてもらう機会を
提供するという意図で企画された。
広島をはじめ、戦争の悲劇に見舞
われた場所で暮らす人々は、自分
たちの苦悩に目を向けがちだ。こ
うした若者が、世界の他の場所で起こった悲劇に対しても理解を深め、他の人々の痛
みを知り、共通点を見つけようと努めたことで、自らの意見を発信してこれら悲劇の
記憶を継承する能力を高めた。
　核兵器廃絶と世界平和を目指すという広島のメッセージを日本のその他の地域や他
国に発信することは、世界に想いを訴えていくというヨコ方向の取り組みである。同
時に、原爆の記憶を次の世代へ継承していくことは、時を越えて過去を伝えていくと
いうタテ方向の取り組みである。二つの取り組みは、地球上で誰一人、同じ悲劇を味
わい同じ苦しみに耐えてはいけないという被爆者の願いを世界の人々と共有する試み
である。一地方紙にとって、これらは異例かつ意欲的な仕事である。
　中国新聞はなぜこの活動にそこまで精力的に取り組むのか、という質問をよく受け
る。その答えは非常に単純で、広島の多くの人々と同じように、中国新聞社も原爆で
大きな痛手を受け、つまり「被爆者」と言えるからだ。中国新聞社の旧本社は爆心地
から東へ約 900 メートルの場所にあり、当時の従業員の 3分の 1にあたる 114 人の命
が奪われた。原爆の記事を書いていた記者たちは、同時に被爆者でもあった。
　米国の平和運動家で広島市の特別名誉市民でもあるバーバラ・レイノルズは、広
島市の願いを世界中に伝える上で多大な貢献をした。彼女は次のように語った。「私
もまた被爆者です」32、「私の心は�いつも�ヒバクシャ�ヒロシマ�とともにあります」33�
被爆者のメッセージを理解し、伝えるために力を尽くす人は、たとえその人自身や両
親や祖父母が原爆を直接体験していなくても、その人自身も被爆者だとするレイノル
ズに、中国新聞の記者も心から共感する。
　1945 年 8 月 6 日の惨劇を生き抜いた人々の体験を聞くことにより、人々は核兵器
がいかに非人道的であるかを理解し、自分自身も被爆者であると自覚し始める。被爆
者は、人類の代表として、核兵器のない世界をつくり、1945 年に幕を開けた核の時

図 ８ ：原爆投下前の中国新聞本社。左奥の ３ 階建ての鉄筋コンクリートの建物が本館。その右の ７ 階建ての建
物が新館。 ©中国新聞社（増井竹代さん提供）

図 ９：原爆投下後の中国新聞社の本館。奥に見えるのは新館。
スタンレー・トラウトマン撮影 
©中国新聞社（米国議会図書館蔵） 
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代に終止符を打つ責任があると考えている。ヒロシマの精神が、人々にその責任を自
覚させる 34。
　この責任ゆえに、中国新聞社の従業員は「きのこ雲の下から」世界を眺めることが
でき、被爆者や広島の人々の心情を理解することができる。このようなきわめて重大
な責任を担うことは、栄誉であり義務である。社是には「世界平和の確立」が謳われ
ているが、この社是は我々の義務であり使命として受け止めている。
　「原爆は威力として知られたか。人間的悲惨さとして知られたか」35�1971 年から
1974 年に亡くなるまで中国新聞の論説主幹を務めた金井利博が発したこの問いを、
我々中国新聞社は国際社会に問いかけている。我々は人間としての視点を保たねばな
らず、原爆投下後の実情を国家の視点のようにきのこ雲の上や遠く離れた場所からの
み捉えるべきではない。これが、原爆、そして核問題や平和問題を報道する際の中国
新聞の姿勢である。
　本稿で説明した取り組みは、原爆から 70 年を迎えた今後も根気強く継続していく。
原爆が投下された後、「75 年間、広島には何も育たないだろう」36 と言われたが、そ
の荒廃した土地は、広島の市民と支援者の努力により、樹々に囲まれた緑の街として
復活を遂げた。その広島に根差した中国新聞は、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現
を目指して、現在展開している活動を今後も続けていく。

図10：春の広島平和記念公園。左が原爆ドーム、その奥に見えるのが広島平和記念資料
館。右上に写っている白い建物が中国新聞社本社。©中国新聞社
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概要
　この写真選集は 1945 年８月９日の長崎への原爆投下を記憶にとどめるため、長崎
原爆資料館からの訴えとして掲載される。本稿は、長崎原爆資料館１の所蔵品に基づ
いて、中村明俊館長によって編纂された。読者は、ぜひ長崎原爆資料館を訪れ、1000
枚を超える写真や当時の街の残骸をしばし見学することで、70 年前の夏に原爆の前
後で起こったことを、そして原爆の破壊力がどれほどのものかを感じとっていただき
たい。

　下の写真１と２はそれぞれ原爆投下の２日前と投下の１カ月後、長崎北部にある爆
心地周辺を示している。
　それぞれの写真を上方から下方へ斜めに分断している蛇行した黒い線は、爆心地を
北から南に流れる浦上川である。中心近くの楕円は陸上競技場のトラックだ。
　２枚目の写真では、以前見られた所狭しと並んだ建物の凹凸がほとんど消えてしま
ったのが見てとれる。わずかに残っているのは、学校などの強固なコンクリートの建
物の残骸だけだ。爆心地一帯は月面のように荒涼としていた。記録はその被害を以下
のように描写している。

意見と視点

フォトギャラリー：
爆心地ナガサキ
中村 明俊
中村明俊	：	長崎原爆資料館長。長崎を舞台とした「聖水」
で2001年芥川賞。これを筆頭に、青来有一のペンネー
ムで数々の日本文学賞を受賞。

・・・・・・・・・・・・・・
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　　�警報は昨夜から連発されていた。（中略）長崎市中では空襲警報の解除と同時に、
人も機械も電車もすべてのものがいっせいに活発に動き始めた。たとえば市中で
は、ある町の配給所の前には早くも行列ができ、ある町では野菜の配給に隣組の
人々が集ってきた。医大では講義が始められ、診療が行われた２。

　1945 年８月９日午前 11 時２分、米軍機が長崎市北部の浦上地区に原子爆弾を投下
した。長崎は広島に続いて、原子爆弾による攻撃を受けた人類史上第二の都市となった。
　長崎型原子爆弾はプルトニウムを原料とする兵器でTNT（トリニトロトルエン）
火薬 21 キロトンに相当する爆発力を有し、ウランを原料としTNT火薬 15 キロト
ンに相当する爆発力である広島型原子爆弾より破壊力は大きい３。ただ、都市の規模
や周囲を山に囲まれた地形的な要因等により、長崎における被害は、22 万人が死傷
した広島ほどではなかった。それでも１発の爆弾で約７万 4000 人が亡くなり、７万
5000 人ほどが負傷した。当時 24 万人の住民の 60%以上にあたる約 15 万人が死傷し

写真１．1945年8月7日、長崎への原爆投下2日前の爆心地。米国人パイロットが上空から撮影。米国公文書館蔵、
RG 77-MDH

写真３．爆心地から約800メートルの民家で発見された、11時2分を指して止まった柱時計。

写真２．長崎に原爆が投下されてから１カ月後の爆心地。米国公文書館蔵、RG 77-MDH
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たのだ４。生き残った人々も、がんをはじめ放射線により引き起こされる病気の恐怖
に生涯怯えて暮らさなければならなかった。原子爆弾はかつて人間が経験したことが
ない全く新しい恐怖をこの世界にもたらした。
　原子爆弾の破壊力には、放射線、熱線、爆風の３つの要素がある。これに伴って起
きる火災がさらに被害を大きくする。長崎で投下された原子爆弾の爆発エネルギーの
およそ 50%は爆風となり、35%が熱線、15%は放射線として放出されたと推測され
ている５。
　原子爆弾の爆発によって最初に人々を襲ったのは、中性子線などの膨大な量の放射
線だった。続いて、爆発直下の地面を 3000 度から 4000 度の高熱にした熱線が襲った。
最後に１キロメートル離れたところでも秒速 160 メートルにも達した爆風であった。
実際には、白閃光が走った直後から３秒数える間に、放射線、熱線、爆風によって街
は壊滅していた。その後、火災が一昼夜続き、広範囲を荒廃させ、写真２に見られる
ような劇的で月面のような廃墟が広がった。
　原爆を耐え抜いた多くの人工遺物の中で、ひときわ目を引くものが長崎原爆資料館
に展示されている。その柱時計は爆心地から１キロメートルほど離れた場所で発見さ
れた。時計は 11 時２分で止まったままだ。

　久保忠八から寄贈されたこの時計は、爆心地から 800 メートルほど離れた山王神社
近くの民家の残骸で見つかった。時計は、家全体を破壊した爆風のせいで 11 時２分
で止まったものと推察される。
　また、資料館を訪ねる人々は、繰り返し放映される、きのこ雲が空に湧き上がって
いく動画を観ることになるだろう。原子爆弾を投下した米軍機から撮影された映像だ。
雲の下に広がる暗闇では炎が上がり、生き残った人々は逃げ惑い、瓦礫の下敷きにな
った人々は焼け死んだ。撮影した搭乗員は、１万メートル以上の高さにまで噴き上が
っていくそのきのこ雲の下で何が起きているのか、想像できただろうか。
　資料館の最初の展示室には被爆遺構が置かれている。そこには、爆心地から 250 メ
ートルの場所に位置していた浜口町の火の見やぐらの折れ曲がった鉄骨がある。やぐ
らは 10 メートルの高さがあった。それが爆風の衝撃を直接受け、脚は爆風の方向に
曲がってしまっていた。このやぐらは長崎消防署の指揮下にあり、通常の火災だけで
なく空襲警報時や退避中にも出火状況を把握するために署員によって利用されていた。
　同じ展示室には、大橋橋塔がある。元々は爆心地から 500 メートル北にある橋の南
端に設置されていた。４トンもの重さでありながら、原子爆弾が引き起こした爆風で
川に吹き飛ばされた。これらの様に、爆風の威力を示す実物が展示されており、きの

写真４．浜口町の火の見やぐら 写真５．大橋橋塔
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こ雲の下で起きたことを今も静かに物語っている。
　展示室の壁面いっぱいに復元された煉瓦の壁は、浦上天主堂の破壊された側壁だ。
原子爆弾で壊滅した長崎市北部の浦上地区は、日本がキリスト教の禁教政策をとって
いた時代にも、約 250 年にわたってひそかにカトリックの信仰を守る隠れキリシタン

が暮らしていた地域である。
　日本では、厳しい弾圧と迫害によってキリスト教の信徒は滅びたと思われていたが、
150 年前の 1865 年に発見された。当時、信徒発見のニュースは世界を駆け巡り、大
きな感動が広がった。浦上天主堂は、苦難の歴史の中でカトリックの信仰を守り通し
た人々が煉瓦を一つひとつ積んで 20 年をかけて建てた教会であり、彼らの心のより
どころであった６。
　1945 年８月９日、原子爆弾は天主堂からわずか 500 メートルの空中で爆発し、天
主堂は壊滅した。迫害の時代を乗り越えてきた浦上教区では、１万 2000 人の信徒の
うち 8500 人が亡くなった７。原子爆弾は人々の命を奪い、建物を破壊するだけでなく、
苦難の中で浦上に形作られてきた共同体や歴史、地域の人々のつながりをも消し去っ
てしまった。
　資料館は原子爆弾によって傷ついた人々の衝撃的な写真も展示している。写ってい
る人々は、自らに起こったことをできる限り多くの人に見せることで、原子爆弾の恐
ろしい影響に対する認識を高めたいという思いであった。
　医師と看護師は速やかに負傷者への手当てを始めたが、設備も医薬品も、応急処置
を施すのにさえ足りなかった。負傷者を爆心地から長崎県内外の医療施設へ搬送す
るため、臨時の救援列車が仕立て上げられた８。原爆以前、長崎市の人口はおよそ 24
万人だった。原爆傷害調査委員会によって

写真６.　浦上天主堂のレプリカ。長崎原爆資料館内に所蔵。

写真７．生存者を苦しめる傷跡の展示
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　1950 年 10 月１日に行われた調査によると、原爆直後の市の人口は 13 万 934 人で
あった９。
　写真７の、血だらけの背中でうつぶせになっている少年は、谷口稜曄氏である。上
半身がケロイドでひどく傷つけられているのは山口仙二氏である。２枚の写真に写っ
ている、顔半分が焼けただれた少年は吉田勝二氏だ。３人は 10 代半ばで原子爆弾に
より深刻な傷を負いながらも、かろうじて生き延びた。戦後、彼らは原爆の恐ろしさ
を人々に伝え、核兵器の廃絶を訴える平和活動に参加し続けた。
　原爆が投下されたとき、谷口氏は 16 歳の郵便配達人だった。彼の体験はノンフィ
クション本『ナガサキの郵便配達』に詳しく記されている 10。今年 86 歳になった彼は、
４枚の写真に写る中で存命する最後の被ばく者となった［編者注：執筆時（2015 年）。
谷口氏はその後 2017 年８月 30 日に逝去（享年 88）］。谷口氏は 2015 年の核不拡散条
約（NPT）再検討会議の開催時にニューヨークの国連本部を訪れた。彼はそこで各
国政府の代表者やNGO職員に対し、核兵器のない世界の実現を訴えた。
　原爆の恐ろしさを個人の経験として語ることができる人物として、谷口氏は体力的
に可能である限り核兵器の廃絶を訴え続けていくという意思を公に語っている。彼は
原爆による高熱で焼かれた、70 年前に血まみれになった背中をためらいなく人々に
見せる。彼はテレビカメラの前にさえ立ち、服を脱いでひどく傷ついた背中を見せる。
汗腺がつぶれて、なめらかに溶けたように見える背中に多くの人々は言葉を失う。今
でも、原子爆弾の結果の惨状は谷口氏の身体に見て取れる。床ずれによりあばら骨が
露出するほどの長く苦しい療養生活や、原子爆弾の生存者として放射線の影響におび
え続ける人生を、彼の背中は何よりも雄弁に語っている。
　長崎が原子爆弾により廃墟となって 70 年以上が過ぎた現在、長崎は目覚ましい復
興を遂げた。しかし、被ばく者の願いが叶うには程遠いままで、世界には１万 6000
発を超える核弾頭が存在している 11。しかも、多くの核弾頭の威力は、長崎や広島に
投下されたものの数十倍にもなっている。核兵器が再び使用されたら何が起こるのか。
答えは 70 年前に広島と長崎で起きたことを知っている人ならば誰でも容易に想像で

きるはずだ。
　2014 年８月９日、田上富久長崎市長は長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典における
平和宣言で次のように述べた。「核兵器の恐怖は決して過去の広島、長崎だけのもの
ではありません。まさに世界がかかえる “ 今と未来の問題 ” なのです 12」。この宣言
はすべての原子爆弾被ばく者と長崎市民の思いを体現している。これと同じ意味で、
長崎原爆資料館も過去の歴史を振り返るためだけの博物館ではない。人間の現在と未
来について深く考える場所でもあるのだ。

写真８．今日の長崎
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1   さらに詳しい情報は、資料館のウェブサイトを参照。available at: www.city.nagasaki.lg.jp.e.jc.hp.transer.
com/sisetsu/5090000/p011036.html. （インターネット上の参考文献はすべて2015年11月にアクセス）

2   長崎原爆資料館編『長崎原爆戦災誌第 1 巻総説編改訂版』（2006年）、163-166頁。次にも類似の記述がある。
長崎市編、長崎国際文化会館監修『ナガサキは語りつぐ』（岩波書店、1991年）、40-44頁。

3   長崎市役所編『長崎原爆戦災誌第四巻学術編』（1984年）、5 頁。Samuel Glasstone (ed.), The Effects of 
Nuclear Weapons, revised ed., US Atomic Energy Commission, 1962; John A. Auxier, Ichiban (Radiation 
Dosimetry), Energy Research and Development Administration, 1977; John A. Auxier, J.S. Cheka, F. F. 
Haywood, T. D. Jones and J. H. �orngate, “Free-Field Radiation Dose Distribution from the Hiroshima and 
Nagasaki Bombings”, Health Physics, Vol. 12, No. 3, 1966; Lord Penny, D.E.J. Samuels and G. C. Scorgie, “�e 
Nuclear Explosive Yields at Hiroshima and Nagasaki”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 
Vol. 266, No. 1177, 1970.

4   これらの数字は長崎市原爆資料保存委員会により行われた推定に基づいて1950年 7 月に発表された。以降、
長崎市は公式にこれらの数値に言及している。この推定によれば、7 万3884人が死亡し、7 万4909人が負
傷した。犠牲者のうち、1 万7358人は原爆投下後すぐに検視された。長崎原爆資料館編『前掲書』（注 2 ）
710頁。

5  長崎市役所編『前掲書』（注 3 ）13、28頁。
6   「浦上天主堂は、浦上のカトリック信徒を中心に、三十年の歳月をかけて赤煉瓦を一枚一枚と積みあげて

大正十四年に完成し、双塔の高さ二六メートルに及び東洋一を誇っていたが、ここも一瞬にしてドームは
落ち、わずかに赤煉瓦の堂壁を残して壊滅し、さらに夜に入って炎上した。西田三郎、玉屋房吉の二人の
神父と、奉仕作業をしていた信徒十数人が天主堂と運命をともにした。また、堂内に保管中の非常米二、
四八二俵と素麺等約一、〇〇〇箱が焼失した」長崎原爆資料館編『前掲書』（注 2 ）414頁。

  イエズス会宣教師であったフランシスコ・ザビエルはキリスト教の伝道のため1549年に日本に到着した。
その後すぐ、ポルトガル船が日本の港に来航し始めた。1571年に開港した長崎港はポルトガルとの貿易拠
点として発展し、日本人キリスト教徒の拠点であった。イエズス会に長崎の一部が寄付されていたにもか
かわらず、その後、全国を統一して戦国時代を終わらせることを望んだ豊臣秀吉によって財産を没収され
た。ポルトガル船の入港は禁止されたが、江戸時代に徳川幕府はオランダと中国との貿易を長崎港で行う
ことを許可した。日本での布教活動を制限するために豊臣秀吉から伴天連追放令が発布され、徳川幕府時
代にはキリスト教を全面禁止するなどさらに強化された。その結果、多くの日本人信徒は迫害され、隠れ
キリシタンとなった。浦上地区では250年余り隠れキリシタンが目につかないところに追いやられた。当
時浦上はいわゆる隠れキリシタンの中心であった。長崎原爆資料館編『前掲書』（注 2 ） 4 - 6 頁。

7   長崎市に在住していたキリスト教徒 2 万人のうち、およそ 1 万5000人～ 1 万6000人が浦上に住んでいた。
そのうち、1 万人は原子爆弾の犠牲となった。同上、308頁。

8  同上。
9  同上、710頁。
10 Peter Townsend, The Postman of Nagasaki, Harper Collins, London, 1984.
11  現存する核兵器の数について、詳しくは本書原版（英語版）のハンス・Ｍ・クリステンセンとマシュー・マッ

キンジーの章を参照。
12  Tomihisa Taue, “Nagasaki Peace Declaration”, Nagasaki, 9  August 2014, available at: http://nagasakipeace.jp/

english/appeal.html. ［日本語版 ：http://nagasakipeace.jp/japanese/peace/appeal/history.html］
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　ペーター・マウラー総裁と近衞忠煇会長（注）は、広島訪問後に行われたインタビ
ューで、核兵器に対して人類が払う犠牲を再考し、オスロ、ナジャリット（メキシコ）、
ウィーンで開催された核兵器の人道的影響に関する会議への国際赤十字・赤新月運動
の見方、そして核軍縮に向けての課題を示した。

インタビュー

広島・長崎から70年：
核爆発の影響に
関する考察

ペーター・マウラー赤十字国際委員会総裁と、近衞忠煇国際赤十字・赤新月社連盟会長および日本赤十字社社
長１(当時)

・・・・・・・・・・・・・・

International Review of the Red Cross (2015), 97 (899), 499–506.
The human cost of nuclear weapons
赤十字国際レビュー 第97巻(899号)　2015年秋発行

ⓒ赤十字国際委員会 2021
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赤十字トップインタビュー 広島と長崎から 70年後：核爆発の影響についての考察

2015 年、広島と長崎への原爆投下から 70 年の節目を迎えます。お二人は、世界にた
った２つしかない核攻撃を受けた都市のうちのひとつ、広島を訪問しました。国際赤
十字・赤新月運動はこれまで核兵器廃絶を訴え続けており、最近は特にその活動が活
発になっています。原爆投下から 70 年が経った今、なぜその活動はそれほど重要な
のでしょうか。

近衞忠煇（以下、近衞）：まず、この重要な問題について赤十字国際委員会（以
下、ICRC）と国際赤十字・赤新月社連盟（以下、連盟）がともに話す機会が与えら
れたことに心から感謝します。広島に原爆が投下された直後、まさに最初の段階か
ら、ICRCは助けを求めている人々に支援を行ってきました２。年月を重ねるにつれて、
各国赤十字・赤新月社も、広島を訪れるなどさまざまな形で続々と支援に参加しまし
た。私たちは、核軍縮を国際赤十字・赤新月運動（以下、赤十字運動）全体で取り組
むべき問題として位置づけており、今後もより一層力を注いでいくつもりです。
　今年、広島と長崎に原爆が投下
されてから 70 年という節目の年
を迎えます。核兵器がもたらす人
道上の被害がどれほどの規模なの
か、全世界が思い起こす重要な機
会となるでしょう。あの攻撃は、
核兵器が発する爆風や熱波による
その破壊力を人々に十分に思い知
らせました。放射線がもたらす、
圧倒的で長期的な影響も身に染み
て実感しており、それによって今
なお苦しみを強いられている人々
がいます。現在、被ばく者の平均
年齢は 80 歳に近づいていて、こ
の先ケアしていくのがますます困難になっていくでしょう。この重要な節目の年を機
に、全世界にメッセージを伝えていきます。

ペーター・マウラー（以下、マウラー）：広島と長崎に原爆が投下されてから 70 年が
経過した今も核軍縮に対するコミットメントは果たされないままで、今日の核兵器の
貯蔵量を考えると、コミットメントから具体的な行動へと踏み出す方法を見つけるこ
とが非常に重要です。ここ数年は核軍縮推進の機運が高まっています。この機会を最
大限利用して、既存のコミットメントを現実的に意義ある行動に移す方法を見つけて
いかなければなりません。
　ICRC と赤十字運動３は、核兵器がもたらす人道上の影響とその国際人道法（IHL）

上の示唆に焦点を当てることで、核兵器に対する行動の論拠を強調し、核兵器使用の
禁止とその完全な廃絶を達成するための取り組みを後押ししています。一朝一夕に成
し遂げられることでないのは理解しています。しかし、1945 年に ICRC と日本赤十
字社が目撃したように、核爆発がもたらす人道上の被害が甚大であること、また、今
後も核兵器が再び使用される危険がある現状を考えると、すべての国々に行動を起こ
すよう働きかけることは非常に重要です。

核軍縮の議論は非常に政治的であると理解されることが多いですが、核軍縮に向けた
取り組みを進めていく上で、赤十字運動はその議論においてどのような役割を果たし
ていくのでしょうか。

近衞：核軍縮の議論は常に政治色を帯びていますが、それが、赤十字運動が正しい方
向に前進することの妨げとなるべきではありません。再三強調してきたように、赤十
字運動は政治的な側面よりも人道上の被害結末を懸念しています。人道的観点からの
私たちの強いメッセージ――すなわち、核兵器によって生じる多大な人的被害と、核
爆発の被害者に十分な支援を提供できないのではないかという懸念――はきわめて重

要であり、政策決定者
が考えを改めるきっか
けになるでしょう。こ
れらのメッセージが政
策決定者に届き、政治
的アジェンダに影響を
及ぼすと信じています。
そのために、赤十字運
動は核兵器のあらゆる
使用がもたらす人道上
の被害に焦点を当て続
けなければなりません。
既に多くの組織が核兵
器の完全な廃絶という

目標に向けてさまざまな方向から取り組んでいます。私たちは赤十字運動として、こ
の目標に向かってともに取り組むための基礎をさらに拡大していくことができます。

赤十字運動は核兵器廃絶に向けて取り組んでいく決議を 2011 年に採択しました４。そ
の後、ICRC や赤十字運動、各国赤十字・赤新月社はどのような行動に出たのでしょ
うか。

広島で原爆犠牲者を追悼するペーター・マウラー総裁と近衞
忠煇会長

広島で原爆を体験した山本定男の証言を聞くペーター・マウラー総裁と近
衞忠煇会長。山本とその他の被ばく者の証言は、本号の「意見と視点」の章
で紹介している。

©
Je

ff 
C

oo
ke

/I
C

R
C

©
K

ay
ok

o 
S

ai
to

/I
C

R
C



061060

赤十字トップインタビュー 広島と長崎から 70年後：核爆発の影響についての考察

マウラー：ICRC は、オスロ、ナジャリット、ウィーンと、３度にわたる核兵器の人
道的影響に関する会議で取り上げられた重要事項の中でも、さらに的を絞った議論に
貢献すべく注力してきました。今回の広島訪問では、被ばく者の体験談５が印象に残
りました。よくよく聞くと、会議で議論された人道上の被害のすべての要素を被ばく
者は既に示していました。
　核兵器の使用は無差別攻撃です。文民たる住民と軍人の区別なく――女性も、子ど
もも、兵士も――その影響を被ります。前述の会議では、核兵器の使用がもたらし得
る影響、特に食料生産や環境への潜在的な影響について、より多くの国が理解を深め
ました。これを受けて、私たちは取り組みをさらに強化すると同時に、IHLの枠組み
における核兵器に対する私たちの考え方を再検討しました。
　近衞会長が先ほど話したことに関連しますが、核兵器の人道的影響に関する会議に
よって、ICRC と連盟は、赤十字運動が 1945 年に日本で行った活動と、被ばく者の
長期的なニーズに応え続けてきた活動に基づく私たちの見解を核軍縮の議論に反映さ
せることが可能になりました。赤十字運動が示した情報や見解は無視できるものでは
ありません６。これまでの数十年間、核軍縮の議論は基本的に軍事戦略の観点から行
われてきた点を考慮すると、人道的観点は、異なった議論の潮流を生む可能性があり
ます。
　赤十字運動は 2013 年に、核兵器廃絶を目指す４カ年の行動計画を採択し、重要な
一歩を踏み出しました７。この行動計画では、核兵器を取り巻く問題を啓発するため
に各国赤十字・赤新月社が自国で取り組むべき活動をまとめ、今まで以上に活発かつ
積極的に核兵器廃絶に取り組んでいます。核兵器の問題について政府や議会、報道機
関とコミュニケーションを取り、人道上の影響という視点が核軍縮の議論の促進剤と
なる風潮を生み出そうとする取り組みが多くの国で実施されています。ICRCは各国
赤十字・赤新月社と密に連携して、この分野での取り組みを支援しています。

近衞：私もマウラー総裁と同じく、核兵器の無差別な性質と、深刻な被害が何十年に
もわたって、しかも世代をまたいで死や苦痛を生み出し続けるという点から、赤十字
運動にとって核兵器の問題は重要であるという考えです。
　IHL に照らした場合、核兵器の使用は深刻な問題を引き起こすことになりますが、
それでもなお、核兵器の使用は法的に正当化され得ると強く主張する人々がいます。
私は全く異なった見解を持っています。広島と長崎で身近な人々を失った被ばく者の
証言を聞いたり、身体の不調に今なお悩まされ続けている姿を目にしたりした後は、
より一層そうした見解は強まります。核兵器を一つ残らずこの世からなくさなくては
ならないことは明らかです。理屈ではそれを理解している人も多いでしょうが、広島
や長崎を訪れて被ばくした方々の証言を聞けば、私たちの主張に対する理解はより深
まるでしょう。
　前述の４カ年の行動計画の中に書かれている決議を連盟が実行していく方法は、い

くつかあります。まず、通常の役割として各国赤十字・赤新月社が適切に取り組みを
推し進めていけるよう促す調整役を務めること。連盟は、ウィーンで開催された核兵
器の人道的影響に関する会議等、多国間会議に各国赤十字・赤新月社が関与するプラ
ットフォームを提供してきており、核爆発の際に人道支援を提供できる十分な能力や
計画が存在していないことをはじめ、各国赤十字・赤新月社の主張が確実に届くよう
に動いています。次に、ICRCと緊密に協働しながら、核兵器に対する連盟の見解を
活発に発信する各国赤十字・赤新月社の国際的なネットワークを精力的に支援します。
さらには、実施された活動や過去そして今後のイベント、さらに核兵器関連分野の専
門組織の取り組みについて、タイムリーに情報交換できるよう取り計らっています。

将来的に核兵器が使用されて、世界がそれに対処しなければならなくなる可能性があ
ります。そのような事態が起きるとしたら、赤十字運動としてはグローバルな意味で
どのような準備、対処、そして復興に向けた活動ができるのでしょうか。

近衞：前述の通り、たとえ一発の核兵器でも、今から十分に備えておくのはほぼ不可
能です。また、どれだけ対応に尽力しても、核爆発の直後の人的被害や破壊の程度は
甚大で、人道支援を効果的に行うのは現実的ではありません。インフラは破壊し尽く
されるでしょう。爆心地の周辺では、まず被害者が自身で対応しなければならない可
能性が高いです。さまざまな施設や生活必需品は破壊されているでしょう。放射線の
存在により、汚染地域に直ちに救援を送り込むのはほとんど不可能です。大半の国家
も、そして私が知るどの人道支援組織も、そのような事態には対処できないと思います。

マウラー：これは興味深い議論です。ICRCは、核爆発の直後に被害者のニーズが十
分に満たせるかについて、きわめて懐疑的な見方をしているからです。広島での経験
から多くの教訓を得て、各国赤十字・赤新月社や各組織、各国政府が核兵器による惨
事に対応する準備を現在どの程度まで整えているか、理解を深めようとしてきました８。
過去３年にわたって調査を重ねた結果、最も可能性の高い核兵器使用のシナリオに対
して十分に対応できる能力は、国際レベルでも、そしてほとんどの国家でも、存在し
ないという結論に達しました。
　この調査結果に疑問を抱く人もいるかもしれませんし、核兵器の大惨事にも対処で
きる方法が必ずあるはずだと思われるかもしれません。しかし、そういった見解は、
核兵器がきわめて限定的に使用された場合を想定したものです。近衞会長も私も、そ
のように限定的に核兵器が使用されることがあるとは思っていません。一発でも使用
されたら、それが引き金となって次々と使用されます。それが最も現実的なシナリオ
です。果たして前もって準備できるシナリオの類であるのか、重大な懸念を抱かざる
を得ません。
　また、核爆発がもたらす人道上の影響に対処する責任を核兵器国が人道支援組織に
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押しつけ、「私たちの役目は軍事戦略的に考えることで、あなたたちの役目は人道上
の影響に対処することだ」などと発言するような状況を生み出さないことも重要です。
核兵器が使用されることがあれば、破壊力はとてつもなく、長期にわたって健康や食
料、環境に影響を与え、それに対処できるよう準備することはいかなる合理的な方法
によってもほぼ不可能である、と各国に警告したいです。

お二人は被ばく者の証言を聞きました。ICRCと日本赤十字社は、広島と長崎への原
爆投下を受けて救援活動を行った事実もあ
ります。被ばく者の証言と過去の経験から、
被害者のニーズに関する教訓とは何でしょ
う。

マウラー：被ばく者の証言は、これまで私
たちが一般論として訴えてきたことを非常
によく説明しています。被ばく者はそれぞ
れ爆発のありのままの真実を描写していま
す。熱波や爆風圧、放射線、そして助けを
探すことさえままならない状況などです。
特に、救援活動に従事すべき人員までもが
一般市民と同様に負傷したり命を落としたりしたため、救援能力自体がひどく損なわ
れました。効果的に対応できなかったのは、その意志がなかったからではなく、能力
が失われてしまったからです。被ばく者の証言は、人々がどのように助けを求めてい
たか非常に生々しい描写を含んでいましたが、病院は破壊され、医師や看護師も犠牲
になり、薬は汚染されてしまいました。証言は核爆弾の破壊力をはっきりと示してい
ます。

近衞：直後に十分な治療を提供するのが困難になった点は、非常に重要な教訓の一つ
です。広島では、日本赤十字病院は爆心地に非常に近接していましたが、偶然にも崩
壊を免れた数少ない病院の一つでした。生き残った医師や医療関係者が動員され、長
崎でも状況は同じでした。そこで、赤十字社で訓練を受けた多くの看護師が、すぐ
に各地の病院に派遣されました。そして、他の医療関係者とともに大勢の人の手当て
をしました。その後、近隣県から派遣されてきた医師も救護に加わりました。しかし、
高線量の放射線を浴びた場合の影響に関する知識は持ち合わせていませんでした。必
要な器具や薬もなく、被害者の治療法も分かりませんでした。そういう意味では、こ
の種の出来事に準備できていなかったのです。彼らは善意とモチベーションに溢れて
いたけれども、できることは多くはなかったのです。

広島で生き延びた被ばく者の話の中で、最も驚いたことは何でしょうか。

近衞：広島と長崎の被ばく者は、何もかもがごく短い時間の中で起きたと語っていま
す。しかし、多くの被ばく者にとっては、そのごく短い時間がその後の人生に長く影
を落とすこととなりました。実際のところ、被ばく者の長期的なニーズは何であるか、
全部が明らかになっているわけではありません。というのも、社会的な偏見が強かっ
たり、自身の体験を語りたがらない、次の世代やその先の世代までも続くトラウマが
あったりするからです。
　今朝、戦争を経験したある男性は、直接原爆の被害にあった両親が彼にその体験を
話したがらなかったと語りました。本当のことを話すと息子の結婚が難しくなるので
はないかと感じたからです。被ばく者に対して、放射線の影響をひどく受けているか
もしれないという偏見が存在していたんです。

マウラー：これは非常に興味深い点です。私たちは長い間核兵器の身体への影響にば
かり気を取られていたからです。偏見やトラウマは、最も目に見えるかたちの長期的
な影響です。被ばく者の話で強く印象に残ったのは、心理社会的な影響――戦争中に
負った心理的なトラウマと、その後に苦しめられた差別――です。これは、武力紛争
というより広い文脈の中で、議論が始まったばかりの重要な要素です。私たちはこれ
まで戦争の犠牲となった人々の身体的な傷という即時の影響を問題視してきましたが、
私は、犠牲者と接していくうちに、いまだ検討が不十分だと思われる別の側面、つま
り核兵器などの特定の兵器がもたらす心理社会的な影響に関心が移っていくようにな
ってきています。

最近の会議やその他のフォーラムでは、核兵器がもたらす人道上の被害に多くの国が
懸念を示しました。核兵器が二度と使用されないようにするために、赤十字運動は各
国に対して具体的にどのような行動を期待
しますか。

マウラー：現時点で各国が取り得る最善の
策は、既存の義務を果たすこと。そして、
核兵器の使用を禁止し、同時に核兵器の全
面的な廃絶につながる法的拘束力を有する
単独あるいは複数の条約に向けて交渉する
ことです（注）。これを達成するには種々
のアプローチがありますが、現実的に考え
れば、そのプロセスはできるだけ包括的な
ものを目指すべきです。どのような条約であるべきか、それを達成するための時間的
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枠組みはどうか、どのような場で作成するかについて、各国がそれらを決定する責任
を有します。赤十字運動は提案する立場にいません。とはいえ、そのような条約が核
兵器の使用の禁止と核兵器の完全な廃絶につながるものでなければならないというこ
とは、今後も主張し続けていきます。
　「グローバル・ゼロ」という呼び掛けは、もはや急進的ではありません。国連安全
保障理事会までもが、核兵器のない世界の達成に対するコミットメントを確認してい
ます。問題は、どのように核軍縮を進め、どのようなプロセスを踏んで条約に達する
ことが可能かということです。各国は、条約の構造に関するさまざまな可能性を模索
し、条約を達成するための期限を設定する時期に来ています。
　核兵器が廃絶されるまでは、各国、特に核兵器国とその同盟国は核兵器爆発のリス
クを減らすよう、さらなる努力をしなければなりません。軍事計画や軍事ドクトリン、
軍事政策の中で核兵器の影響力を減じるにはさらなる努力が必要ですが、高度の警戒
態勢にある核弾頭の数も減らせるはずです。こうした取り組みの多くは、かねてから
の政治的コミットメント、特に 2010 年の NPT（核兵器不拡散条約）行動計画に立脚
し、できるだけ早急に実施しなければなりません。

近衞：核兵器は抑止として機能しており、いわば「必要悪」であると主張する国が今
も存在します。しかし、私見では、国際人道法に違反せず核兵器を使用するのは、そ
れが不可能でないとしても、非常に困難です。したがって、法に違反する核兵器を製
造したり保有したりするのは無意味であり、廃絶に向けて力を注ぐべきです。当然赤
十字運動は、核兵器が使用されれば人類はどのような代償を払うことになるかを検討
し、核軍縮を進展させるために最善を尽くすよう核兵器を保有する国に対して働きか
けます。そうすることで、核兵器廃絶のための役割を果たし、ひいては非核兵器国の
ネットワークを拡大していきたいと思います。

赤十字運動は他にどのようなことを重要なメッセージとして国際社会に対して伝える
ことができるでしょうか。

マウラー：近衞会長が指摘した点に関連しますが、赤十字運動としては、核兵器がも
たらす人道上の影響に関する議論を実際の交渉の場に持ち込みたいと考えています。
私たちは、その人道上の影響について調査し、各国にその結果を伝えています。今は、
各国が主役になるべき時であり、私たちのような組織が提供した情報をもとに、解決
策を交渉する番です。いくつかの選択肢があることは理解しています。現時点では既
に、核実験禁止条約があり、NPTがあり、二国間の軍縮協定があります。一つの策
では完全な軍縮は実現しないかもしれませんが、さまざまなアプローチを上手く組み
合わせることで前進が望める可能性があります。過去３年で核兵器の人道的影響に関
する会議において 150 以上の国と多くの市民社会組織が実行してきた取り組みを踏ま

え、核兵器を保有する国を含む各国が核兵器の禁止と全面的な廃絶に向けたプロセス
を進展させる方策または方策の組み合わせを建設的に検討するよう、これらの懸念を
真剣に受け止めることを期待します。
　肝心なのは、一方が核軍縮の議論をし、もう一方が核兵器は依然として有用である
と主張し、実際の進展が望めない無益な堂々巡りを避けることです。異なる見解やア
プローチが交錯して容易には折り合いをつけることができない性質の問題ですが、国
際政治の常で、すべてはタイミングとモチベーション次第です。最終的なゴールを見
据えて意見が一致しないときも、最初の一歩を踏み出すことはできます。どんな道の
りも一歩の前進から始まります。完璧な解決策をすぐに目指すべきではありません。
核兵器の全面的な禁止と廃絶という目標に近づく、より具体的な行動を促すべきです。

近衞：赤十字運動では決議や行動計画を採択し、核兵器廃絶に関する合意に達するよ
うに政策決定者に訴えかけています。おそらく一部の政策決定者には私たちの声は届
いておらず、各国赤十字・赤新月社を通じて直に各国政府に働きかけています。各国
赤十字・赤新月社の中には、核兵器は非常にデリケートな問題だと考えているところ
もありますが、これは赤十字運動全体が憂慮すべき問題であり、赤十字運動の構成機
関すべてがこれに対する責務を共有しなければなりません。核兵器の人道的影響に関
する会議や関連するフォーラムも、各国赤十字・赤新月社と政府双方のこの問題への
興味や関心を同一の場で惹きつける絶好の舞台となってきました。

マウラー：核兵器を人道的観点から捉えることと、核兵器の禁止や廃絶を実現できる
方法について現実的に考えることの間に何ら矛盾する点はないと認識するのが重要で
す。各国赤十字・赤新月社と国際赤十字・赤新月社連盟、そして ICRCは、一つの視
点に固執しているわけではありません。しかし、私たちは人道組織として人道の側面
に取り組まなければなりません。安全保障上の観点から核兵器を廃絶することはでき
ない、なぜなら世界情勢が不安定だから、他国が保有しているから、抑止として有用
だから、テロリストが手にする恐れがあるから、というような主張によって、残念な
がらこれまで進展が見られませんでした。そのような意見も尊重します。軍事的な観
点からの主張もあって当然です。しかし、私たちは調査を行い、経験として核兵器が
もたらす人道上の影響という現実を知るに至っています。核兵器がもたらす人道上の
被害、特にオスロ、ナジャリット、そしてウィーンで開催された会議で公表された
新しい情報や調査結果に照らし合わせて、核兵器を法的観点や政策的観点から再考し、
核軍縮を進めるための具体的な行動を取ることを各国の政治指導者に期待したいと思
います。

近衞：今も一部の国が主張する抑止の観点からの軍縮への反論は、もしかしたら冷戦
時代には正当化できたのかもしれません。つまり、両陣営とも核兵器を保有すること
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によって自分たちの陣営を守らなければならないと主張していました。しかし今や冷
戦が終わり、全く異なった世界に私たちは生き、核技術が広まって非国家主体が核兵
器を手にする懸念があるからこそ、核兵器の禁止と廃絶を国際的な優先課題として考
えなければならない時期に来ています。私たち赤十字運動は、核兵器の禁止を世界的
な潮流としてより強めるため、人道的観点を強調する重要な役割を果たすことができ
るはずです。

編者注：�本インタビューは本誌編集長のビンセント・バーナードが 2015 年２月 12
日、東京にて行った。当時、国際赤十字・赤新月社連盟会長だった近衞氏は、
2017 年 11 月に任期を終えている。また、この中で言及している「核兵器の
全面的な廃絶につながる法的拘束力を有する単独あるいは複数の条約に向け
て交渉」については、二年後の 2017 年７月に国連において核兵器禁止条約
が採択されている。

1   インタビューは本誌編集長のビンセント・バーナードが 2015年 2 月12日、東京にて行った。マウラー総
裁と近衞会長(当時)は 2015年 2 月11日に広島を訪問。近衞氏はICRC職員とともに2015年 2 月12日に長崎
を訪れた。なお、近衞氏は、2009年にアジア初の国際赤十字・赤新月社連盟会長に就任、2017年11月まで
二期 ８ 年を務めた。

2   原爆投下の後広島入りした初の外国人医師である ICRC職員マルセル・ジュノー博士による証言は次を
参照。Marcel Junod, “�e Hiroshima Disaster”, International Review of the Red Cross, Vol. 22, No. 230, 1982; 
Marcel Junod, “�e Hiroshima Disaster (II)”, International Review of the Red Cross, Vol. 22, No. 231, 1982. 

3   編者注（以降の注もすべて編者による）。赤十字国際委員会（the International Committee of the Red Cross: 
ICRC）、各国赤十字社、赤新月社（the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: 
Federation）および各国赤十字社、赤新月社（the national Red Cross and Red Crescent societies: National 
Societies）が集い国際赤十字・赤新月運動（the International Movement of the Red Cross and Red Crescent: 
Movement）を組織している。 

4   Council of Delegates of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Resolution 1 : Working 
Towards the Elimination of Nuclear Weapons, 26 November 2011, available at: www.icrc.org/eng/resources/
documents/resolution/council-delegates-resolution- 1 -2011.htm. 

5  本号の「意見と視点」で特集されている被ばく者の証言を参照。
6   ICRC, The Effects of Nuclear Weapons on Human Health, Information Note 1, ICRC, Geneva, February 

2013, available at: www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/03-19-nuclear-weapons-human-
health- 1 -4132.htm; ICRC, Climate Effects of Nuclear War and Implications for Global Food Production, 
Information Note 2, ICRC, Geneva, February 2013, available at: www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-
fact-sheet/03-19-nuclear-weapons-global-food-production- 2 -4132.htm. 

7   Council of Delegates of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Resolution: Working 
Towards the Elimination of Nuclear Weapons: Four-Year Action Plan, November 2013, available at: www.icrc.
org/eng/assets/�les/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r 1 -nuclear-weapons-adopted-
eng.pdf. 

8   Robin Coupland and Dominique Loye, “International Assistance for Victims of Use of Nuclear, Radiological, 
Biological and Chemical Weapons: Time for a Reality Check?”, International Review of the Red Cross, Vol. 91, 
No. 874, 2009 を 参 照。available at: www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2013/03-04-nuclear-
weapons-humanitarian-assistance.htm. 

9  UN SC Res. 1887, 24 September 2009. 
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概要
　本稿は、核軍縮に関する効果的な措置について誠実に交渉を行うことは、外交政策
の選択肢の一つではなく法的義務であると論じる。また、2014年４月に新アジェンダ
連合が提出した、核軍縮の実現に向けいくつかの方途を示した作業文書を取り上げ、
それぞれの方途が提起する国際法上の問題を特定し、分析する。最後に、核軍縮に対
する確固たる政治的コミットメントが存在しない状況でも法的な分析と議論が重要な
のはなぜかを説明する。

キーワード：核軍縮、核不拡散、NPT第６条、効果的な措置、新アジェンダ連合

�

核軍縮に関する
「効果的な措置」の
確立に向けて：
法的義務を実現する手段
テレサ・ダンワース*
テレサ・ダンワース：オークランド大学（ニュージーランド）法
学部准教授。
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はじめに

　核兵器がもたらす非人道的結末に対して政治的な注目が高まりつつあるが、これは
核兵器全般の議論を見直す上で時宜に適った重要な動きといえる。この動きは、なぜ
核軍縮が重要かという点に我々の注目を引きつけ、核兵器の使用がこれまで禁忌すべ
きものとされてきていることを裏付けるものであると同時に、それを強化するもので
もある１。核軍縮が望ましい理由は人道的観点から明らかであるが、本稿は法的分析
の問題としての核軍縮に着目し、次の二点を議論する。第一に、核軍縮に関する効果
的な措置について誠実に交渉を行うことは、外交政策の選択肢の一つではなく法的義
務であると論じる。第二に、この目標に近づくために考え出された、さまざまな提案
の法的側面を考察する。
　誠実に交渉を行う法的義務が存在するか否かについてはこれまでも幾度か議論され
てきたが、今や、誠実な交渉をどのように実現していくか、そしてそのためにどのよ
うな法的手段を利用できるかに関して改めて本格的に議論をする時期に来ている。し
たがって、本稿は、前提となる法的義務を簡潔に考察した後、2014年４月に新アジェン
ダ連合を代表してアイルランドが起草した作業文書を取り上げる。この作業文書では、
核軍縮に向けた効果的な措置を実現できるかもしれない４つの方途が提案された２。本
稿は、ニュージーランド主催で国連において以前行ったプレゼンテーションに基づい
て、これらの方途に着目し、それぞれの方途について浮かび上がるであろう法的問題
に関し、いくつかの見解を示す。
　最後に、核軍縮の問題においてなぜ法的議論が重要であるか、そしてそれが人道的
観点からの議論をどのように補完するかについていくつか考えを述べる。核兵器が
誕生してから70年の間３、核軍縮の道を歩むべきか否かの政策論争が続けられてきた。
そして過去35年間、NPTの下軍縮に取り組む法的義務は、不幸にも顧みられてこなか
った。本稿で筆者は、確固たる政治的コミットメントが存在しない状況でも、法的枠
組みでの分析が重要とされる根拠を述べる。

法的義務としての「効果的な措置」の追求

　1968年の核兵器の不拡散に関する条約（NPT）の第６条は、次のように規定してい
る。

　　�　各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置
につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮
小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する４。

　この条項の文言を見れば、締約国が、３つの異なる、しかし互いに関連のある目標

（核軍備競争の早期の停止、核軍備の縮小、「全面的かつ完全な軍備縮小」に関する
条約）を達成するために、誠実に交渉を行うことを約束しているのは明らかだ５。本
稿は、核軍縮に関する効果的な措置について誠実に交渉を行う義務に焦点を当て
る。「誠実に交渉を行う」が正確には何を意味するのかについてはこれまで多くの議
論が重ねられてきた６。本稿の目的に照らして重要なのは、第６条が「約束する（英：
undertakes）」という表現を用いている点だ。オックスフォード法律辞典は、「約束（英：
undertaking）」を「特に法的手続きにおいて、義務を生じさせる約束（英：promise,�
especially� in� legal�proceedings,�that�creates�an�obligation）」と定義している７。した
がって、核軍備の縮小に関する効果的な措置について誠実に交渉を行うことは、約束
であり、法的義務である８。
　NPTの締約国は、この法的義務を再三にわたって確認してきた。1995年に、当初
25年と定められていた条約の期限の延長に合意する際にも、核兵器の全面廃絶という
究極的目的を達成する必要が締約国による運用検討会議において確認された９。2000
年には、締約国は、軍縮のための体系的かつ漸進的な取り組みに向けた13の実際的措
置に関して合意している10。2010年の運用検討会議は、すべての国が「核兵器のない
世界を達成し維持するために必要な枠組みを構築する特別の努力をする」必要がある
ことを確認した11。その目標を実現するために、一連の「結論および今後の行動に関
する勧告」が全会一致で採択された。これは現在では「2010年行動計画」として広く
知られている12。その中の最初の22項目が核軍縮に関連するものとなっている。
　NPTの枠組みの外でも、同様に拘束力を有する法的義務が国際司法裁判所（ICJ）
によって確認されている。1996年の核兵器に関する勧告的意見における全会一致の結
論では、15人の裁判官が「厳格かつ効果的な国際管理の下でのあらゆる側面における
核軍縮に向けた交渉を誠実に行い、かつ完了させる義務」が存在するという見解を表
明した13。
　2008年には、国連事務総長が、核兵器のない世界を実現するための５項目の計画を
提案した。その第１項目は、軍縮につながる効果的な措置について交渉を行うという
NPT第６条の義務を果たすようNPTの全締約国に対して要請している14。
　ここで留意すべきなのは、この法的義務は核兵器国に限らずNPTの全締約国に課
されるものであるという点である。これはNPTの条項自体から明白である（第６条は
特定の類型の締約国に限定されているわけではなく、一般的な表現で規定されてい
る）のみならず、その他の多国間軍縮条約でも同様に規定されるのが常である。およ
そ法的レジームにおいては発効後に義務の差異化が生じる可能性があるが（実際NPT
でも生じているように）、誠実に交渉を行う義務は全締約国に適用される性質を持つ
義務である。たとえば、ジュネーブ軍縮会議における化学兵器禁止条約（CWC）の交
渉では、化学兵器の保有を宣言することになる国はごく一部であることが明らかであ
ったが、化学兵器を禁止するレジームを構築する責任は国際社会が全体として担うも
のであると理解された15。CWCはNPTのように保有国と非保有国の分断を長期化さ
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せたわけではないが、全締約国が軍縮の義務を受け入れた条約の一例と評価される。
ただし、その義務の実際的な影響は国によって異なるだろう。

核軍縮を実現するための方途

　2014年４月、核軍縮に向けた効果的な措置を交渉する義務に従って、アイルランド
が新アジェンダ連合を代表してある提案（「核兵器の不拡散に関する条約第６条に関
する作業文書」または「作業文書WP.18」）を2015年NPT運用検討会議第３回準備委員
会に提出した16。この作業文書は、将来的な核兵器の廃絶のための段階的なアプロー
チを主張する国と、より迅速で包括的なアプローチを主張する国との一見両立し得な
い相違を避ける方法を考えるための試案だった。この文書の目的は、多様なアイデア
を提示し、それぞれについて見解を述べることであった。したがって、作業文書は効
果的な措置を実現する手段として検討に値する４つの選択肢、あるいは方途をまとめ
た。本稿は、国際法の観点からこれら種々の方途を検討することで、それらのアイデ
アをさらに発展させることを目的とする。

第１の方途：包括的な核兵器廃絶条約

（編者注：国連の下で行われた交渉会議を経て、2017年７月に核兵器禁止条約が採択
された。本稿は、それ以前に執筆されており、本稿における「核兵器廃絶条約」は、
2017年の核兵器禁止条約を含む現存のいかなる法的文書にも該当しない）

　作業文書WP.18で提案された第１の方途は、諸国が包括的な核兵器廃絶条約のモダ
リティを検討すべきだというものである17。この条約は、核兵器の使用、開発、保有
などの全面的な禁止や、特設の政府間機関が運営する検証システムの構築を定めるも
のだ18。したがってこの条約は、法的拘束力を有し、期限が設定された、不可逆的で
検証可能な核軍縮のためのプロセスを確立するであろう。このような構想は、たとえ
ばコスタリカとマレーシアが提出した条約案など、以前から存在している19。
　このような提案からは、重要な法的問題が数多く浮かび上がる。以下の見解は、特
定の提案に対してではなく、包括的な核兵器廃絶条約という構想全般に対して主に向
けられる。

その他のレジームや義務との実体的重複

　核軍縮に向けた効果的な措置の実現を推進するために追加の条約や議定書、協定の
作成を検討することは、法的な観点からは何の困難もなく、制約を受けることも一切
ない。既に指摘されているように20、NPTは第６条の「効果的な措置」がNPTの枠内

でのみ推進されることを義務付けているわけではない。さらに言えば、い
、 、 、 、
かなる文書

であれ、それがどれほど広範に、あるいは限定的に規定されていようと、少なくとも
現状からは一歩前進であり、したがってNPT第６条のみならず、より広くNPT全体
の趣旨および目的に適うものであるのは明白だ。包括的で検証可能な核兵器廃絶条約
が締結されれば、それは最も有効な規範となり、NPT第６条に規定されている義務の
一側面が完全に実現されることになるだろう。
　しかしながら、考慮しなければならない複雑な問題も生じてくる。このような新
規の包括的な条約は、どのようなものであれ、NPTや1996年の包括的核実験禁止条約
（CTBT）をはじめ、さまざまな核兵器関連の条約や協定のモザイクの上に成り立つ。
そのため、多くの締約国にとっては新条約の義務と既存の実体的義務が重複する可能
性がある。どのような点で重複するかは、新しく提案された文書の性質、締約国とそ
の核兵器事情、そして検討された具体的な義務の内容によって異なる。わかりやすい
例を挙げると、NPTは、核兵器を保有しない締約国が「核兵器その他の核爆発装置を
製造せず又はその他の方法によって取得しないこと」を規定している21。また、CTBT
は核兵器の実験的爆発を禁止している22。包括的な禁止条約に規定される禁止事項に
は、ほぼ確実にこれらと同じ禁止事項が盛り込まれるだろう。
　ここまでは、法的には何ら問題ない。むしろ、ある禁止が別の条約レジームで再度
規定されることになり、規範としての効力を後押しする結果になる。規定内容が重複
しても、既存の法的義務を強化しこそすれ、損なうことにはならない。実際、重複は
国際法の他の分野では珍しくなく、規範強化の原動力となっている。たとえば人権の
分野では、生命に対する権利が一連の人権条約レジームで謳われており、その多くが
重複している23。異なる文脈におけるこの権利の重複は、基本的な規範の強化として
機能する。軍縮の分野にもどのように禁止の重複が規範を強化しているかを示す明確
な例がある。1925年のジュネーブ議定書における化学兵器と生物兵器の使用の禁止は
CWCと生物兵器禁止条約（BWC）の規範的な基礎となった。ジュネーブ議定書の効
力は、二つのより精緻なレジームが作られた後も失われていない24。
　実体的な重複が規範の強化をもたらすのは間違いないが、レジームの重複は対処す
べき重要な問題を提起する。異なる条約レジームの間で加盟国が異なる場合には特に
問題がある。また、査察や検証のレジームが重複する場合は、査察や検証活動におい
て一貫した結果が得られないことも考えられる。同様に、紛争解決や条約実施のメカ
ニズムが重複すれば、相反する結果や決定に至るおそれもある25。さらに、二つのレ
ジームが履行の問題についてそれぞれ別々に取り組もうとするならば、無駄なコスト
が生じるかもしれない。こうした問題は、レジームや実体的義務の重複の構築を排除
すべき理由にはならない。むしろ、これらの問題は調整でき、また、調整される必要
があるのである26。
　核軍縮や核不拡散の文脈において考えられる解決策としては、レジームが協働する
ことが挙げられる。最近の事例でいえば、化学兵器禁止機関（OPCW）と国連のシリ



075074

テレサ・ダンワース 核軍縮に関する「効果的な措置」の確立に向けて：法的義務を実現する手段

ア合同調査団とが行った化学兵器の査察が該当する27。また、1990年代のイラクにお
ける国連特別委員会と国際原子力機関の任務からも教訓を得られるだろう。このよう
な協力の枠組みは政治的意向に大きく左右されるだろうが、それぞれのレジームで参
加国が異なる場合は特に、レジーム間の情報交換を可能とする法的枠組みを確立する
ことが重要だろう。

包括的核実験禁止条約との関連で生じる問題

　包括的核実験禁止条約（CTBT）との重複については、CTBTが未発効であるため、
他の条約との重複とは異なる複雑さをはらんだ問題が生じる。核装置を実験してはな
らないという実体的義務の点では、（前述のように）問題はない。しかし、CTBTが未
発効である事実により、特に1969年の条約法に関するウィーン条約の第18条28に照ら
すと、国際監視制度（IMS）が事実上稼働している点に関して興味深い問題が浮かん
でくる。いかなる新しい条約も、既にきわめて効果的な監視制度として機能している
IMSを複製するのではなく、IMSを通じて収集されたデータを利用できるようにする
のが理想的だ29。これを実現する一つの方法は、CTBTの暫定的な適用を検討するこ
とだろう30。このアプローチは、複製を避けることもできれば、既に稼働中の広範な
制度を形骸化させずに利用することもできる31。
　そのようなプロセスを進める上での政治的な問題はさておき、条約の暫定的な適用
に関する国際法には長い歴史があり、今日は条約法に関するウィーン条約の第25条
で規定されている。第25条は、条約（この場合はCTBT）に定めがある場合に、また
は、そのような定めがないときは交渉国が合意した場合に、暫定的な適用を可能とす
る。CTBTは暫定的な適用を規定していないため、交渉国による合意の可能性を検討
する必要がある。指針を与える可能性のある実例は現代にも数多く存在しており、た
とえば1982年の海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）や1947年の関税及び貿易に
関する一般協定が挙げられる32。

紛争解決

　軍備管理の文脈を含め、条約では通常、紛争解決条項が設けられる。一般に、紛争
解決にあたっては関連する組織の機関を通じて解決を図るが、問題が国際の平和と安
全に対する脅威となる場合には最終的な手段として国連や安全保障理事会に状況を付
託するという、段階的な制度が整備されている。
　提案されている包括的な核兵器廃絶条約を起草する際は、安全保障理事会への付託
を最終措置とするこのような段階的な対応については、慎重に考慮しなければならな
い。この条約の初期段階においては、安全保障理事会の常任理事国のすべてが、ある
いは１国でも、この条約に名を連ねるかどうかが不透明である。そのため、典型的な

紛争解決条項を盛り込むのは法的に可能ながら、この条約の非参加国にそのレジーム
における紛争解決の決定的な役割を行わせることは政治的に許容されない可能性が高
い。これを踏まえると、短期的には広い視野で紛争解決の選択肢を検討するのがより
建設的といえるかもしれない33。
　一つの選択肢は、仲裁が紛争解決の方法となり得るか検討することだろう34。今日
の軍備管理条約の特徴ではないが、歴史的にこのようなメカニズムは、国際連盟の時
代からいくつかの条約案で重要な役割を果たしてきた35。また、軍備管理以外の分野
にみられる紛争解決のメカニズムも検討することができる。たとえば、世界貿易機関
（WTO）のシステムにおいては、法的拘束力を有する義務的な紛争解決へと段階的に
移行する、入念に構築され、そしてきわめて奏功している紛争解決システムがある。
WTOシステムで重要なのは、利害関係を有する第三国が紛争解決のプロセスに参加
できる余地がある点だ36。さらに、UNCLOSが定めるモデル（選択可能な紛争解決の
手段の「メニュー」を締約国が持っている）も検討することができる37。

検証制度に関する法的問題

　検証制度の構築は基本的には技術的な領域だが、法的な問題も数多く生じさせる38。
CWCの検証制度は1997年の発効以来実施されており、その結果、検証の慣行やそれ
に付随する法的な問題の情報が豊富に蓄積されている39。兵器の類型は明らかに異な
り、それゆえ検証技術も異なるが、各検証レジームの間では法的類似性がみられるだ
ろう。包括的な核兵器廃絶条約の検証制度を交渉する際に他の検証レジームから得ら
れた法的な教訓を参考にするのは有益だろう。

実施に関する法的問題

　同様に、包括的な核兵器廃絶条約がどのように実施されるべきか考える際にも、対
処すべき法的な問題がいくつも浮上するだろう40。それらの問題の多くは、CWCの実
施の文脈で対処されてきている問題と同じものだろう。あらゆる条約交渉において、
固定的で実行期限の設定された義務を課す必要と、誠実に行動して条約を完全に実現
しようと努める国が予期せぬ困難に遭遇した場合のために十分な柔軟性を持たせる必
要との間の緊張がある41。
　現在の保有国が（少なくとも最初の段階では）システムの枠外に留まった場合、条
約への加盟を規定する条項は慎重な検討を要するだろう。保有国の参加に対する法的
な障壁を導入しないことが重要である。そして、既に存在するであろう二

、 、 、 、
国間の軍縮

関連の義務と、新たな条約によって生じる多国間の義務との関係に対しては、然るべ
き注意を払う必要がある。
　結局のところ、条約実施に関するこれらの問題はすべて、交渉中に政治的合意によ
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って解決されるだろう。しかし、交渉国に用意された選択肢について確かな法的助言
を与えるとともに、他のレジームでは類似の問題をどのように対処し、解決してきた
かを例示して説明すれば、この交渉プロセスを円滑に進めることが可能になる。

第２の方途：核兵器禁止条約

（編者注：国連の下で行われた交渉会議を経て、2017年７月に核兵器禁止条約が採択
された。本稿は、それ以前に執筆されており、本稿における「核兵器廃絶条約」は、
2017年の核兵器禁止条約を含む現存のいかなる法的文書にも該当しない）

　作業文書WP.18でまとめられた第２の方途は、核兵器禁止条約の選択肢を検討する
ことだ。作業文書WP.18で明記されたように、包括的な核兵器廃絶条約と核兵器禁止
条約の本質的な違いは、第１の方途は期限を設定した検証可能なすべての核兵器の廃
絶を目指すのに対し、この第２の方途は核兵器の包括的な禁止を目指すことで、将来
的な廃絶への下地を作るという点にある。その方法としては、以下に議論するように、
単純な核兵器使用の禁止も、あるいはより包括的な禁止に広げたものも考えられる42。
このような禁止条約の文脈において生じる特定の法的問題群が以下で検討される。

禁止の範囲

　このような条約に含まれる禁止の範囲は、核兵器の実際の使用または使用の威嚇に
対する単純な禁止から、あらゆる核爆発装置の開発、製造、管理、保有、実験、配備
および輸送に対する包括的な禁止まで、実に多様な選択肢が考えられる43。
　核兵器の使用のみの限定的な禁止は、範囲という意味ではそれほど広範ではないが、
それでもすぐさま規範的効果を及ぼすだろう。CWCもBWCも、1925年のジュネーブ
議定書という、初期の（厳格でない）使用禁止規定から発展した44。もっとも、核兵
器の使用のみを禁止することによって、核兵器の保

、 、
有は明示的または黙示的に正当化

されると理解されてしまうことのないようにしなければならない点については、留意
する必要があるだろう。
　より包括的な禁止が検討される場合は、着想が得られそうなモデルがいくつかある。
たとえば、CWCは次のように規定している。

　締約国は、いかなる場合にも、次のことを行わないことを約束する。

(a)��化学兵器を開発し、生産その他の方法によって取得し、貯蔵し若しくは保有し又
はいずれかの者に対して直接若しくは間接に移譲すること。

(b)�化学兵器を使用すること。

(c)�化学兵器を使用するための軍事的な準備活動を行うこと。
(d)��この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれ
かの者に対して、援助し、奨励し又は勧誘すること45。

　国連総会に提出された核兵器禁止のモデル条約は、核兵器の運搬手段から核兵器
研究への資金供給および実施まで、さまざまな禁止を明確に規定している46。さらに、
有益な手段の一つとして、各地の非核兵器地帯において定められた禁止事項を整理し、
この文脈における核兵器禁止条約の目的と照らし合わせることで、どの禁止事項が有
益な形で含められるかを特定するというやり方もある47。
　核兵器禁止条約は核兵器の廃棄や無力化の義務まで盛り込むことも可能だが、実
体的義務という観点からは、それは第１の方途（包括的な核兵器廃絶条約）に近づく。
禁止の範囲を広げるにつれて、核兵器禁止条約という選択肢は包括的な方途に近づい
ていく。その意味では、第１の方途と第２の方途は別のアイデアと考えるべきではな
く、二つの方途は、期限を設定した検証可能なすべての核軍備の縮小を目指す条約か
ら、包括性が低く検証がほとんどまたは全く存在しない条約までの間に位置すると捉
えるべきだ。核兵器禁止条約は、検証メカニズムを重視するのが一般的な現代の軍備
管理条約の慣行と反することになるが、検証制度に劣る、あるいは検証制度が存在し
ない条約であっても、なお一定の規範的意義を有するだろう。

交渉のフォーラム48

　核軍縮に向けた効果的な措置を実現する義務はNPT第６条に基礎づけられている
が、NPTシステム自身の枠内でそのような措置を実現しなければならない義務は存在
しない。実際に、核軍縮を検討するための必要な枠組みを構築する上で重要な足掛か
りとみられるCTBTは、ジュネーブ軍縮会議（CD）がその採択を妨げることが明らか
になった時点で国連総会へ移される時点まではCDで行われた49。CDにおける一見打
開しがたい膠着状態を考えると、CDを適切な交渉のフォーラムとして考えるのは有
益ではないと思われる。
　これに対し、国連総会ならば多国間交渉の場として適切に機能する。核によるテロ
リズムの行為の防止に関する国際条約におけるアプローチに鑑みれば、アドホック委
員会の活用は選択肢の一つとして挙げられる50。直近の事例では、武器貿易条約の交
渉が国連総会の交渉会議において行われた（この交渉は政府専門家会合とそれに続く
オープンエンド作業部会がきっかけとなった）。多国間核軍縮交渉については、2013
年オープンエンド作業部会が開催されているので、次のステップとなるべきは国連総
会での交渉だろう51。
　その他にも、多くの軍備管理に関するイニシアチブが、公式かつ制度化された多国
間システムの枠外で実施されているが、いずれもこの多国間システムを脅かすもの
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とは考えられていない。最も有名な例としては、1997年の対人地雷の使用、貯蔵、生
産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約と、2008年のクラスター弾に関する条約が
挙げられる。核兵器禁止条約の交渉というイニシアチブは核軍縮の実現に向けた重
要なステップであり、およそ多国間システムを脅かすことはないため、NPT第６条
とCTBTの精神および目的を補完することになるだろう。実際のところ、2015年の運
用検討会議が最終文書の採択に至らずに決裂したことを考えると、こうした交渉を
NPTから切り離せば、NPT非加盟の４カ国が交渉に参加する可能性が高まることは
想像に難くない。

検証制度

　核兵器禁止条約を検証制度の伴わないものとすれば、包括的な核兵器廃絶条約より
も合意に達しやすくなるかもしれない。前述のように、結局のところ、ほとんどの
国（もちろんす

、 、 、 、
べての国ではない）にとっては、この条約は既存の義務の繰り返しに

なる。それでも、遵守制度や検証制度を欠く禁止条約であっても核軍縮に向けた取り
組みの重要な一助になる。検証制度が確立されているか否かにかかわらず、核兵器を
禁止する規範的な力を強めることになるからだ。検証制度を設けずとも問題の兵器を
禁止する規範に有意に寄与していると一般的に理解されている軍縮協定の例は数多い。
たとえば、1925年のジュネーブ議定書や1972年のBWCは検証制度を設けていないが、
それでも全締約国に対して拘束力を有する生物兵器の使用の禁止という国際的なコン
センサスが存在する52。BWCに条約上の検証制度がないことが理想的であるともそれ
でいいとも主張するものではないが、検証制度がなかったとしても生物兵器の使用お
よび保有を禁じる規範を形成するという意味で、BWCには重要な意義があるといえ
るだろう。
　CTBTについては少し事情が異なる。CTBTは精緻な検証制度を有しているが、未
発効であるため、法的な観点から条約の遵守状況を検証できない状態にある。しかし
ながら、この「発効待ちの条約」が既に核実験を禁止する規範に有意に寄与している
ことは、一般的に認められている53。

その他のレジームとの関係

　第１の方途として提案された包括的な核兵器廃絶条約と同様に、核兵器禁止条約も
核兵器や国際安全保障を扱うレジームのモザイクの中に位置するだろう。したがって、
包括的な核兵器廃絶条約との関連で先に議論した複雑な問題の多くが同様に生じる。

第３の方途：枠組協定によるアプローチ

　作業文書WP.18で提案された第３の方途は、核兵器のない世界を実現するために取
り組まなければならないさまざまな問題に対応する、相互に支え合う一連の法的文書
を策定することのできる枠組協定によるものである54。
　国際的なレジームを形成する枠組協定によるアプローチは、比較的最近発展してき
た概念で、国際環境法の分野で最もよく知られている。枠組協定によるアプローチで
は、法的拘束力を有するある種の「傘」条約として、まず広範なコミットメントと管
理システムを設定し、そこからさらに技術的、法的その他の分野で詳細な取り決めを
定めた、一または複数の法的文書へと展開させる交渉が行われる55。おそらく最もよ
く知られている枠組協定は、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）56とそ
の京都議定書57だろう。その他にも多くの枠組協定が存在しており58、また現在提起
されているものもある59。兵器の分野では、1980年の特定通常兵器使用禁止制限条約
があり、現在５つの附属議定書が採択されていて、重要なモデルとなっている60。
　枠組協定によるアプローチは、国家間の利害の差が著しいために最初に大きな枠組
みを合意してから後の段階で細部を詰めていくのが望ましい場合に、有効となり得る61。
つまり、参加国が一般的で大まかな形での法的コミットメントを行う姿勢はあるもの
の、具体的な義務の創出はそれに続く法的文書や議定書に委ねたいと考えている場
合に効果的である。最初の実体的義務はきわめて漠然としたものかもしれないが（た
とえば、オゾン層の保護のためのウィーン条約でそうであったように「適当な措置」
を求めることになるかもしれない）、将来的な議定書のための交渉のフォーラムとし
て締約国会議（COP）を設置することを定めた条項が盛り込まれるだろうし、事務局、
紛争解決条項、意思決定に関する規則が含まれることになるかもしれない62。
　特に核軍縮の文脈で枠組協定によるアプローチを考える場合、いくつかの法的な問
題が持ち上がる。

優先順位づけ

　作業文書WP.18にまとめられているとおり、枠組協定という方途はNPTやCTBT等
既存の協定を基に成り立つことが考えられるが、核分裂性物質に関する条約や、消極
的安全保障についての法的拘束力を有する協定、そしておそらくは兵器破棄の段階的
計画（または最低でも警戒態勢の緩和）などといった協定や法的文書について交渉す
る必要もあるだろう。
　包括的な枠組みの文脈において、これらのうちどれを優先的に交渉していくかとい
う問題は議論を呼ぶだろう。そして、政治的にも慎重を要する点を踏まえると、複数
の協定や議定書を連

、 、 、 、
続的に交渉するのは現実的でないかもしれない。複数の交渉の同

時進行も法的には可能だが、それを続けるのに必要な資源が限られていることから実
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現可能ではないかもしれない。選択肢の一つとしては、貿易交渉で用いられる「（条
約の）章ごとの交渉」というアプローチをモデルとして、異なる法的文書を交渉する
システムを検討することが挙げられる。この方法であれば、複数の交渉を連続的に行
うことが可能だが、すべての交渉が終了するまでいずれの法的文書も発効（のみなら
ず署名開放も）されないことになる。このやり方においては、すべてが合意に至らな
い限りは、拘束力のある義務を生ぜしめる最終的な合意に至ることもないが、交渉を
「ステップ・バイ・ステップ（段階的）」に進めていくことはできよう。

規範としての効力

　前述の困難が伴うものの、枠組みによるアプローチには規範の発展を促す可能性が
ある。枠組条約は軍縮に向けた交渉を開始するというNPT第６条の義務を反復する
だろうし、条約内にCOPの設置を規定すれば交渉の開始を促すことになるのは確か
だ。軍縮に向けた約束を具体的に規定することで、小さいながらも意義のある一歩を
踏み出すことになり、法的観点からも即時的な進展をみせることになる。仮にNPT
第６条の義務を単純に繰り返して規定するだけでも、規範としての影響力があるだろ
う。その他のレジームからも明らかなように、義務を繰り返し規定するという枠組協
定の性質には規範としての効力や認知のレベルを高める効果があるのは間違いない63。
もしも枠組条約が単に義務を繰り返し規定することを超えて、COPの設置によってさ
らなる交渉や協議の場を創出するのであれば、制度や規範において小さいながらも重
要な一歩を踏み出すことになるだろう。

制度化された枠組み

　枠組条約モデルの重要な強みは、締約国の長期継続的な協議を促進させることが企
図されているところにある64。軍縮の分野の協議や交渉のフォーラムは、CD、NPT運
用検討会議、国連総会第１委員会等、既にいくつか存在している65。しかし、枠組協
定の場合は、CDとは異なりす

、 、 、 、
べての、国に参加の門戸を開放することが可能なため、

異なった基盤によることになろう。新たな条約には、既に存在するCDよりも多くの
国が始めから前向きな姿勢を示すとは限らないが、それでも、枠組協定モデルによれ
ばあらゆる国に対して少なくとも門戸が開かれることになり、その意味でより正当性
を有するだろう。
　枠組協定では、規範としての影響力を強めるために、可能な限り多くの国に参加
を促すことが望ましいだろう。さらにCOPでは、独自の手続き規則と意思決定プロ
セスを定めておくことになる（たとえば、NGOその他の利害関係者の参加に関しては、
対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約のオタワ・プロ
セスで積み重なった慣行に沿うことも考えられる66）。

核軍縮の文脈においてはどのようなアプローチが最適であるかの観点から、既存の枠
組協定で実施されたさまざまなアプローチを検討するために、そうしたアプローチを
慎重に研究し、包括的に分析する必要があるだろう。

枠組条約の実体的内容

　枠組条約には範囲や形式に決まった型がなく、したがって幅広いバリエーションが
存在する。たとえばUNFCCCは、世界規模での気候政策の指針となる原則と目的を
提示し、そして枠組条約自体のさらなる発展のための制度とプロセスを樹立している
のみである67。一方、特定通常兵器使用禁止制限条約は、条約自体に実体的義務を欠
いているが、条約システムに参加するために各国は少なくとも二つの附属議定書を受
諾することが求められている68。枠組条約では一般に、COPによる附属議定書の採択
と、当該附属議定書に締約国に対する法的拘束力を持たせるプロセスとが分かれてい
る。そうすることにより、事前に具体的な法的義務を受け入れる必要がなく、枠組条
約に加盟しやすい仕組みになっている。ただし、COPは議定書の交渉のフォーラムと
なるほか、勧告を採択することもあり、論者によってはそれを「ソフト・ロー」と捉
えている69。

その他のレジームとの関係

　枠組条約を作成する際は、既存の条約の取り決めとの関係の問題を慎重に考慮する
必要がある。ここで浮上する問題の多くは、包括的な核兵器廃絶条約の方途の場合と
同じである70。まず考慮すべきなのは、規定の範囲の広い枠組条約はNPTの核軍縮の
義務を繰り返し規定するだけであり、それによって核軍縮のための効果的な措置の実
現に向けて取り組む義務を繰り返す（そして補完する）という点である。
　枠組条約とCTBTとの関係において生じる問題も、前述した方途で生じる問題と変
わらない。

第４の方途：その他の可能性

　作業文書WP.18では、核兵器のない世界を達成し、維持するための「効果的な措
置」として、第１から第３の方途の組み合わせやその他の方途を検討することも提案
されている71。

先制不使用

　一部の論者からは「先制不使用（NFU）」条約の締結も提案されている72。一部の国
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は自国の核ドクトリンの中でNFU戦略を明確に打ち出しているが、NFU条約はその
政策を強固にして、世界的に適用される法的拘束力を有する義務にすることになる。
NFU条約自体は直接的に核軍縮につながるものではないが、信頼を醸成するととも
に、核兵器に反対する規範を強化するだろう73。
　NFU原則を表明する別の選択肢としては、NFU政策を堅持するという一方的宣言
を各国が発するフォーラムを設けることが挙げられる。この一方的宣言は既存のどの
多国間組織の枠内でも（2015年のNPT運用検討会議やCDのほか、国連自体でも）発
することができるし、実際その他の方法でも可能である。一方的宣言は、公の場で国
際法上の義務を生じさせる目的を持って為されれば、宣言国を拘束することができる74。

代替的な交渉方法

　核軍縮のための効果的な措置の実現に向けた交渉では、広範にわたる複雑な問題を
徹底的に議論することが避けられない。しかも、それらの問題自体がどれも一筋縄で
はいかないだけでなく、交渉においては安全保障上の懸念や見解が異なる国同士をま
とめ上げねばならない。これは核兵器問題特有の複雑な事情というわけではなく、国
際法の多くの分野で同様の課題が立ちはだかる。そのため、伝統的な条約の交渉慣行
に頼るのではなく、異なるアプローチを模索する必要があるだろう。
　参考になるのが、欧州連合における新規加盟国の受け入れや一部の貿易交渉で用い
られている「章ごとの交渉」というアプローチだ75。このアプローチは、大まかに言
えば、ある「章」で交渉を行って合意に達するとその章は「交渉終了」となるが、全体
の交渉が合意に至らない限り効力を発することはない、というものである76。これを
核軍縮の文脈で応用する場合は、課題（核分裂性物質に関する合意等）ごとに交渉を
進めさせるが、次の段階の交渉が合意に達するまでは効力を生じさせない、といった
プロセスが考えられる。
　このように、すぐに起こすことができる行動の一つとして、代替的な交渉方法の可
能性についての議論に関与することが挙げられるだろう。

法が重要なのはなぜか

　核兵器論争を見直す上で人道的観点からの議論が重要な手段となるのと同様に、筆
者の見解では、NPT第６条に関する議論を発展させ、NPTの締約国に課された法的義
務の本質とこれらの義務の内容を明確化する法的手段とについて議論するようにする
ための、議論の見直しの動きも確立されるべきである。誠実に交渉を行う法的義務が
あるか否かについては、これまでも議論が重ねられてきた。これからは、そのような
交渉をどのように実現していくか、そのためにどのような法的手段があるのか、そし
てそれぞれの選択肢にはどのような法的問題が生じるのかを本格的に議論する時期で

あろう。
　核軍縮を推し進めるには、結局のところ政治的意思が必要であることは間違いない。
そして、法的議論そのものは牽引力として不十分である。それでも、然るべき法的議
論を始める時期を迎えていると考える重要な理由がいくつかある。
　第１の理由は、全くもって実利的なものであり、今後成立するかもしれない政治的
合意を法的に機能させるためである。どの方途を選択するにしても、実際に核軍縮
を実施し、検証していくのは、法的な観点からは多大な困難を伴うことになるだろう。
本稿で挙げられたさまざまな問題を通じて、紛争解決メカニズムの策定や、複数のレ
ジームの潜在的な重複に対処する条文をどのように作成するか、さらには条約レジー
ムの構造などを含む、法的な問題が明らかになった。しかし参考にすべき前例は豊富
にある。既にそうした前例をいくつか特定してきたが、それらを今後の検討に役立て
ることが本稿の目的の一つでもある。詳細な法的分析によって、政治的な意思を法的
に機能する形で表明させることができるのである。
　法的議論を始めるべき第２の理由は、より概念的なものである。筆者の見解では、
政治的合意に達しない限り法は議論において意味をなさないという主張は、法と政治、
言い換えれば法と社会との間にあるダイナミックかつ複雑な関係性を正しく捉えてい
ない。法社会学77や国際関係論におけるコンストラクティビズム78では、法とは社会
とその価値を単純に反映したものではなく、それらを構成し再構成するものであると
されている。法的議論に立ち入る前に政治的合意が必要だという主張は、法が与える
社会的な影響を軽視している。国内法の文脈では古くから法と社会の間には複雑な関
係があると認識されているが79、国際社会においても同様にダイナミックな力学が働
いていると認めることも不可欠である。

おわりに

　核軍縮において有意義な進展がいまだみられない現状は、NPT第６条に違反してい
るばかりか、核兵器の脅威を変えられない現実として放置することで、核兵器の不拡
散という条約の趣旨および目的も侵害している。核軍縮のための効果的な措置を実現
するというNPT第６条の義務は、NPTの全締約国に適用される義務であり、核兵器
保有国だけに限定されるものではない。
　本稿で議論されたいくつかの方途については、たとえ核兵器保有国からの協力が得
られなかったとしても、法的にはその実現を妨げる障害は存在しない。その障壁とな
っているのは、法ではなく政治である。
　本稿で議論された選択肢はいずれも、核兵器の使用と、ひいてはその保有をも禁止
する規範を強化する手段になる。規範の強化それ自体は、NPT第６条の義務の完全な
履行という面では不十分だが、正しい方向へ進むための意義ある一歩となる。核兵器
に反対する規範を強化すれば、現在高まりつつある核軍縮の機運により一層の弾みが
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概要
　核兵器使用の潜在的可能性は、長年にわたって世界的な懸念材料の一つとなってい
る。本稿は、核兵器に適用され得る、敵対行為を規律する国際人道法（IHL）の主な
規則、そして核兵器が再び使用された場合に生じる問題と懸念、特に文民、民用物、
戦闘員および環境に与える深刻かつ甚大な影響を考察する。
　近年、核兵器の人道上の被害への関心が高まっている。1945年に核兵器が初めて使
用されてからの核兵器による人道上および環境への影響に関する広範な研究の成果、
そしてそれがIHLに与える示唆を考慮すれば、人口密集地やその周辺での核兵器の使
用は無差別攻撃に該当し、人口密集地以外での核兵器の使用も違法性が推定されると
結論するのが妥当だと考えられる。

キーワード：核兵器、国際人道法、抑止力、軍縮、人道上の被害
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核兵器の使用と国際人道法：再考の必要

　核兵器の国際人道法（IHL）との適合性は、これまでに何度も議論されており、こ
のテーマに関して新しいことは何も言い得ないと結論付けることは容易だろう。し
かしながら、近年の新しい発展により、この問題は再び注目を集めている。2010年に
は、核兵器の不拡散に関する条約（核兵器不拡散条約、NPT）の締約国が、「いかなる
核兵器の使用も壊滅的な人道上の結末をもたらすことに深い懸念」を表明するととも
に、「すべての締約国がいかなる場合においても、国際人道法を含む、適用され得る
国際法を遵守する必要」を再確認した１。これは、NPT締約国がIHLが核兵器に妥当す
ることを共同で認めた初めてのことであった。さらに、近年の国際会議は、人道的観
点における核兵器の影響や、核兵器の意図的または偶発的な爆発に伴うリスクにさら
なる光を当てている。これらの会議で発表された調査結果は、核兵器の使用による壊
滅的な人道上の被害を強調しており、赤十字国際委員会（ICRC）のペーター・マウラ
ー総裁が「すべての国による法的および政策的な観点からの核兵器の再評価」を求め
ることにつながった２。
　本稿は、核兵器に適用され得るIHLの主な規則と、核兵器が再び使用された場合に
生じる問題と懸念に焦点を当てる。この分野におけるいかなる分析も、IHLが核兵器
の使用を明示的に禁止していないということから出発しなければならない。これは、
人道的観点から深刻な懸念が抱かれており、その使用が特定のIHLの規則や文書で禁
止されている、いくつかの兵器と対照的である３。
　とはいえ、IHLが、慣習法的な性質を有しており、武力紛争で使用されるすべての
兵器に適用されるような、敵対行為を規律する一連の一般規則を実際に含んでいるこ
とは確かである。その中でも特に関連があるのは、（a）区別の規則、（b）無差別攻撃
の禁止、（c）均衡性を欠く攻撃の禁止、（d）区域爆撃の禁止、（e）攻撃の際に予防措
置をとる義務、（f）過度の傷害または無用の苦痛を与える兵器の使用の禁止、（g）自
然環境保護に関するさまざまな規則である。また、戦時復仇に関する規則や制限も関
連する。本稿では、これら各規則との関連で核兵器の使用から生じる諸問題について
考察する。
　この考察においては、国際司法裁判所（ICJ）が1996年に出した核兵器による威嚇ま
たはその使用の合法性に関する勧告的意見（以下、核兵器に関する勧告的意見）４を考
慮しないわけにはいかない。20年前に下されたこの判断で、ICJは、核兵器には「特異
な性質」があり、これが「核兵器を潜在的に破滅的なものにしている」と認めた５。ま
た、「核兵器の破壊力は空間的にも時間的にも限定することができない」ことも強調
している６。そして、これらやその他の事情に照らすと、核兵器の使用は「武力紛争
に適用され得る国際法の諸規則、特に人道法の諸原則と諸規則に一般的に違反する」
と結論付けた７。しかしながら、裁判所は核兵器の使用がいかなる状況においても違
法であると明確に結論付けることはできなかった。裁判所は、「国家の存亡そのもの

が危ぶまれるような自衛の極限状況において」核兵器の使用は合法であり得るか否か
という問題を判断しないまま残したのである８。
　この結論は物議を醸したが、そもそもICJの裁判官の間でも賛否が分かれていた。
裁判所の判断は、ICJ所長の決定投票により採択されたが、14人の裁判官全員が宣言や
個別意見または反対意見を付すことが必要だと感じたのである。核兵器に関する勧告
的意見の詳細な検討は、既に数多くの著名な学者により行われてきたので、本稿はそ
の検討を行わない９。しかし、勧告的意見から時が経てもなお、ICJがそこで述べたこ
との多くは参照に値する。したがって、本稿の議論を進める上で、この勧告的意見と
当該意見手続において各国が述べた意見とを随時利用していくことにする。

人道上の懸念：核兵器がもたらす壊滅的な影響

　IHLの規則に照らして核兵器の使用につき検討する前に、核兵器の使用による影響
を簡単に概説しておく必要がある。前述のように、ICJは、強力な爆風、熱放射とい
う形態の凄まじい熱、そして大量の電離放射線という莫大な力を組み合わせて放出す
る点で核兵器が特異であることを認めた。これらの爆発は、きわめて広い範囲に拡散
するおそれのある残留放射性粒子（いわゆる放射性降下物）を発生させる10。これら
の特徴により、核兵器は、想像を絶する破壊力と、人間の健康や民間の建造物、自然
環境に対して広範囲で甚大な被害を及ぼす力とを帯びている。
　さまざまな研究が、核兵器の爆発は、特に人口密集地やその周辺でそれが起こった
場合に、広範囲に死傷者や損害の発生をもたらすことを示している11。爆発直後の瞬
間、爆風の影響や熱放射によって重度の火傷や鈍的外傷を負う膨大な数の死傷者が
出るだろう。爆風と熱放射の影響によって燃料や可燃物は爆発または燃焼を引き起こ
すため、火事や火災旋風が発生する可能性も高く、さらに多くの死傷者を生み出す12。
さらに、爆風や熱線を逃れたとしても、生存者の多くは後に放射線障害の犠牲者とな
り、それは数日後から数週間後になって初めて明らかになる13。放射性降下物は、風
下の他国や地域にまで遠く離れて運ばれる可能性があり、その結果爆心地付近から離
れていた人々も白血病や甲状腺がんなどの特定のがんを発症する高いリスクにさらさ
れ、数十年を経て初めてその結果が明らかになる14。赤十字国際委員会（ICRC）と日
本赤十字社が最近発表した情報によれば、広島と長崎に原子爆弾が投下されてからお
よそ70年が経過した現在でも、これらの都市にある日本赤十字病院では、1945年に投
下された原子爆弾に起因するがんや病気の患者を毎年数千人治療している15。直接被
ばくした生存者から数年のうちに生まれた子どもの健康も同様に経過観察されている。
仮に、放射線による被ばくが、動物実験での結果と同様にその両親の遺伝子に損傷を
与えたのであれば、放射線の影響の遺伝的伝達も長期的懸念となり、長期的な治療を
必要とする次の被害者世代が生まれるおそれがある16。
　さらに厄介なことに、ICRCが実施した調査によって、核爆発に適切に対処し、そ
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の直後に大勢の生存者を救う支援を提供する能力が、ほとんどの国において、また、
国際的なレベルにおいて、不十分であることが明らかになった17。ICRCは、死傷者数
と、負傷者や病人に必要となる治療の量が膨大になる可能性が高く、圧倒的な数の人
が深刻で命に関わる負傷により緊急の治療行為を必要とするだろうと予想した18。と
ころが、周辺の医療従事者の大半が死亡するか負傷を負い、大部分の周辺医療施設が
破壊されるか機能不全に陥るため、短期間のうちにはそのような治療や支援を受ける
ことができない可能性が高い。瓦礫やインフラの損傷によって現場へのアクセスは著
しく妨げられる可能性が高く、また、支援提供者の活動は電離放射線にさらされる健
康リスクへの懸念のため制限されるだろう19。国連軍縮研究所（UNIDIR）による2014
年の研究は、同様の懸念を挙げ、そのような状況に対処する計画や能力が国連システ
ムに欠如していることを強調した20。
　多くの研究が、核爆発による自然環境、特に大気や気候に対する影響と、それが人
間や動植物にもたらし得る深刻な結果を明らかにしている21。これらの研究は、限定
的な核の応酬でさえも、日光を遮り、降水量を減少させ、オゾン層の破壊を引き起こ
し得るという可能性について詳しく述べてきた。こうした結果が農業や食糧生産に影
響を与え、世界の多くの地域で飢餓を発生させ、何百万人（もしかすると十億人）も
の人々を餓死のリスクにさらすことも議論されている22。
　こうした情報の多くは冷戦時代に入手可能であり議論されてきたが、2013年と2014
年に開催された核兵器の人道的影響に関する３回にわたる会議で再び注目を浴びるこ
とになった。オスロ（ノルウェー）、ナジャリット（メキシコ）、そしてウィーン（オ
ーストリア）で開催されたこの会議は、核兵器がもたらす影響について人道的観点か
らのみ議論した史上初の多国間会議で、核兵器の使用に関する既存の懸念の多くを再
確認した。会議で得られた主な結論は――詳細については本号の他稿を参照されたい
――、大要以下のとおりである23。

�・�核兵器の使用は、たとえ限定的な規模であっても、人間の健康と福祉、環境、気候、
食糧生産、そして社会経済の発展に対して、深刻で長期に及ぶおそれがある影響
を及ぼし得る。

�・�健康への影響は数十年にわたって続く可能性があり、被ばく者の遺伝子の損傷に
よってその子どもにも影響が及ぶおそれさえある。

�・�核爆発の直後に生存者の相当数を支援すると同時にそれらの支援を提供する人員
の保護を確保する、効果的で実行可能な手段は、多くの国で、あるいは国際的な
レベルでも、存在しない。

�・�偶発的な核兵器の爆発はまさに現実の危険として存在する。1945年以来、故障、事
故、誤報、あるいは誤解された情報により、核兵器の意図的または偶発的な爆発
がもたらされそうになったことは何度もあった24。

�・�これらの核爆発の影響は、その原因にかかわらず、国境によって制約されること

なく、地域規模から世界規模にまで広がるおそれがある25。

　会議がこのように認定したことは、この問題に関する従来の研究と、核兵器を特異
で「潜在的に破滅的」とするICJの結論とを改めて裏付けた。これらの認定は、IHLに
照らして核兵器を検討する上でも中心的な役割を果たす。

IHLの観点から見た核兵器使用の評価

　前述のように、IHLは核兵器の使用を明示的に禁止してはいない。しかし、IHLは
武力紛争における兵器の使用に適用される一般的な規則を含んでいる。その大部分は
国際的武力紛争と非国際的武力紛争の両方に適用され得る慣習国際法上の規則であり、
したがって、戦闘に関与するすべての国および当事者に対して拘束力を有する。これ
らの規則の多くは、1977年のジュネーブ諸条約第一追加議定書において条約として成
文化もされている26。
　これらの規則の慣習法的地位は重要である。なぜなら、第一追加議定書の批准に際
して、英国やフランスおよびその他のいくつかの国（主にNATO加盟国）が、第一追
加議定書に盛り込まれた新たな規定は通常兵器に対してのみ適用されると理解し、し
たがって核兵器を規制または禁止するものではない旨の宣言または留保を付している
ためである27。核兵器に関する勧告的意見に際しても、ICJに提出された多数の文書の
中でこの見解が表明されている28。裁判所は、第一追加議定書の核兵器への適用の問
題について十分に言及しなかったが、第一追加議定書がただ成文化しただけである従
来のIHLの慣習法規則にすべての国が拘束されることを確認した29。
　慣習法として、それらの規則は国際的武力紛争において、いかなる国による核兵器
の使用をも規律する。同様に、慣習法は非国際的武力紛争の文脈において、いかなる
国の、あるいは、核兵器を獲得した場合には、いかなる非国家武装集団による核兵器
の使用をも規律する。
　第一追加議定書の採択と核兵器に関する勧告的意見以来、核兵器国の慣行は、敵対
行為に関するIHLの一般的な原則と規則が核兵器の使用にも妥当することを確認して
きた。米国の核運用戦略に関する2013年米国防長官の報告書は、次のように明示する。
新たな指針は、あらゆる作戦計画が武力紛争法の基本原則にも沿ったものでなければ
ならないことを明確にしている。したがって、作戦計画は、たとえば、区別の原則と
均衡性の原則を適用し、文民たる住民と民用物への付随的被害を最小限に抑制するよ
う努めるものとする。米国は、文民たる住民または民用物を意図的に標的とすること
はない30。
　また、2004年の英国統合軍事マニュアルには、「［核兵器］の使用の合法性は、武力
行使と敵対行為を規律する法を含む、国際法の一般的な規則の適用に依拠する」31と
明記されている。英国は第一追加議定書を批准する際に上記の宣言を付したにもかか



095094

ルイス・マレスカ、エレノア・ミッチェル 国際人道法における核兵器の人道上の代償と法的帰結

わらず、その統合軍事マニュアルは、一連の敵対行為に関するIHLの規則を、核兵器
への適用を明示的に排除しないままに列挙しているのである32。そこに挙げられてい
る規則の大部分は、第一追加議定書の関連規則に準じているか、あるいは、それに類
似した表現を用いている33。これは、同マニュアルに含まれている自然環境の保護に
関する規則と対照的である。同マニュアルは、当該規則が「核兵器の使用に影響を与
えるものではなく、核兵器の使用を制限または禁止するものでもない」と明記してい
る34。
　ICRCの研究である『慣習国際人道法（Customary�International�Humanitarian�
Law）』（以下、ICRC�Customary�Law�Study）は、敵対行為に関する規則を含む、現
在までの慣習国際人道法の最も包括的な概要を提示している35。この研究は、核兵器
に特有の規則を示してはいないが、核兵器の使用に適用され得る、敵対行為に関する
一般的な慣習的規則の適切な資料である36。

区別の規則

　区別の規則はIHLの基本的な原理で、敵対行為を規律するその他のIHLの義務の根
幹をなす。ICJの言葉を借りれば、それはIHLのきわめて重要な原則である37。この規
則は、武力紛争の当事者に文民と戦闘員、および、軍事目標と民用物を常に区別す
ることを義務付ける38。攻撃は戦闘員または軍事目標に対してのみ向けることができ
る。紛争当事者の軍隊の構成員はすべて、医療要員と宗教要員を除き、戦闘員である39。
軍事目標は「その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であって、
その全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確
な軍事的利益をもたらすもの」を指す40。
　この規則によれば、文民や民用物が戦闘員や軍事目標と混在する地域では、攻撃側
は標的が軍事目標であることを確認するために実行可能なあらゆる予防措置をとらな
ければならず41、軍事目標と文民または民用物とを区別しないで打撃を与える性質が
ある戦闘の方法と手段を用いて攻撃してはならない。同様に、都市、町、村その他文
民が同様に集中する地域に位置する、多数の相互に明確に分離された別個の軍事目標
を単一の軍事目標とみなすことはできない。そのような攻撃は無差別と分類され、後
により詳しく議論される。
　区別の規則に基づけば、核兵器の使用は特定の軍事目標に向けられるのでなければ
ならない。そのような義務は、攻撃や防御を問わずいかなる使用にも明確に影響を及
ぼす。冷戦時代に策定され、近年公表された攻撃目標のリストは、人口が集中する地
域に対する核兵器の使用が度々想定されていたことを示しており42、この問題に関す
る論考は、人口密集地での核兵器の使用は今日でもあり得る使用方法の一形態として、
あるいは、そうであろうと想定している43。戦時復仇の文脈における核兵器の使用は
例外とみなされる可能性があるかもしれないが（後により詳しく議論される）、都市

および村その他文民や民用物の集団を核兵器の対象とすることは、区別の原則には反
するであろう44。

無差別攻撃の禁止

　前述したように、軍事目標と文民または民用物を区別しないで打撃を与える性質が
ある攻撃は「無差別な」攻撃であり、禁止されている。IHLはいくつかの類型の攻撃
を無差別とみなしている45。これらは次のものを含む。すなわち、
�・�特定の軍事目標のみを対象としない攻撃
�・��特定の軍事目標のみを対象とすることのできない戦闘の方法及び手段を用いる攻撃
�・�IHLで定められる限度を超える影響を及ぼす戦闘の方法及び手段を用いる攻撃
であって、それぞれの場合において、軍事目標と文民または民用物とを区別しないで
打撃を与える性質を有するものをいう46。均衡性を欠く攻撃や「区域爆撃」による攻
撃もIHLの下では無差別攻撃に分類されており、後に議論することとする。
　無差別攻撃に関する規則の第一の要素は、特定の軍事目標のみを対象としない攻撃
を禁止するものである。これは、攻撃の過程において、区別の規則によって求められ
る差別化のための取り組みがなされていない状況を対象とする。闇雲な発砲や目標選
定も禁止されている。攻撃側は、少なくとも、特定の目標が軍事目標であることを確
かめるため、標的とされた目標の性質や位置に関する最新の正確な情報を入手しなけ
ればならない47。
　この規則の第二および第三の要素は、用いられる戦闘の方法と手段に特に着目する
ものであり、それゆえに、核兵器が無差別攻撃の禁止に適うかどうかの判断に最も関
連する。戦闘の方法については、いかなる場合にも特定の軍事目標のみを対象とする
ことのできない兵器や、IHLで定められる限度を超える影響を及ぼす兵器は、慣習国
際人道法において、その性質上当然に無差別であってその使用が必然的に無差別攻撃
にあたる兵器とみなされる可能性がある48。これが、この節での分析における最大の
焦点となる。
　核兵器はその性質上、当然に無差別的か。それを考察する上で最初に考えるべき問
題は、核兵器が上記の規則の第二の要素によって求められるように、「特定の軍事目
標のみを対象」とすることができるか否か、という点である。手短に言えば、この兵
器には適切な目標選定を不可能にする設計上または構造上の特徴があるのだろうか。
米国と英国は、ICJにおいて、現代の核兵器はこの要件を充たすほど十分な精度で目
標選定が可能であると主張した49。今日、核兵器は精密誘導システムを標準的に搭載
し、あるいは旧式の自由落下爆弾のように投下されることから、論者はこの結論を受
け入れているように見受けられる。このように、核兵器が予定された目標に命中する
ことは合理的に期待される50。
　核兵器がその性質上当然に無差別か否かを考察するうえで、第二の――そして中心
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的な――問題は、核兵器がIHLで定められる「限度を超えるまたは制御できない」影
響を及ぼすか否か（無差別攻撃に関する規則の第三の要素）であり、この問題は核兵
器が精密誘導されるか否かには関係がない。IHLではこれらの用語は具体的に定義さ
れていないが、軍事関連文書の中には、無差別兵器の文脈で「制御不能な影響」とい
う表現を用いるものがある。米空軍は、武力紛争と航空作戦に関する1976年の小冊子
において、「制御不能」という用語は「使用者による時間的または空間的な制御から逸
脱し、予測される軍事的利益に比して過度なリスクを文民または民用物に必然的に与
えるような影響を意味する」51と明記している。南アフリカ国防軍も、「文民と戦闘
員を区別せず両者に影響を及ぼし、その被害の影響が時間的または空間的に制御で
きない……（中略）……可能性が高い兵器は本質的に違法である」52と明言してきた。
ICJも同様の向きの見解を示し、これらの用語を定義はしなかったものの、「核兵器の
破滅的な威力は時間的にも空間的にも限定されるものではない」と結論付けた53。い
ずれにせよ、こうした言及は、兵器の影響を地理的および時間的に限定することと、
過度の予測不能な要素を排除することが、無差別攻撃禁止規則遵守のために求められ
ることを示唆している。
　この規則を具体的な兵器に適用すべきかどうかを実際に判断するのはなかなか難し
いことには留意する必要がある。制御不能な影響を及ぼすことに広く意見の一致があ
る兵器の一つに、生物兵器がある。その性質上、当然に無差別的と理解されている兵
器はその他にもいろいろあるが、国家実行を見ても、適切に目標選定できないからそ
うなのか、影響が制御不能であるからそうなのか、あるいはその両方なのか、ほとん
ど明らかにならない54。
　ここで基本的に重要なのは、核兵器から放出された力とその力がもたらす影響が、
目標となる特定の軍事目標だけに的確に制限され、その結果、区別の規則によって求
められる差別化がなされ、IHLの定める尊重と保護が確保されるか否かである55。
　ことによると、最も深刻に懸念されるのは放射性降下物の拡散かもしれない。そし
て、それこそが「核兵器と通常兵器の最も根本的な違い」と認識されてきたのである56。
どれほどの濃度の放射性粒子がどの程度の範囲まで拡散するかは、核兵器の威力と爆
発した場所（地表、空中、海中）、そして、地形、気候および気象などさまざまな要
因に左右される。このうち後者の要素は一般的に紛争当事者による制御を超えており、
放射線の拡散を制御するのは限りなく不可能に近い。したがって、核兵器による健康
への短期的および長期的な影響は国境を越え、隣国や、最初に爆発の影響を受けた地
域の人々以外のはるかに多くの人々にまで及ぶ。このような放射線がどの程度の規模
になりどこまで拡散するかは、数多くの研究で焦点となっている。最近なされた報告
によれば、200キロトン核爆弾の地表爆発は、数百キロメートルにわたって住民の健
康に影響を及ぼすおそれがある57。また、別の研究によると、10キロトンの地中貫通
核兵器の爆発は10万人にのぼる死傷者をもたらし、うち75％は放射性降下物が原因に
なる、と予測される58。そして、前述したとおり、被ばくの数年後あるいは数十年後

にがんや病気を発症するという形で、放射線の影響は長期にわたる可能性がある。
　時間的および空間的に制限または制御するのが本来的に困難であるということを考
慮すれば、核兵器使用の影響は、深刻な懸念をもたらす。このような被害が生じるこ
とを考えると、核兵器はその性質上当然に無差別な兵器であって、その使用は無差別
攻撃の禁止と両立しない、と言うことができよう。
　議論を進めるために、核兵器はその性質上当然に無差別というわけではないと仮定
しても、核兵器の使用は、それが使用された状況の結果ゆえに、無差別攻撃の禁止に
違反する可能性がある。無差別攻撃の禁止は、ある状況では合法的に用いられる戦闘
の方法と手段が、別の状況では軍事目標と文民または民用物とを区別しないで打撃を
与える性質を帯びるかもしれないという事実を考慮に入れている。爆風、熱線および
放射線の影響と、これらの影響が及ぶ範囲とを踏まえると、特に人口密集地における
核兵器の使用は無差別攻撃禁止規則に違反するだろう。

均衡性を欠く攻撃の禁止

　均衡性を欠く攻撃の禁止は、均衡性の規則としても知られ、予期される具体的かつ
直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民
用物の損傷またはこれらの複合した事態を過度に引き起こすことが予測される攻撃を
禁止する59。前述したように、この規則に反する攻撃は無差別攻撃の一形態とみなさ
れる。この規則が、軍事目標を対象とした攻撃を規律するものであり、その作戦によ
って得られるであろう軍事的利益と、生じるであろう付随的な文民の被害とを、攻撃
開始決定前に計測することをその内容とし得る点には留意する必要がある。ここで関
連する利益は軍事的、具体的かつ直接的なものでなければならず、間接的、長期的ま
たは仮定的であってはならない60。
　過度であるか否かを評価する際に考慮すべき巻き添えによる被害や損害として
は、まずは攻撃直後の文民の死傷者や民用物の損傷などの直接的な影響が挙げられ
る。また、その評価に際しては、間接的な二次被害や三次被害である攻撃の「反響
（reverberating）」効果を、予測可能な場合には考慮しなければならない、と一般的
に考えられている61。これは、均衡性の規則の文言から（「巻き添えによる［被害を］
……引き起こすことを予測し得る」）、あるいは、文民は「軍事行動から生ずる危険か
らの一般的保護を受ける」というIHLの基本原則からきている62。
　既に述べたように、核兵器の使用は、特に人口密集地やその周辺に位置する軍事目
標に対して使用された場合、即時的にも長期的にも甚大な被害をもたらす。最近のあ
る調査は、ヨーロッパのある国の首都で一発の20キロトン核兵器が空中爆発した場合
の影響を検討した63。その影響はさまざまな要因によって左右されるが、爆発半径は
爆心地から５キロメートル以上に及び、熱線はおよそ4.5キロメートル先にまで到達
し、爆発直後に数万人もの死傷者が出るとされる64。民用の建物やインフラ施設の大
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量破壊も予想されている65。
　これは核兵器の威力や使用される環境により左右されるものの、爆発直後に起こる
制御不能の火事や火災旋風によっても、膨大な数の死傷者が出るだろう。その延焼の
方向や継続時間は予測が困難で、火災による死傷者や損傷を制限するのはほぼ不可能
だろう。たとえば、広島と長崎では、原爆の爆発直後に火災が数時間にわたって延々
と燃え続け、最初の爆発からは生き延びた何千人もの人々がその大火災によって後に
死傷した。広島だけを見ても、原爆の爆発後に約４平方キロメートルの範囲まで火災
旋風が広がった66。
　核爆発の爆風と熱線による直接の死傷者や損傷は明らかに均衡性の評価において考
慮されなければならない。また、攻撃の数日後、数週間後、そして数カ月後に予測さ
れる電離放射線と放射性降下物による死傷者も勘案しなければならない。攻撃から数
年や数十年後の死傷者については、この規則の適用の際にそれをどの程度考慮するの
が適切か、という疑問が生じるかもしれないが、この規則を誠実に適用しようとする
ならば、もちろんある程度は考慮しなければならないだろう。既に指摘したように67、
放射線被ばくの人体への長期的な影響が広範な研究により明らかにされていることか
らも、また、広島と長崎で原爆の爆発の数カ月後から数年後に電離放射線の影響で膨
大な数の人命が失われた経験からも、こうした影響は確かに予測できる。今日におい
ては、そのような被害は間接的または推測に過ぎないとはみなされ得ない。
　もう一つ留意しておくべきことは、均衡性の規則が、その適用の際に考慮すべき巻
き添え被害に関する時間的な制限を明示も黙示もしていない、ということである。特
定通常兵器使用禁止制限条約の当事国の間で2000年から2003年に開催された、均衡性
の規則と不発弾や遺棄された爆弾（そこでは「爆発性戦争残存物」と呼ばれた）の長期
的な影響に関する議論においては、爆発性戦争残存物の影響が、数年後、場合によっ
ては数十年後まで継続することが広く知られていたにもかかわらず、均衡性の規則を
適用する際に考慮すべき巻き添え損害について時間的制限をかけるべきかどうかは議
論にすらならなかった。この議論において、諸国や専門家は、均衡性の規則が将来的
かつ長期的な要素を含むことを受け入れたように思える。最後に、軍事行動から生じ
る危険から文民を保護しようとするIHLの一般原則の観点からこれらの帰結を考える
と、長期的に生じると考えられる死傷者や損傷を含むとする主張は一層強化されるで
あろう。
　このような影響に照らして考えると、核兵器の使用から得られる具体的かつ直接的
な軍事的利益は、そのような予測可能で膨大な死傷者や破壊を正当化するほど重要で
価値の高いものでなければならない。現実には、人口密集地やその周辺への攻撃につ
いてそのような利益を想定することは特に難しいだろう。実際のところ、核兵器の影
響について今日知られていることを踏まえれば、人口密集地やその周辺に位置する軍
事目標に対する核兵器の使用は均衡性を欠く攻撃の禁止に違反する行為である、と断
言できる。

区域爆撃の禁止

　無差別攻撃のもう一つの形態は「区域爆撃」であり、IHLの下「都市、町村その他の
文民又は民用物の集中している地域に位置する多数の軍事目標であって相互に明確に
分離された別個のものを単一の軍事目標とみなす方法及び手段を用いる砲撃又は爆撃
による攻撃」と定義されている68。この規則は、第二次世界大戦とそれ以後の紛争で
使用され、文民たる住民に深刻な被害をもたらした、「絨毯爆撃」、「飽和爆撃」およ
び類似の攻撃といった行為を違法化することを目的としている。
　この規則に関する議論の多くは、「明確に分離された別個の」という文言の意味に
焦点を当てている。IHLではこれらの文言について明確な基準が示されておらず、結
果的にその決定はある程度主観的な評価に委ねられている。しかしながら、２つまた
はそれ以上の軍事目標の距離が、利用可能な手段を考慮した上で別々に攻撃されるに
十分なほど離れている場合は、これらに対する攻撃は個々になされなければならない69。
この距離が、それらの軍事目標を明確に分離された別個のものとみなすに十分でなか
った場合も、均衡性の規則や実行可能な予防措置実施の規則などの、その他の関連す
る規則はやはり適用される。
　区域爆撃の禁止は、核兵器との関連においてはあまり議論されておらず、核兵器に
関する勧告的意見においても具体的に言及されていない70。これはおそらく、人口密
集地での核兵器の使用が、既にみたように、敵対行為を規律するIHLの他の主要な規
則との関連で数多くの懸念を生じさせるからだと考えられる。いずれにせよ、この規
則の下での主要な懸念は、核兵器の広範囲にわたる爆風や熱線の影響、つまり、複数
の軍事目標を集合的に破壊する効率的な手段として核兵器を特に魅力的なものとする
特徴と関連する。区域爆撃を禁止する規則は、複数の軍事目標が相互に明確に分離さ
れた別個のものであるときには、いかなる人口密集地においても核兵器の使用を排除
する。

予防措置実施の義務

　紛争当事者は、軍事行動を行うに際しては、文民たる住民や民用物に対する攻撃を
差し控えるよう不断の注意を払わなければならない71。攻撃の際IHLで特に求められ
る予防措置は、攻撃対象が軍事目標であることを確認するためのすべての実行可能な
ことを行うこと72と、攻撃の手段び方法の選択に当たって、巻き添えによる文民の死
亡、文民の傷害及び民用物の損傷を防止し並びに少なくともこれらを最小限にとどめ
るため、すべての実行可能な予防措置をとること73を含む。
　「すべての実行可能なこと」と「実行可能な」予防措置という文言は、客観的に不可
能なことまでを行うように軍隊に対して義務付けることはできないという事実を確認
するものである74。また、これらの文言は、誠実に行動する人々に対しては過ちを犯
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す余地を認める一方で、不誠実に行動する人々は責任が問われ得る75。実行可能な予
防措置は「人道上及び軍事上の考慮を含むその時点におけるすべての事情を勘案して
実施し得る又は実際に可能と認められる予防措置」76と定義される。
　戦闘手段の選択にあたって文民の死傷または民用物の損傷を防止しならびに最小限
にとどめるためにすべての実行可能な予防措置をとる義務は、攻撃を計画している紛
争当事者が、攻撃目標の重要性、使用可能な他の兵器体系およびこれらの兵器による
文民や民用物への予測可能な影響などの要素を評価することを求める77。IHLは特定
の目標を攻撃する際に使用すべき兵器の種類を規定していないが、同じ軍事任務を完
遂し得る兵器の選択肢がある場合には、予防措置実施義務規則に基づき、実行可能で
あれば、文民の死傷や民用物の損傷がより小さい兵器の使用が求められることに、ほ
とんど異論はない78。
　核兵器の使用から生ずる深刻な人道上の被害や、文民や民用物を攻撃しないように
不断の注意を払う義務について知られていることに照らしてみれば、核兵器が兵器と
して選択され得る状況はきわめて限定的だと思われる。攻撃時の予防措置実施の規則
を誠実に適用するならば、人口密集地やその周辺での核兵器の使用は排除される可能
性が高く、そして、より破壊力が小さく被害も少ない攻撃手段の使用が求められるだ
ろう。論者の中には、通常兵器技術の近年の進歩に照らして、「［低威力の『戦術』核］
兵器が使用され得るいかなる軍事目標も、通常兵器で同様に対処できるであろう」と
指摘するものがある79。

過度の傷害または無用の苦痛を与える兵器の使用の禁止

　IHLは過度の傷害や無用の苦痛を与える戦闘の方法と手段の使用を禁止している。
この規則の根拠は、1868年の戦時におけるある種の発射物の使用の禁止に関するサン
クト・ペテルブルグ宣言の前文で最初に規定された。その後、1899年と1907年の陸戦
ノ法規慣例ニ関スル条約でも同様の内容が規定された。この規則の特定の兵器への
適用は、1899年の窒息性ガスの禁止に関するハーグ宣言とダムダム弾の禁止に関する
ハーグ宣言、そして1925年の窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌
学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書に見受けられる80。また、1972年
の生物兵器禁止条約、1993年の化学兵器禁止条約、1980年の特定通常兵器使用禁止制
限条約、そして1997年の対人地雷禁止条約といった文書にも、この影響が見られる81。
この規則は、文民ではなく戦闘員を、軍事目的をほぼ、あるいは全く有さない傷害や
苦痛から保護することを主な目的としている点で、ここまでに論じてきた諸規則と異
なる82。
　特定の兵器の使用に関する法的規制としてのこの規則の適用は、「過度の」傷害や「無
用の」苦痛をどのように特定し、評価すべきかという疑問を提起する。兵器に関して
いえば、この規則は兵器の軍事上の必要とその使用によって予見される傷害や苦痛の

性質とのバランスの評価を要求しているということにつき、幅広い見解の一致がある。
軍事的な目的の達成に必要な程度を超える傷害や苦痛はこの規則の違反となる83。均衡
性規則で求められる評価と同様に、この規則の適用に際して考慮に入れるべき種々の
影響も、必然的に予測可能なものに限られる。
　しかしながら、追加議定書に対するICRCのコメンタリーでも指摘されているよう
に、ある兵器が戦闘員に及ぼす影響も、その影響と軍事上の必要との関係も、「一貫
性のある一般的な方法によって解釈されている」わけではなく、その結果、この規則
は幾分か「相対的で不正確」である84。また、ICRC�Customary�Law�Studyも、軍事目
的を有さない苦痛がこの規則に違反する85点や、考慮すべき要因に深刻な後遺障害や
死亡の不可避性が含まれる86点では一般的な見解の一致があるものの、ある兵器が過
度の傷害や無用の苦痛を与えるか否かが実際にどうやって決定され得るかについては、
国によって見方が異なることを明らかにした。
　ICJは核兵器に関する勧告的意見の中で、この規則をIHLの基本原則の一つとして
挙げており、核兵器の使用を規制するにあたり直接的な関連を有すると認めた87。そ
れにもかかわらず、この規則の核兵器使用への適用は既存の文献ではほとんど議論さ
れていない88。核兵器に関する主要な懸念は、放射線が戦闘員の健康に与える影響で
ある。核爆発で放出される強烈な放射線とその人体への深刻な影響について知られて
いるところを踏まえると、核爆発直後の爆風や熱線の影響を生き延びられた多くの戦
闘員も、数日後や数週間後、あるいは数カ月後には放射線に起因する、より緩慢な死
の犠牲になると結論付けることは合理的であろう。その他の戦闘員も、白血病や甲状
腺がんなどのがんを晩年に発症させる高いリスクにさらされるだろう。そのような緩
やかに死に至る苦痛は予見できるものであり、この規則の適用において考慮される必
要があるだろう。
　多くの国は、主にこの規則を根拠として、核兵器は無用の苦痛を与えると認めてい
る89。ICRCも2015年に「放射線被ばくがもたらす、短期的および長期的な恐ろしい病
気、後遺障害、そして苦痛は」、この規則に対する「核兵器の適合性に対して深刻な
疑問を提起する」と述べた90。この結論は、文民の居住地域から離れた場所で戦闘員
に対して使用された低威力の核兵器はIHLに適うという主張との関連で特に重要であ
り、そういった主張に疑問を投げかけると思われる。
　放射線は核爆発から自然に生じる副産物であり、戦闘員の苦痛を増大させるために
付加されたものではないため、この規則を適用する際には放射線による健康影響を考
慮する必要はないとする主張もある91。この見解は、1907年の陸戦ノ法規慣例ニ関ス
ル条約にある、無用の苦痛に関する条文の解釈に依拠しており、当該条文は英語で
「to�employ�arms,�projectiles,�or�materials�calculated�to�cause�unnecessary�suffering
（不必要な苦痛を引き起こすように計算された武器、発射物、および物質の使用）」92�
は禁止されると述べている（強調は筆者）。この「calculated�to�cause（引き起こすよ
うに計算された）」という表現は、戦闘員の苦痛を意図的に増大させる目的で兵器が
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設計または改造された場合のみこの禁止が適用されることを示唆していると解される。
しかし、1907年のこの規則の英語版は正文であるフランス語テキストの不正確な翻訳
であると広く考えられており、フランス語テキストでは「propres�à�causer�des�maux�
superflus（不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ）」という表現が用いられ、適用範囲はより広く、
また、特定の意図も要さないと解釈するのが適切である93。第一追加議定書の文脈に
おいてこの規則が再確認され、交渉された際は、英語版は（1907年条約の）正文であ
るフランス語テキストにより厳密に即した94。こうして、第一追加議定書の第35条２
では「weapons,�projectiles�and�material�and�methods�of�warfare�of�a�nature�to�cause�
superfluous�injury�or�unnecessary�suffering（過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器、
投射物及び物質並びに戦闘の方法）」の使用を禁じている（強調は筆者）。「of�a�nature�
to�cause（を与える性質の）」という文言は、国際刑事裁判所に関するローマ規程や
ICRC�Customary�Law�Studyでも用いられている95。「of�a�nature�to�cause」という言
い回しは、今日ではほぼすべての国に受け入れられている定式である。その結果、兵
器が戦闘員の苦痛を増大される目的で設計または意図的に改造された場合だけでなく、
苦痛が意図的にもたらされずとも兵器の設計や使用目的から予見できる場合にも、こ
の規則が適用されると広く理解されている。したがって、放射線の影響とそれが引き
起こす傷害や苦痛は、追求される軍事目標と比較衡量されなければならない。既に述
べたように、放射線被ばくによる戦闘員の健康への深刻な影響は、この規則の下で大
きな問題となり、また、核兵器は人口密集地から離れた場所で用いられた場合には
IHLに適うという主張の根拠を弱めるように思われる。

自然環境の保護に関する規則

　IHLは武力紛争の影響から自然環境を保護する目的の規則を多く含んでいる。この
文脈において、自然環境は通常、広義に理解されており、空気、水、農産物、家畜類、
森林、植物、動物その他の生物的な要素や気候的な要素を含む96。
　敵対行為を規律するIHLの一般的な規則は、自然環境を民用物として保護する97。
したがって、自然環境が軍事目標を構成する場合のみ、それは合法的に攻撃され得る。
また、軍事上の必要からやむを得ない場合を除き、自然環境のいかなる部分的な破壊
も禁止される98。また、他の軍事目標を対象とする攻撃に際して実施される均衡性の
評価の一環としても、環境への付随的被害は考慮されなければならない。予期される
具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、そのような被害が過度であっては
ならない。兵器の選択においても、環境への付随的被害を防止するために、あるいは
少なくとも最小限にとどめるために、実行可能な予防措置がとられなければならない99。
　IHLには、自然環境に対して「広範、長期的かつ深刻な」被害を与える、または与
えることが予測される戦闘の方法と手段の使用を特に禁止する規定も盛り込まれてい
る100。前述のように、フランス、英国および米国はこの規則が核兵器に関しては慣習

法的地位に達していないと主張しており、この規則の慣習法的地位については争いが
ある101。しかし、第一追加議定書の当事国やこれから当事国となる国で、この規則は
核兵器の使用に対しては適用されないという宣言を行っていない国にとっては、核兵
器の使用に対してもこれらの規定が関連し得る。
　この規則と民用物として自然環境を扱うこととの主要な相違は、この規則が絶対的
な禁止である点である。広範、長期的かつ深刻な被害が目的とされる、あるいは意図
される場合、そのような場面において検討されている戦闘の方法や手段は禁止される。
被害が「広範、長期的かつ深刻」になるための要件は累積的であり、そのためきわめ
て高い水準が設定される。第一追加議定書ではこれらの用語は特に定義されていな
いが、「戦争における戦場の被害として通常予期されるものを大幅に超える、人間の
生活または自然資源への大規模な干渉」102と要約されてきた。この「長期的」という
表現は一般に月単位や季節単位ではなく数十年単位と理解されているものの、「広
範」と「深刻」については、第一追加議定書に対するICRCのコメンタリーもICRC�
Customary�Law�Studyもその定義を置いていない103。
　既に述べたように、多くの研究が核兵器の使用が自然環境に及ぼす深刻な影響を強
調している。そのような影響には、爆発で発生する衝撃と熱放射による動植物の破壊
や放射性粒子による土地や水源の汚染、そして人間や動植物に甚大な被害をもたらす
おそれのある、大気と気候に影響を与える煤塵の拡散が挙げられる104。煤塵の拡散は、
農業や食糧生産に深刻な打撃を与え、何百万人もの人々を飢餓のリスクにさらすおそ
れがあることから、特に懸念される105。動物や昆虫の餌となるその他の植物にも同様
に影響を及ぼすだろう106。これらの影響の規模や程度は個々の兵器の威力とそれが使
用される状況によって異なるが、大型の核兵器が使用される場合はもちろん、核攻撃
や核の応酬の一部として低威力の兵器が使用される場合であっても、影響が出ること
は容易に予測できる。
　自然環境の保護を目的とした一般的なIHLの規則を適用する場合は、その他の予測
可能な被害や影響と同様に、これらの影響を考慮に入れる必要がある。均衡性の評価
においては、環境またはその一部への付随的被害も勘案されなければならないため、
これらの影響は均衡性を欠く攻撃に関する規則にも特に関連する。多くの場合に生じ
るであろう自然環境への甚大な被害を考慮すると、核兵器を使用する攻撃が合法であ
るためには、その攻撃から予想される軍事的利益がきわめて大きくなくてはならない。
加えて、核兵器の強大で長期にわたり続く影響を考慮すると、実行可能な予防措置に
関する規則を適用すれば、通常兵器が使用可能であって、同じ軍事上の目的が通常兵
器により達成可能であるきわめて多くの場合には、核兵器ではなく通常兵器の使用が
求められると思われる。核兵器の使用から生ずるような種類と程度の環境被害を引き
起こす通常兵器は想定し得ない。
　自然環境に対して広範、長期的かつ深刻な被害を与えることが予測される戦闘の方
法と手段の禁止の下では、核兵器の使用に関して重大な問題が浮かび上がる。前述し
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た長期的な環境への影響の範囲や性質は、ほとんどの場合において、この禁止に定め
られる「広範、長期的かつ深刻な被害」の要件を満たすと思われる。一部の核兵器国
がこの特定の規則を核兵器の使用に適用することを一貫して拒否してきた事実は、こ
の規則が制約として意味があることを強調する役割を果たしている。

戦時復仇としての核兵器の使用

　これまでに論じた法的諸問題とさまざまな懸念にもかかわらず、核兵器は武力紛争
において戦時復仇として使用され得るとする意見がある107。簡潔に言えば、戦時復仇
に関する法は、敵にIHL上の義務を遵守させる目的においてのみ、通常ならばIHL上
違法とされる行為を（特定の状況において）許容する108。戦時復仇は武力紛争法を遵
守させる伝統的な手段だが、最近数十年は敵対行為における文民たる住民への復仇が
禁止される傾向にある109。第一追加議定書の第51条６は「復仇の手段として文民たる
住民又は個々の文民を攻撃すること」を明示的に禁止しており、これは慣習国際人道法
の一つの規則とはまだみなされていないが、その方向に向かう強い動きが存在する110。
　合法的な復仇の要件は包括的に確定しているわけではないが、慣習国際人道法上い
くつかの要件や制限がある111。

１．�復仇はIHLの重大な違反に対処するためでなくてはならず、敵対当事者による遵
守を確保する目的でのみ行われなければならない。したがって、戦時復仇はIHL
違反を予期した措置や先制措置であってはならない。また、復仇はIHLの重大な
違反へ対処するためでなければならず、その他の分野の法で定められた規定の違
反への対応であってはならない。さらに、復仇の対象となった敵対当事者は、そ
の自らに向けられた最初の復仇をそれに対抗して自ら復仇を行うことの根拠（い
わゆる「復仇に対する復仇」）とすることはできない。

２．�復仇は最終手段としての措置でなければならない。これは、違反行為を中止さ
せる目的として、復仇を行う前にその他の措置（政治的、外交的または経済的措
置）を講じるべきであることを意味する。これはまた、復仇を実施する前に、敵
対当事者に対し、違反行為が繰り返される場合には復仇が行われる旨の適切な警
告を与えなければならないことを示唆しているとも考えられる。

３．�復仇は、原因となった違反行為に比例するものでなければならない。
４．�復仇を行う決定は最高意思決定者によって下されなければならない。最高意思決

定者とは、通常、政府または軍の幹部を意味する。復仇を行う決定は、現地の司
令官によって下されてはならない。

５．�法の遵守が確保された場合は、復仇を終了しなければならない。

　これらの条件や制限は、戦時復仇の手段としての核兵器の使用に適用され、そのよ

うな使用に関する制約として機能すると思われる。
　上述のとおり、戦時復仇の条件の一つは、IHLの重大な違反への対処でなければな
らないということである。したがって、戦時復仇として文民や民用物に対して核兵
器を使用することは、武力行使そのものの合法性に関する規則（jus�ad�bellum）やそ
の他の分野の法規則の違反によっては正当化され得ない112。また、jus�ad�bellumに違
反するような奇襲攻撃や予想されない攻撃が明白な軍事目標に対してなされる場合は、
それにより武力紛争が始まることになるが、復仇として核兵器を使用することを根拠
付けることはないだろう。核兵器は相手方の行為に対処するために使用されるかもし
れないが、その使用は本稿で議論してきたIHLの規則に厳格に則る必要があるだろう。
さらに、復仇は原因となった違反行為に比例するものでなければならないという要件
は、核兵器の使用をきわめて限定的な状況に制限すると考えられる。核兵器の使用が
もたらす深刻な人道上の被害を踏まえると、復仇としての核兵器の使用は、論理的に、
復仇を発動させる違法行為がきわめて強烈なものである場合に限られる。核による復
仇が通常兵器による一度のあるいは複数の攻撃への対処として合法的に行われ得るこ
とは想像し難い。よりあり得る主張は、復仇を誘発する違法な攻撃は、人口密集地に
対する一発または複数の核兵器、あるいはその他の大量破壊兵器の使用を伴い、膨大
な数の文民の死傷者をもたらすものでなければならない、というものである113。この
点、核兵器国が、このような大量破壊兵器の使用を伴う攻撃を受けた被害国となる場
合、先にリスト化した要件の第二に従い、相手方の行為への対処として復仇に訴える
前に、すべての関連する政治的、外交的および経済的その他の措置をまずは尽くそう
とすることはおよそ考えがたい。したがって、実際に第二の要件が充たされたり厳格
に適用されたりするというのは現実的でないだろう114。
　最後に、ごく限られた数の低威力核兵器がIHLの遵守を強制するために使用される
状況を想定できるかもしれないが、これはきわめて大きなリスクを伴う手段だと考え
られる。多くの軍事マニュアルでも指摘されてきたように、復仇を用いることは文民
への攻撃を終わらせるどころか、むしろ激化させる傾向がある115。したがって、一発
の核兵器の使用または限定的な応酬でも、核攻撃の激化とIHLのさらなる違反という、
きわめて現実的なリスクを冒すことになり、人道的観点において壊滅的な結末を迎え
る可能性がある。

結語

　本稿では、紛争当事者が核兵器の使用を検討するなどということがもしあるならば、
その場合に考慮しなければならない、敵対行為を規律するIHLの規則を概説した。本
稿は、核兵器の使用がもたらす文民、民用物および戦闘員に対する深刻かつ甚大な結
末に照らして浮かび上がる問題や懸念を指摘した。ICJが核兵器の使用に関する勧告
的意見で指摘したように、核兵器は、その爆発によって生じる爆風、熱放射および放
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射線の組合せとその威力のために、特異なものである。これほど広範にわたってIHL
の規則に抵触するおそれがある戦闘の方法はほとんど存在しない。こうした理由から、
国際赤十字・赤新月運動は「いかにして核兵器の使用が国際人道法の規則、特に区別の
規則、予防措置実施の規則および均衡性の規則に適合し得るのか、想像しがたい」116

と述べたのである。
　本稿の導入で述べたように、核兵器の使用それそのものを禁止する条約やIHLの規
則は存在しない。しかし、核兵器の使用を、文民や民用物を軍事行動の影響から保護
することを目的とする慣習国際人道法の規則と整合的に行うことはおよそいかなる状
況においても困難である。この結論は、低威力の核兵器にも高威力の核兵器にも当て
はまる。というのは、核兵器は、低威力であれ高威力であれ、攻撃の瞬間に文民に対
して深刻な結末をもたらし、また、より長期的にみても放射線や放射性降下物が人体
に対して影響を与えるからである。その影響を踏まえると、人口密集地やその周辺で
の核兵器の使用は無差別攻撃にあたると結論付けるのが妥当だろう。
　人口密集地以外での核兵器の使用も、文民の死傷者が出る可能性は比較的低いかも
しれないとはいえ、やはり懸念事項である。その例として通例引き合いに出される状
況は、海上の艦艇に対してや、砂漠などの隔絶した場所に位置する敵戦闘員への核兵
器の使用である117。これらの例については個々に検討するのが適切だと思われる。こ
れまでの考察から明らかなように、関連するIHLの規則の適用にあたっては、放射線
被ばくによる戦闘員の健康に対する即時的および長期的な影響、攻撃地の自然環境に
与えることが予測される影響、放射性粒子が拡散するリスクと可能性を踏まえた上で
の近接地以外の文民に与える被害を考慮に入れる必要がある。加えて、これらのシナ
リオにおける核兵器使用の合法性を支持する主張は、往々にして低威力の弾頭が一発
だけ使用されることを前提にしており、複数の核兵器が使用された場合の累積的な影
響を勘案していない。複数の核兵器が攻撃に取り入れられる場合は、それらの累積的
な影響も評価の一部とされなければならないということができよう。
　さらに、法的問題ではないが、核兵器国に対して一発または複数の低威力の核兵器
が使用された場合に引き起こされる核攻撃のエスカレーションとその影響や、核兵器
が70年間使用されなかった歴史が覆されたことがさらなる使用を誘発しかねないこと
も懸念される。したがって、これらの類型のシナリオにおいて核兵器の合法的な使用
を支持する主張は、核兵器の使用によって引き起こされた悲惨な人道上の被害が二度
と起きないということをおよそ保証するものではない。
　核兵器の人道上および環境上の影響に関する数多くの研究や、それらがIHLに与え
る示唆からわかることを踏まえると、前述した人口密集地やその周辺での核兵器の使
用に関して示された結論に加えて、人口密集地以外の場所での核兵器の使用について
も違法性が推定されると主張することは妥当であると思われる。理論上、特定の使用
例においてそのような推定が覆されることはあり得るが。
　しかしながら、核兵器の使用がもたらす結末を十分に検証するのに必要な情報がす

べて盛り込まれた具体的なシナリオが核兵器国から提供または公表されることはそれ
ほど多くない。これは1996年のICJの核兵器に関する勧告的意見でも強調されており、
今日でも間違っていないように思われる118。
　核兵器が使用されるおそれは、長年にわたって世界的な懸念であり続けている。こ
こ数年、核兵器の使用がもたらす人道上の被害への関心が高まってきていることによ
り、その深刻かつ長期的な影響にさらなる注目を集めることとなった。それによって
IHLの下での核兵器の地位に関してさらなる問題が提起されており、本稿はそれらの
問題を明確化し、それら諸問題に関する情報提供をしようとするものである。人道的
観点からみた核兵器の影響についてはより多くの知識が蓄えられつつある一方、核兵
器は、既存のIHLの規則に適合する方法で使用することが困難な兵器であり続けてい
る。
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概要
　化学・生物・放射線・原子核（CBRN）を用いた事象に対する有効な国際的な人道
対応の展開は、特にその対応が場当たり的に行われる場合はきわめて困難であり、対
応する側に多くのリスクをもたらす。赤十字国際委員会（ICRC）は、少なくとも小
規模な CBRN事象に対して、救援活動を実施するための展開型の能力を含む技能主
体のチームを創設した。これには、十分な情報に基づく CBRNリスクの事前評価、
対応方法の迅速かつ的確な決定、および、その決定を緊急対応要員名簿の作成を通じ
て実行するための適切な資源の効果的運用が含まれる。技術的専門知識や物的資源の
入手に加え、そのような対応チームを創設するには、CBRN対応の組織的管理（リ
スクに基づく意思決定を含む）、確立した活動手順、そして必要な資源の利用可能性
とそれらへのアクセスを確保するために、一元的なプロセスの適用が必要となる。本
稿で説明する ICRC の CBRN対応の枠組みは、CBRN事象発生時、特にその事態が
武力紛争に関係している場合において、国際人道支援に備えるあらゆる機関やその他
のステークホルダーにも参照されるべきであろう。

キーワード：化学・生物・放射線・原子核（CBRN）、人道対応、枠組み、武器汚染

はじめに

　化学・生物・放射線・原子核（CBRN）物質が意図的にまたは誤って放出される事象、
あるいは CBRN物質の放出を通じて危害を及ぼすよう特別に設計された兵器が使用
される事態は、放出物質にさらされることによって直接的に、または交差汚染（cross-

contamination）のように物質の放出後や分散後に間接的に、あるいはその両方によっ
て、多くの人々の生命、健康および福祉に影響を及ぼすおそれがある。武力紛争の場
合は、影響を受けた人々に支援を届けようとする機関にとって、特に物質の放出や分
散の状況および影響が不確実性を伴う可能性が高いため、相互に関係する種々の複雑
な課題が浮かび上がる。CBRN兵器使用の疑惑あるいは使用の黙示的または明示的
威嚇によって、それ自体、安全保障、法、政治およびメディアにおいて影響を及ぼす
ため、対応の複雑性がさらに深刻になることが考えられる。
　以上の認識の下、赤十字国際委員会（ICRC）は、2007 年に、CBRN兵器の使用に
関する世界的なリスク評価、すなわちこの領域における自らの過去の経験の研究およ
び他の機関や調整メカニズムの対応能力の評価を行った１。この取り組みの結論は次
のようなものだった。

　　�　生存している被害者や潜在的な被害者に直接恩恵をもたらし、救援スタッフの
安全を十分に確保し、かつ、有効であるような国際救援対応は、現時点ではあり
得ない。私たちが知るところによれば、いかなる政府も、国際組織も（ICRC�や
国際赤十字・赤新月運動の他の部門を含む）、NGO�も、あるいは他の協力組織も、
そのような国際的な対応を展開する現実的な計画も能力も持ち合わせていない。２

　これは後に「現実に対応可能か（reality�check）」と題された論文として刊行され、
そこでは CBRN事象の被害者を支援する国際的なレベルの計画がないことが議論さ
れ、そのような対応に含まれるであろう事項に関する勧告がなされた。そこで述べら
れたことに対して、これまでのところ異議は唱えられていない３。リスク評価、この
領域における ICRC�自身の過去の経験、CBRN�事象における国際的な人道支援の能
力が現時点で存在しないこと、そして「現実に対応可能か」論文は、いずれも、何ら
かの機関がそのような対応を場当たり的に試みようとしても無益であることを示して
いる。このことから、事前に考え抜かれ、合理的で統率が取れ、CBRN�事象の現実
に根ざしかつ適応可能であるアプローチが求められた。
　これを受けて、2010�年に ICRC�は、少なくとも小規模のCBRN�事象には適切に対
処する恒久的な能力の導入、整備および確立に向けたプロジェクトのため、この問題
に精通する二人の専門家を任命した。プロジェクトは、ICRC�が対応する上で必要な
組織的枠組みの設置も行い、この枠組みにおいていかなる事態であれその複雑さに応
じて対応の準備を整え、特に展開可能な人的資源や物資の動員、意思決定に関する調
整を行う。
　この新たに得られたばかりの専門的知見は、プロジェクトの発端から幾度となく
活用を求められた。2011�年の福島での原子力発電所事故や、2011�年から現在まで北
アフリカや中東における騒乱で神経ガスや塩素ガスが使用されたとされる事態等の
CBRN�事象との関連で、リスク評価や顧問団の派遣あるいは救援活動支援のための

CBRN部門の上層部に従事したことも含まれる。彼はこ
れまで国内的および国際的なレベルでCBRN事象対応の
手続や規則の策定に尽力してきた。東日本大震災の際に、
マリヒに次いで日本に派遣される。

ジョニー・ネーメ博士
現在、ICRC本部武器汚染ユニット内のCBRN部門を統
括、ICRCのCBRNに対する救援対応の整備を進めてい
る。生体医科学で博士号を取得しており、フランス原子
力委員会に数年勤務し、電離放射線が血液幹細胞に与え
る影響を研究。この学術経験の後、ネーメ博士はこの分
野におけるICRC職員として各地で5年間勤務した。

・・・・・・・・・・・・・・
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派遣が行われてきた。
　このように、初期の CBRN対応能力と、現在この対応能力を有する制度的枠組み
は、実際の事態への対応という状況において徐々に発展してきた。その過程で重視さ
れてきたのは、ICRC職員や市民にCBRNの危険要因がもたらすリスクのうち、最も
現実性の高いものである。この場合、そのリスクがCBRN兵器の配備によるものか、
別の CBRN事象によるものかは問題ではない。有毒化学物質や放射性物質は、工業
化学物質や放射性産業廃棄物の誤った管理、産業事故、武力紛争中の原子力施設や化
学プラントの予期せぬ損傷、�関連物質を放出する原子力施設や化学プラントへの攻撃
（意図的かどうかは問わない）、または、放射性物質や工業薬品を兵器として使用した
攻撃の結果としても放出される可能性があるため、武力紛争では、工業用の有毒化学
物質や放射性物質によるリスクも生じ得るということを ICRC は特に認識している。
結果として、ICRCの対応能力が特に対応しようとしている主たるリスクは、工業用
有毒化学物質、放射性物質および神経ガスに関連する。
　今日までの ICRCの経験から学んだ教訓の最たるものは、CBRN対応の枠組みをあ
らかじめ定め、組織内の幹部の合意を得ておかなくてはならないということである。
また、きわめて重要なことは、資源の外部ネットワークを構築することであり、そ
の中でも ICRCにとって最重要なのは、数多くの各国赤十字・赤新月社およびスイス
政府の専門機関である。本稿は、2013 年に ICRC 事務局で合意された CBRN対応の
枠組みを説明する。この枠組みは、CBRN事象に対応するための組織の指導原則と、
ICRC 内の持続可能な CBRN部門を中心に形成された内外のネットワークからなる
CBRN対応専門能力の双方の上に構築されたものである。
　ここで強調しておかなければならないのは、ICRCは、あらゆるCBRN事象、とり
わけ CBRN兵器の大規模使用を伴う事態の被害者に効果的な支援を届けるほどの待
機能力は持ち合わせていない、ということである。本稿で説明する枠組みは、ICRC
が CBRN 事象に直面したときにその救援活動を継続し、組織がその安全に配慮す
る義務を負う者――たとえば、ICRC 職員、国際赤十字・赤新月運動の職員および
ICRC以外の関係スタッフ――を不当なリスクにさらすことなく適切に対応できるよ
うにすることを目指している。しかしながら、どのようなリスクをどの程度受け入れ
られるかは、事態の状況によっても、また、ICRC の対応の目的によっても異なる。
そのため、何が「不当なリスク」であるかは、ICRCの CBRN対応の枠組みの規定に
沿って、個別の状況において初めて定めることができる。

定義

　ICRCの CBRN対応専門能力を議論する前に、いくつか基本的な用語を定義し、組
織の指導原則を紹介しておかなければならない。ICRCの CBRN対応能力の目的に関
して、以下の用語の定義を用いる。

　「CBRN 物質の放出と拡散」は、以下のケースがあり得る。
�・�意図的でないもの‐たとえば、自然発生的な病気の流行、自然災害、輸送段階ま
たは産業施設における事故、武力紛争における付随的損害、過去の物質使用によ
る残存物・汚染物質等。

�・�意図的なもの‐たとえば、殺傷、一時的な無能力化、あるいは恐怖を与えること
を目的とした、専用装置や即席の装置を用いた、個人または集団による、標的を
定めた、または無差別な軍事活動や攻撃等。

　「CBRN 事象」とは、さまざまな特性や由来をもつ危険物であるCBRN物質の放出
や拡散につながる可能性のある行為または事件である。ICRCにとって問題となる事
態は状況によって異なり、以下のいずれかが該当し得る。
�・�CBRN兵器の確証された使用、使用の疑惑、あるいは使用の（明示的・非明示的な）
威嚇

�・�武力紛争その他の暴力を伴う事態における、CBRN物質への確証された暴露、暴
露の疑惑、あるいは暴露の（明示的・非明示的な）威嚇４

�・�ICRC が安全配慮義務を負う者が CBRN物質にさらされるリスクがあるその他の
状況

　「CBRN 対応」とは、CBRN事象によるリスクの管理を指し、予防、準備および事
後対応からなる。また、武力紛争の一つまたは複数の当事者の国際法上の義務に関し
て、当局に見解を表明したり一般に広く知らせたりすることも含む。

組織の指導原則

　CBRN対応能力は、十分な予算の割り当てや技術的な専門知識と物的資源の獲得
以上のものを必要とする。全体を網羅し、指導原則に基づく組織的枠組みが必要であ
る。これは、CBRN事象を懸念する理由の考慮、組織の任務と安全配慮義務の範囲
内で CBRN事象に対応する主たる目標の記述、目標達成に必要な能力の定義、そし
て困難な意思決定を行う際に検討すべき基本的事項をまとめることが必要だというこ
とを意味する。ICRC の CBRN対応の枠組みが則る指導原則は、目標、基本的前提、
意思決定、そして対応そのものに関係する。

任務と注意義務に基づく目標

　武力紛争やその他の暴力を伴う状況におけるCBRN事象へ対応することは、ICRC
の任務の範中である。また、ICRC が雇用する人々、そして職員の家族や赤十字・赤
新月運動の職員、その他の救援活動のパートナーのような人々の安全に配慮する義務
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から要請される組織の責務もある。職員の健康および事故あるいは攻撃からの安全に
関し、ICRC は、組織の安全配慮義務がインフォームドコンセント、リスク軽減、そ
して社会保障からなると考え、事態の状況と当該事態で問題となる CBRN物質固有
の健康に対する影響の理解を考慮に入れるようにしている。
　CBRN事象は予測不能で、各々の物質ごと、あるいは複数の物質の組み合わせご
とに異なる固有の状況があるため、CBRN対応の枠組みの根幹には、ICRCが自らの
任務を遂行するという要請を職員等に対する安全配慮義務といかにして両立させるか
ということがある。したがって、CBRN事象へのいかなる対応においても主たる目
標は３つであり、優先順位の高い方から、（１）ICRC が安全配慮義務を負う者の健
康および事故あるいは攻撃からの安全に対するリスクの最小化、（２）組織の一体性
と活動の継続性の確保および（３）可能な限りでの被害者への支援の提供である。こ
の優先順位は、ICRC職員や赤十字・赤新月運動の職員、その他の組織関係者（ICRC
が安全配慮義務を負う者）の健康および事故あるいは攻撃からの安全が確保されてい
なければ、組織の規範と活動の継続性を確保することはできないという ICRCの本質
的なロジックからきており、これらは被害者への支援の提供には欠かせない前提条件
である。これらの目標を達成するため、ICRCは、各国赤十字・赤新月社のCBRN対
応能力の整備を通して赤十字・赤新月運動の支援も行っている。

基本的前提

　CBRN事象から生じる主な懸念は、そのような兵器や物質にさらされたときに生
じるおそれのある健康への影響である。この影響は、軽症から重症、あるいは死に至
るまで、問題の物質が持つ特性に応じて多種多様であり、また、それがリスクの理解
不足から生じる心理的作用と組み合わさることもある５。心理的作用の問題は、多く
の CBRN物質の検出や認識が困難であるという事実によってさらに深刻化する。物
質にさらされた時点では、それがいつどのように起きたのか、放出された物質はどこ
に拡散していったのか、拡散した物質はどれくらいの時間、影響力を保持しているの
か、といったことが明確ではない。したがって、CBRN事象は、放出の時点で直接
さらされた人々だけでなく、駆け付けた対応者をはじめ、予期せず汚染環境に身をさ
らしてしまった他の人々にもリスクを及ぼす６。
　このことを考えると、上記の目標を達成するために ICRC にとって必要なことは、
CBRNリスクの十分な情報に基づく事前評価を実施したり、対応方法を迅速かつ的
確に決定したり、その意思決定を実行する資源を効果的に動員したりする能力を保持
することである。そのような能力を有する組織を立ち上げるには、CBRN対応の組
織的管理（リスクに基づく意思決定を含む）や救援活動に係る確立された手順、必要
な資源の確保とそれらへのアクセスにおいて、一元的なプロセスを適用しなければな
らない。これは、CBRN事象が予測不能であるためであり、また、CBRN事象発生

時の責任分担や指揮系統、その他の対応管理をその都度決定する必要がないよう、プ
ロセスが既に機能している場合に限り、組織は迅速かつ効果的に対応する準備ができ
た状態になるからである。同様に、CBRN事象が発生したときになって、どのよう
な活動が最適か、どのような資源が必要か、その資源をどこで手に入れるか、あるい
は対応の現場にどのようにして届けるかを議論するようなことがあってはならない。

意思決定

　CBRN事象への対応に関するあらゆる意思決定は、利用可能で最適な情報の分析
に基づく。ただちに生命の確保のための行動が必要とされる状況で、現場で意思決定
を行わなければならない場合を除き、この分析は ICRCの武器汚染ユニットのCBRN
部門、現場を拠点とする武器汚染担当顧問および外部ネットワークの専門知識から
提供される。ICRCの意思決定プロセスでは、意思決定者、意思決定の時期および考
慮対象の情報が事前に定められている。ICRCがこのプロセスに適用する主たる考慮
点は３つある。第一に、CBRN事象へのいかなる対応においても、政府や当局（民、
軍ともに）、市民社会、国際組織その他赤十字・赤新月運動の構成団体の政策、能力
および認識を考慮に入れなければならない。第二に、ICRCは、CBRN事象の性質上、
職員の健康、安全、およびセキュリティのリスクを最小限に抑えるためには、人道支
援活動を縮小あるいは放棄しなければならない場合もある。第三に、CBRN事象の
性質によっては、ICRCが、記録、処理および共有あるいは普及に関して慎重な管理
を要する非常に機密性の高い情報を、関連する組織の方針に沿って、探索、入手、あ
るいは保有する場合があり、これは CBRN兵器の使用の疑惑に対して行動を起こす
こと、または起こさないことが、疑惑の是認または否認と解釈され得ることを意味す
る。

救援対応

　CBRN事象に対する救援活動を行うことのリスクを、その活動により期待される
利益と比較させる必要がある。期待される利益の評価方法としては、CBRN事象時
の医療支援に関連するものがある。『Emergency�Medicine�Journal（救急医療ジャー
ナル）』の論文において、マリヒ、クープランド、ドネリーおよびベーカーはまず、
CBRN物質により命にかかわる急性症状を呈している負傷者には広く受け入れられ
ている生命維持の基本原則７を適用できると主張し、次に、汚染環境または汚染され
ている可能性のある環境で中毒症状を呈している負傷者には、医療従事者以外であっ
ても訓練を受けた人が救急処置を施せば命を救える可能性が高いと主張しており、こ
れは、事後に病院での治療が受けられた場合もそうでない場合も同様である８。
　CBRN救援対応のもう一つの原則は、問題の事態が発生した状況に応じて活動を
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準備し、計画しなければならないということである。つまり、利用可能な人的資源や
物的資源が確立した救援活動の実践の要件に適合しているか、計画された活動の実施
場所、時間、期間が適切か、そして既存の不測の事態に対する準備が適切かを検討す
ることで、対応に従事する者の保護を最適化しなければならないことを意味している。
職員の健康、安全およびセキュリティに関して、CBRN事象への対応はできる限り
一貫していて、公正でなければならない。
　ICRCの CBRN対応専門能力は、明確に規定された範囲で準備された救援活動（下
記参照）を実施する展開型の（いまだ整備中ではあるが）能力を保有している。これ
らの活動が実効的であるためには、スキル、機材および手順の点で特定の資源が必要
であり、逆に言えば、この資源によって CBRN救援対応に必要な最小限の能力が決
定される。この必要最小限を欠いた能力で対応しても効果がないばかりか、より深刻
なことに、対応に従事する者にとっての危険が生じやすくなる。

専門対応能力

　指導原則を尊重し、実践するため、ICRCは CBRN事象専門の対応能力を活用して
いる。この能力は、現場に拠点を置くCBRN兵器と通常兵器の専門家ネットワークと、
ICRC 内の武器汚染ユニットを中心に構築された外部対応ネットワークで構成され、
CBRN 部門を形成している。技術力の提供と管理機能を担う CBRN 部門は、ICRC
の CBRN対応のあらゆる側面の全体的な調整を担当している。同部門は、CBRN事
象への対応の組織的管理、救援活動の決定と妥当性の維持、さらには人的資源や物的
資源が適切かつ利用できる状態の確保を担っている。

リスクに基づく意思決定をはじめとするマネジメントに対する体系
的アプローチ

　CBRN事象への対応は、ICRCの任務と注意の基準に沿った上記の目標に合わせた
上で、現場レベルの救援対応を含むか否かを問わず、職員の健康、救援活動の制約、
事態の被害者、あるいは潜在的被害者のニーズに関するもののような、競合する可能
性のあるさまざまな要請を調整するために必要なリスクに基づく意思決定を含む体系
的なマネジメントのプロセスを通じて、初めて達成できる。このためには、対応の種
類と範囲に関する決定が、事態に応じたリスクアセスメントに基づいている必要があ
る。CBRN事象は非常に複雑で、不確実性をはらんでおり、かつ感情に左右される
可能性も高いことから、この文脈においてはこれが唯一の合理的なアプローチと言え
る。
　ICRCの対応能力のマネジメントと意思決定要素は、あらゆるCBRN事象への対応
の４つの段階すべてに適用される。４つの段階とは、（１）問題の事態の認識と通知、

（２）関連情報の分析と対応に関する勧告の発出、（３）必要な資源の承認（または却下）
と用意および（４）優先順づけられた目標に沿った対応の実施と調整である。CBRN
対応の枠組みの整備以降、CBRN事象に対する ICRCの対応に関するマネジメントは
常に４段階のすべてを網羅してきた。これらの対応は、ICRCの救援活動に影響を与
える、あるいは与え得る進行中の事態に関与する一方、赤十字・赤新月運動の内外の
代表や活動のパートナーへの助言による支援や能力構築も含んでいる。
　これら４つの段階すべてについて、既存のマネジメントや救援活動の慣例を、必
要不可欠な分析能力や運用能力の提供などを通じて適切な CBRN対応に移すために
は、各分野の専門知識が組織内に必要である。たとえば、不測の事態への対応計画に
関して ICRC にとって懸念される状況として、特定の CBRN物質の入手、放出、分
散、あるいは暴露の影響のような点に関する CBRNリスク、あるいはこれから発生
するまたは現在発生している武力紛争での特定の CBRN兵器の使用や使用の威嚇と
いった地域的な CBRNリスクなどが考えられる。そのような状況では、不測の事態
への対応計画にこれらのリスク評価とリスク低減に関する決定を組み入れなければな
らず、ICRC現地事務所と協力の上、組織内のCBRN専門家によって促進され、周知
されるべきである。

確立された救援活動の手順

　ICRCの CBRN対応の枠組みは、最小限として、次のように明確に定義された機能
を果たす展開型能力を想定している。第一に、職員の CBRN物質にさらされること
の影響からの自己防衛、第二に、人道支援に対する CBRN専門家のサポート、特に
安全な ICRC 現地事務所を設営するためなどの助言的役割や、ICRC が支援活動を計
画している場所などの調査、汚染の検出、モニタリング、管理および対応のための待
機医療サポート、第三に最終的な役割として、CBRN事象に関連した人道支援、特
に戦場医療、遺体の管理、備蓄兵器や不発兵器あるいは廃棄兵器の管理がある。
　これらの機能の実効性と安全性を確保するため、必要なスキル、機材および手順の
すべてが標準化されている。それぞれの機能について、研修および物的資源に関する
要件の概要が、求められる技能や研修計画、さらには身辺防護や特定の CBRN対応
タスクのための機器の詳細もあわせて表１に示されている。
　上記の内容は最小限の能力を述べたに過ぎない点を強調しておく。というのも、
多くの人々が直接または間接的に影響を受ける CBRN事象において、すべてのニー
ズを満たすには不十分であることが明らかとなるだろうからである。したがって、
ICRCは、少なくとも小規模のCBRN事象（威嚇や疑惑を含む）への対応で救援活動
を実施する備えをする一方で、他のステークホルダーとも連携しながら、さらに幅広
いCBRN対応に向けた能力構築を支援および推進している（下記参照）。
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特殊な資源

　CBRN事象へ対応するために必要な資源は、大まかに情報、人的資源および物的
資源に分類できる。ICRCの対応管理、そしてCBRN対応のための展開型能力の維持
に必要な資源はある程度予測することができる。ただし、状況によっては、対応のさ
まざまな段階で追加的な資源が必要になることもある。

CBRN 部門：組織内の分野別の専門性

　CBRN事象への対応が複雑であること、そして CBRN事象に備えるいかなる組織
においても利用可能な資源は限られていることに鑑み、ICRCは、CBRN対応能力の
中核的要素として、その要求にかなう持続可能な体制――CBRN専門部門――を設
立した。対応能力は、他の ICRCのユニットと、ICRCの CBRN対応においてそれぞ
れの役割が CBRN部門を通じて割り当てられ、調整されている外部サービスプロバ
イダーで構成される。このため、CBRN部門は、CBRN対応に関する調整、医療に
関する助言、そして技術的助言という不可欠な機能を網羅する専門スタッフで構成さ
れている。
　同部門の任務は、CBRN事象への ICRCの対応が組織的に行われ、行い得る最良の
活動に沿っていることを確実にすることである。これには、早期の警告、救援活動お
よび不測の事態における対応計画、重大事態の管理、迅速な展開、事故あるいは攻撃
からの安全に関する協議、そして ICRC職員、その他の人道支援要員や地域住民の教
育研修に寄与することを伴う。CBRN対応のための ICRCチームや ICRCに登録され
ている専門家に対する研修は専門組織と密接に協力して実施され、さまざまな研修課
程において、アイルランド軍と合同の CBRN基本対応、シュピーツ研究所と合同の
CBRN調査、そして CBRN医療対応に取り組んでいる。さらに、必要に応じて他の
人道支援要員や地域住民に対して各々に合わせた研修や指導を提供している。

内部資源ネットワーク

　CBRN対応の ICRC 内部ネットワークは、CBRN部門に加え、通常の役割や責任
が CBRN事象にも関係しているユニットや、CBRN対応に備えた救援活動を行う特
殊な訓練を受けた個人、そして必要に応じて特別諮問機関によって構成される。通
常の役割や責任が CBRN事象にも関係している ICRC 内のユニットとは、人的資源
および職員の健康、事故あるいは攻撃からの安全、地域および局地の活動、迅速な展
開、特定の兵器の使用防止と文民保護に関する組織的地位および法的評価、医療支
援、遺体の管理、武器汚染管理、一般公開情報の分野別調査とスキャニング、内部お
よび外部コミュニケーション、そして調達、物流支援、在庫管理を担当する部署を指

す。CBRN対応に備えて救援活動を行う訓練を受けた個人は、医療支援、遺体管理、
あるいは備蓄兵器や不発兵器、廃棄兵器の管理を担当するユニットから召集されるこ
とが考えられる。特別諮問機関は、ICRCの健康に対する指針、組織としての信頼性、
CBRN兵器使用の疑惑が活動に与える影響およびそれが生ぜしめる法的問題などの
点に照らして考えられた、CBRN対応の医療面に関与するユニットの代表で構成さ
れる機関が考えられる。
　これらのユニット、個人および諮問機関は、CBRN対応に関する特定のタスクを
担っており、それぞれのタスクを遂行する能力を持っていることを期待されている。
他の ICRC ユニットは、ICRC にとって問題となる CBRN事象における必要に応じ、
それぞれの通常業務を調整する。ICRCの CBRN専門部門は、救援活動および不測の
事態における対応計画の文脈で、また、実際の CBRN事象において ICRC のさまざ
まな意思疎通メカニズム（CBRN発生地点の指定や CBRN戦略方針協議グループや
本部救援活動タスクフォースの設立など）を通じ、これらの資源を調整する。

外部資源ネットワーク

　CBRN対応能力の研修や維持および実際に事態が発生した際の救援活動を行うのに
必要となる膨大な資源は、ICRC内だけではまかないきれない。これを補う外部資源
が必要であり、したがってICRCのCBRN対応能力には、正式な契約を通じて、または、
定期的に専門窓口と連絡を取ることで、専門的な資源を提供することのできる適切な
組織や個人と調整を図ることも含まれる。
　一般に、ICRC 自身の CBRN対応能力の強化や補完に資する組織や個人は、潜在
的または実際の CBRN事象を指摘する情報、あるいはその評価を裏付ける情報や、
CBRN 対応能力の育成や向上のための情報、人的資源および物的資源や、実際の
CBRN事象を評価するための人的資源や物的資源、そして ICRC の CBRN対応のた
めの展開型能力を補完する人的資源や物的資源も提供できる場合がある。救援活動に
関しては、ICRCが定めた必要な役割の技能要件や関連する物的資源の仕様（表１参
照）への準拠が非常に重要になる。
　CBRN対応の全分野を網羅すべく選ばれたスイスの複数の専門機関は、ICRCの外
部 CBRN対応ネットワークの中核的存在である。これらの機関は、その分野の最先
端の技能へのアクセスを定められたやり方で提供し、必要な際に ICRCに資源を提供
する。
　ICRC の外部 CBRN対応ネットワークのもう一つの中核的グループは、国内の事
態に備えた独自のCBRN対応能力を備えるか、そのような能力の整備に関心を抱く、
選ばれた各国赤十字社と赤新月社で構成される。ICRC はこれらの赤十字社と赤新
月社のほか、国際赤十字・赤新月社連盟との提携により、赤十字・赤新月運動内で
CBRN専門家の交流を推進および支援し、ICRC の CBRNワークショップや研修コ
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ースなどを通じ、赤十字・赤新月運動内での能力構築などCBRN対応に向けて赤十字・
赤新月運動全体で一致したアプローチを確立している。たとえば、CBRN部門が管
理する策定中の専門家登録名簿には、CBRN対応能力を備える各国赤十字・赤新月
社から選ばれたボランティアが含まれている。
　ICRCは、CBRN対応のさまざまな側面を専門とする個人の外部ネットワークを有
する。このネットワークの主たる機能は、研修や評価スキルへのアクセスとともに、
実際の事態に関連した情報へのアクセスを提供することだ。このネットワークには専
門機関、国連組織、非政府組織、研修・研究施設および機器メーカーなどの民間企業
が含まれる。

結論

　ICRCは、少なくとも小規模のCBRN事象に対応する能力を構築してきた。この対
応能力には、優先的な目標に従って、また組織の幹部が承認した全体的な枠組みにお
いて、救援活動を行う展開型能力も含まれる。本稿で説明した枠組みは、CBRN事
象に対して、ICRCが自らの組織の任務にも職員その他の人々に対する安全配慮義務
にも適合した方法で対応することができるものである。
　国際人道支援コミュニティが CBRN事象への対応を検討する場合、筆者らはさま
ざまな機関やその他のステークホルダーの内部の枠組みと、それら同士の枠組みの両
方に基づいたアプローチをとることで、CBRN事象に対する各機関の対応能力の調
和を図ることを強く推奨する。CBRN事象対応の枠組みには、目標、任務、安全確
保の方針が必要であり、そして最も重要なことは、いつ、どのように、誰が意思決定
を行うかの完全な――かつ共通の――理解が是が非でもなければならない。情報管理、
スキル、研修および物的資源に関しては、CBRN事象への対応能力の調和の図り方
についてできるだけ早い機会に議論を開始することを勧める。この要請には、2011
年から現在まで北アフリカと中東で数々の暴力的事態が発生している状況の中で、多
くの機関から反応が寄せられており、さらに核兵器が使用された場合の人道支援につ
いて 2014 年に国連軍縮研究所（UNIDIR）が発表した研究でも、この必要性が取り
上げられている９。
　CBRN事象への人道対応は進歩しているが、筆者らは、ICRC の 2009 年の「現実
に対応可能か（reality�check）」10、そして、CBRN事象の被害者に対する医療について、
その責務を負う可能性もありながら実際の経験はほとんどないという事実を思い起こ
す 11。さらに近年、CBRN兵器の確証された使用、使用の威嚇、あるいは使用の疑惑
が起きていることが、それらの非人道的結末に対処しなければならないという意識の
高まりを導いている一方で、実効的な国際人道対応能力が出来上がる兆しはない。現
実に、CBRN事象への対応に関して、国際レベルでより大きな取り組みが求められ
ているが、CBRN兵器の大規模使用の被害者に有効な支援を届けられる可能性はゼ

ロに近いと筆者らは考えている。これは、CBRN事象の発生を国際社会が何として
も防止するという不断の努力が重要であり、正当であり、そして緊急を要することを
強調している。

1   Dominique Loye and Robin Coupland, “Who Will Assist the Victims of Use of Nuclear, Radiological, Biological 
or Chemical weapons – and How?”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, 2007, available at: 
www.icrc.org/eng/assets/�les/other/irrc_866_loye.pdf ( インターネット上の参考文献はすべて 2015 年 12 月に
アクセス ).

2  Ibid., p. 343.
3   Robin Coupland and Dominique Loye, “International Assistance for Victims of Use of Nuclear, Radiological, 

Biological and Chemical Weapons: Time for a Reality Check?”, International Review of the Red Cross, Vol. 91, 
No. 874, 2009, available at: www.icrc.org/eng/assets/�les/other/irrc-874-coupland-loye.pdf.

4   パンデミックまたはパンデミックとなり得る感染症蔓延は、武力紛争との関連が証明される場合には、ここ
に含まれる。パンデミックと武力紛争の関係についてのさらなる情報は、次を参照。G. Dennis Shanks, “How 
World War 1  Changed Global Attitudes to War and Infectious Diseases”, The Lancet, Vol. 384, No. 9955, 2014.

5   「放出と暴露レベルの不確実性と、予期されるリスクと身体への悪影響に関する一般的な認知の欠如とを考
慮すると、CBRN 物質放出の威嚇や現実の放出は、被害にあった人々の間で強い恐怖や心理的反応を誘発
する可能性がある。これにより、実際に身体的な傷や病を持つ人と、「心配性なだけの人」との区別を困難
にしなるおそれがある。CBRN 事象の恐怖は、いくつかの事例において心身の反応を引き起こしており、落
ち着いたアドバイスと医学的モニタリングでヒステリーに対応することが重要であると提言されている。」 
ICRC, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response: Introductory Guidance, 2014, p. 12, available at: 
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4175.htm.

6  Ibid.
7   優先順位の高い順に、人命救助の基本原則は、気道確保、呼吸支援、止血、循環支援することである。
8   Gregor Malich, Robin Coupland, Steve Donnelly and David Baker, “A Proposal for Field-Level Medical 

Assistance in an International Humanitarian Response to Chemical, Biological, Radiological or Nuclear Events”, 
Emergency Medicine Journal, Vol. 30, No. 10, 2013.

9   UNIDIR, An Illusion of Safety: Challenges of Nuclear Weapon Detonations for United Nations Humanitarian 
Coordination and Response, United Nations, 2014.

10 R. Coupland and D. Loye, above note 3.
11 G. Malich, R. Coupland, S. Donnelly and D. Baker, above note 8.
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概要
　国際人権法は、核兵器の国際法上の合法性の検討や核兵器廃絶の言説において、い
まだ十分に活用されていない国際法分野である。国際人権法は、国際人道法（IHL）
よりもはるかに幅広い履行メカニズムを有しており、特に非国際的武力紛争において
は、IHLが文民および戦闘員に与えている保護を強化することになるのはおそらく間
違いない。特に関連するのは、生命に対する権利、人道的な取扱いを受ける権利、健
康権、健康な環境で生きる権利、そしてあらゆる人権侵害に対して救済を受ける権利
である。

キーワード :人権、生命に対する権利、人道的な取扱い、救済、管轄権、特別法、放射線、
火傷、必要性、比例性／均衡性（訳注：原語は Proportionality。人権法上の定訳は
比例性、人道法上では均衡性）

核兵器の使用と人権
スチュアート・ケイシー＝マスレン
スチュアート・ケイシー＝マスレン：プレトリア大学
名誉教授。グロ・ニュストゥエンとアニー・ゴールデン・
ベルサゲルとともに『国際法の下での核兵器（Nuclear	
Weapons	under	 International	Law）』（ケンブリッ
ジ大学出版局、2014年）の共編著者。また、兵器関連
の条約を採択するための外交会議では、国連児童基金
（ユニセフ）代表（1996年の特定通常兵器使用禁止制限
条約の改正議定書II）、赤十字国際委員会代表（1997年
の対人地雷禁止条約）、ノルウェジアン・ピープルズ・
エイド（Norwegian	People’s	Aid）代表（2008年のク
ラスター弾に関する条約）として参加。また、2013年
の武器貿易条約の交渉では、スイス代表団の法律顧問
を務めた。
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はじめに

　かつては、発展著しい国際法分野たる兵器関連の国際法、すなわち通常兵器および
大量破壊兵器の開発・生産・貯蔵・実験・移譲・使用を規制する法は、国際人道法（IHL）
と軍縮国際法のみであると真剣に主張されていた。しかしながら、国際環境法および、
とりわけ国際人権法も、兵器、特にその実験・移譲・使用に適用され、また、それら
を管理する可能性がある。核兵器の実験・移譲は本稿の射程を超えるが、本稿は、国
際人権法が実力の行使に対して課す制約と、国際人権法がいかなる違法な実力の行使
（将来核兵器が使用されることがあれば、それもここに含まれることになろう）に対
しても予定する責任追及とが、敵対行為を規律する IHL の規則を補完する重要な役
割を果たすことを論じる。

実力の行使に関する人権法の規則

　そもそも、人権法は実力の行使を規律するのだろうか。この問いに対する答えは、
多くの人にとって自明に思われるかもしれない。それでもやはり、人権法が、特に法
執行を目的とするあらゆる実力の行使に適用される明白かつ厳格な規則を有している
ことを改めてはっきりと確認することが重要である。これは、実力が、武力紛争の事
態の一環として行使されたか否かという点で問題となる。武力紛争が発生していない
場合や、実力が武力紛争との間に必要とされる度合いの連関を持たない場合は、IHL
は適用されない。だからこそ、人権法が、違法な暴力――ありふれた暴力犯罪であれ
テロリスト１のそれとしての性質を具備するものであれ――に国家が対処する場合に、
国家の行動を実効的に規制しなければならないのである。
　実力の行使に対する人権法上の制約には、二つの中核的な規則がある。第一に、行
使されるあらゆる実力は必要最小限のものでなければならない（必要性の原則）。第
二に、行使される力は脅威に比例していなければならない（比例性の原則）２。これ
らの原則は累積的に検討され、いずれか片方のみの違反も、人権（特に生命に対する
権利や非人道的な取扱いを受けない権利）侵害を意味する。しかし、これらの原則の
適用は、「現実的」でなければならず――実際、人権法判例は、テロ攻撃に直面して
いるというような例外的な状況において、国家に「評価の余地」が認められる可能性
を示してきた３――かつ、人権保護と国家安全保障の均衡を実効的に保つものでなけ
ればならない。それでもなお、これらの規則は規範的な内容においても実際の適用に
おいても、具体的かつ明瞭であり、ただの絵空事というわけではない。
　武力紛争でない事態――たとえば、国家が平和的な反政府デモ活動の参加者と対立
する場合や、あるいは、国家が武力を伴った反国家勢力と対峙する際に発生する暴力
が非恒常的かつ低烈度である、または、当該反国家勢力が一もしくは複数の「組織さ

れた武装集団」に化さない場合４――においては、国家による自国の領土内での核兵
器使用はどのようなものであれ、間違いなく上記原則に違反する。核兵器の使用が必
要最小限の実力に該当するはずもなく、したがってそのような実力の行使は国際人権
法に違反する。当然、そのような状況に IHLは適用されない。
　幸いにも、そのような筋書きが実現する可能性はきわめて低いが、絶対にないとは
言い切れない。この点に関して、リッチーは、国際政治学と戦略学の専門家であるレ
ディング大学のコリン・グレイ教授が 2006 年に英国下院の国防委員会に証拠として
提出した「強権的な指導者のレトリック」に言及している。

　　�　テロリストやその支援者が英国に対して大量破壊兵器を使用できると主張する
ような状況は全くもって望ましくない。彼らを壊滅するために英国はなるべく通
常兵器を用いるが、彼らには自身が核兵器保有国に盾突いているのだということ
を認識させたい。５

　核兵器の保有、そして究極的にはその使用を正当化するため示された軍事的根拠の
一つ――テロリスト集団の脅威や実際の核爆発に対処することを可能にすること――
が、テロリストが核物質を入手するさらなる誘因にさえなり得ることは否定できない。
また、このような国家の違法かつ過激な反応を引き出すことこそがまさにテロリスト
の狙いであるとも言えるだろう。
　しかしながら、より現実的なシナリオは、敵対行為の一環として武力紛争で核兵器
が使用されることである。この場合、法的状況はより複雑である。

敵対行為への人権法の適用

　人権法の実体的内容を検討する前に、敵対行為への人権法の適用の障壁となり得る
二つの重要な問題に触れておかなければならない。第一に、人権法上の管轄権への地
理的制約、第二に、人権法適用対象の事項的限界である。ここではこの二つの問題を
論じる。

人権法上の管轄権への地理的制約

　武力紛争における核兵器を含む兵器の使用への人権法の適用を妨げる可能性のある
問題として、物理的地理条件が人権法の管轄権の範囲を制約するという考え方がある。
米国はこの立場を主張する国の代表例であり、特に市民的及び政治的権利に関する国
際規約（自由権規約）に関して、「その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるす
べての個人に対し、……（中略）……この規約において認められる権利を尊重し及び
確保する」６締約国の義務は、自国の領域内にいる者のみが人権の保護を条約に基づ
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き享受することを意味すると主張している。自由権規約人権委員会は、一般的にも、
特に米国のこの主張に関しても、このような解釈を明示的に否定している７。
　さらに、国際司法裁判所（ICJ）も、武力紛争時における核兵器の使用について、
それが領域外で生じたという事実のみによって人権法の適用が排除されることはない
と明示的ではないにせよ判断している。「原則として、恣意的に生命を奪われない権
利は敵対行為においても適用される」８のである。したがって、1996 年の核兵器の威
嚇または使用に関する勧告的意見（核兵器に関する勧告的意見）では国際的武力紛争
の事態のみが扱われた９ことを考え合わせると、ICJ は、武力紛争における敵対行為
に対しても人権法が適用され続けると示した際、国際人権法が少なくとも核兵器の使
用に対して適用されるように、国際人権法の範囲に対して管轄権の制約が存在しない
ことを ICJ は認めたのは間違いない 10。

人権法適用対象の事項的限界

　少なくとも数十年前まで、人権法が適用されるのは平時のみであり、武力紛争の事
態では適用されない、という立場を貫こうとする国が数多く存在した。この主張はと
もすればナンセンスなものであるし、また、判例によっても否定されてきた。大々的
になされたこの主張の非合理性は、武力紛争に参加する国家が、自国の領域内（最低
でも、紛争当事者間で敵対行為が激しく行われている地域の外）およびその管轄権の
及ぶ他の地域において、通常犯罪を防止および抑止する義務を平時と同様に負うこと
からもわかる。当然、このような法執行活動は、IHLの区別原則・均衡性原則という
はるかに緩やかな規則によってではなく、国際人権法上の国家の義務に沿った国内刑
事法に基づき実施されるべきものである 11。
　さらに、1996 年の核兵器に関する勧告的意見で ICJ が指摘したとおり、代表的な
人権条約である 1966 年の自由権規約は「平時における人権の保護を目的としたもの
であり、敵対行為における違法な生命の喪失に関する問題は武力紛争に適用される法
によって規律される」という主張をする国家も複数存在した 12 が、ICJ は次のような
見解を示してこの主張を退けている。

　　�　裁判所は、［自由権］規約の規定する保護は、国家の緊急事態の場合における
いくつかの条文に基づく義務からの逸脱を許容した同規約第４条に該当する場合
を除き、戦時においても停止されないと考える。生命に対する権利の尊重は、そ
のような逸脱可能な義務ではない。原則として、恣意的に生命を奪われない権利
は敵対行為にも妥当する。13

　したがって、ICJ は人権法が原則として武力紛争に適用される法である jus�in�bello
の一部を構成することを認めた 14。これに従えば、国家の重大な緊急事態においては

一部の条項の完全な遵守からの逸脱が認められる可能性が残るものの、自由権規約の
すべての条項が武力紛争においても適用され得るということになろう 15。

敵対行為に関する人権法と IHL との相互関係の性質

　今日、武力紛争の事態における兵器の使用に人権法が適用されることについて一般
的な合意が確立しているとはいえ、それより先の議論においては国家間で見解が大い
に異なる。ICJ は 1996 年に、敵対行為に関する人権法と IHL の相互関係について、
その理解を明らかにしている。

　　�　何が恣意的な生命の剥奪かを決定するのは、特別法、すなわち敵対行為を規制
する武力紛争法である。したがって、戦争におけるある武器の使用による特定の
生命の喪失が［自由権］規約第６条に違反する恣意的な生命の剥奪とみなされる
か否かは、武力紛争法に照らしてのみ決定されるものであって、規約の文言から
演繹的に推論されるものではない。16

　ここで ICJ が実際に述べているのは、敵対行為において――少なくとも国際的武力
紛争の事態に関して――ある兵器の使用は、その使用が IHL の規則の違反を構成す
る場合においての

、 、

み、人権法の違反となるということだろう。武器の使用が IHL に
違反していなければ人権法にも違反しないというのは、IHLは敵対行為の規制に関し
て人権法よりも具体的な規範を提供しているとみなされているためである。
　この勧告的意見において「特別法は一般法を破る」という規範抵触解決の原則を
ICJ が採用したことは、広く批判されている。クリスティアン・トムシャットは、こ
の ICJ の言説を「いささか短絡的」とし 17、ウィリアム・シャバスは ICJ のアプロー
チを「贔屓目に見ても稚拙」とし 18、ノーム・ルーベルは「的外れなアプローチかも
しれない」と評した 19。また、マルコ・ミラノヴィッチは、特別法という表現につい
て、「IHL と［国際人権法］との関係を表すこの魔法の三文字は、要点を明確にする
どころか複雑にするので、葬り去る」べきだと主張した 20。しかし、ICJ は、その後
の訴訟事件たるコンゴ民主共和国対ウガンダ事件 21 において、その IHL と人権法と
の関係における「特別法は一般法を破る」原則絶対主義的な立場を撤回したとも考え
られるが、その事件での判断は兵器の使用に特に関連するものではなかったため、敵
対行為における核兵器またはその他の兵器の使用については、1996 年の核兵器に関
する勧告的意見で示された見解が依然として権威を有しているとみてよいだろう 22。
　ICJ がこれまでに示した見解が正しいとすれば、人権法は、国際的武力紛争におけ
る将来的な核兵器の使用の際に、IHLによる保護よりも手厚い保護を被害者に与える
ことはできないのであろうか。全くそのようなことはない。敵対行為を規律する IHL
は、その一次規則の内容が実践的には具体性を欠いていること（この点については非
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国際的武力紛争との関連で後述する）に加えて、履行確保制度をやはり著しく欠いて
おり、国際刑事法に基づいて戦争犯罪を訴追する敷居が（法的にも政治的にも）高い
ため、この重要な法分野の違反に対する責任追及が著しく不十分である。幸いなこと
に、この履行確保機能について人権法は比較的長けており、国連人権理事会（いろい
ろと欠点もあるが）や国連人権条約体や特別手続、そしてアフリカや米州や欧州にお
ける地域的人権裁判所は、それぞれ、国際法違反の疑いについて調査する有益な機会
を提供し得る。生命に対する権利に含まれる要素として、国家には、調査を実施する
義務と、必要に応じて容疑者を訴追する義務が課されている 23。アフリカや米州、欧
州の人権裁判所等の人権法実施機関は、機関や状況によっては、そのような違反に対
する国家の責任追及として、実際に賠償を命じる判決を出す可能性さえある 24。
　人権侵害の被害者は何人も実効的な救済を受ける権利を有するというのが、人権概
念の根本である。救済と回復の権利は慣習法 25 の一部を構成しており、おそらくは
法の一般原則 26 でもある。1948 年の世界人権宣言においては、救済の権利の行使は、
純粋に国内機関の枠組み内のみで行使されると考えられていた 27。しかし今日では、
この権利の範囲は、国際人権条約 28や地域的人権条約 29によって発展されてきており、
各条約の下で設立されたさまざまな監視・履行制度によってその内容が明らかにされ
ている。核兵器が使用された場合、莫大な数の当事者による訴訟が予想され、そうな
れば特別な手続きが必要となるだろう。しかしながら、多数当事者請求は新しい現象
ではない。
　たとえば、人権機関ではないが、1990 年の「クウェートに対する違法な侵略と占
領」に関するイラクの財政的責任を扱うために設置された国連補償委員会（UNCC）
は、核兵器の違法な使用への人権機関による対応を考える上で参考になる。UNCC
は 1991 年に国連安全保障理事会の補助機関として設置されたものである 30。その設
置に先立って、安全保障理事会はその決議 687 で既に、「1990 年８月２日より前に発
生したイラクの債務および義務の通常の手続を通じた履行を妨げることなく、環境被
害および天然資源の枯渇を含むあらゆる直接的な損失［または］損害に対して国際法
上の賠償責任」をイラクが負うことを「再確認」していた 31。
　UNCC は、個人・企業・政府からの請求（ただし、政府が請求を付託する場合に
限られる）と、政府によって自らの請求が付託される立場にない個人に代わって国際
機関が付託する請求とを受理した。総額 3500 億ドル以上の賠償を求めて 260 万件以
上の請求が付託され、その請求原因にはイラクによるクウェートへの侵攻と占領に起
因する個人の身体への重大な傷害や、配偶者・子ども・親の死亡が含まれていた 32。
総額でおよそ 520 億ドルの賠償が認められた 33。
　以上より、敵対行為において IHL 違反となる行為がある場合に、当該行為に対応
する人権法違反について少なくとも検討をする一または複数のフォーラムが存在する
見込みは十分あると考えられる 34。怒りに身を任せて核兵器が使用された場合、請求
数が膨大であるからという理由によって賠償がされないということがあってはならな

い。上記の賠償責任とは別に、核兵器の使用が武力紛争中だけでなくその発生前にな
された場合は、武力不行使原則違反につき、人権法に基づいて（当然、より一般的に
国際公法にも基づき）、別個の法的責任が生じることも付記しておく 35。

核兵器の使用で侵害される可能性が特に高い人権

　ルイーズ・ドズワルド＝ベックは、数ある人権の「一部またはすべてが、放射線が
与える長期的な影響だけでなく、核爆発がもたらすきわめて破壊的な影響により侵害
されるだろう」と指摘した上で 36、その可能性が特に高いものとして、生命に対する
権利、人道的な取扱いを受ける権利、健康な環境に生きる権利および到達可能な最高
水準の健康を享受する権利を挙げている 37。

生命に対する権利

　生命に対する権利はしばしば「基底的人権であり、これなくしては他のすべての人
権の意味が失われる」38 と言われる。生命に対する権利は、一般に人権条約において
は逸脱不可能な権利とされており 39、ICJ も指摘したように、恣意的に生命を奪われ
ない権利は敵対行為の状況にあっても全面的に妥当するものである 40。この権利は、
条約上も慣習法上も認められており、その根幹的部分は強行規範となっているとさえ
言えるだろう 41。
　生命に対する権利は、他の人権同様にそれを尊重し、保護し、充足する義務を国家
に課していることに加え、そのための重要な手続的要素を伴っている。欧州人権裁判
所は、生命に対する権利の侵害が疑われる場合、国家には当該侵害に関する調査を実
施する義務があるという見解を示した。

　　�　［欧州人権条約第２条］のもとでの生命に対する権利を保護する義務は、第１
条に基づく「その管轄内にある者に対して［本］条約で定義する権利及び自由を
保障する」当事国の一般的義務を考え合わせれば、とりわけ国家機関による実力
の行使の結果として個人が死亡した場合には、何らかの実効的な公的調査がなさ
れるべきことを含意する……42

　これは、生命に対する権利の侵害が疑われる事案が、法執行活動あるいは武力紛争
のどちらで発生したかにかかわらず妥当する 43。
　たしかに、武力紛争中に発生した生命に対する権利の侵害が疑われる事案すべての
捜査を国家に期待することは非合理的である。中には、敵対行為に関する IHL の規
則に照らして恣意的な生命の剥奪に該当しない事例もあるだろう。さらに、いかなる
核兵器の使用も、捜査を阻む大きな「種々の障害」をもたらし、「実効性に乏しい捜
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査方法の採用を余儀なくされる」のは確実で、少なくとも爆心地では捜査が遅々とし
て進展しないのはほぼ間違いない。しかし、だからと言って捜査が求められることに
変わりはなく、何らかの形の捜査は実行可能だろう。核兵器が使用された場合に、人
権の観点からの捜査を含む、国際法に基づく詳細な捜査は必要でない、と真面目に主
張しようとする人はいないだろう。
　生命に対する権利は、その実体的な規範内容として、国家の法執行活動における殺
傷力のある実力の行使を最小化する義務をも含んでおり、法執行活動の計画の際にこ
れに配慮することや、当該執行活動で生じた負傷者への適切な医療支援の提供するこ
とが求められる。さらに、生命に対する権利の内容は、生命の剥奪の場合のみならず、
殺傷力のある実力の行使に起因する深刻な傷害からの保護をも含むことは明白であ
る。1994 年３月、トルコ空軍がトルコ南東部にある二つのクルド人の村を爆撃した
ベンザー対トルコ事件において、欧州人権裁判所は「３名の申立人に傷害を負わせた
［この爆撃は］、きわめて暴力的で、多数の人命を無差別に奪ったものであるがゆえに、
３名の申立人が幸運にも生き残ったからといって、３名の申立人の生命が危険に晒さ
れなかったということにはならない」とし、欧州人権条約で規定された生命に対する
権利に照らして、「この攻撃がもたらした危険を考慮すれば、申立人の主張を審理す
る必要がある」と判断した 44。
　欧州人権裁判所は、欧州人権条約第２条の実体的・手続的内容の両側面に照らして、
この爆撃で重傷を負ったこの３人の犠牲者の生命に対する権利侵害を認定した 45。こ
のような生命に対する権利の広範な解釈は、核兵器の使用に対しても妥当する。なぜ
なら、核兵器の爆発そのものでは死に至らなかったとしても、爆風による火傷や怪我
が原因で結局は命を落とすことになる可能性があるばかりか、爆心地を中心にして広
い範囲が放射性降下物と呼ばれる放射性破砕物に晒されるからである 46。実際、上述
したとおり、「核兵器と通常兵器との最も根本的な違いは、前者は爆発時に放射線を
放出すること」47 である。被曝をすると、前駆症状に始まり、血液、胃腸、肺、皮膚
および神経血管が蝕まれていくと言われている 48。

人道的な取扱いを受ける権利

　放射性降下物は、1966 年の自由権規約 49、1984 年の拷問等禁止条約 50、そして３
つの主要な地域的人権条約 51 に規定されている、残虐で、非人道的な、もしくは品
位を傷つける取扱いを受けない権利を考慮する際にも関連してくる。この権利の事項
的・人的適用範囲は、慣習国際法および条約上の国際人道法で定められている過度の
傷害または無用な苦痛を与える可能性のある戦闘の方法および手段の禁止の範囲とは
全く異なるが、核兵器はその性質からしてこの権利の侵害をもたらすのは間違いない
だろう。「放射線は免疫システムに悪影響を及ぼすため、負傷者はそのような影響を
及ぼさない他の兵器で負傷した場合のようには回復し得ない。他の兵器よりも多くの

死者を生むだけでなく、負傷者の苦痛も長く続く」52 のである。
　また、ドズワルド＝ベックが指摘しているように、核兵器の爆発直後には閃光を直
視して失明したり、死亡に至らなくとも凄惨な火傷を負ったりするおそれがある 53。
視覚は人間にとって最も重要な感覚機能であり、外界からの情報の９割以上が視覚か
ら得られているとも言われる 54。聴覚や触覚などのその他の感覚器官が失明後の生活
の立て直しに役立つかもしれないが、いずれも視覚の代役としては力不足である 55。
　核兵器による火傷は、皮膚の全層が損傷した状態の III 度熱傷を超えて筋肉と骨の
両方の損傷した状態の IV度熱傷にまで達する可能性がある。III 度熱傷と、特に IV
度熱傷は、命に関わる危険がある。火傷は医療資源に相当負担をかけ、専門的な治療
が必要なケースも珍しくない。これらは核兵器使用の不可避の帰結であり、それゆえ
確実に予測可能なものである。ほとんどの場合において、核兵器使用は人道的な取扱
いを受ける権利の侵害に該当するだろう。

健康な環境で生きる権利

　核兵器が爆発した場合、人体への直接的な影響を超えて、人々が暮らす環境にも、
深刻な――しかもほぼ永久的な――影響を与える可能性がある。この点について ICJ
は、1996 年の核兵器に関する勧告的意見で次のような見解を示している。

　　�　［核兵器は］地球の……（中略）……全生態系を破壊し得る。……（中略）
……核爆発によって放出された放射線は、きわめて広域にわたり、健康、農業、
天然資源および人口動態に影響を及ぼすだろう。……（中略）……電離放射線は
将来の環境、食糧および海洋生態系に被害を与え、将来の世代に遺伝的欠陥と疾
患を引き起こす可能性がある。56

　健康な環境で生きる権利は、二つの地域的人権条約で直接的に規定されている 57し、
より広く見れば、到達可能な最高水準の健康を享受する権利が、経済的、社会的及び
文化的権利に関する国際規約 58 を含め、多数の人権条約で規定されている。ドズワ
ルド＝ベックは、シェル石油開発会社と協業していたナイジェリア国営石油会社によ
りオゴニランドの環境が大規模に破壊された結果、健康な環境で生きる権利と到達可
能な最高水準の健康を享受する権利の両方の侵害が認定された、人及び人民の権利に
関するアフリカ委員会の事例 59 を引用しつつ、この事例における国家の怠慢は、「汚
染および生態系の悪化を防止するための合理的およびその他の措置をとる」義務に違
反するとする 60。もっとも、そのような規定が核兵器の使用に対してどの程度まで適
用されるかは（たとえば核兵器の実験とは対照的に）不透明である。
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非国際的武力紛争における敵対行為

　現代の世界で勃発している武力紛争の大部分は、非国際的武力紛争である。そして
残念なことに、この紛争形態に適用される IHL は――少なくとも関連する条約にお
いては――内容が大変希薄である。事実、ジュネーブ諸条約共通第３条は、敵対行為
について一切規定していないと一般に理解されている 61。他方、1977 年のジュネー
ブ諸条約第二追加議定書 62 は、一定領域を実効的に支配する反体制的な武装勢力と
締約国が当該国の領域において対峙する非国際的武力紛争に適用されるが 63、敵対行
為を具体的に規制する条文を含んでいる。第 13 条は次のように規定する。

　　�　1.�文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護
を受ける。この保護を実効的なものとするために、２及び３に定める規則は、す
べての場合において、遵守する。

　　�　2.�文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない。文
民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による
威嚇は、禁止する。

　　�　3.�文民は、敵対行為に直接参加していない限り、この編の規定によって与えら
れる保護を受ける。64

　住民の存在するどのような地域においても、核兵器の使用はこの第 13 条２に違反
するに違いないと考える人もいるだろう。すなわち、核兵器は、命中精度は高いもの
のその影響は制御不能であり 65、その使用が文民たる住民の間に恐怖を広めるのは間
違いないだろう（ただし、これを、明確に予測できる結果というにとどまらず、核兵
器使用の最大の目的である、とみなしうるかは議論の余地があるだろう）。
　攻撃における均衡性の規則（または原則）は、2005 年に赤十字国際委員会（ICRC）
がその画期的な研究 66 で結論付けたように、慣習国際人道法の規範としてすべての
形態の武力紛争に適用されることがほぼ確実である一方、第二追加議定書には結局盛
り込まれず、非国際的武力紛争に関連しては、1998 年の国際刑事裁判所に関するロ
ーマ規程にも盛り込まれなかった 67。同様に、すべての民用物（すなわち、軍事目標
以外のすべての物）への攻撃の禁止は、第二追加議定書では明示的に規定されておら
ず、ローマ規程においてもそのような攻撃は非国際的武力紛争における戦争犯罪とは
されていない 68。他方で、文化財は固有の保護が与えられている。1999 年の武力紛
争の際の文化財の保護に関する 1954 年のハーグ条約の第二議定書は、文化財への攻
撃が容認される場合を、文化財が合法な軍事目標となっており、かつ、実行可能な代
替的手段がない場合に限定し、条約上の保護を強化している 69。第 22 条は、第二議
定書が非国際的武力紛争に適用されることを明記している 70。
　おそらく、非国際的武力紛争における文民の保護については、人権法は大いなる貢

献をなすだろう。そもそも非国際的武力紛争においては、反政府活動を行う際に武装
集団は秘密裡に行動するのが普通であるため、IHLの下で誰が合法的な目標であるか
を判断することは、国際的武力紛争よりもはるかに困難である。非国家武装集団の構
成員が制服を着用し、公然と武器を携行している紛争もあることはあるが、これはむ
しろ例外であって、原則は前記の通りである。ただし、IHLは、国際的武力紛争であ
れ非国際的武力紛争であれ、敵対行為に関する一次規則の適用については差異を設け
ていないように思われる。最も重要な二つの一次規則は、攻撃における区別の規則と
均衡性の規則である 71。これらの規則の存在は明確で疑問を挟む余地はほとんどない
が、実際の適用については多くの議論を呼んでおり、それが顕著に表面化したのが、
旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所（ICTY）で審理されたゴトヴィナ事件である 72。
　ゴトヴィナ事件では、1995 年８月４日と５日にクロアチア軍の砲兵部隊がクライ
ナ・セルビア人共和国のいわゆる「４つの町」73 に対して行った砲弾とロケットによ
る攻撃につき、これらの町の被害地に関する証拠と軍事目標があったとみられる場所
とを慎重に比較検証した結果、ICTYの第一審裁判部は、クロアチア軍が軍事目標だ
けではなく、合法的な目標が存在しない一帯をも攻撃対象としたと結論付けた。そこ
で、第一審裁判部は、クロアチア軍の攻撃はこれらの町そのものを砲撃の対象として
いたがゆえに無差別攻撃であり、文民と民用物に対する違法な攻撃であるとの見解を
示した 74。
　同じ事件の予審段階では、検察官はその請求趣意書で、この砲撃そのものの違法性
と、その「恐怖を与える効果」との両方を主張した 75。被告人らは有罪となり、アンテ・
ゴトヴィナ元将軍は一連の人道に対する罪および戦争の法規と慣例の違反を犯したと
して懲役 24 年の判決を受けた。ゴトヴィナ元将軍はこの有罪判決につき上訴した。
ICTY上訴裁判部は、本件攻撃が違法であるという第一審裁判部の決定は、砲弾やロ
ケットが合法な軍事目標から 200 メートル以上離れた場所に着弾しているならば無差
別攻撃であるとみなされるという立場に依拠している、という過半数の裁判官による
指摘を踏まえて（筆者はこの意見には賛成しかねる）、全会一致でそのような基準は
IHLには存在しないと判示した 76。上訴裁判部裁判官の過半数は、砲撃が合法の目標
に向けられていた「可能性を排除すること」はできないとした。

　　�　比較的多くの砲弾が不動の砲撃目標から 200 メートル以上離れた場所に着弾し
たという事実は、砲撃の誤差の範囲をより広く想定することによって説明がつく
と言えなくもないであろう。クニンの町で砲撃が広範にわたっていることについ
ても、不動の砲撃目標が方々に点在していることと、……（中略）……より広い
砲撃の誤差の範囲を想定することを併せて考慮すれば、合理的に説明することが
可能である。77

　これは、特にクニンのような比較的小さな町の文民たる住民の保護に関して、きわ
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めて重要となり得る争点である。第一審におけるゴトヴィナの有罪判決に懸念を表明
した IHL の著名な法律家たちが裁判所に提出したある意見書では、攻撃の影響の合
法性を判断する際には許容可能な誤差に関する何らかの基準が必要であるという見解
が主張されており、その基準として 400 メートルという数値が次のように提案されて
いた。

　　�　本件における攻撃の影響の評価基準として400メートルを採用することにより、
上訴裁判部は、将来の武力紛争においては、違法な攻撃目標設定の嫌疑に関する
個人の刑事責任は、証拠を総合的に考慮した結果当該嫌疑が真に十分に裏付けら
れる場合にのみ課される、という力強いメッセージを残すことになるだろう。78

　結局、上訴裁判部はこのような決定は下さなかった。それどころか、上訴裁判部は、
アギウス判事とポカール判事が反対意見で痛烈に批判しているように、IHLにおける
適切な基準を明確化するという、ICTYの任務であるはずの作業を行わなかった 79。ポ
カール判事は多数意見に関して３つの根本的な懸念を挙げた。第一に、基準（および
基準適合性が距離で決定されるべきか）を明確にしなかったこと、第二に、法的基準
の根拠を示さなかったこと（「多数意見は砲撃兵器の誤差の問題につきそもそも法的
基準を確立し得るかを考慮しているか。」と彼は述べる）、そして第三に、第一審裁判
部が適用すべきであった法原則を明確にしなかったこと（「多数意見は第一審裁判部
が砲撃の違法性判断において慣習国際人道法の原則を適用すべきだったと考えている
のか。もしそうであれば、その判断のために、第一審裁判部は具体的にどの IHL の
原則を適用すべきだったのか。」と彼は述べる）である 80。
　こうして、ゴトヴィナ事件が「攻撃目標設定を規律する法規におけるタジッチ事件」81

となる希望は無惨なまでに打ち砕かれ、砲撃や空爆の際に IHL が紛争当事者にどの程
度の注意義務を課しているかという問題は不明瞭のまま残された。たとえば、一国の
首都にある巨大軍事基地への「戦術」核兵器の使用を含む攻撃には、裁判所はどのよ
うに対応するのだろうか。区別の規則によって義務付けられる、攻撃の精度や攻撃の
影響の抑制といった問題が明確でなければ、均衡性原則／規則はどこまでも曖昧なも
のとなってしまうのではなかろうか。
　筆者はもちろん、非国際的武力紛争における核兵器の使用が IHL 上合法であると
示唆するつもりはない。しかし、それと同時に、筆者はそれがいついかなる場合であ
っても違法であると断言することもできない。この点 ICRCが「いかなる核兵器の使
用も国際人道法と両立し得るとは想定しがたい」82 としていることは評価に値する。

おわりに

　以上のことから核兵器使用を規律する国際法について何が言えるか。断片化してい

るとするのが妥当だろう。人権法は核兵器の使用を完全に違法としているわけではな
いが、再びこうした兵器が冷静さを失った者により使用されるような事態が万一起き
たとすれば（そのようなことは決してあってほしくないが）、少なくとも何らかの責
任追及手段を提供できる蓋然性が高い。加えて、人権法によれば、武力紛争に該当し
ない状況でのいかなる核兵器使用も完全に違法となるだろう。というのも、法執行に
おける警察や軍隊の活動において人権法が課す人命に対する注意義務の度合いは、敵
対行為を規律する特別法たる IHL のそれよりも（少なくとも規則の実際の適用につ
いての我々の認識によれば）はるかに高いからである。
　非国際的武力紛争においては、人権法は IHL に比して（少なくとも陸上での）核
兵器使用を完全に違法とする蓋然性がはるかに高いと考えられる。たとえ住民のいる
地域への核攻撃が何らかの理由で「無差別攻撃ではない」とみなされたとしても、予
測可能な短期的な惨事だけではなく、中・長期的な影響――特に放射性降下物とそれ
に起因する人道的窮状――が、当然さまざまな人権を侵害することになるだろう。武
力の行使に関するこうした制約は結局のところ「現実主義的行動アプローチ」83 とな
るが、このアプローチならば、兵器技術の進歩、特に現代兵器の特長である命中精度
の向上（したがって広範囲を攻撃する兵器の必要性は低下）を考慮に入れることがで
きる。人権法は、人道的保護の向上を確保するように作用するのであって、決してそ
の逆ではない。静的な IHL とは全く対照的に、人権規範は漸進的に発展するダイナ
ミズムを見せる、と言えよう。
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概要
　本稿は、人道イニシアチブが誕生した経緯を振り返り、地域間共同声明やノルウェ
ー、メキシコ、そしてオーストリアにおける ３ 度の核兵器の人道的影響に関する会
議の過程で発展した政治的背景を概説する。また、この議論で得られた重要な結論を
解説するとともに、世界的な核軍縮および不拡散体制との関連を考察する。そして、
本稿はこれらの事実と結果から、核兵器の、いわゆる安全保障上の価値と、核抑止に
基づく安定と安全保障の維持という考えは早急に見直される必要があると結論する。

核兵器の人道上の影
響に関する国際的な
イニシアチブの発展
と核兵器を巡る議論
への影響
アレクサンダー・クメント*
アレクサンダー・クメント:	オーストリア欧州・統合・
外務省軍縮軍備管理不拡散部長。同国軍縮大使。2000
年からジュネーブや包括的核実験禁止条約機関準備委
員会などで軍縮問題に従事。2014年第3回核兵器の人
道的影響に関する会議開催責任者。その功績から、米
国軍備管理協会が実施したオンライン投票で、2014年
軍備管理パーソン・オブ・ザ・イヤーに選出。

*本稿で示された見解は著者のものであり、必ずしもオーストリア
外務省の立場を反映するものではない。

International Review of the Red Cross (2015), 97 (899), 499–506.
The human cost of nuclear weapons
赤十字国際レビュー 第97巻(899号)　2015年秋発行

ⓒ赤十字国際委員会 2021



151150

アレクサンダー・クメント 核兵器の人道上の影響に関する国際的なイニシアチブの発展と核兵器を巡る議論への影響

　核兵器の爆発が甚大な被害と人道上悲惨な結末をもたらすことは、ほとんど議論の
余地がない。70 年前に広島と長崎で核兵器が初めて使用されてから、それは誰もが
知るところとなった。
　まさに核兵器の破壊力が、冷戦中における核抑止論の確立につながった。いかなる
攻撃も相手に受け入れがたい規模の破壊と死をもたらすという認識が「相互確証破
壊」、つまり、言い得て妙だがMAD（mutually�assured�destruction）［訳注：MAD
は狂気の意］の基礎だった。（核兵器保有国とその同盟国の間では、現在もこの概念
が、「究極の安全保障」および戦略的な――危険は伴うものの――安定を維持する手
段としての核抑止に基礎づけられる安全保障政策の支柱を成す。核兵器の拡散を阻止
し、核軍縮を進める国際的な取り組みは全て、核抑止を維持し、核兵器による戦略的
安定性を保持する範囲内で行われてきた。
　しかしながら近年は、伝統的な軍事的安全保障の観点からの議論を補うように、核
兵器の人道上の影響や核兵器に伴うリスクに注目する政治的な関心が高まりを見せて
いる。2010 年から、この問題を集中的に取り上げた国際会議が何度か開催されてきた。
核兵器の人道上の被害に懸念を表明する地域的な声明に賛同する国も増え続けている。
核軍縮キャンペーンへの支持を集めることに苦しんできた市民社会が再び表舞台に立
ち、より精力的に核兵器を巡る論争に加わるとともに、さまざまな分野の学者や専門
家が核兵器の人道上の影響という側面をますます重点的に指摘するようになった。
　いわゆる人道イニシアチブは、核抑止論の正当性に疑問を呈するおそらく最も有効
な存在だろう。多くの国にとっては、世界的な核軍縮がほとんど進展しない状況や核
兵器のない世界の実現に本腰を入れない核保有国の後ろ向きな政治的意思に対する不
満のはけ口となった。しかし最も重要なのは、核兵器と核抑止、そして究極的には大
量破壊を前提とする安全保障政策の容認と正当性に異論を唱えている点だ。核兵器が
もたらす影響や核兵器の保有に伴うリスク、国際社会による核爆発への対処の仕方な
どを詳細に検討したうえでの異論だ。簡潔にいえば、軍事的な安全保障を維持するた
めの核抑止という概念と、核抑止の失敗や事故によって核兵器が爆発した場合にもた
らされる影響の範囲と規模に関する最新の調査結果を用いた人道的見地からの文脈を
同列に検証している。本稿は、人道イニシアチブの発展を、2010 年の核兵器不拡散
条約（NPT）運用検討会議から 2015 年の NPT運用検討会議まで、特に核兵器の人
道的結末に関する地域間ステートメントと、ノルウェー（2013年 ３ 月）、メキシコ（2014
年 ２ 月）、およびウィーン（2014 年 12 月）でそれぞれ ３ 度にわたり開催された核
兵器の人道的影響に関する会議を概説することを目的とする。最後に、本稿は、人道

イニシアチブが核兵器を巡る議論にもたらした重要で長期にわたるとみられる ５ つ
の影響を提起する。

人道イニシアチブの萌芽

　人道上の被害を巡る議論が、核兵器に対処し、管理するためのあらゆる取り組みを
後押しする原動力となったのはまず間違いなく、人道的影響については科学者からも
厳しい警告が幾度となく発せられている １。NPTの前文の第 １ 段落にも、条約の合
意に至った重要な動機として人道上の被害が次のように要約されている。

　　�　核戦争が全人類に惨害をもたらすものであり、したがって、このような戦争の
危険を回避するためにあらゆる努力を払い、及び人民の安全を保障するための措
置をとることが必要であることを考慮 ２

　しかしながらごく最近まで、国際的な議論の場では人道上の懸念ではなく核兵器の
安全保障上の側面に重きが置かれてきた。人道上の側面に焦点を当てる最近の動きは、
2010 年 ４ 月 20 日に赤十字国際委員会（ICRC）のヤコブ・ケレンベルガー総裁（当
時）がスイスのジュネーブで外交団に対して行ったスピーチに遡る ３。ケレンベルガ
ー総裁は、1945 年に広島に原子爆弾が投下された直後に最初に現地に入った国際人
道組織としての ICRCの経験に言及した。核兵器の使用によってもたらされる人道上
の緊急事態とその結果生じる人的被害や社会的被害に対して十分に対処できる能力が
存在しないことを強調した。さらに、そのような人道上の被害を踏まえて、「ICRCは、
核兵器のいかなる使用も国際人道法の規則と合致するとみなすことは難しい、と考え
る」と強く主張した ４。
　「国際人道法（IHL）の守護者」として活動する組織の総裁によるこのスピーチは、
2010 年 ５ 月の NPT運用検討会議への重要な布石として発表され、また、実際に重
要性を発揮した。運用検討会議の最終文書には、「結論と今後の行動に関する提言」（行
動計画）が全会一致で採択された ５。行動計画には、その実現の指針となる一連の
原則と目標に、次の文言が盛り込まれている。

　　�　会議は、いかなる核兵器の使用によってもたらされる壊滅的な非人道的結末に
深い懸念を表明し、全ての締約国がいかなるときも国際人道法を含む適用され得
る国際法を遵守する必要性を再確認する ６。

　実際のところ、この核兵器の非人道的な結末への言及は、1968 年に NPTとその前
文の第 １ 段落が採択されて以来、人道上の側面がNPTの合意文書の中で明示的に
触れられた初めてのことだった。

・・・・・・・・・・・・・・

キーワード：核兵器、人道イニシアチブ、人道上の影響、核兵器のリスク、核抑止、
　　　　　　国際人道法
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また、NPT運用検討会議は、2010 年行動計画の行動 １ において、「全ての締約国は、
本条約と核兵器のない世界の実現という目標に全面的に一致した政策を遂行するこ
とを約束する」７�ことを決定した。「いかなる核兵器の使用も壊滅的な非人道的結末
をもたらすことへの深い懸念」という文言は、行動計画の行動 １ とともに、各国が
NPT自身を実現する手段として人道イニシアチブを遂行する事実上の義務というよ
うに解釈されるようになった。
　最後の点は、後に人道イニシアチブに対して見解の相違が生まれたことを考えると、
大きな意味を持つ。2010 年の NPT運用検討会議は、全ての主要な関係者が全会一致
で成果を得ようと精力的に活動するという、いつになく活気に満ちた会議だった。前
年には、米国のバラク・オバマ大統領によるプラハ演説 ８ が、核兵器のない世界の
実現に向けた明確な展望を示すとともに、多国間の「軍縮コミュニティ」が活力を取
り戻す大きな契機となった。その直後には、ロシアと米国が新戦略兵器削減条約（新
START）９ に調印し、核軍縮に向けて具体的な前進に至ったことに大きな国際的な
注目が寄せられた。これらの流れを受けて、2010 年の NPT運用検討会議では行動計
画の軍縮分野に特に関心が集まった。行動計画は、23 項目の行動で進捗状況がさら
に測定可能になり、したがって、行動計画の実現に対するアカウンタビリティが増す
よう設計された。
　さらに、行動計画を実現する責任が、NPT上の核兵器国と非核兵器国の間でより
広く共有されるようになった。行動計画の中には、核兵器保有国のみが実現できる核
軍縮に関連する項目がある。これらには、核兵器の削減、核ドクトリンの変更、リス
クの低減、および透明性の向上などがある。他方、全ての締約国に向けられた行動も
ある。核軍縮と核兵器なき世界を実現するという機運を高める手段として核兵器がも
たらす人道上の被害に焦点を当てることは、非核兵器保有国にとって実行可能で、か
つ積極的に取り組むことを望む具体的な要素の一つである。こうして、人道の観点か
らのアプローチに重点を置く締約国は、人道上の被害に焦点を当てることがNPTを
下支えする揺るぎない土台であり、NPTを強固で信頼できる条約にするという目標
に全面的に合致すると捉えるようになった 10。人道イニシアチブがその後、NPTの
趣旨に合致しない、あるいはNPTの効力低下さえ招いているとして核兵器国とその
同盟国の一部から非難されることになるが、その際人道イニシアチブ支持派は、特に
核兵器国の責任を問う項目にほとんど進展がみられない状況を踏まえて、その非難を
きわめて挑戦的で不当な言いがかりだとみなした。

二つの潮流の出現

　2012 年 ４ 月から ５ 月にかけて ２ 週間にわたってオーストリアのウィーンで開催
された、2015 年 NPT運用検討会議第 １ 回準備委員会では、2010 年の運用検討会議
において全会一致で得られた成果を足掛かりとして、二つの潮流が同時に生まれる

かたちで人道イニシアチブが具体的な行動へと発展した。第一に、スイスが 16 カ国
（グループ 16）を代表して核軍縮の人道的な側面に関する最初の地域間声明を発表し
た 11。声明は、2010 年の NPT運用検討会議の合意を引用し、また、その ２ 年前に
ICRC のケレンベルガー総裁が示した見解を踏まえたものであった。第二に、ノルウ
ェーが核兵器使用が IHL に適合しないことなど、核兵器の人道上の被害に焦点を当
てた会議を 2013 年春に開催する意思を表明したことだ 12。
　2012 年の NPT会合におけるこれら二つの外交の新しい潮流と時を同じくして、限
定的な核戦争がもたらす地球規模の影響に関する調査結果が核戦争防止国際医師会議
（IPPNW）から公表された 13。この報告書は核兵器の使用がもたらす気候への影響に
関する最新の調査に基づいたもので、それ以前の研究が世界規模での食料生産の減少
と大規模な飢餓の犠牲者数について著しく過小評価していたことを明らかにした。こ
の調査結果はウィーンでのNPT会合で発表され、各国や市民社会の代表の間で広く
議論された。これは、核兵器がもたらす人道上の被害に関する最新の科学調査によ
って、外交文書や声明において共通の懸念を実証した。また、ノルウェーにおける国
際会議と、それに続くメキシコとオーストリアにおける国際会議の開催は、核兵器が
もたらす人道上の影響のさまざまな側面に関する具体的な研究とその成果を発展させ、
問題提起や議論のための場を提供した。
　これらの潮流に対するNPTの核兵器保有 ５ カ国の反応は否定的だった。共同声
明の強い内容と、グループ 16――NPTの枠内で最も精力的な非核兵器国――の結成
によって、人道イニシアチブがNPTの運用において継続的に議論されることをきち
んと意図したものであることが明確になった。今振り返ってみると、これはNPTの
核兵器国にとっては予想外の事態だっただろう。彼らは 2010 年の NPT運用検討会
議で、文言を巡って議論した際、譲歩の一つとして、こうした人道的言及に同意した
可能性はある。核軍縮交渉でこうした譲歩は珍しくない。しかし、この文言が非核兵
器国によって有効活用され、徹底した科学調査に基づく強い地域間メッセージを含ん
だ共同声明が発表され、しかもこの問題に関する国際会議が続くだろうということは、
想像していなかったに違いない。
　NPTの核兵器国は特に、法的観点から見た核兵器使用と人道上の影響についての
諸問題を指摘したその声明に IHL の存在が色濃く見て取れることに懸念を表明した。
NPTの核兵器国にとっては、この一連の流れは過去の二つの外交プロセス、すなわ
ち人道上の影響への考慮から対人地雷 14 とクラスター弾 15 を全面的に禁止する法的
拘束力を有する条約が生まれたプロセスの発端を彷彿させるものだった。

人道的見地からの地域間声明

　グループ 16 は 2012 年から 2015 年にかけて各国へ働きかけを行い、再三にわたっ
て発表されることになる、核兵器の人道的結末に関する共同ステートメントへの参加
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を促すことに注力していった。市民社会は各国への働きかけを独自に展開した。こう
して、NPT運用検討会議準備委員会や国連総会第 １ 委員会の各会議など多国間の核
軍縮の主要なイベントにおいて同声明は発表され、参加国も増加していった。2012 年、
2013 年および 2014 年の第 １ 委員会、2013 年のNPT運用検討会議第 ２ 回準備委員会、
そして 2015 年の NPT運用検討会議で発表された声明に参加した国は、それぞれ 34
カ国 16、80 カ国 17、125 カ国 18、155 カ国 19、159 カ国 20 と増えている。このように比
較的短期間で参加国が急増したという事実は、人道的アプローチに関心が集まってい
った証左にほかならない。つまり、国家にとってこの声明に関与することは、政治的
にますます（雪だるま式に）魅力的になっていったのである。
　これらの共同声明は、内容的には大差はない。しかし、いわゆる米国の「核の傘」
の下にある国 21 でも支持しやすくなるように、多少の変更が加えられた。日本は、初
期の二つの声明には参加しなかったが、なぜ自国が人道上の懸念を最も積極的に訴え
るグループに名を連ねないのかという国内での熱い議論の果てに、2013 年の声明に
おいては参加に強い関心を示した 22。この時点では既に核兵器の人道的影響に関する
会議がオスロで開催されている。共同声明に関する日本との交渉の焦点は、最終的に
は、「いかなる状況においても、核兵器が二度と使用されないことが人類の生存その
ものにとっての利益である」23�という文言だった。日本は「いかなる状況においても」
という表現の削除を提案し、この表現は法律尊重主義の観点から対象範囲が広すぎる
と解釈した。これに対して、グループ 16 を主導した南アフリカは、この表現は法律
尊重主義の観点から解釈されるべきではなく、核兵器とその使用の合法性に関するい
かなる解釈とも無関係に、核兵器を使用しないことが人類の利益になることに疑いは
ないと主張した。日本はその後、国内でさらに激しい議論にさらされ、2013 年 10 月
の国連総会第 １ 委員会における共同声明に当時 125 の参加国の一つとして名を連ね
る決断を下した。このときの声明はニュージーランドによって調整されたもので、「い
かなる状況においても」という表現も残されている 24。
　日本の参加表明の数日後、オーストラリアは「代替案」ともいえる人道的見地から
の声明を提案した。これは、「当初の」声明に対抗するものではなく、人道上の側面
について独自の見解を示したいという意思はあるが、「ニュージーランド版声明」は
強すぎる、とした米国の同盟国に発言権を与えることを主な目的として発表された。
「オーストラリア版声明」は、想定されていたように、「効果的な軍縮のための実践的
かつ継続的な努力」25 による、いわゆる「ステップ・バイ・ステップ」アプローチを
支持した。また、「核兵器を保有する国に実質的かつ建設的に関与させることなくして、
そして核兵器を巡る議論において安全保障と人道の両方の側面を認識することなくし
て、核兵器を禁止することのみでは核兵器の廃絶は保証されない」26 とも述べた。「核
兵器国を関与させること」なくして「禁止する」という見方は当初の声明には一度も
盛り込まれたことがないため、この文言は注目に値する。この文言は、核兵器国が参
加することがとても考えられない中で人道イニシアチブが核兵器の禁止に向けた外交

プロセスに発展するのではないかという、核兵器国や米国の核の傘の下にある多くの
国の懸念をはっきりと示している。
　オーストラリア主導の声明は、最終的に、米国の同盟国ならびにスウェーデンおよ
びフィンランドを含む 17 カ国に支持された。ニュージーランド主導の「当初の」声
明は、ニュージーランド等の働きかけの結果、参加国は 125 カ国にのぼった 27。どち
らも、声明は競合しないと主張しているが、ニュージーランド主導の声明の方がより
ダイナミックで実現可能なように感じるのは明らかで、幅広い国から多くの支持が得
られた。日本は、オーストラリアの提案を予期していなかったようだが、最終的に双
方の声明を支持した。
　2014 年の秋に開催された国連総会第 １ 委員会における次なる人道的見地からの声
明では、「ニュージーランド版声明」への支持は見事に 155 カ国へ広がった。「オース
トラリア版声明」は、前回同様に米国の同盟国を中心として 20 カ国から支持された。
このときは、スウェーデンはオーストラリア主導の声明からニュージーランド主導の
声明に乗り換え、また、フィンランドは日本と同様に両方の声明を支持することを決
定した。2015 年の NPT運用検討会議で出された声明は、159 カ国を代表してオース
トリアのセバスティアン・クルツ外相から発表された 28。オーストラリア主導の声明
は、24 カ国に支持された 29。二つの声明が相互に競合するか補完するかにかかわらず、
わずか ３ 年の間で 180 を超える国が急務である核軍縮の進展を通じて、人道イニシ
アチブが生み出した機運に乗じ、人道上の被害を防ぐ必要性に動かされたのは、特筆
すべき成果である。核兵器や核軍縮の議論における重大な転機となったとみて間違い
ない。

人道会議

オスロ、2013 年 3 月 4 ～ 5 日

　2012 年春にノルウェーが開催を表明していた核兵器の人道的影響に関する会議の
初回は、2013 年 ３ 月 ４ 日から ５ 日にかけてオスロで実現した 30。会議はパネルデ
ィスカッションや専門家によるプレゼンテーションで構成された。127 カ国の代表団
に加え、国連難民高等弁務官事務所、国連人道問題調整事務所、国連開発計画、国連
世界食糧計画等の幾つかの国連の人道機関、さらには国際赤十字・赤新月運動や市民
社会からも代表者が参加した。議論の焦点は比較的絞られ、核兵器の爆発による人道
面や開発面における即時的かつ広範な影響と、人道的な側面での準備態勢や対応策が
取り上げられた。ノルウェーのエスペン・バート・アイデ外相は、議論やプレゼンテ
ーションから得られた ３ つの要点を次のようにまとめた。

　　�核兵器の爆発が即時にもたらす人道上の緊急事態に適切に対応し、被害者に対し
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て十分な支援を提供することは、いかなる国家あるいは国際組織であろうとも不
可能である可能性が高い。さらに言えば、そのような能力を確立すること自体、
たとえ試みたとしても不可能だと思われる。

　　�これまでの歴史で核兵器を使用・実験して得られた経験から、核兵器が即時的に
も長期的にも壊滅的な影響をもたらすことは明らかである。政治情勢が変わって
も、核兵器の潜在的な破壊力に変わりはない。

　　�核兵器の爆発による影響は、その原因にかかわらず、国境によって制限されるこ
とはなく、地域的にも世界的にも国家と市民に重大な影響を及ぼす 31。

　ホストを務めたノルウェー政府の関係者は、核軍縮においてどのようにして具体的
な進展が達成されるべきかといった政治色の濃い結論をオスロ会議が出すことを避
け、事実に基づいて議論を行うことを徹底するために細心の注意を払った。参加国は、
NPTやジュネーブ軍縮会議（CD）等の伝統的な軍縮交渉の場で行われた議論よりも、
自国が重視する観点から核兵器の問題を取り上げる機会を明らかに歓迎していた。専
門家から提示された証拠によって、核爆発が起きた場合にもたらされる破壊の規模の
大きさと、それによって人類が直面せざるを得ない課題が浮き彫りになった。そこで
明らかにされた調査結果や事実は、長年にわたって核兵器問題に携わってきた代表者
たちにも間違いなく一定の印象を残しただろう。オスロ会議は、核兵器を抽象的な安
全保障政策という概念の文脈で語ることと、核爆発が起きた場合に人類と人間社会に
実際何が起こるのかをこれまでの証拠から具体的に検証することは全く別であること
を強調した。また、オスロ会議は市民社会グループが活動を具体化できるフォーラム
も提供した。会議に先立っては核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）の主催で市民
社会フォーラムが開催され、大勢の活動家が参加した 32。多くの参加者に対して、オ
スロ会議はダイナミックな雰囲気と、事態が変わりつつあるという気配を醸成した。
　NPT上の核兵器国が揃ってオスロ会議をボイコットしたことが、図らずも会議の
ダイナミックな雰囲気の醸成に貢献した 33。いわゆる「P ５ の団結」という無分別な
誇示の下で、NPT上の核兵器国はオスロ会議を主催するノルウェーに対し、この会
議が「核兵器のさらなる削減に対する条件を設ける実践的な措置から議論を逸脱させ
る」という懸念を伝達していた 34。NPT上の核兵器国は、国際社会にとって正当な
懸念であるこの問題に関して建設的に取り組むのではなく、会議への不参加とその理
由の説明を通してきわめて否定的なメッセージを送った。特に米国、英国、そしてフ
ランスの、同じNATO加盟国が主催する会議への不参加は、多くの代表者を驚かせ
た。NPT上の核兵器国の間でも参加するか否かについて大きく意見が分かれていた
と言われており、ロシアとフランスが強固に反対する一方で、米国と英国は参加に傾
いていた。米国は、2010 年の NPT運用検討会議において設置された、NPT上の核
兵器国間の意見交換のための会合として定期開催されている「P ５ プロセス」を考慮

し、その「団結」を維持するためにロシアとフランスに歩調を合わせる決断を下した
とみられている。
　会議への参加をめぐる問題によって、NPT上の核兵器国と非核兵器国との間の大
きな見解の相違も鮮明になった。核兵器国は、自分たちが参加しない核兵器の議論は
ほぼ間違いなく徒労に終わると決めてかかっていたように思われる。したがって、ボ
イコットはこのイニシアチブが姿を消すことを決定的にするための露骨な対応だった
のだろう。しかし、非核兵器国の多くは、「P ５ によるボイコット」によって人道の
観点からのアプローチが有効であることが相当程度証明され、これまでさまざまな場
で封じ込められていた核軍縮の議論を展開できる可能性が見出せたと捉えた。実際に
は、核兵器国の否定的な姿勢は、人道の観点からのアプローチの勢いを削ぐどころか、
非核兵器国が牽引するイニシアチブをさらに促進した。その機運は、オスロ会議の閉
会セッションでメキシコがフォローアップ会議を主催する旨発表し、参加を呼びかけ
たことで、さらに高まりをみせた。

ナジャリット、2014 年 ２ 月 14 ～ 15 日

　メキシコが主催した ２ 回目の核兵器の人道的影響に関する会議は、オスロ会議の
形式を踏襲したが、議論の範囲は拡大された 35。広島と長崎に投下された原子爆弾の
生存者である被ばく者の体験が大きくクローズアップされ、被ばく者の凄惨で力強い
証言に一つのセッション全てが当てられた。ナジャリット会議は、オスロ会議で発表
された報告やそこで得られた重要な成果を幾つか要約および再確認し、核兵器が健康、
気候、食料安全保障、そして社会秩序に短期的および長期的に与える壊滅的な影響の
ほか、核兵器が使用された後の状況への対処能力の欠如を改めて強調した。国連軍縮
研究所（UNIDIR）は、核爆発による緊急事態に対処するための国際的な人道支援シ
ステムが抱える課題についての研究結果を発表した 36。新たに追加されたこととして、
メキシコは事故や人的または技術的ミスなどから生まれる核兵器関連の「リスク」と
いう問題を、会議のプログラムと人道の観点からの議論に盛り込んだ。
　核爆発がもたらす影響が壊滅的であることは――細かい部分や、その範囲や深刻さ
までは想像が及ばずとも――周知の事実となっているが、市民だけでなく多くの専門
家も意図的または偶発的に核兵器が使用される事態が発生することはまず有り得ない
と考えている。したがって、核の指揮命令系統インフラの脆弱性や、リスクのある核
兵器関連の慣行、そして事故の寸前まで至った過去の事例に関して専門家から報告を
聞くことは、多くの参加者にとって多少なりとも目を見張らせる経験となった。英国
の王立国際問題研究所（チャタムハウス）は、過去に発生した 16 件の「核ニアミス」
の事例を分析した新たな研究結果を公表した 37。アーカンソー州の地方部にある核ミ
サイルの格納施設内で起きた、大惨事の一歩手前だった事故を題材にしたノンフィク
ション『コマンド・アンド・コントロール』38�を上梓して好評を博していた、米国の
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調査報道を得意とするジャーナリストのエリック・シュローサー氏は、ビデオメッセ
ージを通じて講話を行った。米国の核ミサイル発射管制官だったブルース・ブレア氏
は、核兵器の目標選定や警戒態勢等の核兵器に関する意思決定の慣行と手順において
考えられるリスクを詳細に説明した 39。こうした過去の事例の幾つかで惨劇を土壇場
で回避できたのは、事前の準備があったからではなく、単純に運の要素が大きかった
ことを初めて知った参加者も大勢いた。したがって、核兵器に伴うリスクのさまざま
な要素に関する認識を深化させたことは、ナジャリット会議が人道上の影響の議論に
対して成した大きな貢献であった。メキシコの議長は、次のように総括した。

　　�今日、核兵器の使用に伴うリスクは、核の拡散や、サイバー攻撃や人為的ミスに
対する核の指揮命令系統ネットワークの脆弱性、非国家主体、特にテロリスト集
団による核兵器入手の可能性を踏まえて、世界規模で高まりつつある。

　　�より多くの国がより多くの核兵器をより高いレベルの戦闘準備態勢で配備するよ
うになっており、事故または過誤、あるいは未承認または故意の核兵器の使用の
リスクが大幅に増大している 40。

　ナジャリット会議は他の二つの重要な側面でオスロ会議と異なる。第一に、ナジャ
リット会議の冒頭にオーストリアはフォローアップ会議を 2014 年末に主催する旨発
表した 41。したがって、会議開始の時点で人道イニシアチブが継続的に、また、加速
度的に前進することが明らかにされた。この発表は広く歓迎され、会議での議論をよ
り活発化させた。第二に、146 カ国からの代表団に加え、前回同様に数多くの国際組
織やNGOからの代表者が参加し、オスロ会議よりも参加者が増えた。また、オスロ
会議では声明を行う意思を示した国はほとんどなかったが、ナジャリット会議では核
兵器の人道上の影響に関して見解を共有しようとする姿勢が多くの国にみられた。会
議 ２ 日目の大半は、約 80 カ国の代表者が加わった一般討論に費やされた 42。
　数多くの声明によって、ナジャリット会議はオスロ会議に比べてより政治的な側面
を有するようになった。多くの声明は人道イニシアチブの重要性を強調し、人道イニ
シアチブが核軍縮に向けた多国間の取り組みに対して政治的な推進力をさらに与える
べきだと強く訴え、NPTの核兵器国に議論に関与するように呼びかけた。また、多
くの国は、その声明の中で核軍縮に進展がみられない現況への遺憾とともに、核軍縮
に向けた多国間協議に漂う停滞感を打破するために講じるべき対策を強調した。この
点について代表者の多数は、核軍縮、ひいては核兵器のない世界を実現していくこと
への具体的な進展を後押しし、また、そのような全ての取り組みの中心に人道の観点
からの議論を据えるためのさらなる勢いと新たなイニシアチブを求めた。
　NPTの核兵器国は引き続き人道に関する会議のボイコットを決行したが 43、米国
の同盟国の多くは、自国で市民社会の関心が高まってきた事情も考慮して再び参加に

踏み切った。これらの国は、人道の観点への支持を表明しつつも、同時に、その立場
と米国の「（核の）傘」の下にある国としての立場との両立に苦心した。そうした国
の声明の中には、核兵器の「安全保障の側面」に言及して、「現実的な措置」と「包
摂的な方法」――これは核兵器国とともに物事を進めていくということを意味してい
るのだが――により、核軍縮を進めていくことが必要であると強調するものもあった 44。
この主張は人道の観点からの議論への一定の支持を示す常套句だが、核兵器の禁止に
向けた外交プロセスにまで発展した場合には通用しない。ナジャリット会議と時を同
じくして、この論調でオーストラリアのジュリー・ビショップ外相は「核兵器国を激
怒させる（enrage）のではなく関与させ（engage）なければならない」45 という論
説を寄稿した。結果的には、NPTの核兵器国が招待を受けながらも会議をボイコッ
トする道を選んだことで、参加者の多くを大いに苛立たせることになった。
　活気に満ちた一般討論の後、メキシコは自身の責任で独自にまとめた議長総括を発
表した。メキシコは、パネリストからの発表で提示された重要なポイントに加え、政
府代表団の声明における主張を要約し、政治的な観点からの結論を付け加えた。

　　�我々は、過去において、兵器は違法化された後に撤廃されてきたことを考慮しな
ければならない。そしてこれが、核なき世界を実現するための方途であると確信
する。

　　�我々の見解では、これはNPTおよびジュネーブ諸条約共通第 １ 条より導かれ
る義務を含む、国際法上の義務に合致する。核兵器の人道上の影響に関する広範
にわたる包括的な議論は、法的拘束力を有する文書によって新たな国際基準およ
び規範を生むという国家と市民社会のコミットメントに通じなければならない。

　　�この目標の達成に貢献する外交プロセスを開始する時期が到来したことをナジャ
リット会議が示したというのが、議長の見解である。この外交プロセスが、具体
的な期限の枠組み、最も適切な交渉の場、そして明確かつ現実的な枠組みを設
定し、核兵器の人道上の影響が軍縮の取り組みの基盤となることを確信している。
行動を起こすべき時が訪れた。広島と長崎への原子爆弾投下から 70 年を迎えた
今こそ、我々の目標を達成するのにふさわしい重要な節目である。ナジャリット
会議は、最早後には引けないことを示す 46。

　議長統括のこのような見地は、各政府代表団の見解の中でも支配的な見解を受けて
メキシコの見方を反映したものであり、会議における完全な意見の一致をまとめたも
のではないのは明らかだが、いわゆる核の傘の下にある国からはその後、自国の立場
が適切に反映されていないとの強烈な批判が噴出した。一方、市民社会組織は、ナジ
ャリット会議が核兵器の影響とリスクに関する事実に基づく議論に政治的な要素を加
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えたとして評価した 47。

ウィーン、2014 年 12 月 ８ ～ ９ 日

　ナジャリット会議の議長総括は、次回会議の開催国であるオーストリアに政治的課
題を与えた。人道イニシアチブに反対する立場をとる国――NPTの核兵器国とその
核の傘の下にある国――は、人道イニシアチブの政治的な方向への変化に公然と批判
の声をあげた。これらの国の間では、人道会議が核兵器に関する条約あるいは核兵器
を禁止する条約の交渉のための外交プロセスを開始させる方向への「滑りやすい坂道」
となるという懸念が高まっていた。核の傘の下にある国は、ウィーン会議は具体的に
どのような方向性で進められる予定なのか、そして外交的・政治的成果を得ることが
会議の目標なのかという点を明確化するために、オーストリア政府に対して繰り返し
外交的手段を通じ、そのようなアプローチは支持しないと主張した。これらの国々は、
「自国の見解」をいかなる成果や総括文書にも適切に反映するように念を押すと同時
に、NPTの核兵器国を議論に巻き込むようオーストリアに強く促した。
　一方、人道イニシアチブを強く支持する国の多くと市民社会は、「事実に基づく」
会議の形式の有効性はおそらく限界に達しており、核兵器がもたらす影響や核兵器に
伴うリスクに関する事実や調査結果をもって、核軍縮に関する緊急の行動を要求する
という見解を示した。こうして、 ３ 回目を迎える核兵器の人道的影響に関する会議
では、人道の観点からの議論はどこに向かっていくのか、そして会議の成果としてど
のような政治的および法的結論にたどり着くべきかという問題を熟考しなければなら
なかった。市民社会組織、特に ICANは、核兵器の禁止を交渉するための外交プロ
セスの開始に向けて大きく前進すべきである、と断固主張した 48。しかし多くの国は、
具体的にどのような結論を目指すべきかについて判断を差し控えたままだった。
　開催国であるオーストリア政府は、さまざまなアプローチで幅広く、異なる要望に
応えることを決めた。核の傘の下にある国の懐疑論に対応するために、ウィーン会議
は外交プロセスを開始する目的ではなく、議長総括に全ての見解を適切に反映させる
ように努めることを確約した。さらに、それ以前にも十分明確に示されていたが、人
道イニシアチブとウィーン会議はNPTの文脈にあると明確に位置づけられた。オー
ストリアは、その他の利害関係者とともに、人道イニシアチブは 2010 年の行動計画
を原点とし、NPTにも深く関連する重要なテーマが過去の会議で議論されてきた点
を強調した。したがって、ウィーン会議の主要な目標は、過去の会議で成果として得
られた重要な要素を、その数カ月後に予定されていた 2015 年の NPT運用検討会議
への提示事項として集約することとなった 49。NPTとの明確で重要な関係と、ウィ
ーン会議の目的と予想される結論の確約は、核の傘の下にある国が人道イニシアチブ
から距離を置くことはもちろん会議をボイコットすることさえも選択しにくい状況を
つくった。

　同時にオーストリアは、NPTの核兵器国、特に米国に対して会議に参加するよう
に働きかけることに注力した。これは、「ボイコット政策」が政治的に有害であり、
敵対的であると見る国が続出していることを米国が察知しているという計算に基づい
ていた。オバマ大統領がプラハ演説 50 で打ち出した目標を考慮すると、核兵器の使
用がもたらす人道上の被害に焦点を当てた議論はNPTから「注目を逸らすこと」に
なるという理屈は、明らかに裏目に出始めていた。さらに、ウクライナ危機やオバマ
大統領からの核兵器削減の提案 51 をロシアが拒否したこと、そして米ロの全体的な
関係悪化は、米国がこれまで会議への参加を見送ってきた主な理由の一つである「P
５ の団結」が危うくなってきたことを意味した。こうした理由から、米国はナジャ
リット会議後に人道上の影響に焦点を当てたイニシアチブに対するレトリックを若干
変えて、人道の観点からの議論の啓発的な意義を強調した。さらに、包括的核実験禁
止条約の効力についての議論を呼び起こすという米国務省の国内的な取り組みは、過
去の核実験がもたらした人体への影響という文脈に位置づけられており、それも人道
イニシアチブへのもう一つの重要な入り口を開いた。こうして、米国は――少なくと
も米国のより積極的な軍縮アプローチの推進派は――人道の観点からの議論に参加す
る道を模索し始めたようだった。さらに、ワシントンを拠点とする米国のシンクタン
クコミュニティも、それまでは米国とその他のNPTの核兵器国の関与がなかったこ
とからほとんど関心を示していなかったが、次第に人道イニシアチブに注目するよう
になった 52。米国を取り巻くこうした状況の変化に加えて、オーストリアがウィーン
会議の準備段階から米国務省の関係者に定期的に接触したことが、米国によるウィ
ーン会議への参加表明につながった 53。無分別なNPTの核兵器国によるボイコット
が崩れたことで、予想通り英国も米国に倣って会議への参加を決定した 54。その結果、
NPTの核兵器国の中でも最もあからさまに人道イニシアチブに反対していたフラン
スとロシアは、人道の観点は今や不可欠だと広く考えられている核兵器に関する国際
的な議論の新たな潮流から明らかに取り残された格好となった。インドとパキスタ
ンに加えてNPTの核兵器国の一部からも参加が得られたことは望ましい進展として、
また、人道イニシアチブの重要性の再確認として受け止められた。
　こうしてウィーン会議は、158 カ国の代表団のほか、幾つかの国際組織、数多くの
国の赤十字社および赤新月社、そして数百の市民社会の代表者など、ナジャリット会
議よりもさらに多い約 900 人の参加 55 を得た。会議に先立って ICANは、さまざま
な組織からさらに数百の軍縮活動家を集めて市民社会フォーラムを ２ 日間開催した。
また、メディアの注目度も上昇したが、これは一部には、人道イニシアチブを促進す
るというオーストリアとその他の関係者の一致団結した取り組みの成果であり、また、
一部には米国と英国の参加が主要メディアによる報道の増加をもたらした結果でもあ
る。
　ウィーン会議のアジェンダは、過去 ２ 回の会議で得られた重要な成果を概括する
とともに、人道イニシアチブにおいてそれまで議論されていなかった側面を取り上げ
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ることだった 56。会議は、被ばく者からの声明 57 に加え、過去の核実験が及ぼした健康、
環境、社会、および文化への影響を、オーストラリア、マーシャル諸島、そして米国（ユ
タ州）の核実験の被害者からの印象的な証言とともに、核実験がもたらすさまざまな
影響に関する調査結果の概要を通じて強調した。さらに、核戦争が大気と気候、さら
にそれに続き食料安全保障に与える中長期的な影響と、核爆発が人体に及ぼす影響に
ついての最新の調査結果を概説するプレゼンテーションが二つ行われた。核爆発が人
体に及ぼす影響についての調査結果は、放射線被曝におけるジェンダーの側面につい
て特に説明を行い、男性よりも女性に深刻な影響を与えることを指摘した 58。核兵器
の爆発が国境を越えて及ぼす影響は、米国の核兵器が保管されているアヴィアーノの
NATO軍事基地の地理的座標に基づく、イタリア北部において 200 キロトンの核爆
発が起きた場合の影響を予測したプレゼンテーションを通じて強調された 59。これら
の発表から得られた重要な結論は、議長によって次のように総括された。

　　�原因の如何にかかわらず、核兵器の爆発の影響は国境によって制限されることな
く、地域規模から世界規模まで広がる可能性があり、破壊と死をもたらし、強制
移動を余儀なくさせ、環境、気候、人間の健康と福祉、社会経済の発展、そして
社会秩序に深刻かつ長期的な被害を及ぼし、人類を存亡の危機に追い込むおそれ
さえある。

　　�核兵器の爆発がもたらす人道上の被害の範囲、規模、そして相互関係は壊滅的で、
一般に認識されているよりはるかに複雑である。これらの被害は大規模で、取り
返しのつかない状態に陥るおそれもある。

　　�核兵器の使用および実験は、その即時的および中長期的な壊滅的影響を明らかに
してきた。世界の一部の地域において実施された核実験は、人体および環境への
深刻な被害という負の遺産を残した。これらの核実験が招いた放射能汚染は、特
に女性と子どもに被害を及ぼす。放射能汚染は食料供給にも影響を与えており、
大気中では現在も汚染が計測されている 60。

　ナジャリット会議で行われたリスクについての議論をフォローアップするかたちで、
ウィーン会議は、とりわけ、核ドクトリン、戦争に関する計画と核紛争のシナリオ、
サイバーリスク、核戦争のリスク計算、そして核兵器使用のリスクに関するシステム
分析評価を取り上げた。また、核爆発のシナリオへの対処に伴う課題がさまざまな国
の視点や国連のシステムの枠内で詳しく解説された。議長は、リスクに関する議論に
ついて、次のように総括した。

　　�核兵器が存在し続ける限り、核兵器が爆発する可能性は存続する。爆発の可能性

は低いと考えられているとしても、核兵器の爆発がもたらす壊滅的な影響を踏ま
えると、そのリスクは容認できない。事故、過誤、未承認、または故意の核兵器
の使用のリスクは、核の指揮命令系統の人的ミスやサイバー攻撃に対する脆弱性、
核兵器の高度な警戒態勢の維持、核兵器の前線展開、そして核兵器の近代化の継
続により明白である。そのリスクは、時間の経過とともに高まる。核兵器および
その関連物質を非国家主体、特にテロリスト集団が入手する危険も存在し続けて
いる。

　　�国際紛争や国際的な緊張状態、核兵器保有国が現在打ち出している安全保障政策
という背景を踏まえると、核兵器が使用されるおそれがある状況は少なくない。
核抑止には核戦争への準備が伴うため、核兵器が使用されるリスクは現実として
存在する。このリスクを低下させるために、警戒態勢の解除や安全保障政策にお
ける核兵器の役割の低減などの機会を今、利用すべきである。核兵器の役割を抑
止力に制限するだけでは、核兵器が使用される可能性を排除しない。また、事故
による核兵器の使用に起因するリスクに対処することにもならない。核兵器が爆
発するリスクを確実になくす唯一の方法は、核兵器の全面的廃絶である。

　　�人口密集地で核兵器が爆発した場合、その直後に発生する人道上の緊急事態や長
期的な影響に対する適切な方法による対処や、その被害者への適切な救護の提供
は、国家も国際組織も行い得ない。また、そのような能力が将来的に存在するこ
とも期待できない。しかしながら、連携に基づく準備は、テロリストによる即
席爆発装置を使用した核攻撃などの影響を軽減するうえでは効果的かもしれない。
核兵器の使用がもたらす人道上の被害を起こさない唯一の保証としての予防措置
の必要性が強調された 61。

　また、ウィーン会議は、過去 ２ 回の会議で取り上げられなかった国際法の観点か
らも議論を行った。国際司法裁判所（ICJ）の 1996 年勧告的意見 62 がどのように解
釈されるべきかについてや、核兵器そのものの合法性について、周到に準備された意
見の交換が繰り返されたのではない。ウィーン会議で重視されたのは、核兵器の爆発
がもたらす影響について既存の国際法はどのように解釈しなければならないか、とい
う従来とは異なる視点だった。各パネルが、新たに明らかになった人道上の影響を踏
まえたうえで国際的な環境規範、世界保健機関が定めた国際保健規則、そして IHL
の原則適用の可能性とともに、武器を規制する既存の国際法の中で人道上の配慮にど
う言及しているかを考察した。
　ウィーン会議が人道の観点からの議論に与えた新たな側面として、国際法が拠り所
とする倫理と道徳上の原則、それらが核兵器にどのように関連するかを検討した。法
に関連するパネルでは、オスロ大学の林伸生氏が、ある行為について、その結果にお
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ける道徳性ではなくその行為自体の道徳性を検討することによる、核兵器の影響に対
する義務論的アプローチをとり、拷問の道徳的な評価と比較を行うことを主張した 63。
また、フランシスコ法王は、ウィーンで発表されたバチカン市国の公式見解書によっ
て詳細が補足されることになる、ウィーン会議に対するメッセージ 64 を送り、核抑
止の倫理的正当性の評価に対する非常に重要な新しい分析を加えた。特に重要な進展
とみられるのは、バチカン市国が核抑止に対する態度を、とりわけ次のように主張し、
詳細に明らかにしたことだ。

　　�完全な軍縮へのさらなる進展がみられず、より確実で真なる平和に向けた具体的
な措置もとられないまま、核兵器に立脚する体制の正当性はほとんど失われた。
……（中略）……意図しているものが大量破壊――長期にわたる甚大な付随的損
害、非人道的な苦痛、そしてリスク加速をも同時にもたらす――であることから、
核抑止のシステムはもはや道徳的価値観に堅く根ざした政策とみなすことはでき
ない 65。

　バチカン市国の公式見解書は、核廃絶と「政治的リアリズムによって課された制約
に屈服しないよう抵抗する必要」への力強い訴えで結ばれていた 66。
　オーストリアの議長は、ウィーン会議における法的観点と道徳的観点からの議論を
次のように総括した。

　　�核兵器をさまざまな法的観点から考察すると、その保有、移譲、生産、および使
用を普遍的に禁止する包括的な法規範が存在しないのは明らかである。国際環境
法は、核兵器を明示的に規制するものではないが、武力紛争においても適用され
得るものであり、核兵器にも関連するとみることができる。同様に、国際保健規
則も核兵器がもたらす影響に適用されるだろう。核兵器がもたらす人道上の影響
について過去 ２ 年で明らかになった新しい証拠は、核兵器が IHL に適合するか
たちで使用され得るか否かという点に関してさらなる疑問を投げかける。人間性
をくじき、現在では決して許容されない拷問と同様に、核兵器の使用がもたらす
苦痛も法的な問題として取り上げるだけでなく、道徳的な観点からも評価する必
要がある。

　　�核兵器の爆発がもたらす壊滅的な結末と核兵器の存在そのものに付随するリスクは、
法的な議論や解釈を上回る水準の深刻な倫理的および道徳的問題を提起する 67。

　 ２ 日目の一般討論では、人道イニシアチブの重要性や核兵器に関する影響とリス
クへの懸念が数多くの陳述の中で強調された。しかし、人道の観点からの議論で得ら
れた重要な成果からいかなる政治的結論を引き出すかという問題が、国や国際組織、

市民社会の 100 を超える陳述 68 の中に歴然と垣間見れた。非核兵器国の大部分は人
道の観点からの議論で得られた結論を論拠として、受け入れ難い壊滅的な結末をもた
らす多大なリスクが伴う核兵器の存在が自国の安全保障を脅かしていること、核兵器
の全面的な廃絶がその結末を確実に防ぐ唯一の手段であること、そして人道の観点へ
の着目が核軍縮の早急な進展に必要な勢いを生むべきであることを主張した。ナジャ
リット会議に比べより多数の国が、核兵器を禁止すべきだと公然と唱えた。その反面、
核兵器の禁止を実現するために具体的にどのような外交的および法的プロセスがとら
れるべきかについては、引き続き検討の余地があるとする陳述も多くみられた。
　核の傘の下にある国の陳述は、予想どおり上述の見解とは一線を画し、人道の観点
からの議論には支持を表明しつつも、自国の安全保障構想やグローバルな安全保障環
境で核兵器が果たす役割に主眼を置いた、より慎重な内容だった。これらの国の陳述
はナジャリット会議と同様に、核軍縮においては基本的にいわゆる「ステップ・バイ・
ステップ」アプローチの継続が最も効果的であるとした。米国と英国はこれと同様の
方針で主張を行った 69。ウィーン会議の開催に先立つ約束のとおり、オーストリアの
議長総括は政治的な観点から多数意見と少数意見の両方を取り入れた。結果的に、独
自にまとめられ、広範にわたる見解を含んだ総括は、人道イニシアチブを推し進める
ような政治的な道筋を与えなかった。それゆえ、オーストリアはオーストリアの誓約 70

という一国家としての文書を発表した。これは総括に盛り込まれなかった内容を含み、
人道の観点からの議論で提示された証拠から必然的に導かれる避

、、、、、、、、、、
けることのできない

結
、、
論について独自の見解を示した。文書は、とりわけ次のように主張した。

　　�［オーストリアは］オスロとナジャリットで開催された過去の会議の上に築かれ
たウィーン会議における事実に基づく議論、そこで得られた成果、そして説得力
のある証拠を、核軍縮に関する全てのフォーラムにおいて、とりわけ核軍縮に関
する討議、義務、およびコミットメントの中核を成すべき 2015 年の NPT運用
検討会議や国連の枠組みにおいて提示することは自国の責任であると認識し、よ
ってこれを誓約する。……（中略）……

　　�オーストリアは、NPTの全ての締約国に対し、NPT第 ６ 条に定められた既存
の義務を早急かつ完全に履行することに対するコミットメントを新たにするこ
と、また、その目的の達成のために核兵器の禁止および廃絶に向けた法的ギャッ
プを埋めるための効果的な措置を特定し追求することを求めるとともに、オース
トリアは、その目標を実現するためにあらゆる関係者と協力することを誓約する。
……（中略）……

　　�オーストリアは、核兵器がもたらす受け入れ難い人道上の被害と核兵器に付随す
るリスクを考慮して、核兵器を非難し、禁止し、そして廃絶する取り組みにおい
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て、全ての関係者、国家、国際組織、国際赤十字・赤新月運動、国会議員、そし
て市民社会と協力することを誓約する 71。

　オーストリアの誓約は、具体的にどのような外交的・法的プロセスが追求されるべ
きか明示的に言及していない。しかし、「核兵器の禁止および廃絶に向けた法的ギャ
ップを埋める」必要があることを指摘し、「核兵器を非難し、禁止し、廃絶する取り
組みにおいて協力すること」を呼びかけている。ウィーン会議の数カ月後、オースト
リアがこの誓約への支持を検討するよう各国に働きかけた結果、2015 年の NPT運用
検討会議が開催される前の数カ月の間に 70 を超える国が公式に支持を表明した 72。
　ウィーン会議は、二つの意味で人道イニシアチブにおける重要な進展を得た。まず、
３ 度の会議での本質に迫る議論を、核兵器がもたらす人道上の被害、核兵器の存在
に付随するリスク、そして核兵器の法的および道徳的観点に関連する一連の本質的か
つ確固たる結論に収れんさせた。次に、ウィーン会議は、オーストリアの誓約で示さ
れた主張を通じて、人道イニシアチブの成果として導かれた一連の政治的な結論を提
示した。これらの全てがオーストリア独自の見解であり拘束力を有するものではない
が、さまざまな課題や問題が「浮き彫り」にされ、ウィーン会議後のみならず 2015 年
４ 月 27日から ５ 月 22日にかけてニューヨークで開催されたNPT運用検討会議 73 に
おける核兵器を巡る議論にも影響を与えることになった。

2015 年 NPT 運用検討会議

　2015 年の NPT運用検討会議は最終文書の合意に至ることなく終了したが 74、前回
の 2010 年の運用検討会議 75 以降にいかに人道イニシアチブの機運が加速してきたか
を如実に物語る内容となった。二つの地域間共同声明にそれぞれ 159 カ国と 24 カ国
が参加したほか 76、80 を超える代表団がその声明の中で核兵器がもたらす人道上の
影響を重視する姿勢を強調した 77。また、運用検討会議に提出された多くの作業文書
が人道イニシアチブのさまざまな側面を強調し、フォローアップする具体的な勧告を
提案した 78。その中でも特に注目に値するのが、グループ 16 のほとんどの国で構成
された地域間グループが提出した作業文書第 30 号である 79。これには運用検討会議
の最終成果文書への具体的な勧告が多く含まれていた。これらの勧告は、オスロ、ナ
ジャリット、およびウィーンにおける ３ 度の会議で得られた事実、成果、および結
論を下敷きにしており、それらをNPTの全締約国による核軍縮に向けた早急な行動
へのコミットメントとその要請へと昇華させることを目的とした。
　しかしながら、運用検討会議での核軍縮に向けた交渉は難航を極めた。人道イニシ
アチブに対しては圧倒的な支持があったものの、核兵器国は――温度差はあれ――、
人道の観点からの議論で得られた重要な結論、すなわち過去 ３ 回にわたる核兵器の
人道的影響に関する会議で得られた新しい事実や成果を踏まえれば核軍縮を可及的速

やかに進展させる必要があるという結論を、積極的に受け入れようとしないばかりか、
否定的に捉える国さえあった。核兵器国は、とりわけ、自国が打ち出す核抑止ドクト
リンは核兵器がもたらす人道上の被害を十分把握したうえで策定されており、核兵器
のリスクや影響については何ら新しい情報は提示されていないと主張し 80、核軍縮に
向けた有効な措置は――自国の認識では――既に講じられていると強調した。
　結果的に、核兵器国は作業文書第 30 号 81 などにみられた勧告を最終文書に盛り込
むことを拒否した。
　NPT運用検討会議の下に設置された補助機関で合意が得られなかったため、軍縮
交渉は会期の最終週の非公式交渉に場を移された。交渉に意欲的な少数の代表団が会
議の議長であるタウス・フェルーキ大使からニューヨークのアルジェリア代表部に招
かれ、会議において核軍縮についての合意の道を探ることになった。しかし、これら
の交渉は――記録は公開されていないが――核軍縮を巡るいずれの問題についても議
論を前に進めることができなかった。おそらく最も議論された問題は、核兵器国と非
核兵器国の間の人道イニシアチブに対する見解の隔たりと、人道上の影響の重要性や
先の会議で得られた重要な結論をどのように反映させるかという点だろう。交渉が完
全に平行線をたどったことから、議長は会議閉会の ２ 日前に交渉を打ち切り、議長
の職責で「土壇場の決心」をもって最終文書案を作成すると発表し、締約国に対して
採択を検討するように要請した 82。結果、議長から提出された最終文書案は、核軍縮
と人道イニシアチブの重要性の点において、多くの国にとってひどく期待外れだった 83。
ところが、最後の全体会議が始まって間もなくして、米国、英国、およびカナダが中
東問題を理由に反対を表明したため 84、この文書を採択するか否かを突き詰めるまで
には至らなかった。
　このような思わしくない結果にもかかわらず、人道イニシアチブは 2015 年の NPT
運用検討会議において重大な影響力と勢いを得たと言える。核兵器がもたらす人道上
の影響と核兵器の存在に伴うリスクは、運用検討会議での議論全体にわたって中心的
な話題となり、新たな視座を与える重要な要素となった。そしてこのことは、人道イ
ニシアチブが国際問題として確実に根を下ろし、したがって核兵器に関する多国間の
将来的な活動において不可欠な要素とならなければならないことを明確に示している。
加えて、人道イニシアチブが影響力を増したのは、往々にして核兵器国が反対の立場
をとり、いかなる核軍縮問題においても合意がみられなかったからでもある、という
意見もあるかもしれない。核軍縮交渉が紛糾すればするほど、そして核軍縮への強い
コミットメントを示した文書に対して核兵器国が反発するという構図が鮮明になれば
なるほど、人道の誓約への支持は高まった。 ４ 週間の会期中に限っても、この誓約
の支持は 70 カ国から 109 カ国へと増加しており、実際に、多くの市民社会組織はこ
の誓約が運用検討会議の本当の成果であるとまで評した 85。
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核軍縮の議論に与えた影響

　ごく短期間のうちに人道イニシアチブが多大な支持と関心を集めたことは注目に値
する。2010 年の NPT運用検討会議から ２ 年半の間に、その最終文書 86 における一
部の言及から共同声明と国際会議という二つの潮流が生まれ、国際社会の ４ 分の ３
以上が明確に支持を表明するプロセスへと発展した。これほど大きな反響があるとは
支持派も反対派も予想していなかっただろう。ただし、人道イニシアチブが一筋縄で
はいかない核軍縮の議論において具体的な進展を継続的にもたらすことができるかど
うかは予断を許さない。それでも、核軍縮の議論に実質的な変化が生じたことを示唆
する要素や、人道イニシアチブは広く共有された共通の新しい土台であり、核兵器に
関する多国間の取り組みを将来実行するうえでの基盤にしたいと大多数の国が望んで
いることを示唆する要素が幾つかみられる。
　第一に、人道イニシアチブのアピールの場や、前述の複数の共同声明や国際会議の
大きな特長の一つが、開かれたプロセスであることだ。人道イニシアチブでは、通常
軍縮に向けた多国間の取り組みでは役割も発言力も小さい国を含む全ての国が、従来
の軍事安全保障や核抑止の観点ではなく人道の観点から取り組みに参加し、重要な貢
献をすることができる。このような人道の観点からの議論は、核兵器が通常議論され
る多国間枠組みや諸条約体とは異なり、実体的にも手続的にも制約されない。
　多国間軍縮条約を交渉する権限を帯びるジュネーブ軍縮会議（CD）87 は、参加国
が 65 カ国しかなく、民主的な正当性に欠ける。加えて、その全ての決定は――小さ
な手続的な決定でさえ――総意によらなければならないように規定されている。主に
この帰結として、ジュネーブ軍縮会議は取り組みの計画さえ合意に至ることがなく、
20 年近くも交渉が行われていない。ニューヨークに設置されている国連軍縮委員会
（UNDC）88 は、全ての国連加盟国が参加でき、特に核軍縮に関してジュネーブ軍縮
会議が取り上げるべき交渉を全会一致で勧告する権限を持つ。しかし、国連軍縮委員
会でも 1999 年以降実質的な勧告で合意に至っていない。このような機構の機能不全
を受けて、核兵器国は軍縮に関する議論の手続に完全な支配を有し、核兵器国が支持
しない展開は全て拒否できる状況に非核兵器国の間で不満の声が高まっている。人道
イニシアチブは、非核兵器国が手続的に制約されることなく、また、少なくとも最初
の段階では核兵器国の参加すらなく、議論し核軍縮に関するアジェンダを設定するこ
とのできる枠組みである。
　また、軍縮の議論の場への参加にいまだに制約がある市民社会組織や学術研究機関
は、人道イニシアチブに参加が認められているだけでなく、外交的な軍縮・軍備管理
コミュニティの枠を超えた関係者をも交えた核兵器に関する広範な社会的議論の場に
重要かつ不可欠な存在としてその参加や貢献が歓迎されている。旧来の軍縮フォーラ
ムのプロセスは時代錯誤的で非民主的に感じられるのに対し、市民社会組織や学術研
究機関の関与は人道の観点からの議論におけるダイナミックな雰囲気を醸成している。

　第二に、人道イニシアチブの発展とその加速する勢いは、それと対照的な近年の二
つの出来事と並行して検証されるべきだろう。前述のように、核兵器に関する人道イ
ニシアチブの誕生は米国のオバマ大統領によるプラハ演説 89 とそれに伴う多国間の
核軍縮議論の再燃と部分的に時を同じくする。2010 年の NPT運用検討会議のまずま
ずの成功は、ようやく核軍縮に向けて重要な進展がみられそうだという前向きな機運
と高い期待の直接的な帰結だった。
　ところが、2009 年も 2010 年も期待が大きくふくらんだものの、その後にそれに見
合うだけの進展はなかった。それから数年のうちに、2010 年の行動計画に盛り込ま
れた具体的行動について、核兵器国は――程度の差はあるが――特に急いで実現する
決意がほとんどないことが次第に明らかになった。それどころか、核兵器とそのイ
ンフラの近代化を図る長期的な計画とそのための膨大な予算が全てのNPT上の核兵
器国で決定または議論されていた 90。このことは、真剣に核軍縮を追求するのではな
く、長期にわたって核兵器に依存し続けるという明確な意図を示した。こうした動向
は、核軍縮は実際に差し迫った目標であるという認識がどの程度まで各国に浸透して
いるのかという点で、非核兵器国の間で不信感や疑念を高めた。1995 年と 2000 年の
NPT運用検討会議で策定された軍縮に向けた約束 91 と同様に、2010 年の行動計画
も大部分実現されないままだろうと思われた。それゆえ人道イニシアチブは、非核兵
器国の間で不信感や疑念が高まるにつれて、核軍縮の緊急性を訴える手段として勢い
を増していった。
　第三に、これが最も重要だと思われるが、人道イニシアチブの過程で得られた重要
な成果が、これまで常識と考えられてきた核抑止に深刻な疑問を投げかけている。核
抑止を支持する論拠は受け入れ難い破壊を潜在敵国に与えるという確実な脅威に立脚
し、したがって全ての陣営に抑制と理性的な行動を強要する。この脅威が確実に存在
するという状況は、複数回の核攻撃と核兵器による反撃が可能な戦力を有することで
維持される。そして核兵器保有国はいずれも、脅威が存在するだけで核抑止が成り立
ち、これらの戦力を配備する必要は決して生じないと思い込んでいる。しかし、脅
威が真実味を帯びているのなら、核兵器を使用する準備ができていることが不可欠だ。
人道イニシアチブから得られた重要な成果は、この論理に重大な欠陥があることを浮
き彫りにしている。
　 ３ 度の核兵器の人道的影響に関する会議で明確にされたように、「限定的な核戦争」
であっても、その直後に人道上の緊急事態が発生するだけでなく、大気、気候、およ
び食料安全保障に対して従来の理解をはるかに超えるほど深刻な影響を中長期的に与
え、その被害は相当の確率で地球規模に広がる。この状況において、核兵器による先
制攻撃および反撃能力を持つことは大いに説得力を失う。軍事衝突における「典型的
な」意味の勝利は、核戦争における「勝利」にはなり得ない。このような新しい証拠
に照らすと、核兵器に基づく抑止は、地球規模での大量破壊と死をもたらす準備態勢
だけでなく、完全に承知の上で自滅に等しい行為を犯す準備態勢の上に成り立つ。
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これは、関与する全ての主体を理性的な行動へと導くという核抑止の根本的な前提と
矛盾する。脅威に真実味を持たせるならば、新たな証拠を踏まえると、自滅的な行為、
すなわち完全に非理性的な行為を犯す準備態勢をとらなければならず、一方、合理的
に分析すれば核兵器を使用するリスクをとるという結論には至らないため、脅威の真
実味が失せる。核兵器を使用した結果が敵味方の区別のない自滅に相当するものであ
れば、脅威自体説得力を失う。きわめて緊張した危機的状況へと事態が進展する危険
が大いに高まるのみで、結局のところ、最悪の結末を迎えないように信じるしかない。
しかしながら、各国政府が常に理性的に核抑止を取り扱うという理屈と、核抑止が機
能するのは核抑止によって国が常に理性的に行動できるからだという理屈は、本質的
には危険な循環論法になってしまっている 92。
　また、このような自滅的な結末を避けるために、核抑止は一切失敗しないことが
条
、 、 、 、 、
件である。しかし、人道イニシアチブの過程で提示された核兵器のリスクについて
の調査結果は、そうした条件が単純に達成不可能であることを明確に示した。核抑止
の前提となる脅威を確実に存在させておくために核兵器を常

、 、
に使用できる状態に準備

しておくことと、事故や人的および技術的ミスによって核兵器が使用されることは決
してないことを保証しなければならないことは、本質的に両立が困難だ 93。さまざま
なリスク要因や「ニアミス」の実例に関する調査結果は、核戦争に発展する可能性
のある核兵器に関する事故や誤判断を防いできたのは幸運でしかなく、それほど深刻
な不安が現実にはつきまとっているのだ、ということを明らかにした。しかしながら、
核兵器に伴うリスクを低減するために必要な措置は、核兵器を常に使用できる態勢を
制限することであり、これはすなわち核抑止そのものの存在意義を低下させることに
なる。
　したがって、核抑止支持派は、地球規模の自滅的な結末を招くという無責任かつ制
御不能なレベルのリスクを維持すること、または、そのリスクを低減して、その結果
基本的に核抑止そのものの主張を弱めることの悪循環に陥ってしまっている。しかも、
核抑止体制が崩れた場合に、核爆発の結末に少しでも適切に対処できる能力が、核兵
器保有国にも非核兵器保有国にも、また、国際的なレベルでも存在しないことが明ら
かになっている。したがって、人道イニシアチブから得られた結論は、核兵器保有国
の間で今なお重視され続けている核兵器の安全保障面での方程式に疑問符を突きつけ
る強力な議論を数多く構成する。これらの結論に照らして、核兵器を保有し続けるべ
きだという主張は、安全保障という幻想にとらわれた末のリスクが高く、究極的には
無責任な賭けであると考える国が増えてきた。
　NPT上の核兵器国が人道イニシアチブについて表明している懸念の一つは、核兵
器を IHL 上違法化しようとしている、あるいは ICJ に再び訴えようとしている、と
いうことだった。しかし実際には、人道イニシアチブの最

、 、
も中心的な論点や、そこで

得られた最
、 、
も重要な成果は、核兵器の「合法性」ではない。核兵器の「正当性」と核

抑止に基づく安全保障のアプローチこそが人道イニシアチブが的を絞って指摘した点

であり、それらに根本的な疑問を投げかけたのだ。核兵器が壊
、 、 、 、 、 、
滅的な結末を招く兵器

であり、核兵器の保持には数多くの重
、 、 、 、 、 、
大なリスクが伴い、核兵器の使用は――例外と

して大部分が架空であるシナリオがわずかにあるかもしれないが――違
、、
法であろうし、

そしてこれらの要素の組み合せは、大量破壊と大量殺戮を潜在的にもたらす準備が整
っていることから、核兵器を不

、、、
道徳としている。これらの結論は人道イニシアチブの

成果として国際社会で広く認識されるようになった。このように人道イニシアチブは、
核兵器が存在すること自体が容認し難いリスクと危険をもたらすと主張し、そのよう
な兵器を、無責任で不当とみなすべきとしている。このことが、核兵器の「不当性」
を核兵器の禁止と廃絶のための法的枠組みの中で成文化するうえで、どのように触れ
るのが最適なのか、という課題につながる。人道イニシアチブに続き、成文化をどう
推し進めてどう実現していくか、徹底した真剣な議論が急務だ。非核兵器国によるこ
のような要求は、将来ますます緊急性を高めて出される可能性が高いだろう。
　核兵器に対する上述の見方は、NPT上の核兵器国とその同盟国が提唱するアプロ
ーチとは根本的に異なる。したがって、人道イニシアチブがもたらした ４ つ目の重
大な影響は、核兵器に対するアプローチと核兵器がもたらす問題へ対応するためにと
られるべき措置を巡って国際社会での対立構造を顕在化させたことだ。核兵器への依
存を続ける国々は、本質的には核抑止を考慮して、――大いに信用性には欠けるが―
―段階的に核軍縮を進めるアプローチを支持し続ける 94。しかし、自国の安全保障を
確保するために核兵器は必要だが、その他のいずれにも核兵器を保有させるべきでは
なく、核軍縮にはこれまで通り前向きである、というの国々の無理な理屈は、人道イ
ニシアチブの結果としてこれまで以上に通用するのが困難になってきた。このように
人道イニシアチブは、重大なダブルスタンダードを浮き彫りにしただけでなく、核抑
止への依存と核軍縮への表面的な支持は互いに相容れない概念ではないのかを問う機
会にもなった。
　核兵器国およびその同盟国とその他の国の大部分が対立するという構図は、核兵器
の人道上の影響を巡る議論において顕著になった。もしこの対立が克服できなかった
ならば、これは今後の核軍縮および核不拡散レジームの不安材料になるだろうが、こ
れを解消するためには核兵器国とその同盟国に明確な政策転換を求めることになるだ
ろう。それらの国は、核軍縮と核抑止は結局のところ両立できないことを認識する必
要がある。NPTと核軍縮・核不拡散レジーム全体を世界規模で支持し続けていくた
めには、核軍縮に向けた取り組みにおいて、より確かな信頼が築かれなければならな
い。さもなければ、NPT体制が取り返しのつかないほど弱体化し、多くの国が相次
いで核兵器の開発に乗り出す事態を招くことになるかもしれない。
　国連安全保障理事会の常任理事国でもあるNPTの核兵器国の ５ カ国とその同盟
国が、大多数の国が正当性に欠けるとみなしつつある安全保障政策を主張し続ければ、
核不拡散への支持がどれだけ維持され続けるかを想像するのは困難だ。例えば、安
保理常任理事国 ５ カ国にドイツを加えた P ５ プラス １（E ３ + ３ または EU+ ３ ）が
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行ったイランの核開発問題の交渉は、国際社会から広く支持を集めた。しかし、この
６ カ国の全てが実際には――そして皮肉なことに――自国の安全保障上の理由から
核兵器の重要性を強調する一方で、その他の国に関しては容認できないと主張してい
るという事実は、当然見過ごされはしなかった。核兵器の「政策」と「価値」を自ら
の行動で拡散するのと同時に核兵器の不拡散を訴えてきた結果、核軍縮・核不拡散レ
ジーム全体が大きく揺らできている。核兵器の依存からの脱却を断固とした姿勢で目
指しながら核不拡散に向けた取り組みを実行するのであれば、その全ての取り組みに
対する信頼は大きく改善されるだろう。
　これが、人道イニシアチブの第五の、そして最後の永続的な影響につながる。つま
り、人道イニシアチブは、「核のタブー」それ自身を強化している。核兵器がもたら
す結末と核兵器に伴うリスクに基づいて核兵器の不当性を訴えることは、核軍縮と核
不拡散の両方を支持する一連の説得力のある主張として機能する。したがって人道の
観点に着目することは、NPTへの支持を強化するとともに、盤石な核軍縮・核不拡
散レジームを構築および維持し、最終的にはこの形態の兵器から脱却するための最善
の策であると言えるかもしれない。人道イニシアチブは、国際社会が一丸となって核
兵器への依存から決然たる姿勢で早急に脱却を図らなければならない、と警鐘を鳴ら
すものと考えられるべきだろう。
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概要
　本稿は、核兵器を巡る国際的な議論の見直しを図る人道イニシアチブの進展を検討
する。人道イニシアチブは、戦略的安定性の理論から離れ、核兵器そのものによる影
響に焦点を移すことを目標としている。この取り組みは現在、国際レベルで多大な支
持を得ており、その影響力は核兵器国と非核兵器国の双方から認められるようになっ
てきている。人道イニシアチブの根底には、人道の観点から軍縮を訴える緻密な論理
がある。現在、核兵器を禁止する条約の策定に向けた機運が高まりつつあるが、それ
は実現可能で、法的にも整合性があり、筋の通る、人道イニシアチブの次なる成果と
なるだろう。

　核兵器がもたらす容認し難い人道上の被害は、2010 年から国際的に関心が高まっ
てきており、その分析と議論が盛んになっている。核兵器を人道の視点から考えるこ
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とは、これまで国家安全保障と戦略的安定性に注目してきた核兵器の目的と役割の支
配的な枠組みに異議を唱えることである。人道の視点は、根本的に、核兵器が容認さ
れ得るか否かという問いを突きつける。核兵器を人道の観点から考えることに深くコ
ミットした国、市民社会、そして国際組織は、核兵器を巡る議論を見直し、核兵器を
非難し、禁止そして廃絶するための基盤を作る緻密な戦略として、論点の変更を追求
している。アプローチとして、過去に対人地雷とクラスター弾を禁止に導いた人道の
観点からの軍縮イニシアチブから着想を得ている。本稿は、現在までの国家レベルで
の人道イニシアチブの進展の経過を追うとともに、その背後にある思想と戦略を探り、
現状におけるその限界を検討する。最後に、核兵器がもたらす受け入れ難い人道上の
被害を基礎とする、核兵器を禁止する新たな条約に向けた交渉への関心が各国で高ま
りつつある背景を踏まえ、勢いに拍車がかかる人道イニシアチブが今後どの方向に向
かうのか論ずる。

転換の契機、核兵器の人道上の影響に高まる注目

　核兵器を巡る世界的な議論では、数十年にわたり、核兵器が国家間の安全保障を確
保するという主張が大勢を占めてきた。核抑止ドクトリンは、一部の国が核兵器を
保有することは国家間の関係性において高い警戒レベルを生じさせ、その結果、紛争
が起きる可能性を低下させると提案する。これらの主張には理論的にも経験的にも反
論することができる １。意図的または偶発的な核爆発による人道上の被害に焦点を当
てることで、こうした議論の前提条件を完全に変えることができる。これは、安全保
障論を巡る議論から、核兵器が人類に与える明らかに容認し難い影響そのものを出発
点とする議論へと転換を図っている。この転換は、利益や目算が国家安全保障に主眼
を置いた枠組みの基礎を提供するとみなす核兵器国とその核の傘の下にある同盟国 ２

に影響を与えた。核兵器の影響に関する調査から、その保有は人道の観点とは相容れ
ないことが示唆されている ３。このことから、安全保障ドクトリンにおける核兵器の
保有や核兵器への依存はいかなる国であろうと容認できないのではないか、という根
本的な問いを提起する。
　人道の観点から核兵器を巡る議論の枠組みを見直すことの目的は、核兵器の保有と
核兵器の使用がもたらす容認し難い影響という解決できない対立を前面に押し出すこ
とにある。この対立は、ある国に対して核兵器が使用されれば生じるであろう壊滅的
な被害に対処する能力がない、あるいは対処しようとする意欲がないという前提に部
分的に立脚している抑止の考え方に、既に内在している。抑止は正当であるとすり込
まれているせいで、それ以外に留意すべき事柄を軽視してきたと言える。核兵器が開
発されて以来、それがもたらす恐るべき結末は一般社会や科学界では深い懸念の対
象であり、国家レベルでは国連総会の決議や議論等で断続的に取り上げられてきた ４。
核兵器の不拡散に関する条約（核兵器不拡散条約、NPT）の前文も人道上の懸念に

言及している ５。しかし、この懸念は長らく、抑止ドクトリンの実施に影響を与える
かたちで取り扱われることはなかった。冷戦の二極化した世界秩序が終焉を迎え、新
たな核拡散が始まり、より不確実でダイナミックな核兵器を巡る関係が生まれた今、
抑止論の枠組みに人道の観点から反論するための条件が整ってきた ６。核兵器を巡る
国家間での国際的な議論において人道上の懸念が近年特に再浮上してきた背景には、
次の二つの重要な進展がある。
　第一に、国際赤十字・赤新月運動（赤十字運動）は 2009 年から再び核兵器問題を
人道の観点から取り上げ始めた。2010 年 ４ 月には、赤十字国際委員会（ICRC）の
ヤコブ・ケレンベルガー総裁（当時）がジュネーブで外交団に対して公式声明を発表
した。この声明は、核兵器がもたらす受け入れ難い人道上の被害を直截的な言葉で語
り、核兵器に起因する脅威を排除するために早急に行動を起こすことを各国に要求し
た ７。2011 年 11 月の赤十字代表者会議での決議がこれに続いた。そこでは、「いか
なる核兵器の使用も計り知れない苦しみを人類に与えると予想されること［と］、そ
れに対して人道対応を適切に行う能力を欠いていること」を強調したうえで、赤十字
運動に対して「あらゆる核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道上の被害」への認識を
高める活動に従事することを要請した ８。そして 2013 年には、この決議を実行する
ための ４ カ年の行動計画が採択された ９。
　第二に、2010 年の NPT締約国の運用検討会議において、その最終文書に「核兵器
の使用がもたらす壊滅的な人道上の結末」と核兵器がもたらす継続的なリスクが懸念
事項として言及された 10。これにより、赤十字による活動と相まって、この問題をス
イスの主導の下、NPT運用検討のサイクルに組み込んだ。その前年には、オバマ大
統領がプラハ演説の中で核兵器のない世界という目標への支持を表明したが、これが、
NPT運用検討会議へ向けての前向きな政治的状況を醸成し、外交レベルでも核軍縮
に向けて働く人びとに再び活力を与えた 11。

核兵器がもたらす人道上の被害に高まる国家の関心

　2010 年以降、核兵器がもたらす人道上の被害という問題への各国の関与が国際舞
台でも頻繁にみられるようになってきた。この枠組みと問題への重点的な取り組みに
は政治的な支持が高まってきているが、その傾向は核軍縮に向けた新たな行動を促す
近年のどのイニシアチブよりも持続している 12。
　NPTの枠組みの中では、2012 年の準備委員会で、核兵器の使用がもたらす壊滅的
な影響への懸念と行動の必要性を表明する声明が、16 カ国を代表してスイスにより
発表された 13。2013 年の準備委員会でも、同様の懸念が 80 カ国を代表して南アフリ
カにより提起された 14。二つの準備委員会で発表された議長の事実概要は、核兵器が
もたらす壊滅的な人道上の被害への各国の「深い懸念」と、この問題が検討サイクル
の中で今後も議論されていくことへの期待を強調している 15。この NPT運用検討会
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議では、核兵器がもたらす壊滅的な人道上の結末について、さらなる検討を提案する
と記された。この問題は、2014 年の準備委員会の最終報告書にも盛り込まれており、
2015 年 NPT運用検討会議に対する勧告を含んでいる 16。この運用検討会議それ自体
においては、159 カ国がオーストリア主導の核兵器の人道上の結末に関する共同ステ
ートメントに賛同した 17。
　国連総会第 １ 委員会における核兵器の人道的結末に関する共同ステートメントは、
同様に多くの国から支持を集めた。2012 年にはスイスが 35 カ国を代表して声明を発
表した 18。ニュージーランドは、2013 年 19 と 2014 年 20 に発表し、それぞれ 125 カ国
と 155 カ国が支持した。これらの共同声明は基本的に核兵器の影響を裏づける証拠に
深い懸念を示し、いかなる状況においても核兵器は二度と使用されるべきではないと
述べるとともに、軍縮と廃絶に向けた効果的な手段を講じる必要があることを強調し
た。2015 年には、これらの懸念が正式に記された決議が、国連総会第 １ 委員会にお
いて投票で採択された 21。
　2013 年には、核兵器のない世界の達成と維持のための多国間核軍縮交渉の前進に
関する提案を策定するためのオープンエンド作業部会と、核軍縮に関するハイレベル
会合で、核兵器がもたらすと予想される人道上の影響が取り上げられ、核軍縮を訴え
る各国の呼びかけの一部を形成した 22。国連の枠外では、ラテンアメリカ・カリブ諸
国共同体（CELAC）が複数の宣言の中で、核兵器がもたらす人道上の被害への懸念
を強調してきた 23。

議論の場とパートナーの出現

　核兵器を巡る従来の議論に人道の観点を取り入れようとする動きを活発化させる意
味で、最も大きな影響を及ぼしたのが、2013 年初頭から独立して開催されてきた核
兵器に関する人道イニシアチブの会議である。その １ 回目の会議は、2013 年 ３ 月
にノルウェーのオスロで開催された。この会議の主催者は、同じ志を持つさまざまな
個人や組織からの協力を得つつ、核兵器を巡る議論を見直す動きに弾みをつけるため
には核兵器の人道上の影響を主題とした会議を開催する必要があると判断して、こ
の会議を提唱した。オスロ会議に続いて、2014 年の ２ 月にはメキシコのナジャリッ
トで ２ 回目の会議が、同年 12 月にはオーストリアのウィーンで会議が開催された 24。
これらの会議に １ 回以上参加した国の数は 179 カ国にのぼる。
　それぞれの会議に先立って、核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）25 の主催で市
民社会フォーラムが開催された。これによって、ICANは核兵器廃絶を目指す連合体
としての側面を大いに強めた。ICANとそのパートナー団体やその他の市民社会組織、
学術および国連研究者、そして人道組織は、核兵器がもたらす人道上の被害に関する
重要な証拠を収集し、その後会議で公表した。（核兵器がもたらす容認し難い人道上
の被害を理由に核兵器の全面的禁止を訴える最大の市民社会統括組織として）ICAN

はとりわけ、数多くの他のアクターとともに存在感を大いに発揮し、継続的に関与し
たことで、市民社会も核兵器がもたらす人道上の影響を深く憂慮していることを、会
議に参加した各国に対して示した。そしてこれこそが、人道イニシアチブへの支持を
築き上げるという会議の目的に大きく貢献したのである。焦点を絞り、地球規模で一
貫した市民社会運動が展開されていることが、国が主導する人道イニシアチブに正当
性を付与し、核兵器を巡る議論中の問題に対して、原則に基づいたアプローチを推し
進めていける状況を確保しているのである。

証拠と証言の提示

　核兵器の人道的影響に関する会議は、多種多様な分野の専門家から核兵器が引き起
こす壊滅的な被害についての既存の証拠や新しい証拠が詳細に説明される場としても
活用された。会議のプレゼンテーションで提示された問題としては、核兵器が爆発直
後に与える影響、核爆発が地域や地球全体にもたらす人体への短期的および長期的影
響、経済や開発、世界の農業に与える影響、核兵器が意図的または偶発的に使用され
るリスク、そして効果的な人道対応能力の欠如などが挙げられる 26。国連機関、赤十
字運動、学術研究機関、非政府研究機関、シンクタンク、そして市民社会団体の代表
者が議論に寄与した。このような軍縮や軍備管理の専門家以外の幅広い分野からの参
加が、新しい方向へ議論を導き、国が留意すべき新たな事柄を提供するうえで有意義
だった。
　重要なことに、会議では、世界中で実施された核実験の犠牲者や日本の被ばく者の
証言も行われた。こうした人びとの声は、安全保障を中心とした国家間の核兵器の議
論からはしばしば除外されてきた 27。核兵器が与える人類や社会への影響を十分に検
討するためには、そうした影響を実際に体験した人びとの視点はきわめて重要である。
被害者の経験を利用したり客観化したりするのではなく、彼らに機会を与え、勇気づ
ける方法で被害者の声を持ち込むことは、人道の観点から議論を発展させるうえで必
然的に重要である。核兵器の犠牲者や被ばく者の権利やニーズは、未だに十分対応さ
れていない。また、人道の観点からすれば、核兵器を巡る議論の見直しの過程で生ま
れた全ての活動において、犠牲者や被ばく者の権利を考慮する必要がある 28。

力学の変化と議論の見直しへの反発

　 ３ 回にわたる人道イニシアチブ会議は、核兵器や軍縮を巡る議論において人道の
枠組みへの賛同と参画を発展させる場として機能した。オスロ会議の後には、NPT
や国連総会第 １ 委員会における核兵器の人道上の影響に関する共同声明を支持する
国が大幅に増加した。しかし、非核兵器国の大部分が好意的に捉えるようになった反
面、核兵器国とその同盟国の多くは、人道の観点から見直すという試みに反発した。
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　NPTの核兵器国 ５ カ国（中国、フランス、ロシア、英国、および米国）は当初、
人道イニシアチブ会議をボイコットすることで共同の立場をとっていた。NPTの締
約国ではない核兵器国であるインドとパキスタンは、 ３ 回の会議全てに参加してい
る。人道イニシアチブは、核兵器の保有自体が根本的に正当ではないと考えることに
よって、NPTに加盟する核兵器国が自らを正当な核兵器保有国であると考える――
NPT体制の外の不正な核兵器保有国とは対照的に――現状に異議を呈している。イ
ンドとパキスタンにとっては、人道イニシアチブ会議への参加の裏には、両国の関係
を機能させる場として活用したいという意図に加え、軍縮と廃絶にコミットしている
責任ある核兵器国であることを売り込みたいという思惑が、少なくともある程度は存
在していたようだ 29。
　NPTに加盟する核兵器国はオスロ会議の開催前に会議への不参加を表明する声明
を発表し、人道イニシアチブが「核兵器のさらなる削減に対する条件を設ける現実的
な措置から議論を逸脱させる」ことになるという懸念を示した 30。核兵器国はその後
もこの主旨の主張を独自に、あるいは共同で繰り返した。 ５ カ国は、人道イニシア
チブはNPTを弱体化させる、ジュネーブ軍縮会議での交渉を停滞させる、また、核
軍縮に向けたいわゆるステップ・バイ・ステップ（段階的）アプローチ全体の妨げと
なるなど、さまざまに主張した 31。こうした反論がなされても、大部分のNPT締約
国は人道的影響に関する会議への参加を思いとどまることはなかった。それどころか、
核兵器の人道上の影響に関する共同声明を支持した国は、全ての核軍縮のフォーラム
や議論に人道の観点を早急に取り入れる必要があると強調した 32。
　NPTの核兵器国グループが後にさまざまな場で繰り返すことになるのが、オスロ
会議に先立って発表した声明の中で強調されている。 ５ カ国は共同でいかなる核兵
器の使用も「深刻な結末」をもたらすことを「理解」しており、「そうした不測の事
態を回避することを最重視」しているというものだ 33。その後の声明では、「十分に
理解している」という表現が用いられており、このテーマに関して、より深い議論も、
さらなる考察も、新しい証拠の提示も無用であると暗に主張していることが強調され
ている 34。2015 年の NPT運用検討会議では、フランスはこの点についてさらに踏み
込み、核兵器のリスクや被害に関する新しい証拠は「数十年間」一切提示されてこな
かったと主張し、人道イニシアチブの存在自体を事実上否定した 35。しかしこのとき
も、さまざまな場で人道の観点から核兵器を議論することの重要性と有効性を、ます
ます多くの国が認めていく流れを押しとどめることはできなかった。人道的影響に関
する会議には、NATOの核計画グループに属する国を含む、NPTの核兵器国の核同
盟国も参加した 36。
　ウィーン会議では、米国と英国は他のNPT核兵器国との同調姿勢を改め、同会議
への参加を決断した 37。公表された内部文書からは、英国は過去の人道イニシアチブ
会議への参加にも前向きであったこと 38、そして英国がナジャリット会議に参加しな
かったことについて元軍縮担当大臣が遺憾を表し続けていることがうかがえる 39。熟

慮の末、ウィーン会議へ出席することを決断したのは米国が出席を表明した後のこと
だった。米国はその表明にあたり、「核兵器の使用がもたらす深刻な結末を十分に理
解している」ことを改めて強調した 40。それでも、米国が人道的影響に関する会議へ
の関与を必要だと判断したことや、会議への参加によって特定の政治的利益が得られ
る可能性があると見積もったことは、人道の観点から核兵器を議論する重要性がさら
に高まってきていると言える 41。
　このようなボイコットから自己防衛的な関与への進展は、おそらく力学の変化の兆
しを表している。同じ志を持つさまざまな市民社会団体や国際組織からなる連合だけ
でなく、非核兵器国は、人道の観点からの見直しにおいて、道徳的な影響力を有して
いるだけではなく、主導権を有している。人道運動は、軍縮に対するコミットメント
を果たすための効果的な措置を核兵器国が怠っていることに対し、不満を抱く非核兵
器国に力を与え、団結する機会を提供してきた 42。2015 年の NPT運用検討会議でコ
スタリカは、人道的影響に関する会議は「核軍縮に民主主義が訪れた」ことを示して
いると表明した 43。アンジェラ・ケイン元国連軍縮担当上級代表は人道イニシアチブ
について、「この運動は国連加盟国の 80％近くから支持されている。この数は無視で
きない」と述べた 44。こうした変化は、核兵器国とその同盟国を劣勢に追い込み、そ
れらの国が議論に関与したいと考えるのであれば、ますます他国の条件を飲まざるを
得なくなるだろう。
　この新たな発展に対し、幾つかの核兵器依存国が自らが望む方法で関与すること
で、人道の観点の議論に歯止めをかけ、その影響を弱めようとしている。例えば、非
核兵器地帯にありながらも米国の核兵器による保護を主張しているオーストラリアは、
2013 年以降、「核兵器の人道的結末」に関する共同ステートメントを国連総会第 １
委員会で主導してきた。支持国が米国の核同盟国にほぼ限られているこれらの共同声
明では、人道上の被害に懸念を示し、その認識を広める必要がある点を認め、人道の
問題に関するより多くの国が支持する共同声明を歓迎してきた。しかしながら、オー
ストラリア主導の声明は、人道の観点からの枠組みの考え方に賛成していると受け取
れるものの、軍縮の推進を達成するうえでは「核兵器の安全保障……（中略）……の
側面」はきわめて重要な要素で、人道上の被害についての議論はこの側面を欠いており、
その欠落は深刻な問題であると強調して、人道の観点からの枠組みを退けている 45。
　これは、核兵器国と核兵器依存国の「効果的な核軍縮に向けた現実主義的なアプロー
チ」、すなわち「核兵器国の関与と核兵器の安全保障の側面についての考慮が不可欠」46

とする構想へと議論を引き戻すとともに、人道イニシアチブの次の段階で起こりそう
な事態に対して予防線を張ろうとする巧妙な意図が垣間見える。しかしながら、この
オーストラリア主導の声明は、核兵器を考えるうえで国家間の安全保障論に主軸が置
かれる状況を打開しようとする人道の観点からの枠組みの重要性は認めている。人道
イニシアチブの影響を防ぐ試みにおいて、声明の起草者は、結果的に人道イニシアチ
ブの言説を認めてそれに関与する必要があることを認識したのだと思われる。オース
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トラリアはウィーン会議でも同様に、核抑止の重要性を主張しながらも、人道上の懸
念が「効果的かつ現実的な核軍縮および核不拡散を推進する我々の全ての取り組みの
根底にある」47 ことを認めている。また、そのような声明は、核兵器の使用がもたら
す被害は容認し難いものであるというまさにその理由から、抑止は正当で妥当な政策
であるとする立場における緊張状態を露呈することになったことは間違いないだろう。

行動に向けた動き

　英国は、核兵器の人道イニシアチブ会議は明確な目的を欠いているとして批判した 48。
人道イニシアチブ会議は、合意された成果を求める作業会合でもなく、各国が実施す
べき行動を定めた具体的な決議を採択する場とされているわけでもない。その目的は
核兵器に関する論点の見直しを後押しすることであり、英国もそう理解している。情
報公開請求に基づいて開示された情報によると、英国はオスロ会議について、「中心
的な議題と形式をみると、……（中略）……我が国の見解と主要なメッセージを伝達
する場としては適切ではないだろう」49 と考え、英国の望む枠組みから議論を転換さ
せるための場であると捉えていたことが明らかになった。
　オーストリアはウィーン会議において、議長総括とは別に誓約を発表し、NPT第
６ 条の履行を支援する目的で「核兵器の禁止および廃絶に向けた法的ギャップを明
らかにし、これを埋めるための効果的な措置を特定し追求する」ために全てのステー
クホルダーと協力すること、そして「核兵器がもたらす受け入れ難い人道上の被害と
核兵器に付随するリスクを考慮し、核兵器を非難、禁止、および廃絶するよう努めて
いく」ために他と協働することを誓約した 50。前回のナジャリット会議で発出された
議長総括は、核兵器に関する法的拘束力を有する国際文書を実現するために、期限を
設定した外交プロセスを開始するという次の段階へと人道イニシアチブを移行させる
よう呼びかけた 51。この会議に参加した核兵器依存国と核兵器国は、議長総括におけ
るこのような具体的な提案は容認できないこと、そして核兵器がもたらす人道上の被
害の議論は自国の安全保障政策とは相容れないことから、不快感を示したと伝えられ
ている 52。
　人道イニシアチブは各国から多大な支持を集め、具体的な行動への期待が寄せられ
た。オーストリアが発表した人道の誓約はその第一歩であり、オーストリアはイニシ
アチブに参加するための誓約への支持を各国に呼びかけている。本稿執筆時点では
120 カ国以上が誓約を支持しており、国連総会第 １ 委員会において誓約に関する決
議は 128 カ国から賛成を得て採択された 53。人道イニシアチブに関連した他の決議は、
「核兵器のない世界の実現および維持のために締結が求められる具体的かつ効果的な
法的措置、法規定、および規範について実質的に取り組む」目的で 2016 年に向けて
オープンエンド作業部会を設置した 54。この勢いが人道イニシアチブを次にどこへ進
めるのかを考察する前に、本稿は、人道イニシアチブの背後にどのような戦略的思考

があるのか、そして人道イニシアチブと従来の軍縮イニシアチブとの間にはどのよう
な関連があるのかを論じる。

熟慮された見直し戦略

　ノルウェーのヨーナス＝ガール・ストーレ外務大臣は 2010 年 ２ 月の演説で、対
人地雷とクラスター弾を禁止に導いた人道の観点からの軍縮イニシアチブの経験を
核兵器に応用できるだろうという考えを述べた 55。対人地雷禁止条約の採択と、特に
2008 年のクラスター弾に関する条約の採択以降、これらの採択までのプロセスに関
与した個人や組織は、そこで得られた成功体験を軍縮の他の分野の困難な問題に応用
しようと取り組んでいる 56。地雷とクラスター弾では、それらを取り巻く問題は異な
っており、それぞれ禁止に至るまでに行われた運動や外交プロセスも決して同じでは
なかった。翻って、核兵器は別の難題を提示している 57。しかしながら、人道イニシ
アチブには、同様の基本的なアプローチを適用できるという考えがある。つまり、思
考の転換を通じて、非生産的な政策環境をより期待できるものへと変えるために問題
を見直すというものだ 58。国や NGO、（ICRC を含む）国際組織の枠内でかつて人道
の観点からの軍縮イニシアチブに関与した組織や個人が、核兵器を巡る人道の観点か
らの議論見直しにおいてイニシアチブをとったり、現在そうした活動に参加していた
りするのだ。
　人道の観点からの軍縮アプローチは、兵器の使用が容認し難い被害をもたらすかど
うかという観点から兵器体系を検討する。これには合法性の問題も含まれるが、それ
以上に、特定の兵器が文民と戦闘員の両方に与える影響に関する道徳的および政治的
評価と、そのような兵器の使用が責任ある国や軍司令官による分析に耐え得るかどう
かを含む。人道の観点からの軍縮アプローチは、純粋な法的議論に限定されないより
広い枠組みを採用し、かつ、全体として人道上の問題に集中することで、競合する法
解釈が障害となって事態が行き詰まる可能性を排除しようとしている。核兵器をこの
ような概念的枠組みに当てはめることで、核兵器に対して主張される特別な地位（大
量破壊を招く兵器でありながらも一部の国にはその保有が容認されており、それゆえ
に抑止という独特の特徴を備えているとみなされている兵器）を否定する。人道の観
点からの軍縮は、政治とは無関係の視点から兵器を捉え、軍事上の有用性や戦略上の
信念ではなく、人間や土地に与える影響に着目する。
　しかしながら、人道の観点からのアプローチは道徳的に中立ではなく 59、特定の兵
器がもたらす受け入れ難い被害を浮き彫りにすることで、その使用を止めさせて廃絶
することを目的としている。兵器に関して考慮されるべき重要な事実を変えようとす
ることで、兵器の有用性と正当性についての政策立案者と軍司令官の既成概念に疑問
を提示することがこのアプローチの狙いだ。兵器の有用性と正当性については別の観
点から証明しなければならない。従来の慣行に疑問が提示されると、兵器に対する見
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方も変わり、その結果として新たな法と政策が採用されることにつながる。特に、自
国の行動には責任と人道的配慮が伴っているとみなされることに価値を置く国では、
兵器をタブーとするよう見直すことはそれに関連する政策的な算段を変化させ得る。
かつての国連軍縮担当上級代表は、他の大量破壊兵器にそそがれた汚名に関して「今
日、『生物兵器国』を自称する国が一体いくつ存在するだろうか……（中略）……生
物兵器の傘について話題にする国があるだろうか」60 と述べた。
　核兵器の場合、国際的な核軍縮の行き詰まりと停滞を打開することが避けられない
という認識が、議論の見直しの背景にある。国家間の関係における国際人道法の重要
性の高まりに加え、世界情勢の変化が、人道の観点からのアプローチの採用を促して
いる。このアプローチは、核兵器そのものの正当性を国際規模で失わせることに重点
を置いている。そのため、議論の見直しには、核兵器国の関与は必須ではない。核兵
器国の人口は相当な数だが、世界中の国家の数という点ではごく少数である。このこ
とは、受け入れ可能な新たな見方を確立したいと考えるその他の国にとっては、数
的優位を活かせるという点で有利となる。しかしながら、人道の観点からの枠組みは、
核兵器国とそれらの国の核兵器に対する信念に根本から挑む。つまり、核兵器が壊滅
的な人道上の影響をもたらすことを示しつつ、核抑止の実態と、入念な調査結果や決
定的な論証とを対立させることで、圧力をかけるのだ。その最終目標は、核兵器の保
有を放棄させることにある。初期の段階では核兵器国への関与はないかもしれないが、
議論の移行は、政策面および法律面の反応を引き出し、最終的にはそうした国々の姿
勢に影響を与えるだろう。そのような影響は、新たな国際規範の確立に加え、無視す
ることのできない政治的および軍事的協力の状況の変化をもたらすだろう。
　過去に展開された人道の観点からの軍縮キャンペーンや外交イニシアチブに関与し
た実務家や研究者は、それを成功に導いた要素に着目し、そこで行われた議論の変化
を理論化してきた 61。核兵器の議論の見直しに現在取り組んでいる活動家や国は、そ
うした教訓を活用してきた。人道上の影響の枠組みとなる成功へのプロセスを築くた
めに求められる要素には、効果的に動員できるネットワークを構築すること、理念を
推進させる過去の経験を活用すること、被ばく者の証言などを通じて核兵器の人間へ
の影響に焦点を当てること、質の高い調査と実務家の視点を通じて信頼性を印象づけ
ること、現在の議論の流れに一石を投じ、兵器を使用する側に立証責任を転換するこ
と、信頼に基づく多様なパートナーシップを築くこと、そして明確な目標と戦略を維
持することが挙げられる 62。
　国連軍縮研究所（UNIDIR）のジョン・ボリー上級研究員によれば、兵器の容認可
能性を軸にして軍縮問題を見直すことは複数の側面を伴うダイナミックなプロセスで
ある 63。これら側面には、ある問題を類似の方法により解決した別の問題との関連づ
けを伴う「枠組み連結（frame�bridging）」を含む。例えば核兵器の場合、地雷やク
ラスター弾と同様に、その他の大量破壊兵器の違法化と関連づけられてきた 64。「枠
組み拡大（frame�amplification）」は、文民の保護や人道に関する法規範に対して存

在する懸念と大量破壊兵器の保有との間にある隔たりに注目する。これは、核兵器
がもたらす結末に関してさまざまな国から示された声明でも大きく取り上げてきた 65。
これと並行して、「枠組み拡張（frame�extension）」は、追求される議論と行動の変
化を、各国が重要だと主張する規範と調和させ、その変化を各国の利益やアイデンテ
ィティと合致させる。最後に、「枠組み転換（frame�transformation）」は、見解や活
動の再定義を終えて兵器の容認可能性を考慮する方向へ意見を一致させる。この枠組
みに対する反対は、その妥当性を示すことにしかならない。これは核兵器を巡る議論
の見直しでもみられ、人道上の懸念に核兵器国が異論を唱えても、現状の核軍縮の取
り組みの進展も効果も十分ではないという市民社会や一部の政府の見解を補強する行
為にしかならない 66。また、そうした反発は、最終的に姿勢を変えさせることを望む
国からの反発を考慮すると、見直しのプロセスが引き続き進展しているという関係者
の自信を強める結果につながる。
　市民社会に目を転じると、この人道アプローチは、以前から核問題に取り組んでい
る組織や、人道の観点から軍縮を訴える活動家、新世代の核軍縮活動家等、多様なア
クターを ICANの連合に動員した。本稿執筆時点で、特に過去 ２ 年間、着実に成長
してきた人道イニシアチブと並んで、ICANには 90 カ国以上から 400 以上のパート
ナーが集まっており、核軍縮の分野で大きな存在感を示している 67。人道イニシアチ
ブは、市民社会組織と支持派の国との間の信頼関係で結ばれた既存のネットワークを
活用しているが、このネットワークは核兵器を巡る議論の見直しの過程において構築
されてきたものだ 68。人道上の被害の認識を高めることを目的とした国や市民社会に
よる活動は、人道の観点からの軍縮アプローチとその教訓、そして重要なアクターの
存在によって戦略的に下支えされている。

議論の転換における限界

　人道イニシアチブが現在非核兵器国から多大な関心と賛同を得ており、その重要性
が増していることは、核兵器国とその同盟国の間で警戒感を生んでいることからも明
らかだ。しかし、核兵器を巡る政策の議論を全面的に変えることも、その問題の枠組
みを世界規模で見直すことも、未だ実現には至っていない。これは、人道イニシアチ
ブが誕生して比較的間もないという事情や、条約交渉などの世間の注目を集めるプロ
セスが伴っていないという現状を考えると、それほど意外なことではない。
　一般の議論では、人道イニシアチブは、世界各国のメディアによってその一端が報
道されている。その報道は（人道の観点からの核兵器を巡る議論の見直しが与える影
響と同様に）オーストラリアにとって十分な懸念材料となり、同国はナジャリット会
議に先立って人道アプローチを批判する論説を寄稿し、「この問題を巡る国際的な議
論のリセット」を図ろうと試みた 69。しかし、メディアが取り上げる核兵器関連の話
題は、北朝鮮による核兵器の保有、イランへの核拡散疑惑、冷戦時代の核対立を復活
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させるかもしれないウクライナでの紛争、そして米国や英国による核軍備の近代化が
中心だ。これらの話題が人道の視点で報じられることは概してなく、国家安全保障に
基づく枠組みが用いられ、誰が正当な核兵器の保有者であるかという通論が繰り返さ
れている 70。
　国家レベルにおいて、NPT上の核兵器国とその最も緊密な核の同盟国では、人道
イニシアチブの影響で従来の議論が大きく転換するという事態は起きていないようだ
が、オーストラリアなどは明らかに将来それが現実のものとなるだろうという危惧を
抱いている。一つの例外は日本かもしれない。2012 年の NPT準備委員会で発表され
た核兵器の人道上の結末に関する共同声明に日本政府が賛同しなかった理由を、拡大
核抑止に依存する自国の政策に合致しないとして正当化したことから、核軍縮におけ
る同国の役割を巡って議論が巻き起こった。2013 年の原爆忌に長崎市で開かれた平
和祈念式典で長崎市長が批判して以降、メディア報道や、国会議員や被ばく者、市民
社会から抗議や強い働きかけがあったことから、日本政府は姿勢を一転させて、2013
年に国連総会第 １ 委員会で発表された共同声明に賛同する決断を下した 71。核兵器
を巡る国際的な議論の場での日本の姿勢は、人道イニシアチブの影響で次第に揺らい
でいった。2015 年の国連総会第 １ 委員会の核廃絶決議では、人道上の結末に関する
文言が盛り込まれていたことを理由に米国、英国、およびフランスがこれを棄権した 72。
　しかしながら、その他の国（例えば米国）では、主流を成す核政策に関する機関が
人道イニシアチブに言及するようになってきている一方で、核軍縮を進展させる現在
の重要な機会として捉えているわけではない 73。ウィーン会議に際して開催されたサ
イドイベントでは、フランスの国会議員グループが、フランスで現在展開されている
核抑止ドクトリンへの挑戦に立ちはだかる難題を強調した 74。本稿では全ての国の情
勢を取り上げることはできないので、ここでは筆者の所属組織がある英国を例にとっ
て、人道イニシアチブの行方について示唆を述べる。
　英国では、少数の国会議員によって人道イニシアチブが展開されてきた 75。しかし
ながら、英国内の核兵器近代化プログラムを巡る議論にはほとんど影響を与えていな
い。2015 年初頭、英国の核兵器は更新されるべきではないとする動議が下院で提出
され、議論の末に賛成 37 票、反対 364 票で否決されたが、これは当時の英国政界に「抑
止」の容認が政治的立場を問わず広くかつ根深く存在していたことを物語っている 76。
しかし、2015 年の選挙では、スコットランド国民党――核爆発がもたらすリスクと
結末への懸念などを理由に英国による核配備に反対している政党――がスコットラン
ドの議席をほぼ独占したほか、英国の最大野党である労働党の党首に長年反核を訴え
続けている人物が選ばれたために、風向きが変わる可能性が出てきている。
　人道イニシアチブへの英国の関与に関する議会での質疑応答では、その枠組みを容
認する発言はほとんどなく、英国の安全保障における核兵器の意義と既存のフォーラ
ムのみを唯一の選択肢として議論を続けていく必要が強調されている 77。また、核爆
発が与える人道上の影響に関する英国政府独自の分析を一般公開するよう請求されて

いるが、国家安全保障や「他国」との関係を理由に拒否された 78。英米安全保障情報
評議会（BASIC）――核軍縮と核不拡散を専門とする著名な英国のシンクタンク―
―によって開催されている超党派委員会は、英国は核兵器を保有し続けるべきだと結
論づけた 79。軍内部では、自由民主党から原子力潜水艦隊を ３ つに減らしてはどう
かという提案があったことで議論が巻き起こったが 80、これは英国の議論において抑
止の枠組みが主流であり続けていることを示す一例である。
　英国やその他の核兵器国の国内の議論に人道イニシアチブが大きな影響を及ぼすに
は、国際情勢がさらに変わらなければならないのは間違いないだろう。しかしその前
に、人道イニシアチブはその同盟国である核依存国の姿勢を揺るがすことになるだろ
う。枠組み見直しの議論から核軍縮を推進する新しい行動へと段階が移行すれば、メ
ディアの注目も一般市民の関心も一層高まるだろう。そうなれば、現在の人道イニシ
アチブが与え得る影響よりも、より強く国内の政治的な計算や関心に影響を与えるだ
ろう。この行動がどのようなもので、議論と政策を国内的にあるいは国際的にさらに
どう変えていくのかについては、本稿の最後の節で考察する。

人道イニシアチブの今後

　英国当局は、核兵器の人道的影響に関するオスロ会議に参加するかどうかを協議し
ていた際に次のような見解を示した。

　　�　「人道の観点からの軍縮に向けた動き」の中核にあるのは、無差別的な影響を
与える兵器は全て違法とすべきだという論旨である。クラスター弾に関する条約
の制定を目指した運動も、これを起点に始まった。オスロ会議は、核兵器もそう
した無差別的な影響を与える兵器であり、それゆえ禁止すべきだという主義を確
立しようとしている。したがって我が国は、我が国のより包括的な軍縮および抑
止戦略を反映させた、強い説得力のある言説で論駁しなければならない 81。

　この見解には、核兵器を巡る議論の見直しに取り組むどれほど多くの国、国会議
員、国際組織、そして市民社会が、人道イニシアチブを展開していこうと計画し、期
待しているのかが的確に表現されている。核兵器を禁止する独立した条約を巡る議論
は、核兵器国の参加・不参加を問わず、人道イニシアチブと並行して展開されてきた 82。
ICANと多くの国にとっては、核兵器禁止条約の交渉の開始が人道の観点からの核兵
器を巡る議論の見直しの直接的な目標であり、ICANの最大の役割はその目標を達成
するように各国を説得することだ 83。
　核兵器を禁止する条約は、大量破壊兵器として唯一、包括的な国際条約によって特
に禁止されていないという法の例外に対処することになる 84。そして、非核兵器地帯
条約などの既存の合意を足掛かりとして、その意志を普遍化する国際的な法的文書と
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なるだろう。核兵器の拒絶を促すことになるほか、核兵器を巡る世界的な議論にさら
なる変化をもたらすことになるだろう。さらに、簡潔で明確な目的がある実用的な条
約として、効果的に活用できる合意点を示すことになるだろう。現在提案されている
核兵器条約案などのその他の枠組み案は、起草の段階から核兵器国の参加を要求して
おり、核兵器国が交渉を引き延ばす可能性がある 85。しかしながら、禁止条約は、初
期の段階で核兵器国の参加がなくても、有志国が交渉し、締結することが可能だ。こ
れら兵器の使用の禁止だけでなく、他の兵器関連条約と同様にその包括的な禁止を明
確に規定すれば、核兵器廃絶に向けた枠組みが構築され、それをより実現しやすい環
境が整備されるだろう。また、禁止条約は、核兵器を製造する企業への融資を禁止す
るなど、禁止行為への支援を禁止する規定を盛り込む選択肢も可能で、これら兵器に
対する商業的なインセンティブがなくなるだろう。さらに、そうした条約は、核兵器
の使用や実験の被害者の権利を保障し、影響を受けた自然環境の回復のための枠組み
を提供することも可能だ 86。禁止条約は、核軍縮を促進させる規範的かつ実際的な効
果を有し、核兵器に関連する国際法における多数のギャップを埋めるだろう 87。
　核兵器の禁止に向けた取り組みには相当の支持が集まっている。本稿執筆時点
で、核兵器の違法化を支持する声明を個別に行っている国は 70 カ国以上に上る。ま
た、東南アジア諸国連合やカリブ共同体・共同市場、CELACなどの地域的なグルー
プや組織も禁止への支持を表明した 88。NPTや国連総会第 １ 委員会で出された最初
の核兵器の人道的結末に関する共同ステートメントでも、各国に対して核兵器の違法
化に取り組むよう呼びかける内容が明示された 89。しかし、その後に出された核兵器
の人道上の影響に関する共同ステートメントでは、おそらくより多くの支持を得るた
め、この立場は明示的には盛り込まれなかった。
　核兵器がもたらす人道上の被害を考慮する必要を支持する国の全てが、禁止に対し
ての支持を表明するまでに至っているわけではなく、また、核兵器の禁止を支持する
国の全てが、現時点で同一の解決策を念頭に置いているわけでもない 90。人道の誓約
は、NPT上の義務の文脈における核兵器の「禁止と廃絶」に関する「法的ギャップ」
を埋めようという呼びかけだ 91。しかしながら、禁止条約の交渉には必ずしも核兵器
国の参加が必要なわけではないことを考えると、禁止を達成するために最も早くかつ
最も明確な道筋が提示されているのである。
　NPTの核兵器国とその同盟国の主張とは対照的に、人道イニシアチブと禁止条約の
交渉は実際には既存の核軍縮の枠組みで明言されている目標の実現に資するだろう 92。
こうした条約は、NPTの核兵器国とその同盟国にとっては明らかに懸念材料であり、
人道イニシアチブに対するこれらの国からの反発にもそれを反映する言葉が顕著にみ
られるようになっている。例えば英国は、ナジャリット会議への不参加の理由を「会
議の支持者の多くが、……（中略）……核兵器の全面的禁止を最終的な目標としてい
ると考えられる」とした 93。また、英国国連代表部は、禁止条約は、人道イニシアチ
ブの重要な特徴であるNPTの枠内の核兵器国とその枠外の核兵器国との区別を喪失

させるだろうと懸念を示した 94。オーストラリアの内部文書にも、人道イニシアチブ
は禁止条約推進派に「てこ入れ」されており、「核兵器禁止条約をそう遠くない未来
に締結させようという機運が高まることが予想される。……（中略）……なぜなら、
核兵器を禁止するという至極単純な呼びかけにより多くの国が賛同しつつあるから
だ」と記されている。さらに最近では、NPT運用検討会議の後に「禁止条約の締結
が次の目標になる」と懸念を示した 95。米国も同盟国に対して人道の誓約を支持しな
いように働きかけている 96。交渉の開始自体が大きな関心を集め、国内の政治的な計
算に影響を及ぼし始めるだろう 97。より長期的にみれば、禁止条約によって核兵器を
巡る議論の主導権が核兵器国とその同盟国から大幅に奪われることになり、政治的に
も実務的にもそれらの国が予想もしなかった事態が訪れるだろう。
　人道イニシアチブによって高まった、核兵器のない世界の実現に向けた大きな機運
を、具体的な行動へと結びつけなければならない。核兵器を巡る問題の枠組み作りの
一つの方法として、人道イニシアチブは足掛かりを得て、議論を活性化させたが、世
界レベルでの核兵器政策の転換という結果を残すためにはさらなる活動が求められる。
禁止条約に関して、その最も効果的な次の方策として重要なのは、国際的なフォーラ
ムで支持を集めることだ。これは、実現可能で、法的にも整合性があり、論理的にも
筋の通る、人道イニシアチブの進展である。そのような条約であれば、核兵器国の関
与の有無にかかわらず締結することが可能であり、それでもなお規範としても実際的
にも多大な影響を及ぼし得る。このイニシアチブをさらに推し進めていく責任を担う
非核兵器国は、市民社会からの信念に基づく後押しを受けながら、主導的な役割を果
たさなければならない。
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要旨
　本稿は、非国家主体が即席の化学・生物・放射線・原子核（CBRN）兵器を開発し、
攻撃に使用する動機や能力について論じるとともに、使用された際に予想される被害
についても考察する。CBRN兵器使用者として６種類のグループが特定されており、
彼らは CBRN兵器に関する知識やスキル、そしておそらく材料も容易に獲得できる
状況にあるかもしれない。理論上の可能性と実際運用できる可能性との間に依然とし
て技術力の壁が立ちはだかっているため、CBRN攻撃が将来起きたとしても、化学
物質や放射性物質をはじめとする粗雑で低水準の攻撃である可能性がきわめて高い。
非国家主体が将来仕掛けるであろう CBRN攻撃は、破壊的（destructive）というよ
りはむしろ混乱を引き起こすようなもの（disruptive）である可能性が高い。
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キーワード：化学・生物・放射線・原子核（CBRN）、非国家主体、兵器化、人道上の被害

　最近のシリア１やその近隣諸国における事態の展開によって、化学・生物・放射線・
原子核（CBRN）兵器や大量破壊兵器（WMD）を用いた攻撃の脅威に対する意識が
再び高まっている２。これまでは従来型の使用（つまり、国家対国家の戦争での使用）
が主に脅威として挙げられていたが、非国家主体によって使用されるのではないか
という懸念が徐々に大きくなってきている。いくつかの類型の非国家集団が、CBRN
兵器を用いた攻撃を計画していた、あるいは計画している、ということを示す証拠が
増えているのである。たとえばシリアにおいて、反体制派がその目標を達成するため
にサリンをはじめとする化学物質を用いている、との主張がなされている３。特にイ
スラム国（IS）は、2015 年にクルド人兵士に対して塩素ガスやマスタードガスを何
度も使用するなど４、低水準の化学兵器を複数回使用したと非難されている。2015 年
11 月 13 日にパリで起こったテロ攻撃の直後に、フランスのヴァルス首相は、このよ
うな集団が戦闘地域の内外で CBRN兵器を使用し続ける恐れがあることをあらため
て強調した５。これらの出来事が相まって、CBRN兵器に関する安全保障や、CBRN
兵器が「悪の手」に落ちる可能性、さらには CBRN兵器の原材料の入手の可能性、
その取り扱い方法や兵器化に関する知識、拡散手段についての議論が沸き起こった。
化学兵器は非国家主体でも比較的簡単に入手できる一方、核兵器は非国家主体の手の
届く範囲にはおそらくない。そして、生物兵器と放射能兵器はその両極間のどこかに
ある。
　この数十年、非国家主体が CBRN攻撃を行った実際の事例が著しく増えたという
ことはない６。1995 年に東京の地下鉄で起きたサリン攻撃では、朝のラッシュアワー
時に別々の５本の電車内で致死性ガスが放たれ、十数人が死亡、数百名が負傷し７、
また、2001 年の９月 11 日の攻撃の直後に米国で起きた炭疽菌事件では、炭疽菌胞
子が入った郵便物が多数の報道機関と二人の上院議員に送りつけられ、５人が死亡、
17 人が負傷したが８、実際のところ目立った事例は一握りに過ぎない。非国家主体が
CBRN攻撃を実行する見込みや可能性は、扇情的報道や恐怖のために、実際の可能
性とは異なって理解されるとも言われている。本稿は、実際にもたらされる脅威につ
いて考察し、論じる。そのためには、CBRN物質などを用いて実力行使をする意図
の発端から、綿密な準備と行動をもって CBRN兵器を実現化し、起動させて CBRN
物質を放出させるまでの、一連のプロセスを説明していく。
　図１は、CBRN兵器の開発、使用、結果の数段階のステップを時系列で示している。
これは同時に、本稿の構成も表している。第一に、CBRN兵器を用いる動機と意図
について説明する。ここでは、目標達成のためとあらば実力を行使する意図を持ち得

るいくつかの類型の非国家集団を取り上げる。攻撃で達成しようとする目的の実現の
ために CBRN物質の使用が適当であれば、彼らは「通常」兵器よりも CBRN兵器を
使いたくなるだろう。その場合は、開発段階に進む。第二に、非国家主体が CBRN
物質を用いる能力を高めるための条件や、そうして高めた能力を兵器化につなげ、さ
まざまな開発上の課題を克服し、実際に CBRN攻撃に踏み切る見込みについても説
明する。最後に、そのような攻撃によって起こり得る、即時的および長期的な人道上
の被害について考察する。
　CBRN攻撃と同様に、CBRN事故も、1984 年にインドで起きたボパール殺虫剤工
場ガス漏れ事故９で明らかになったように、大規模な破壊と何千人という犠牲者をも
たらす恐れがある。この事故は、インド中部の都市ボパールから３マイル（4.8 キロ
メートル）離れたユニオンカーバイド社の殺虫剤工場で発生した。工場の地下貯蔵タ
ンクのバルブが圧力で破損した際に有毒のイソシアン酸メチルガスが漏れ出したので
ある。何万という人々が逃げ惑ったため、市内と周辺地域はパニックで大混乱に陥っ
た。目が腫れあがり、口から泡を吐き、呼吸困難に陥るなどの症状で、２万人以上が
病院での治療を受けなければならなかった。しかし、このような偶発的な災害が本稿
の範疇ではないことは、これまでの話の基本的な流れから理解されるだろう。
　CBRN施設に対する攻撃は、原子力施設や化学物質輸送機関、化学工場への攻撃
のように、最終的には CBRN物質の放出につながり、それが本稿の範疇に収まるの

・・・・・・・・・・・・・・

図１：さまざまな脅威の要因と動機や意図の形成から実際のCBRN兵器の完成や起動までのプロセスの各段階、
そしてCBRN攻撃の影響の全体像
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は確かだが、この種の攻撃についてはここでは詳しく述べない。メルトダウンにつな
がりかねない原子炉の破壊行為や、有害物質の放出につながる施設内部での損傷や破
壊を思い浮かべることもあるだろう。通常、このような行為には内部協力者が必要で
ある可能性が高い。手段の観点から言えば、おそらく、奇襲方式やドローンによる攻
撃でも物質の放出を引き起こすことができ、これはある程度の資金があれば可能だろ
う。「そうした攻撃は可能性の範疇にあるだけでなく、大抵の非国家集団の手の届く
範囲内でもある 10」。たとえば、2012 年６月に、中央アフリカ共和国の南東部にある
ウラン工場が正体不明の武装集団に襲撃される事件があった 11。さらに、2015 年６
月と７月に、フランスの化学工場と石油化学プラントが攻撃を受けた結果、それぞれ
で爆発が起きた 12。
　CBRN施設に対するサイバー攻撃も、深刻な結末を引き起こす可能性がある。た
とえば、スタックスネット・ウィルスによって、セキュリティの厳しい原子力施設で
さえ侵入される可能性のあることが実証された。そして、いわゆる「オーロラプロジ
ェクト」によって、プラントのコントロールセンターがコンピュータとデジタル機器
経由でハッキングされた場合に起こり得る結末も明らかになった 13。実験者は、最終
的に仮想の化学プラントを自己破壊させることに成功したのである。このプロジェク
トは、サイバー部隊がプラントの情報システムに侵入し、支配できることを証明した
だけでなく、サイバー部隊だけで産業設備を破壊できるということを示した。これに
より CBRN物質の放出を引き起こすこともできるのはほぼ間違いない。しかし本稿
では、CBRN物質が兵器、つまりは即席で作られた特定の拡散装置でもって使用さ
れる状況を主に扱う。

CBRN攻撃を仕掛けるイデオロギーと動機

　本節では、どのような非国家主体がどのような理由で CBRN攻撃を実行しようと
するのかという問題を取り上げる。ここで「非国家主体」という用語は、攻撃におい
て CBRN物質を使用するかもしれない、国家以外の集団を指す。いわゆる「一匹オ
オカミ」が CBRN攻撃を実行する可能性は排除できないものの 14、CBRN兵器の開
発あるいは入手には数々の高度な手順を踏まねばならず、そこでは特定の知識、専門
性およびスキルが必要となることから、これが一人の人間によって完遂される可能性
は低い。むしろ、専門的な役割を担える人々とのネットワークが必要になる。こうし
たネットワークは、首謀者、出資者、供給業者、輸送業者、爆弾製造者、兵器を仕掛
ける者、起動係、そして攻撃を喧伝する者から構成されるであろう。研究によれば、
ネットワークは、攻撃のための人員募集、訓練、準備のみならず、資源、要人との接
触、イデオロギー的な支援など、一人では持ち得なかったかもしれない要素を埋め合
わせるためにも用いられている 15。

CBRN 兵器を用いるであろう非国家主体

　集団がなぜ CBRN兵器を入手し、使用しようとするのかを分析した研究はさほど
多くはない 16。それでも、有意義な検討はいろいろと可能である。たとえば、イデオ
ロギーは集団の目標や手口に関して決定的な役割を担っている。CBRN兵器の使用
が自らのイデオロギーに適合する非国家主体もあれば、そうでない非国家主体もある
だろうし、活動目的の全般もしくは一部を満たすために CBRN兵器を用いる場合も
考えられる。CBRN兵器が用いられた過去の事件などに基づき、それぞれの目標達
成の過程で CBRN兵器の使用を含む暴力に訴える集団と位置づけられているイデオ
ロギー集団はかなりの数に上っている。このような集団には、①愛国主義・分離主義・
民族統一主義集団、②急進的な宗教原理主義集団、③終末論や千年至福説を信奉する
「新興宗教運動」集団、④単一争点集団、⑤右翼集団、⑥社会主義革命集団や世俗的
左翼団体などがある。これらの集団の主な特徴については、後ほど簡単に説明する。
　各々の目標を推進するためならば CBRNという手段に訴えるだろうとみなされて
いるこれら６タイプの集団に共通して言えることはいくつかある。たとえば、特定の
集団が社会的に疎外されていることは、「私たち」対「彼ら」という概念を生み、維持し、
そして強化することから、大きな意味を持つ 17。カリスマ性のあるリーダーはこの概
念をうまく利用し、配下にリーダー自身のイデオロギーを信奉させるだけでなく、通
常なら行わないような行為もさせてしまうことがある。リーダーが絶対的であるとと
もに、行為の責任をリーダーが取ることによって、個人が全体としての集団に埋没し
てしまうので、リーダーの決定はメンバーの持つ倫理的な歯止めを抑え込んでしまう
のだ。

愛国主義集団、分離主義集団、民族統一主義集団

　伝統的な愛国主義者集団や分離主義集団は、特定の集団の持つある種の政治的目標
の達成を主目的とした組織である 18。それら集団は、たとえば独自の民族や言語、文
化でまとまった共同体、または一国を象徴する共同体による独立国家を建国するか、
あるいは既に独立国家を有している場合には、共同体のメンバー全員をそこに統合す
ることを求める 19。このような集団は、特にその集団の支持者がいない地域において
は、敵に対する無差別な行為も正当化してしまう。
　そのような地域で CBRN兵器が使用されることも予想されるが、愛国主義者や分
離主義者の団体は支持者が離れることを懸念するため、一般的には CBRN兵器の使
用を避ける 20。たとえば、1995 年に、チェチェンの分離主義者が、モスクワのイズ
マイロボ公園において、セシウム 137 を含む遮蔽されたがん治療装置を爆弾につない
で設置することで、いわゆる「汚い爆弾」を製造する能力があることを見せつけたこ
とがある 21。このとき、分離主義者集団は、公園に装置を置いたことを報道機関に警
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告。彼らが指示したまさにその場所で、一部が地中に埋められた装置を当局は発見し
た 22。

急進的宗教集団

　急進的な宗教集団は、政治的な目標を秘めていたり、宗教を無理やり政治の領域に
持ち込もうとしたりする、宗教的過激派からなる 23。このような集団はその性質が故
に階層構造をとることが多く、リーダーが教典から暴力を正当化する解釈を引き出し、
「真の信者」である支持者がこれを受け入れる 24。
　このような団体においては、宗教上命令された暴力を使用することに躊躇がない。
これら集団は、「神敵」や悪人とされる者を標的とするテロ行為に、大いに依存して
いるのである 25。そのため、目標を達成する手段として CBRNに頼ることを妨げる、
いかなる制約もそこでは克服され得る。たとえば、アルカイダとイスラム国の勢いの
源泉の一部は、厳格な宗教戒律に基づいてイスラム世界を統一するカリフ制を実現し
ようとする、イスラム教の急進的解釈にある。オサマ・ビンラディンは CBRN兵器
への関心を公言しており、CBRN兵器を獲得することは宗教的な任務だと主張して
いた。彼は広島の原爆に言及し、自分たちが核兵器を入手し、使用しようとしている
のは、「それが神の意志であるからだけでなく、米国が帝国日本を降伏させるために
したのと同じことを、米国の外交政策に対してやりたいからだ」と強調した 26。同様
に、イスラム国も民間人に対する CBRN兵器の使用を承認する宗教的布告を構成員
に広めているようである 27。

終末論的千年至福説信奉者集団や「新興宗教運動」

　終末論的千年至福説信奉者集団や「新興宗教運動」は、急進的な宗教原理主義者集
団と似た性質を持っている。しかし、後者とは対照的に、終末論信奉集団は、必ずし
も変化を求めているわけではない。むしろ、ハルマゲドン、つまり世界の終末破壊を
引き起こすことを熱望している。このような集団のリーダーは、CBRN兵器の使用
は終末論的世界の契機となり、彼らの見方からすれば、悪の世界を浄化すると説くか
もしれない 28。
　たとえば、カルト集団のオウム真理教は CBRN攻撃を実行した。最も有名なのが
1995 年の東京の地下鉄でのサリン攻撃だが、この集団は他にも炭疽菌とボツリヌス
菌を使った攻撃を仕掛けたり（前者では誤った炭疽菌の株が使用されたため、結果的
に被害は出なかった）、Q熱を使っての実験や、エボラウィルスの入手を試みたりし
ている 29。さらに、核の野望を追い求めるべく核兵器の材料を購入しようとしたと伝
えられているが、核兵器の開発には一度も成功していない 30。

単一争点集団

　単一争点集団――たとえば中絶反対団体、環境団体、動物保護活動家など――はさ
まざまな種類の、ごく限定的または比較的狭義の理念に着目する団体で、政策や人々
の行動を変化させる触媒のような働きをすることを信条としている 31。このような集
団がその目標の達成のために CBRN兵器を使用することは考えにくい。無差別兵器
は彼らの目標の枠を超えて、あまりにも広範囲に犠牲者を出してしまうであろうし、
世間が彼らの主張を受け入れるのにも悪影響を与えかねない。彼らはむしろ、多くの
死傷者を出すことのない目標に向かって活動してきているのである。単一争点集団の
奇異な一派として「グリーン・アナーキスト」が挙げられる。グリーン・アナーキス
トは、社会的アナーキストと似た考え方をするが、人間と人間以外の世界（動物、自
然など）との関わり方についても批判を行う 32。こうした団体によれば、社会的階層
構造のみならず、すべての階層構造は打破されねばならない。その最も極端な形態に
おいては、これは人類の絶滅を通じて地球が生まれ変わることによって実現され得る
とされる。このように、この特異な集団には終末論信奉集団との強い類似性がある 33。
したがって、こうした単一争点集団が CBRN物質を使用する可能性を排除すること
はできない。

右翼団体

　右翼団体は、国家の威信を回復しようとしたり（急進的ナショナリスト）、「意見を
異にする」反対勢力を抑圧したり、民族的、文化的な少数派を排除または従属させよ
うとしたり（人種差別主義者）、既存の民主的で「金権政治的」な資本主義システム
を転覆して革命的な「新しい秩序」を構築しようとしたり（ネオファシスト）する集
団である 34。右翼の非国家主体は、一般的に彼らの敵を人間とはみなしておらず、彼
らの攻撃を正当化するために現政府を非正当化しようとする。このカテゴリーの人々
は、低水準の生物または化学攻撃を行う重大な恐れがあるが、資源が限られているため
に、多くの死傷者が出る生物または化学攻撃を行う脅威とはなり得ないと思われる 35。
　そうした制約がある一方で、右翼の過激派は使用まで計画して CBRN物質を入手
しようとしてきた。例を挙げると、米国では９/11 事件から 2012 年８月までの間に
右翼の過激派が CBRN物質を入手し、一般市民や政府職員に向けて使用する計画を
立てていたという証拠が確認されている 36。

社会主義革命または世俗的な左翼団体

　社会主義革命集団や世俗的な左翼団体は、資本主義経済や社会秩序を転覆し、「プ
ロレタリアート独裁」（たとえばマルクス＝レーニン主義）か、事例はより少ないが、



207206

ステファニー・ミューレンベルト、マートン・ニューエンホワイゼン 非国家主体によるCBRN兵器の模索：その動機と危惧される人道上の被害

非中央集権的で非階層構造の社会政治システムを確立しようとしている（たとえばア
ナーキスト）37。これらの団体は、自らの支持者の間に多数の死傷者を出したり、国
内外の一般市民にネガティブな反応を引き起こしたりするような無差別な行為を行う
ことはできない。しかし、政府や資本主義を象徴するようなターゲットに限定した行
為は正当化することができる 38。この種の非国家集団による実際の攻撃について、一
般に公表された明確な事例は確認されていない。

CBRN 兵器を使用する動機

　イデオロギーと動機は密接に結びついている。いずれも標的、戦術、兵器の選定に
おいて決定的な役割を果たす。たとえば、テロ攻撃は主に心理戦の様相を呈すること
が多く、局所的な事件の裏には、より広範囲の聴衆や特定の社会に恐怖と不安を広め
る意図がある 39。この心理的側面は団体の成功にとって欠かせない 40。前節で説明さ
れた団体の多くは、恐怖を煽る攻撃を通常兵器で実施することができた。ここで生じ
る疑問は、なぜ彼らがはるかに複雑なCBRN攻撃の実行に着手しようとするのかだ。
CBRN攻撃の背後にある目的は、もたらしたい影響や目標、動機の観点から見て実
にさまざまである。CBRN兵器を使うという脅威は、それだけで非国家集団に多く
の利点をもたらす。なぜなら、CBRN攻撃の標的になり得る集団は、自分たちが犠
牲になることを考えるだけで大きな、不釣り合いなまでの恐怖心を植え付けられるか
らである。通常兵器よりも、CBRN物質に直面した時の方が心理的な症状を発症し
やすいという事実は、非国家主体が CBRN兵器の入手または使用に魅力を覚える最
大の動機であろう 41。
　たとえば、第一次世界大戦において化学兵器を用いた戦闘が引き起こした心理的影
響と同じく、今日のCBRN攻撃という概念は不安を掻き立てるものである。これは、
使用される有害物質の大部分が実体を持たない性質であるとともに、人が実際に物質
にさらされているかどうかがはっきりしないためでもある。たとえば、東京の地下鉄
で起きたサリン攻撃でも、医療機関に受診に来た人の大半は神経ガスにさらされてお
らず、「健康維持過敏症」と分類された 42。ゆっくりと長期間にわたって症状に苦し
む可能性や、CBRN兵器の影響は遅れて出てくるかもしれないという事実から、人々
の恐怖が高まることが予想される。生物兵器の場合、症状が現れて気付くまでには相
当長い時間がかかる恐れがある。その間、人々が自ら被害者になることを防ぐために
できることはない。自然発生的なインフルエンザの流行とは異なり、攻撃の一報の後
にインフルエンザのような症状がわずかでも出れば、多くの人々が病院に駆け込み、
病院は人々で溢れかえり、医療サービスは機能不全に陥るかもしれない。たとえば、
米国では 2001 年の炭疽菌郵送事件の頃、推定 20 万人が炭疽菌に関する問い合わせの
電話を全米の衛生局にかけた 43。
　このように、恐怖という要因を考慮することで、非国家主体は CBRN兵器を模索

するのかもしれない。他方で、CBRN物質によって引き起こされる汚染、感染およ
び病気に対して一般市民が抱くのと同様の恐怖は、非国家主体自身も抱く可能性が
ある。そうなれば、非国家主体はCBRN兵器の使用を模索しなくなるかもしれない。
彼らは、特に開発段階や兵器化段階において、CBRN物質の取り扱いにはリスクが
あることに気付く。報復される恐怖も、集団を思い留まらせるかもしれない。たとえ
ば、ヒズボラ、ハマス、アル・ジハード・アル・イスラミのような既成の集団にとっ
て CBRN攻撃に関与することは、とりわけイスラエルや米国を狙う場合、リスクが
大きい。彼らが支配する領域が報復として、占領あるいは破壊されるかもしれないか
らだ 44。同様に、アルカイダやイスラム国のような特定の集団にとっても、CBRN攻
撃はイスラム教のカリフ制というその目標を達成するにあたって逆効果だろう（もっ
とも、これらの集団による最近の攻撃は報告されてきているが）45。しかし、このよ
うな抑制は、特定の領域での存在または支配の継続に依拠することなく世界中に広が
っている、国境を越えて活動する集団には作用しない。さらに、非国家集団がCBRN
攻撃への関与を隠し通せると本気で考えているのであれば、報復を恐れることもない
だろう。
　非国家主体は、CBRN兵器を使用することで彼らの支援体制に与えるマイナスの
影響も考慮するだろう。一般に、非国家集団は財政やその他の支援を外部の人材に依
存しており、そうした人材が CBRN兵器を支援したがるかは疑問である。ある種の
行為は、主に倫理的な側面から「常軌を逸脱している」とみなされかねない。大部分
の非国家集団やその支持者にとって、CBRN物質の使用は、特に多くの死傷者を出
す可能性がある場合には、この部類に入るだろう。そのような行為の実行を正当化す
ることは難しく、そのため、印象付けたり触発したりするというよりは、支援体制や
潜在的な国際的支援者を遠ざけたり、集団への個人の加入を思い留まらせたりする可
能性が高い。これは究極的にはグループの自滅を招くだろう。最も狂信的あるいは自
暴自棄な過激派だけが、自らの大義を保つための暴力行為が広範囲にもたらす悪影響
に気付くことできない 46。
　ところで、攻撃の実行犯は必ずしも特定の行為を実行する動機を持つわけではなく、
自ら決定する自由がない場合もある。たとえば、ある種の文化では、夫や父が女性に
代わって決定を下す権限を持っており、したがって女性に自爆を強要することもあり
得る。イスラム教では女性の身体検査に制限があるため、爆発物を装着した自爆用ベ
ストをブルカの下に見つからないように隠すことも可能だ。同様に、子どもが爆弾犯
として利用されるケースも報告されている。とりわけボコハラム、タリバン、そして
イスラム国は、子どもを募り、自爆要員として訓練している 47。自爆行為と言えば、
2006 年から 2007 年までの間にイラクで使用された塩素爆弾 48 はこのカテゴリーに入
る一方で（詳細は後述）、なぜ目下のところCBRNを利用した自爆攻撃がほとんど発
生していないのかという疑問が浮かぶ。たとえば、汚染された人間を利用して公共空
間に接触伝染性の病原菌を撒き散らすなど、生物兵器を自爆戦術と効果的に組み合わ
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せることによって多くの死傷者を出すことも可能だ。加えて、CBRN事件が起きる
度に、誰かがその攻撃を真似るという恐れもあるが、今のところ同じような攻撃が繰
り返されたこともない。このいわゆる「模倣犯」現象は、CBRN攻撃には当てはま
らないようだ。もっとも、ある情報筋は、オウム真理教の攻撃とよく似た特徴を持つ
事例が日本で起きていたとはっきりと言及している 49。
　結論として、非国家主体が CBRN兵器を優先的に使用したがる理由は複数存在す
る。とりわけ、テロリスト集団の成功にとって恐怖を駆り立てることは非常に重要で
あり、CBRN攻撃は通常兵器よりも、標的となる集団や、より広い一般市民に対して
恐怖を拡散しやすいという点があげられる。しかし実際のところ、恐怖を煽る戦術に
訴えることを選択した非国家主体は、多くの理由から CBRN物質を使用することに
はきわめて消極的なようだ。先ほど説明したように、非国家主体は CBRN物質を取
り扱うことに恐怖を感じるかもしれない。CBRN兵器の使用は大きな議論を巻き起こ
し、彼らのネットワークや信奉者による支援を失うリスクも考えられる。また、報復
が非常に深刻になる可能性がある。さらに、そうする動機があったとしても、CBRN
兵器の使用に必要な知識、技能、安全対策が欠けている場合もあるだろう。ただし、
技術の発展からすると、これらの制約要因のいくつかは徐々に消滅していくだろうと
いうことが分かる。たとえばグローバリゼーションによって、CBRN物質の取り扱
い方や処理方法の情報など、利用できる情報がますます増えている。以下の各節では、
非国家主体が CBRN攻撃を実行する見込みを評価するべく、そのような問題を考察
していく。

非国家主体がCBRN攻撃を実行する可能性

　脅威が現実化する可能性の大きさは、実行犯の動機と能力によって決まることが多
い。特定の物質の開発や使用を選択する理由の背後にある動機は、そのグループのイ
デオロギーや目的、特徴に依るだけではなく、状況次第の面もあることは明らかだ。
心からの渇望（desperate�needs）は、自暴自棄の行為（desperate�deeds）へとつながる。
能力に関しては、既存の文献の調査によれば、知識の普及と経済的グローバリゼーシ
ョンの結果、国家と非国家主体の双方共に知識、技術、そして軍民両用品をますます
利用しやすくなり、CBRNを入手する障壁が今後格段に低くなると同時に、以前は
国家主体の特権であった CBRNの開発についても、障壁が低くなっていくと予想さ
れる 50。このように、CBRN能力の開発、兵器としての利用、そして攻撃の実行を促
進する状況が、時とともに拡大していくだろう。

CBRN 能力の開発条件

　非国家主体が CBRN攻撃を実施するには、ある一定の能力を保持または獲得する

必要がある。数多くの活動が実施されなければならず、人材や資源が必要だ。たとえば、
どの物質を使用するか、どのように扱うかといった知識、それらの物質を入手するた
めの資金調達手段、１カ所以上の供給元による支援、そして兵器として使用するのに
適した方法で実際に物質を製造する知識と能力を手に入れる必要がある。特に、非国
家主体がゼロから CBRN兵器を作ろうとする場合、一人の人間では賄いきれないで
あろうレベルの特定の専門知識やスキルが必要だ。非国家主体が完成した兵器または
その一部をなんとか入手できたとしても、正しく散布するといった望ましい効果を生
み出すためには特定のスキルが必要となる 51。したがって、小さな人的ネットワーク
が複数形成される可能性が高く、そうなれば専門の仕事を請け負う多くの個人を抱え
込むことになるだろう。
　そのようなスキルを持つ個人のネットワークを確立するには、人材募集活動を実施
しなければならない。昨今の世界情勢からすると、国家レベルの雇用機会はそれほど
多くないため、以前に国家レベルの兵器計画で雇用されていた人材が勧誘されるので
はないかという懸念がある。つまり、かつての兵器科学者は、非国家的雇用者による
人材募集の対象となりやすいだろう。このカテゴリーの中では、生物物質をうまく噴
霧したり放射性装置や核装置を起動させたりできる能力を持ちつつも、不満を募らせ
ているかつての兵器専門家から最大の脅威が生まれる可能性がある 52。旧ソビエト連
邦、南アフリカおよびイラクの兵器計画に従事していた科学者は特に懸念の対象であ
る 53。たとえば米国は、かつてロシアで中心的な役割を果たした兵器専門家が貧困とみ
なされるレベル以下の生活に陥らないよう、何百万ドルという資金を費やしてきた 54。
　募募集の過程で考慮しなければならない問題は、新しいメンバーが加わる度に非国
家主体にとってのリスクが生じるということだ。つまり、募集は信頼と機密性に基づ
いている。一般に、機密を保つことは、発見されるリスクの低減につながる 55。募集は、
信頼関係のある社会的ネットワーク内、特に長期的なビジネス関係や個人的関係の範
囲内で試みられることがよくある。しかし、CBRN兵器を配備する前に完了しなけ
ればならない業務の数と複雑さを考えると、秘密主義的な小さな下部組織は、たとえ
彼らの戦略を否定したとしてもその目的を受け入れてくれるような、より大きな同様
の集団の構成員による支援基盤を確保することになるだろう。したがって、非国家主
体は、存続していくために、また、支持者の対立や離脱の可能性を抑えるために、政
治上および安全上の対策を慎重に講じるとみられる 56。
　ネットワークを維持し、メンバー候補をネットワークに呼び込めるようにするため
には、財源を確保する必要がある。非国家主体はさまざまな財源、ときには合法と非
合法を組み合わせた資金源から収入を得ている 57。財源の確保には、国、組織、コミ
ュニティまたは個人からの寄付であったり、資金調達や慈善事業の取り組みなどが含
まれる。関係者は、必ずしも活動の非合法な目的を認識しているわけではない。収入
を得る手段としては、たとえば恐喝や詐欺のような犯罪行為だったり、あるいは必ず
しもテロ行為を実行する意思のない犯罪集団との共同活動だったりする場合もある。
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犯罪者がテロリストと取引すれば、物資、兵器、そして情報という両者が必要とする
どのようなものでも入手できると考えられる。
　さらに、ネットワークの参加者全員、つまりサービスや物資を提供する全員に資金
を行き渡らせなければならないため、資金源の確保を促進するある種のインフラを整
備し、維持していく必要がある。非国家集団は国際金融システムの抜け道を知ってい
るため、資金を詳細に調べると、国内の金融機関であれ国際的な金融機関であれ、大
きな課題があることが分かる。金融機関は、非国家主体へのあらゆる形態の資金供与
の防止に関する国際的文書が命じる、制裁その他の強制措置を通じて国際金融をコン
トロールしようとするが、成功するケースは限定的である 58。さらに、ハワラと呼ば
れる送金システムのように、従来の銀行システムの枠外において金融取引を行う代替
的手段も存在する 59。これは、金融機関へのアクセスが限られた国で銀行口座を持た
ない人々を対象に金融サービスを提供する手段だ。相当数の国家管轄権において、ま
たときには同じ管轄権内でも、法執行機関はこのシステムをテロリストへの資金供与
やマネーロンダリングの有力な経路の一つと見ている 60。
　「犯罪飛び地」や「ブラックスポット」は、犯罪集団その他の非国家主体が連携す
ることのできる環境である。こうした環境は、政府の管理がほとんど、あるいは全く
行き届かない脆弱な国家や、暴力的な衝突を慣例化・正当化するサブカルチャーを持
つ社会にみられる 61。これは、破綻国家の概念と類似している。また、ブラックスポ
ットはより小さい地域にみられ、国境地域の一部として存在していることもある。た
とえば、南米の三国国境地域は、ヒズボラを含むとされる過激派組織の武器密輸、マ
ネーロンダリング、違法な人身取引、そして資金集めの中心地となっている 62。ブラ
ックスポットは非国家組織と犯罪組織の連携を促すのに加え、複数の非国家組織が協
働する可能性も生み出している。国際的なシステムの中で各国が採用した最古の同盟
パターン――すなわち、「敵の敵は味方」という考え方に基づく行動様式――も非国
家主体の行動に影響を与えている 63。武装グループがそれぞれの目標や共通の敵を倒
したいという望みを追求しながら、同盟を結んだり分裂したりを繰り返すイラクやシ
リアの国内やその周辺の紛争地域では、このような現象がみられる。
　ブラックスポットは比較的保護された場所でもあり、そこでは CBRN兵器の開発
が行われたり、悪意とスキルを持つ者が既に居住していたりする。CBRN兵器の製
造は複雑であり、兵器の準備、運搬および使用には安全上のリスクが伴うことから、
非国家主体は CBRN物質の意図せざる放出を防止したり、そのような物質にさらさ
れることから身体を保護したりする物理的手段といった安全対策を、特に大量生産を
検討している場合に導入したいと考えるであろう。このような対策は、公共の場所で
は人々の注意を引く。したがって、非国家主体は、発見されたり干渉されたりするの
を避けるため、準備を秘かに進めなければならない。特に、国家はテロ支援者に安全
な避難場所を与えず、犯罪活動に関与する者を裁く義務を負っているということを考
慮すればなおさらである 64。

　政府の管理が行き届いていないブラックスポットは、CBRN兵器の製造に理想的
な場所になるだろう。たとえばオウム真理教は、富士山の麓で最新式の研究所を秘密
裏に操業することに成功していたし 65、アルカイダも 2001 年に米国が侵攻する前ま
では、アフガニスタンに生物化学兵器関連の施設をいくつも維持していたと伝えられ
ている 66。イスラム国も、イラクやシリア、周辺地域国々の科学者を用いて、組織の
ために化学兵器を開発する特別部門を設立したとされる 67。他方で、CBRN兵器を気
付かれないように開発できるのであれば、その開発に必ずしも「ブラックスポット」
は必要ではない。たとえば、2005 年に英国の裁判所は、ロンドン北部のアルジェリ
ア人が住むアパートでリシンの製造に必要な装置と、リシン、青酸化物、その他数種
類の毒物の配合表を警察が発見したことを受け、「破壊、恐怖および負傷を引き起こ
す目的で毒物および（または）爆発物を使用することで公的不法妨害を引き起こそう
とした」68 として、このアルジェリア人に有罪判決を下した 69。
　人材と設備が調達されれば、実際の開発段階に向けた準備が始まる。技術や知識を
共有するうえで革新が進み、素人でさえも情報や技術を効果的に利用できるようにな
ってきた。非国家主体を含む個人が CBRN兵器のさまざまな側面について自ら勉強
できる資料は、大学の教科書、学術誌、産業関係の刊行物など多岐にわたるようにな
り、彼らは数十年前の素人と比べて学習曲線のはるかに高い位置を占めるようになっ
ている70。知識のさらなる普及に加え、技術の進歩も広く行き渡っている71。たとえば、
命を救うための合法的研究に使用する装置や専門知識と同じもので、死に至る病気を
作り出すこともできる 72。このため、非合法的な研究所――たとえば医療用以外の麻
酔薬を生産している研究所――は、いつかCBRN物質の製造にも関与しかねないが、
このような研究所を見極めるのは以前にも増して厄介である。
　さらに、国家であれ非国家主体であれ、悪辣な供給業者は軍民両用の管理品目に対
する国際規制を無視し続けている 73。多くの場合に軍民両用の装置や材料の必要量が
国内外の不拡散当局による監視の閾値よりはるかに小さいこと、また、供給業者がと
きに互いに協力して輸出管理を弱体化させたり、あるいは回避しようとしたりするこ
とを考えると、供給ラインを絶つことは困難を極める。たとえば、あるオランダの事
業家は、外務省からイラクがイランに対して化学兵器を使用したという警告があった
後でも、数々の正規の理由に加え、化学兵器の前駆物質としても利用できる大量の原
材料を供給し続けた。事業家は原材料がそのように利用されるとは認識していなかっ
たと主張したが、オランダの裁判所は、彼はマスタードガス用の相当量の原材料を供
給したことでイラクの政権担当者が犯した人道法違反に加担したとして、17 年の禁
固刑を言い渡した 74。2013 年には、ヨーロッパの企業がさまざまな軍民両用の化学
物質を大量にシリアに輸出したことが確認され、化学物質の国際移転を管理するのは
本質的に困難であることが再び明らかになった 75。こうした難しさは、化学物質の取
引だけではなく、他のCBRNの分野でも言えることだ 76。
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兵器化

　非国家主体は、十分な財政支援を見つけ、熱心で技能ある個人のネットワークを構
築し、必要な知識、設備、そして原材料を入手することができれば、CBRN兵器を
製造しようとするかもしれない。

化学兵器

　化学物質を兵器にするには数多くの手順が必要だ。大抵の前駆化学物質は化学業界
で入手可能だ。非国家主体が入手する初期の前駆化学物質が基本的なものであればあ
るほど、希望する化学物質を製造するのにより多くの反応段階が必要になるとともに、
製造工程も長時間で複雑になる。化学兵器の拡散手段も、その技術的な洗練度や効果
においてさまざまだ。たとえば、化学物質を損傷や劣化なしに効果的に拡散させる弾
頭を開発することは困難を極める。一方、庭の薬剤散布に使用するようなスプレーを
用いるのであれば技術的な課題は少ないが、効果的に散布できる最適な噴霧器を生み
出すのは依然として難しい。1995 年の東京地下鉄のサリン攻撃で使用されたサリン
はビニール袋に入れて運搬され、とがらせた傘の石突きでビニール袋に穴をあけて散
布された 77。
　多くの前駆化学物質や装置には軍民両用性があるため、少なくとも単純な有毒化学
物質なら、全部ではなくとも大抵の非国家主体の手の届く範囲にある。化学物質を取
り扱う際には注意が必要だが、マスクや手袋といった最小限の装備を身に付けた化学
者であれば、大きな身体的リスクにさらされることなく化学物質を製造することは可
能だ 78。
　化学兵器の開発にどのような教育訓練が必要かは、手持ちの材料、化学物質の種類、
製造したい化学兵器の複雑さによって異なる。神経剤の製造では、大学院や博士号レ
ベルの高度な教育訓練を受けていれば、安全で問題なく製造できる見込みが最も高く
なる 79。高校レベルの教育でも、たとえば塩素ガスやシアン化水素であれば十分作る
ことができるが、第一次世界大戦で証明されたように、これらのガスで有害な攻撃を
仕掛けるには大量に製造して散布する必要がある。大量生産には、大量の原材料の注
文や適切な保管施設の確保といった隠蔽が困難な課題が伴う。それでも、大学レベル
の、あるいはそれに近い教育を受けた優秀な技術者ならば少なくとも、短期間で直接
前駆化学物質から少量の生産を行うことができるかもしれない80。一部の化学兵器は、
粗雑なものであれば、家庭用の薬品を用いて作れないこともない。
　以上の理由から、非国家集団による今後の化学攻撃は、特別高度なものというより
は初歩的なものである可能性が高い。たとえば、塩素は都市部近辺でも大型圧力タン
クに入った状態ですぐに入手できるので、非国家集団にとって魅力的に映るかもしれ
ない 81。これは早くも 2006 年 10 月に、イラクのアンバール県の反乱者が塩素ガスを

従来の車両搭載爆弾と組み合わせて使用したことに端をなす、塩素爆撃の戦術だ 82。
同様に、化学物質は即席の爆発装置の一部として使用することが可能で、たとえばイ
スラム国はムサンナーの施設を占拠した際に、入手した材料を使用してこれを試みた
可能性がある 83。

生物兵器

　化学物質を使った攻撃の手法や拡散メカニズムの多くは、生物物質のそれとよく似
ている。いずれも市販の噴霧器や産業用および軍事用の噴霧器、農薬散布用飛行機、
弾薬やミサイルなどを利用して散布することができる 84。生物物質の場合、食品や水
道を汚染したり、小包や封筒に入れて拡散したりする可能性も追求されてきており、
非国家主体は実際にいくつかのケースでこれらの方法を用いている。たとえば、バグ
ワン・シュリ・ラジニーシ宗派の代表者は、その宗派に利益となるよう地方選挙に影
響を与える計画のテストケースとして、オレゴン州ザ・ダレスの複数のレストランで
サラダバーにサルモネラ・チフィムリウム菌の毒を混入したと述べた。認可された民
間の研究会社に注文したサルモネラ株を用い、地域住民の約 12�% を感染させた。こ
の攻撃は 1000 人以上に影響し、うち 751 人にサルモネラ症が確認された 85。このカ
ルトは、オレゴン州の投票率を下げることで地域の投票に影響を及ぼすことを望んで
いたのであり、そのため住民の殺害ではなくむしろ無能力化を狙ったのである 86。
　オンライン上のバイオ・テクノロジー会社は、注文を受ける際の身元調査を怠る可
能性があるため、非国家集団はこうした会社から致死性病原菌の構成単位を注文しよ
うと試みることが考えられる 87。病原体は自然環境から採取することも、感染した動
物から直接取り出すことも可能である。それでも、非国家集団が採取した微生物を毒
性や感染力を損なわずに培養し、かつ、次の兵器開発段階まで安全かつ確実に保管し
ようとすれば、大きなハードルに直面するだろう 88。それゆえ、彼らは病院や動物診
療所での感染症例や、大学や民間の実験室から物質を盗もうと考えるかもしれない。
可能性はより低くなるが、国家レベルの生物兵器防衛事業から物質を奪取することも
考えられる。2001 年に米国で起きた炭疽菌郵送事件は、この可能性が排除できない
ことを示した 89。
　生物兵器の開発に使用される物質や装置の多くは軍民両用の性質を持っているた
め、一般市場や闇市場で非常に容易に入手することができる。生物兵器の開発に必要
な装置は、製造規模と生産する微生物の種類によって異なる。一部の生物物質や小規
模生産には標準的な製造装置で十分だと考えられるが、大量の生物物質をすばやく生
産したり、遺伝子工学のような高度な処理を行ったりするには、より専門的な装置が
必要になるだろう 90。さらに、たとえば生物物質を兵器で撒き散らすといった高度な
方法は専門性が高く、通常は機密扱いだが、支援国家やかつての生物兵器専門家か
ら技術的な支援を受けることもできる 91。こうした実践経験を具体的に学ぶことの重
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要性は見過ごすべきではないが、そのような援助がなくとも、バイオ・テクノロジー
の発展やグローバリゼーションの進展とともに知識やノウハウが豊富になっているた
め、技術的な壁は消滅しかかっているように見える 92。
　それでも、病原体の兵器利用は技術的に難易度が高い。大抵の病原菌は非常に慎重
な扱いを要し、物質が散布される前、最中、そして事後にも複雑な問題を生じさせる。
さらに、病原菌を最終的に肺に届かせるためには、一定の粒径が必要となる。しかし
ながら、（致死性病原菌を生産することのできる）有能な微生物学者や、（エアロゾル
の散布を担当する）実験物理学者または機械系技術者が結集すれば、実際に機能する
生物兵器を作り出すことは可能だという主張もある 93。また、広く入手可能な病原体
の少量サンプルと野外用実験室のような安価な設備、そして大学レベルの化学と生物
学の知識があれば、粗雑ながらも有効な生物兵器を製造できるとの議論もある 94。さ
らに、既存の微生物に修正を加えることで感染力や毒性を強化し、保管状態やエアロ
ゾル形状での安定性を高め、標準的な抗生剤への耐性を強めて、生物工学処理を施し
た毒素を作り出す時代が、そう遠くない未来にやって来るかもしれない 95。
　とりわけ終末論信奉団体は、生物兵器を使用しようとする傾向が強いと考えられる。
一例がオウム真理教で、炭疽菌やボツリヌス菌毒素を攻撃に使用して失敗した 96。ラ
ジニーシ教団の事例は非国家集団が、短期的な目標を達成するために人々の能力を低
下させようと考え、また実行する可能性もあることを示している 97。また、グリーン・
アナーキストも、人類のみを絶滅させる致死性疾患を利用して地球を再生できると信
じている 98。急進的宗教集団というカテゴリー内でも、生物兵器の使用については意
見の相違が存在する。たとえば、アルカイダは生物兵器は常軌を逸しているとみなし
ていたが、イスラム国は生物兵器能力の入手に関心を示していることから、アルカイ
ダのような躊躇を覚えていないことは明らかである 99。

放射能兵器

　放射性物質には、原子炉の使用済み核燃料や核廃棄物、医療や食品照射、研究、工
業用計測、石油探査などの用途で使用された放射線源がある 100。使用済み核燃料は
多くの場合にきわめて線量が高く、非国家主体が入手する際の障壁となるだろう。非
国家主体がどの程度容易に放射性物質を広範囲に拡散できる形態に変換できるのかと
いう点については議論がある。放射性物質はすぐに拡散できる形態で商業的に出回っ
ており、技術的なスキルのある個人や集団が放射性物質をそのような形態に変換する
のはさほど難しくないという主張がある。他方で、放射能兵器の製造には高放射性同
位体を扱う作業が伴うため、遮蔽や格納が必要となり、こうした物質を扱う作業をは
なはだ複雑にしているとの主張もある 101。実際、線源によるが、人が遮蔽保護なし
で専用の取り扱い装具も着けずに作業をすると、数分以内に致死線量を吸収してしま
う可能性がある。

　放射線源は世界中で広く利用されており、そうした線源の一部、特に病院で使用さ
れる放射線治療用の線源のような携帯型のものは、本来的に高い安全保障上のリスク
を伴う。さまざまな用途で利用される放射線源は、登録や管理に不備があると物質の
一部が規制システムから外れてしまう可能性があり、重大な問題を引き起こしかねな
い。これは「身元不明線源」として知られている。たとえば、2013 年だけでも、規
制管理から外れた、つまり紛失や盗難に遭った原子力その他の放射性物質が関係した
事例が 153 件報告されている 102。このうち 92�% は、工業用途や医療用途で使用され
ていた、原子力以外の放射性物質を含んでいた。2014 年にはこの数字が２倍以上と
なり、世界の規制管理から外れた原子力その他の放射性物質を登録したデータベース
には、合計で 325 件の事例が記録されている 103。これらの物質は放射能拡散兵器の
開発のための原料として利用できる可能性があるため、深刻な問題だ。ただし、放射
性物質を効果的に散布する兵器の製造にこれらの線源を使用することは、簡単な作業
ではない。
　これまで非国家集団が放射能兵器を実際に使用したことはないが、これは彼らに使
用する能力がない、または使用する意思がないことを意味するわけではない。現に、
1995 年にはチェチェンの反体制派がセシウム 137 装置を仕掛けた事件があった 104。
1998 年にも同じチェチェンの分離派集団が、チェチェンのグロズヌイ近郊のアルグ
ンで別の事件に関与した疑いがあった。チェチェンのセキュリティサービスによって、
爆発性地雷に取り付けた状態で鉄道路線の近くに隠されていた、放射性物質を詰め込
んだ容器が発見されたのである 105。チェチェン分離派がなぜその放射能拡散兵器を
爆発させなかったのか疑問に思うかもしれない 106。彼らはチェチェン独立に向けた
戦争で既に暴力的で人目を引くような攻撃を実行していたので、支持層が離れていく
ことを恐れたわけではないように思われる。推測するしかないが、その爆発物がうま
く機能しなかったか、分離派がさらに心理的・象徴的なインパクトを与えたかったか、
あるいは知名度をより高めることを望んだかであろう。

核兵器

　核兵器は一般に、入手や製造が最も難しい兵器とみなされている。非国家集団が国
家の軍備から完全な状態の核兵器を入手しようとしたり、自前で即席の核装置を作ろ
うとしたりすることもあり得るが、実行する段になると大きな壁に直面するだろう。
　核兵器国は自国の兵器を厳重に防護している。仮にもし非国家主体が首尾よく核兵器
を盗んだり、購入したり、与えられたりしたとしても、許可制核弾頭安全装置解除機構
（PAL）や、信管への安全装置の取り付け、発火準備、点火、信管設定に関するシステ
ムなど、爆破させるにはいくつかの技術的ハードルが存在する 107。粗雑な核兵器を製
造するのに必要な知識は今や広く知れ渡っており、もはや一部の閉鎖的な科学者グルー
プだけのものではないということを前提としなければならない。その情報は非国家主体
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も利用可能である。高濃縮ウランの製造に必要な施設、装置、および技術が拡散してい
るという恐怖が、カーンのネットワークが暴かれたことで高まっている 108。アブドゥル・
カディール・カーンは兵器の設計や遠心分離技術をイラン、北朝鮮、リビアなど、動向
が予測不能な数多の政治体制に売りさばいていたと伝えられている 109。カーンのネッ
トワークを摘発して以降も、拡散する側は供給業者に民間用の非核利用であると信じ
込ませようとするため、軍民両用品の管理が難しいことに変わりはない 110。
　即席の核装置の主な原料は、実はこれが最も入手困難なのだが、核分裂性物質であ
る。高濃縮ウランとプルトニウムは、核兵器の燃料となる伝統的な二大物質だ。非国
家主体はこれらの物質を既存の貯蔵分から入手しなければならないだろう。ウラン濃
縮はコストが高く、技術的にもきわめて難しいプロセスであり、また、プルトニウム
は自然界にはごく微量しか賦存していないため、原子炉で製造や再処理が行われてい
るからである 111。ウラン濃縮もプルトニウム製造も、非国家主体の現時点の能力を
超えているとみられる。さらに、作動する見込みのある爆弾を設計し、製造するには、
拡散装置に係る技術的課題を乗り越える必要もある 112。したがって、支援国家の援
助がなければ、ほんの少し高度な設計でも非国家主体が製造するには困難であると考
えられる。
　ただし、非国家主体が将来的にそのような兵器を製造または入手するかもしれない
と、考えられないわけではない。核分裂性物質は多くの国で多数の建物に収納されて
おり、現場のセキュリティ対策は万全なところからひどい有様のところまで実にさま
ざまだ 113。これまでのところ、核兵器の開発に最も接近していた非国家集団はオウ
ム真理教である。この教団は、ロシアの核弾頭を購入してオーストラリアの 50 万エ
ーカーの広さの牧場地に高度な研究所を設置しようとしていたことが、捜査官の調べ
で分かった 114。捜査官は牧場で、教団が原子爆弾の主原料であるウランを採掘して
いたことを確認した。しかし、教団は生物化学兵器の製造と使用には成功していた
が、核兵器の完成に成功したことは一度もなかった。1990 年代半ばには、10 億ドル
を超える資産を抱え、数多くの科学者が教団のために働いていたにもかかわらずであ
る。また、オウム真理教は、ロシアの役人に接近するなど、国家が保有する核兵器を
入手しようと何度も試みたが、いずれも失敗に終わっている 115。それにもかかわらず、
核兵器や生物兵器のテロのこととなると、一般に終末論を信奉する集団が最大の脅威
であるとみなされるのは、彼らの中には、彼らが予見するところの世界の終末を引き
起こすことを望む者がいるかもしれないためである。核兵器を使用すれば、その手段
は目的そのものとなる。

攻撃の実行

　初歩的な CBRN兵器は比較的簡単に製造できるが、CBRN物質を兵器化して大規
模な物理的影響を及ぼすことのできる装置にするのはきわめて困難である。確かに

CBRN物質には毒性作用を及ぼす潜在能力があるが、この潜在能力は実際に CBRN
物質が標的に届いた場合に限って現実のものとなる。核爆発装置を別にすれば、
CBRN兵器の影響範囲は主に、脅威となる CBRN物質の性質の他、使用する兵器シ
ステム、特にその放出の効率によって決まる。たとえば化学兵器の場合、化学物質の
エアロゾル化がうまくいかなかったり、気象条件が散布に適していなかったりすれば、
多くの人に害を及ぼす前に散逸してしまうだろう 116。化学物質の純度や拡散効率も、
攻撃の最終的な効果に大きな影響を及ぼし得る。たとえば、東京の地下鉄で起きたサ
リン攻撃では、使用されたサリンの純度が低く散布手段もそれほど洗練されていなか
ったため、壊滅的な被害を与える見込みはあったものの、それが完全に達成されるこ
とはなかった 117。
　化学物質と同様に、ある種の病原生物を大量製造するのは比較的簡単かもしれない
が、多くの人に感染させるためにそれらを生存可能な状態で放つことは、技術的には
るかに難しい。生物物質の散布では、日光、酸化、大気汚染、湿度その他の環境条件
や気象現象によって、生物物質の大部分が標的に届くまでに不活性化するかもしれな
いため、多くの困難が待ち受けている 118。これまで非国家主体が CBRN物質の散布
に用いた方法は、例外的とみられる 2001 年の炭疽菌郵送事件を除けば、初歩的で非
効率なものであった 119。将来的に起こりそうなのは、依然として容易な試みではな
いものの、入手可能で必ずしも高価でない成分を即席の爆発装置と組み合わせた、「汚
い爆弾」が製造されることである。
　非国家主体が CBRN兵器の入手や製造に成功したとしても、装置の輸送や据え付
けがさらなる制約条件となるかもしれない。CBRN兵器で攻撃を実行する場合、ある
いは CBRN物質が放出されるようにする場合、標的を選定しなければならない。非
国家主体は、最大限の損害を確実に与えるために、注意深い観察と監視によって、発
射地点の周辺状況や、標的の動き、兵器を設置できる可能性に関する情報を収集する
必要があるだろう。標的を選定したら、おそらくはさらに詳細な計画を立てて確認す
るだろうし、予行演習を実施することも考えられる。兵器が爆破地点に輸送され、設
置される。最後に、CBRN物質を確実に放出するには、現地の起爆係か遠隔制御シ
ステムによって作動する、起爆・爆破のメカニズムが必要になるだろう。非国家主体
は CBRN物質の放出後に、その影響をコントロールする術を欠いているかもしれな
い。特に、非国家主体が低水準の有毒物質を用いた初歩的な CBRN装置を開発した
場合や、物質のグレードは高くても散布が不適当である場合はなおさらである。

起こり得る人道上の被害

　上述のように、CBRN物質は潜在的に大量の毒性効果を持っているが、それが実
現するのは物質が標的に対して正確に届けられた場合に限られる。ここで、非国家主
体が CBRNを使用した場合にどのような人道上の被害が起こり得るのかという疑問
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が生じる。多くの場合、裏付けのある定量評価を実施して CBRN攻撃が引き起こす
であろう被害の特徴を述べることは、不可能ではないにせよきわめて困難であるが、
本節では、そのような攻撃に関連した影響を考察するとともに、死亡や負傷といった
即時的影響と環境汚染のような長期的影響、さらには経済的損害や将来の攻撃を未然
に防ぐための極端な立法措置といった三次的影響を扱う。

即時的影響

　CBRN攻撃が起きると、人々や環境が CBRN物質にさらされ、汚染される可能性
がある。そのような攻撃の後、最も即座に求められるのは救命と負傷者の手当てだ。
重症者は即時の救命医療を必要とし、避難や、汚染除去を含むさらなる治療に備えて、
症状を安定化させる必要がある。初期対応者は必要な援助をできるだけ早急に提供し
ようとするが、地域によっては物理的にアクセスできないために支援の手が届かない
可能性もある。被害者の元に迅速に駆けつけることが困難または不可能になるのはこ
のためである。同じ問題は通常兵器による攻撃にも存在するが、CBRN攻撃ではさ
らに、特殊な課題が生じる。たとえば、CBRN物質の種類、その持続時間、そして
曝露と汚染の実際のレベルによっては、ある一定の地域が通常より長い期間立ち入り
禁止となり、その住民と接触ができなかったり、訪問できるとしてもごく短時間に限
られたりする場合があり得る。救助者の健康と安全確保に対して生じる特定のリスク
は、CBRN関連と通常兵器による攻撃を区別する独特の特徴である 120。したがって、
事態を受けて同時に重要となる初期対応として、拡散を抑えそれ以上の曝露や汚染が
起きないようにするために現場と CBRN物質を封じ込めなくてはならない。より前
向きに考えるなら、通常兵器を用いた攻撃では爆発後にはもはやその影響を軽減でき
ないのに対し、速やかな介入によって壊滅的な影響を大幅に軽減することが可能であ
る。たとえば、適切な汚染除去と迅速な医療処置によって命が助かり、さらなる
CBRN物質の拡大を食い止められる可能性もある。
　しかし、後者は核兵器には当てはまりそうもない。たとえ破壊力が比較的小さい核
兵器１発でも、人口密集地やその近辺で使用された場合、対応が困難または不可能な
ほどの人道ニーズが発生する可能性が高い。インフラの著しい破壊と広範囲にわたる
放射能汚染は、その地域にいる、あるいはその地域に足を踏み入れる、いかなる人の
健康にも深刻なリスクをもたらすため、人道支援を届けることが非常に困難となる 121。
ただ幸いなことに、核兵器はあらゆる兵器の中で最も入手や製造が困難だと一般に考
えられており、そのため非国家主体の能力や手の届く範囲にない可能性が高い。将来
的な CBRN攻撃は、放射性物質や有毒物質を伴う、比較的粗雑で低レベルな攻撃の
形をとる可能性が高いだろう。
　攻撃に使用される放射性物質は、放射線障害や長期的な放射線影響を引き起こす可
能性があるが、死者や負傷者の多くは爆風による可能性が最も高いだろう。その後生

じる影響は、経済の混乱やその他の社会的影響による広範囲のパニックだ。放射性物
質が拡散されると、環境や施設が実際に汚染されることによって、あるいは人々に汚
染されたと受け取られることによって、その地域へのアクセスやサービスが不可能に
なり、地域社会の人々の生活や仕事に支障を来す恐れがある。放射性物質による攻撃
からの復興は、あらゆるレベルの政府機関と市民に対して困難を突きつける。たとえ
小さな地域１カ所の除染であれ、莫大な資源が必要であり、時間のかかる作業になる
だろう 122。
　化学兵器に関しては、即席装置による症状は従来型化学兵器物質のそれとよく似て
いると考えられる。実際、塩素など有毒工業薬品の中には過去にも兵器物質として利
用されてきたものがある。即席化学兵器の攻撃を受けたときに被る負傷の性質は、物
質の種類によって異なる。たとえば、サリンやVXなどの神経物質は身体の中枢神経
系を攻撃する。化学物質の被害を受けた患者が運び込まれることによって、医療施設
が機能不全に陥る可能性がある。特に、病院のスタッフが二次曝露を恐れる場合（二
次暴露の危険は特に非持続性物質の場合には限定的であるにもかかわらず）、保護装
備がなければ患者の治療はできないと躊躇するケースも考えられる。即席兵器による
攻撃が多数の死者を出す可能性は低いが、化学兵器が使用されたことが分かると社会
はパニックに見舞われるかもしれない。このパニックによって、特に「健康維持過敏
症」な人々の多くがこぞって病院に押し掛ければ、医療体制にとって大きな負担にも
なる。このような人々は、医療を本当に必要としている実際の被害者から医療を受け
る機会を奪うだろう。
　一般に、曝露してから症状が出始めるまでの時間は、化学物質や毒物の急性摂取よ
り病原菌のほうがはるかに長い。そのため、生物兵器による攻撃の場合は、汚染され
たかどうかが分からないという恐怖など心理的な影響が即時的影響の大半を占めるだ
ろう。臨床兆候や症状は、潜伏期間によるが、病原菌に対する曝露から数日、数週間、
あるいは数カ月後に発現する。暴露した人々が知らず知らずのうちに生物物質を潜伏
させ、拡散させることも考えられる。国際線の飛行機で広範囲を移動すると、きわめ
て急速に病気が広がる可能性がある。多くの感染物質は当初、一般的な病気――たと
えばインフルエンザのような――に似た、これといった特徴のない症状を発症させる
傾向にあり、これが診断を厄介にして判断を遅らせる。大流行の発生が明らかになる
や否や、人々はどこでいつ生物物質が放出されたのか、また、感染するリスクがある
かどうかを知りたがり、広範囲に渡ってパニックが起きるかもしれない。特に、意図
的に放出された場合は再発の可能性があるためなおさらである。

長期的影響

　初期対応者の観点から見た CBRN攻撃の即時的影響は、CBRN物質の種類、放出
の規模、被害者数、そして環境中でのCBRN物質の持続性にもよるが、１日程度続く。
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CBRN物質の中には、CBRN物質との一次接触および二次汚染の双方の結果として、
より長期の心理的または生物学的な影響を生じさせるものもある。疫病の大流行に対
する処置は、即時的、また、中長期的影響の一例だ。一般に、関連する救援組織には、
自然現象によるものが多いとはいえ、疫病の大流行を処置した経験がある。大流行が
故意の放出によるものだと証明された場合でも、政治や報道の状況においては通常と
異なる反応が生じるかもしれないが、衛生上の観点からみれば伝染病の発生に対する
対処が大幅に変わることはないだろう。通常、病気の蔓延を防ぐ措置はできるだけ速
やかに講じなければならない。天然痘やペスト、エボラ熱のような接触感染性の微生
物と、炭疽菌や野兎病などの非接触感染性の微生物は明確に区別する必要がある。前
者は人から人に感染し、予防法によってさらなる拡大を防止し、未感染者を保護する
ことが可能だ。この場合、隔離が最も重要である。一方、非接触感染性の物質の場合、
現場の汚染除去によって大流行を食い止めることができる。ちなみに、物質が接触感
染性であるか否かという違いは、一般大衆にとって必ずしも明らかではないかもしれ
ない。いずれにしても、曝露して感染しているのではないかと心配する人々の数に、
病院は圧倒されると考えられる。
　長期的影響の性質は、経済的、社会的、あるいは政治的であることも考えられる。
たとえば、前節で放射線に関する事例について言及したように、除染の取り組みは時
間を要し、また、莫大な費用がかかる。2001 年の炭疽菌郵送事件の結果、汚染され
た施設が多数ある中、その中の一部に過ぎない米国郵便公社の施設の浄化だけで２億
ドル以上の費用がかかった 123。財政的な影響以外にも、汚染除去に係る技術的およ
び政治的に困難な課題として、住民が戻ってこられるような「安全」活動水準に関す
る問題がある。つまり、どの程度クリーンになればクリーンなのかということだ。建
物やインフラの大部分が「汚染」されているとみなされている期間が長く、これによ
って風評被害が生じた場合、ビジネスには萎縮効果がもたらされる。さらに、住民が
元の場所に戻れない限り、避難、住宅の喪失、食料確保、行方不明の家族や友人の捜
索、または単に情報が必要という理由で、支援を求める多くの人々が現れるだろう。
　最後に、CBRN攻撃の影響を考えると、国際社会が大きな CBRN関連事象の直後
に将来の再発を防ごうと強い決意で行動し、国際的文書や国際基準の他、多国間同盟、
条約、協定、規則、自主規制を採択してきたことに驚きはない。しかし、テロリスト
による不法行為の防止や抑制のための措置は、法の支配、民主主義的価値、人権、基
本的自由やその他の国際法の規定を尊重しなければならないが、実際には必ずしもそ
のようにはなっていない。たとえば９/11 の攻撃は、「国家テロ」を正当化するため
利用されてきた。つまり、攻撃から間もなく、米国はテロに関与した個人に対して、
拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける刑罰や取り扱いを含む、実
行可能なあらゆる手段を行使する意図を有していたことが明らかになった 124。

結び

　本稿は、非国家主体が CBRN兵器を模索することから生じる実際の脅威や被害に
ついて考察し、議論してきた。CBRN兵器を使用する動機や意図については、特に使
用するという威嚇によって広がる恐怖だけを考慮しても、非国家主体にとってCBRN
物質は魅力的に映る。愛国主義者や分離主義者、民族統一主義者の集団、急進的な宗
教原理主義者集団、終末論や千年至福説を信奉する「新興宗教運動」集団、単一争点
集団、右翼集団、社会主義革命または世俗的左翼の集団が、CBRN兵器を用いる可
能性があると特定されてきた。あまりに広範囲の人々を標的とする可能性があること
から、上記のグループが実際にそうした無差別兵器を用いるかどうかは疑問であるが、
宗教原理主義者や終末論的団体にとってそれが歯止めとなるかは定かではない。
　グローバリゼーションによって知識、能力、そして物質の拡散が促されたことに
より、非国家主体はますます CBRN兵器関連の知識や技能を獲得することができる
ようになるかもしれない。いくつかの既存のグループは、巧みな資金集めによって、
CBRN計画に資金を供給できるだけの財源を確保している可能性がある。幸い、理
論上の可能性と運用上の現実との間には、依然として技術的な壁が立ちはだかってい
る。特に、高度な拡散手段を確立することは、非国家主体にとって現時点では非常に
困難だと考えられる。
　非国家主体にとって最も入手困難なのが核分裂性物質や核兵器能力であり、次が生
物兵器のシードストックや放射性物質であり、化学兵器とその前駆物質は最も入手が
容易な CBRN兵器であるということについては、一般に意見が一致している。今後
一番可能性が高いのは、毒物や放射性物質などを用いた、粗雑で低水準な攻撃だ。拡
散手段によるが、たとえば即席の爆発装置を使用した場合、こうした攻撃の影響は物
理的損傷や犠牲者数の観点からすれば限定的なものと考えられる。しかし、社会に広
がる恐怖によって深刻な経済的および社会的ダメージが生じる恐れがある。
　非国家主体が CBRN兵器を使用するのではないかという懸念には、確かに根拠が
あるようにみえる。しかし、将来的に非国家主体が想定する可能性のある CBRN攻
撃は、破壊を招く（destructive）というよりはむしろ混乱を招く（disruptive）もの
であろう。
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ICRC report on the effects of the
atomic bomb at Hiroshima

On 29 August 1945, ICRC delegate Fritz Bilfinger arrived in Hiroshima and was the first
outsider to witness the devastation wrought by the atomic bomb. The next day, he sent a
telegram to the ICRC delegation in Tokyo describing the horrific conditions and calling for
immediate relief action; this actionwassubsequentlyorganizedbyDrMarchelJunod,whohad
arrivedinJapanas theICRC’sheadofdelegationon9August1945.DrJunodwould later travel
toHiroshimatowitnessforhimselfthe scale of the destruction there.

The following is Bilfinger’s report (including annexes), dated 24 October 1945,
detailing the effects of the atomic bomb in Hiroshima as he witnessed them three weeks
after the bomb was dropped on 6 August 1945. It was confidential at the time of
writing. It was made public in January 1996 and is being reproduced in full, with
annexes, for the first time in the pages of the Review. The ICRC's public archives are
available for consultation by the public, by appointment.

Archival source: ACICR, B G 008/76-X. Photos © Sarah Roxas/ICRC.

REPORTS AND DOCUMENTS

International Review of the Red Cross (2015), 97 (899), 859–882.
The human cost of nuclear weapons
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広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

　1945 年８月 29 日、ICRC 職員のフリッツ・ビルフィンガーが広島に到着。彼は、
紛争当事者以外で原爆の惨状を目撃した最初の人物となった。翌日、東京にある
ICRC代表部に電報を送り、現場のおぞましい状況を伝えるとともに即座の救援を要
請した。これを受けて、同月９日に駐日代表として着任したばかりのマルセル・ジュ
ノー博士によって救援体制が組まれた。ジュノー博士はのちに広島入りし、自身の目
で破壊の凄まじさを知ることになる。

リポートと書簡

広島への原爆投下に関するICRCの
リポート

・・・・・・・・・・・・・・
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ICRC historical archives

The following document comes from the ICRC historical archives. The ICRC
archives collect and preserve ICRC documents dating from the organization’s
inception to the present day, and make them available for research. The
ICRC’s historical archives, run by professional archivists and historians,
comprise 6,700 linear metres of textual records and a collection of
photographs, films and other audio archives.
The ICRC’s public archives represent an essential historical source for

surveying, studying and debating contemporary diplomatic history, particularly
in the field of humanitarian operations and their impact on States, societies,
cultures and armed conflicts or other situations of violence.
The public archives cover the history of the ICRC since its foundation in 1863

to 1975, and are available for consultation, by appointment. If you wish to consult
the ICRC’s historical archives in Geneva, you may schedule an appointment via
email at archives@icrc.org.
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231230

リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

　1945 年 10 月 24 日付けのビルフィンガーのリポート ( 添付資料含む )�には、８月６
日の原爆投下以降３週間にわたって彼自身が目撃した原爆の影響が事細かに記されて
いる。当時は機密文書扱いだったが、1996 年１月に公開され、添付書類とともに完
全に復元模写して赤十字レビュー内で初披露した。ICRCの公文書館では、予約制で
一般からの相談に応じている。

Archival�source:�ACICR,�B�G�008/76-X,�Photos�©�Sarah�Roxas/ICRC

ICRC の歴史的公文書

　右の書簡は、ICRC の歴史的公文書の一つ。ICRC�公文書館は、組織の発足当時か
ら現在までの様々な書簡を収集・保管し、研究用に一般公開している。公文書館はプ
ロの歴史家や公文書保管人によって成り立っており、書簡は直線に並べると 6700 メ
ートルに相当。また、写真や映像、音声も所蔵している。
　ICRC公文書館は、重要な歴史的情報源として機能し、近現代の外交史における調
査や研究、議論に有用である。特に、人道支援の現場でのやり取りや、国・社会・文
化レベルおよび紛争など暴力が伴う事態において、人道支援がどのような成果をもた
らしたかを知ることができる。
　公文書館は、1863 年の ICRC 創設から 1975 年までの歴史を一般公開しており、予
約制で相談に応じている。スイス・ジュネーブにある ICRC公文書館への相談予約は、
下記メールアドレスにて受け付けている。

archives@icrc.org
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Appendix 1

Statement made by Mr Dazai, chief of the special high police (Tokkoka) of the
Hiroshima prefectural office, on 29August 1945, concerning the atomic bomb disaster.
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付録１
太宰広島県庁特別高等警察課（特高課）長による、原爆の被害に関する 1945 年 8 月
29 日付の証言
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

　1945 年 8 月 6 日の午前 8時 15 分頃、広島上空で原子爆弾が爆発した。爆心地は相
生橋上空だった。この中心地は建物への被害の性質や方向および外側に捻じ曲げられ
た痕跡をはっきりと示して破壊された橋梁から割り出された。

　私は、爆心地から 4マイルほど離れた川沿いに位置する横川町 1丁目に住んでいる。
東京への出張から帰宅したのは爆発が起きる約 40 分前のことだった。私が朝食を食
べている間に、妻は荷物運びが駅から運んできた私の荷物を家の玄関で受け取ってい
た。そのとき、突き刺すような光線が家の玄関を貫くのを目撃し（光線の色は電気溶
接の際に飛び散る火花に似ていた）、その 1、2秒後には我が家は完全に破壊され、家
族全員（妻、2人の子供と私）が崩れた家の下敷きとなった。光線の直後に起こった
風圧は、眼鏡を吹き飛ばし、顔に怪我を負わせるほど激しかった。およそ 5分後に崩
壊した家の下から抜け出すことができ、すぐに家族の救出を始めた。家族全員を助け
出し、無事を確認できたことで安堵した。

　爆発の瞬間、私には何の音も聞こえなかったが、4、5 マイルさらに離れた人々か
らは恐ろしい爆発音を聞いたと伝えられた。

　崩壊した家屋から家族を助け出すと、すぐさま家から数ブロック離れたところにあ
る開けた場所に進もうとしたが、我々は完全に煙に囲まれており、その場所に向かう
ことはできないことが分かった。私は、自分の周囲だけでなく、山や街ももうもうと
した煙に覆われているのだと気付いた。最終的に、北へ向かう道を見つけ、野菜が栽
培されている開けた場所に着くまで進んだ。家からその畑まで向かう道中、路上で多
くの人々が血まみれで苦痛の叫び声をあげていることに気が付いた。道路は風圧で引
きちぎられた配線や電線で覆われており、石やレンガ、材木が散乱して我々の行く手
を阻んでいた。畑に到着すると同時に、街の中心部で大きな火の手が上がっているの
が分かった。私は家族をこの場所に残して大芝の自動車学校へ向かい、そこで車を借
りて可部警察署へと向かった。そこから私は、市の中心部へ向かう開けた道があるか
どうかを調べるために数名の警察官と自警団員をあらゆる方面に派遣した。これは、
午後 4時までにすべての道が炎と熱で閉ざされてしまうまで何度か繰り返された。私
は、可部警察署で東京の内務省宛に第一報を送ると同時に、広島市周辺の 11 の警察
署に対して指令を出し、怪我と火傷を負った人々に食糧や医薬品の供給を直ちに準備
するよう指示した。
　午後遅く、広島県警察の集合場所として知事から指定された非常時の本部の一つで
ある多聞院につながる道があるという情報を得た。警察官数名と出発し、同日夜 8時
に到着した。可部から多聞院に向かう途中で強い熱と炎に遭遇することを予想してい
た。しかし、昼までにはほとんどすべての建物が多かれ少なかれ燃え尽きており、午
後 4時までには熱がほぼ放出され尽くしていたため、そのようなことは起こらなかっ

た。私はひどい近視で、さらに爆発の間に眼鏡を失くしたため、多聞院まで向かう道
中、自分の周囲の状況をはっきりと見ることができなかったが、同行していた警察官
が、路面電車が線路から道端に持ち上げられていることや、無数の死体や負傷者、火
傷を負った人々が道路に横たわっていること、鉄製の電柱は折れ曲がって歩道に倒れ
ていること、木々は粉々に引き裂かれていることを説明してくれた。

　多聞院に到着したとき、知事（後に妻と子を亡くしていたことが明らかになる）と、
その他の職員が既に数名集まっていた。知事は原爆投下時に偶然府中町にいた。これ
以降、組織的な救援活動が県職員によって編成されていった。

　翌日の午前 5時、我々は東警察署へと向かった。警察署は非常に頑丈に建設されて
おり、それを囲む建物の中には、原爆投下以前に立ち退かれ、解体されていたものも
あった。この警察署に所属する警察官は、建物が外部から引火するのを防ぐために最
善を尽くしており、建物はほぼ無傷だった。そのため、我々はその後の 10 日間県庁
をこの警察署に移し、この建物で仕事をし、寝泊まりしたのだった。
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Clinical report of the hospital in Osaka prefecture on the effects of the atomic bomb.
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

付録 2
原爆の影響に関する大阪府附属病院の臨床報告
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

症例A　37 歳男性、会社員

場所：爆心地から ３ キロメートル
外傷：ほぼなし、口周辺に火傷
経緯：原爆投下の日から食欲がほとんどわかない。 ３ 日後に大阪入り。体温 40 度。
強い吐き気。患者としてこの病院に搬送される。

高熱が続き、脈拍は 110 から 120 の間で推移。口の周りの火傷は拡大し、腫れ始めた。
歯ぐきからの出血あり。暗色の血斑が身体に現れた。毛が抜け落ちた。 １ 単位中の
白血球は、健康な成人男性ならば通常 6000 から 7000 のところ、430 まで低下。栄養
注射と強心剤が投与されたが効果はなく、原爆投下後の 18 日目に患者は死亡した。

症例B　28 歳男性、工場勤務

場所：爆心地から 1.2 キロメートルの工場内部
経緯：工場の建物が頭上に崩落してきたが、患者は重篤な負傷は免れた。口の周りに
火傷あり。火傷は日に日に拡大し、歯ぐきと扁桃腺からの出血が悪化。頭部の毛がす
べて抜け落ち、症例Aと同様に身体の多くの部分から出血が始まる。白血球は 2000
まで低下。原爆投下後の 16 日目に死亡した。

両方の患者に、過度のX線治療によって引き起こされる症状に似た、膨張した脾臓
と肝臓が見られた。

症例C　26 歳男性、入隊中の学生

場所：爆心地から約 １ キロメートル
外傷：ほとんどなし
経緯：数日間 ( ４ 、５ 日 ) は非常に体調良好で、市内で救援、救護活動を手伝っていた。
その後食欲減退、身体疲労、下痢、40 度から 42 度の高熱を発症した。また、咳（痰
に血が混じる）、歯ぐきからの出血が現れ、原爆投下から 11 日目に死亡した。

症例D　38 歳男性、会社員

場所：広島近辺
外傷：なし

経緯： １ 週間市内で救援活動に従事。その後帰宅したが、すぐに死亡した。死の直
前の症状は次の通り。脈拍が非常に速くなり、身体が麻痺したときでさえ死ぬまで意
識ははっきりしていた。この症例においては、臨床治療を行う余地がなかったと思わ
れる。

原爆投下後すぐに活動し、救護、救援活動を行っていた人々が最も深刻なケースだと
思われる。ストレッチャーで運ばれた人々は放射線の影響をあまり受けなかった。こ
の大阪病院ではおよそ 400 人の患者が運び込まれ、平均して毎日 40 人が亡くなって
おり、あらゆるケースが手の施しようのない状態に思われる。



Appendix 3

Copy of the telegram from ICRC delegate Fritz Bilfinger sent on 30 August 1945
describing the effects of the atomic bomb in Hiroshima.
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

付録３
ICRC 職員のフリッツ・ビルフィンガーが 1945 年 ８ 月 30 日に打った電報のコピー。
広島の被爆の状況が記されている。

1945 年 8 月 30 日
東京�外務省

6�鈴木からジュノーへ。30 日広島訪問、凄惨な状況。街の 80%は壊滅、あらゆる病
院は全壊または大損害を被る。救急病院を二つ視察、状況は筆舌に尽くしがたい。爆
弾の影響は不可解なほど深刻。回復してきたように見える患者が突如白血球の変質や
その他の内部損傷による致命的な症状の再発に苦しみ、膨大な数の人々が死んでいく。
推定 10 万人以上の負傷者がいまだ周辺の救急病院におり、包帯や医薬品の深刻な欠
乏状態にある。市中心部上空からの即時の救援物資投下を検討するよう粛として連合
国最高司令官に要請していただきたい。大量の包帯、手術用パッド、火傷用軟膏、ス
ルファミド、血漿、そして輸血用器具が必要。迅速な行動を要す。医療調査委員会の
派遣も必要。報告を添付。受領を確認されたい。



Appendix 4

Memorandum from the Supreme Commander for the Allied Powers to the Japanese
Imperial Government detailing the interim medical relief to be provided by the
allied powers, the distribution of which was ensured by the ICRC.
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

付録４
連合国最高司令官が大日本帝国政府に宛てた覚書。連合国軍が当座の救援措置として
医療物資を提供し、ICRCが届けることになったと告げている。
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リポートと書簡 広島への原爆投下に関する ICRCのリポート

1945 年 ９ 月 ６ 日
覚書宛先：大日本帝国政府
経由：終戦連絡中央事務局第一部
差出人：連合国最高司令官

　１.� �連合国最高司令官は、T.F. ファレル准将および約 15 人の科学者の一団に対
し、広島における原爆の影響を調査するため、広島地域に航空機で向かうよ
う命令した。

　２.� �約 12トンの医療物資が、広島地域において負傷した日本人の治療に供されるた
め、広島に滞在するビルフィンガー赤十字国際委員会職員に送付される予定で
ある。

　３.� �また、ファレル准将の一団の要員がその使命を遂行するための可能なすべての
安全措置と支援を与えられることを命令した。

　４.� �また、当該地域に送付される医療物資が国際赤十字の指揮の下配布されること
を命令した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連合国最高司令官

広島の被害者に関する広島県警察による統計
（広島に所在する軍は除く）
1945 年 8 月 20 日 **

人口　　　　　250,000
被害者　　　　200,000
死者　　　　　33,000
行方不明者　　30,000
重傷者�*�　　　14,000
軽傷者�*�　　　43,500

�*�　　最後二つの数に関しては、多くの負傷者が死亡するに連れ、継続的に減少する
ことを述べておく。1945 年 9 月 1 日には、死亡の報告件数は 53,�000 に上っている。

�**　　上記の数は広島県警察に報告された公式な数である。したがって、近隣の村や
町に運び込まれた多くの被害者は含んでいない。



260

リポートと書簡



261

　この数週間から数カ月の間、世界では核軍縮と核不拡散の問題が新たな緊急性をも
って捉えられてきました。精力的な外交努力は、ポスト冷戦期の核兵器問題が遅々と
して進展してこなかった事実を物語っています。
　赤十字国際委員会（ICRC）は、核兵器に関する議論が、軍事ドクトリンや武力外
交だけを基軸に進められるべきではないと固く信じています。核兵器の存在は、さま
ざまな問題について最も深刻な問いを投げかけています。どの時点をもって、国家の
主権ではなく人類の利益が優先されるべきなのか。人類は自ら作り出した技術を使い
こなす能力があるのか。国際人道法の適用範囲はどこまでなのか。また、戦争によっ
てどの程度の被害なら私たちは背負う覚悟があるのか、または許容できるのか。
　究極的には人類について、国際人道法の基本的規則について、また、人類が共有す
る未来について議論がなされなければなりません。
　ICRC は、こうした議論において、正当な発言権を有します。ICRC は 150 年の歴
史の中で、戦争によって起きる計り知れない苦難を目撃しており、国際人道法がその
ような苦しみを減らす可能性を有していると理解しています。また、核兵器の使用が
もたらす影響や、ICRCの存在理由である人道支援の遂行を核兵器が不可能にする可
能性について、組織の体験に基づく直接的な証言を議論に持ち込んでいます。ICRC
職員のマルセル・ジュノー博士は、広島で原爆の影響を評価し、被ばく者への支援を
行った最初の外国人医師でした。ICRCアーカイブスに保存され、1982 年に初公開と
なった「広島の災厄（The�Hiroshima�Disaster）」と題した論文の中に、この兵器が

核兵器の時代に終止符を
2010年4月20日にジュネーブの外交団に向けて赤十字
国際委員会（ICRC）ヤコブ・ケレンベルガー総裁（当時）
が行ったスピーチ

リポートと書簡

・・・・・・・・・・・・・・

International Review of the Red Cross (2015), 97 (899), 499–506.
The human cost of nuclear weapons
赤十字国際レビュー 第97巻(899号)　2015年秋発行

ⓒ赤十字国際委員会 2021
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人間に及ぼした実情を伝える彼の証言が記されています。

　　�　我々は、……（中略）……これまで一度も見たことのない光景を目の当たりに
しました。街の中心が、そこだけ白抜きになり、手のひらのように何もない平ら
な状態でした。残っている物は何もありませんでした。家のわずかな形跡も消え
去っているようでした。その白い一帯は直径２キロメートルほど。外郭の辺りは
帯のように赤く、家が焼けた範囲を示していました。焼け跡はさらに遠くまで広
がっていて、……（中略）……都市のほとんどに及んでいました。

　ジュノーが出会った目撃者によると、爆風が生じてから数秒以内に次のようなこと
が起きたそうです。

　　�　市の中心部では、通りや公園にいた多くの人々が、焼けつくような熱波に襲わ
れ、次々と死んでいきました。死を免れた人は目を背けたくなるほどひどい火傷
を負って、イモ虫のような動きでもだえ苦しんでいました。民家も、倉庫も、何
もかもがすべて、この世のものとは思えない力でなぎ倒されたかのように、跡形
もなく消えてしまいました。路面電車はまるで重さがないかのように浮き上がり、
数ヤードも遠くに放り出され、車両も線路から吹き飛ばされました。あらゆる生
き物が、激痛に苦しむ姿のまま石のように固まってしまったのです。

　ジュノーが詳しく語っているように、この大規模な破壊は、医療インフラや医師、
医薬品にも容赦なく及びます。広島にいた 300 人の医師のうち 270 人が死亡、1780
人の看護師のうち 1654 人が死亡、140 人の薬剤師のうち 112 人が死亡したと報告さ
れています。奇跡的にも、ジュノーが訪れた日本赤十字病院は石造りであったため、
大部分が無傷で残っていました。けれども、病院の研究施設は使用できず、職員の３
分の１は死亡し、血液を提供できるドナーも死亡したか行方不明となり、輸血もまま
なりませんでした。原爆が投下された当日に病院に避難してきた 1000 人の患者のう
ち、600 人があっという間に亡くなりました。
　核兵器の使用がもたらす被害は、緊急支援や医療支援のインフラが破壊されること
で急激に拡大します。核兵器固有の特徴、つまり、爆発で生じる放射線の人間への影
響は、最初の爆発の後、何年にもわたって苦しみや死をもたらします。被ばく者には、
間もなく消化管の負傷がもとで命にかかわる脱水症や下痢、あるいは骨髄抑制が原因
で生命を脅かす感染症やひどい出血が生じるかもしれません。たとえこうした脅威に
打ち勝ったとしても、特定のがんの発病や、子や孫の世代に遺伝子損傷が伝わるリス
クが増す事態に直面します。このようにして、時間の経過とともに、ますます多くの
命が失われていきます。広島と長崎では、原爆投下から５年間の死亡率が２倍から３
倍に上昇しました。

　冷戦時代、核兵器の破壊力が何千倍にも強まった一方で、各国や国際機関が被ばく
者を支援する能力は高まりませんでした。ICRCは最近、核、放射線、化学または生
物兵器の使用による被害者を支援する ICRCおよび他の国際組織の能力の詳細な分析
を終えたところです。一部の国にはある程度の対応能力が備わっているものの、国際
レベルではそのような能力はほとんどなく、現実的で十分に練られた計画もありませ
ん。将来核兵器が使用されれば、ほぼ確実に、広島と長崎で目撃された光景が繰り返
されることになるでしょう。
　今では、広島と長崎で使用された核兵器の破壊力は、現代の核兵器と比べると小さ
いことが分かっています。核兵器の使用をめぐる多くのシナリオによると、人間や社
会はよりひどく破壊されるでしょう。また、現在備蓄されている核兵器のごく一部で
も使用されれば、長年にわたって環境に影響を与え、広範囲で農業ができなくなるで
しょう。人間生活への影響は実に深刻です。
　ICRCは長年、核兵器や、核兵器が市民に及ぼすとてつもない脅威、そして国際人
道法への示唆について考え続けてきました。1945 年９月５日の時点で既に、核兵器
を禁止すべきだという意思を公に表明。1948 年以降は、国際赤十字・赤新月運動全
体として、国際会議を通じて大量破壊兵器全般、特に核兵器の禁止を継続して呼びか
けてきました。1950 年に実施したジュネーブ諸条約加入国とのやりとりでは、原子
力の時代が到来する以前の助教について、ICRCは次のように述べました。

　　�　戦争はまだ一定の制限規則を前提としていました。何より、……（中略）……
戦闘員と非戦闘員は区別するものとされていました。それが原子爆弾や無誘導ミ
サイルとなると、区別することは不可能です。このような兵器は病院、捕虜収容所、
そして市民を容赦なく攻撃します。その必然的な帰結とは、まさに皆殺しそのも
のです。……（中略）……核兵器使用直後、そして長期的な影響は、負傷者への
アクセスと彼らへの治療を阻みます。こうした状況下で、理由は何にせよ核兵器
が使用されるかもしれないという前提は、非戦闘員を保護するという法律に則っ
た試みを実体のないものにしてしまうには十分です。この兵器の使用の結果生じ
る完全な破壊を前にしたとき、成文法であってもそうでなくても、法は無力です。

　このことから、ICRCは各国に「原子力兵器を禁止する合意に達するためにあらゆ
る措置」をとることを求めました。
　1996 年、国際司法裁判所が核兵器に関する勧告的意見の中で、国際人道法にみら
れる区別と均衡性の原則は「逸脱されてはならず」、核兵器にも適用されるとの判断
を示したことを、ICRCは歓迎しました。それらの原則を核兵器に照らし合わせると、
裁判所は「核兵器の使用は国際人道法の原則と規則に一般的に反する」と結論付けま
した。国家の存亡にかかわる脅威の極限状況においては、核兵器の使用が合法である
かどうかを判断することはできませんでした。
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　ある一定の状況下では核兵器を合法的に使用し得るという見解を支持する狭義のシ
ナリオを引用する人もいました。しかし、裁判所は次のような見解を示しました。

　　�　核兵器の破壊力は、空間的にも時間的にも封じ込めることができない。……（中
略）……核爆発により放出される放射線は、非常に広範囲にわたって健康、農業、
天然資源、人口統計に影響を及ぼすであろう。さらに、核兵器の使用は将来世代
にとっても非常に危険なものとなり得る。

　この見解を踏まえ、ICRCは、核兵器のいかなる使用も国際人道法の規則と合致す
るとみなすことは難しい、と考えます。
　人道支援組織としての ICRCの立場は、純粋な法的分析を超えるものであり、また、
超えなければなりません。その破壊力、筆舌に尽くしがたい人的被害、空間的・時間
的に制御不可能な影響、段階的に上昇するリスク、そして環境や将来世代、何より人
類の存亡そのものに対する脅威を見ても、核兵器は他に類を見ません。したがって
ICRCは今日、核兵器使用が合法的かどうかの見解はさておき、そうした兵器が二度
と使用されないことを保証するよう、すべての国に訴えます。
　今、国際社会は、現世代と次世代のために核兵器の脅威を減らし、廃絶するための
またとない好機をつかんでいます。国連安全保障理事会は、2009 年９月の首脳級会
合で、「核兵器なき世界」を目指す決議を採択しました。その４カ月前、ジュネーブ
軍縮会議では、核軍縮を含む核兵器問題に関する作業と交渉のプログラムに全会一致
で合意しました。ここ数十年で最も有名な政治や軍事のリーダーの中には、核兵器は
国内および世界の安全保障を根底から揺るがすものだと結論付け、その廃絶を支持す
る人物もいます。オバマ米大統領やメドベージェフ露大統領は、核兵器削減に対して
自国が担っている特別な責任を認めました。来月ニューヨークで開かれる核兵器不拡
散条約運用検討会議は、核軍縮に関するものも含め、核兵器国、非核兵器国にかかわ
らず、同条約のすべての義務の履行に向けた具体的な計画に合意するための歴史的な
機会を提供します。
　核兵器の使用を防ぐためには、法的拘束力を有する国際条約の枠組みの中で、核兵
器の禁止と全面的な廃絶を目指した交渉を行う既存の義務を履行することが必要だと
ICRCは考えます。それはまた、核兵器の拡散防止と、製造に使用される可能性のあ
る材料や技術へのアクセスの規制も意味します。
　マルセル・ジュノーの証言は次のように始まります。「原子爆弾の物理的影響は信
じられないほどで、全く理解を超え、想像を超えていました。その道徳的衝撃は実に
恐ろしいものでした」。人類共通の人間性に抗い、国際人道法の最も基本的な原則と
の整合性も疑問視され、人類の存続を脅かしうる兵器のおぞましい影響に関して、道
徳的に無関心にならないよう、私たちは自らを律しなければいけません。
　ICRCは今日、すべての国家に向けて、そして各国に影響を与えるあらゆる立場の

方々に向けて、核兵器の時代に終止符を打つまたとない機会を、決意と熱意をもって
掴み取るよう呼びかけます。



266

リポートと書簡



267

　人類の良心と意識に消せない記憶を残した広島と長崎への原爆投下から、今年で
70 年になります。
　私は先週、広島にいました。平和記念資料館を訪れ、被爆者の証言を聞きました。
広島と長崎に原爆が投下されてから 70 年経った今でも、近代における戦争の転換点
となったこの出来事は、生存者、そして多くの日本人の日常に影を落としています。
　この 70 周年という節目は、核兵器が人類にどれだけ壊滅的かつ長期的な影響を及
ぼすのかということを、私たちに思い出させます。これら二つの都市とその住民が炎
につつまれたことを、思い出させます。また、生存者にとってこれは、医療施設が破
壊されたがために治療されぬまま放置された火傷や失明、爆風による損傷、ゆっくり
と苦しみながら迎える死、そして、被爆してから耐えてきた苦痛を思い出させる節目
です。70 年経った今でも、生存者は癌や他の疾患の治療を受け続けています。
　70 年前、ICRCと日本赤十字社の職員は被爆者を治療し、原爆による人々の苦しみ
を軽減するため、想像を絶するような状況のなか、活動を展開しました。しかし、病
院が瓦礫や灰と化し、医療品が汚染されてしまったなか、どのようにして治療を行っ
ていたのでしょうか。広島の爆心地から 1.5 キロ離れた広島赤十字病院は被爆後、倒
壊を免れ、日本赤十字社の医師と看護師はできる限りのことをしました。しかし、原
爆の被害を受けて苦しむ人々を救うのには、十分ではありませんでした。

核兵器：人類に対する脅威に終焉
を
2015年2月18日、ジュネーブの外交コミュニティに向
けて赤十字国際委員会（ICRC）ペーター・マウラー総
裁が行ったスピーチ
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・・・・・・・・・・・・・・
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The human cost of nuclear weapons
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　この経験のもと、ICRC は 1945 年９月、核兵器がもたらす人道的影響は許容でき
ないものである、という結論を出します。人道という観点から見たとき、核兵器は廃
絶されるべきです。それ以来、ICRC は国際赤十字・赤新月運動とともに、各国に対
して核兵器を禁止するための合意に達成するよう呼びかけています。
　歴史を通して人道危機は、戦争における苦しみや犠牲、残虐行為を防ぐための新し
い法律を採択するきっかけをもたらしてきました。一つの例は第一次世界大戦におけ
る毒ガスの使用です。これは、1925 年のジュネーブ議定書、そしてその後の化学兵器・
生物兵器禁止の動きへとつながりました。
　しかし、広島と長崎への原爆投下という人道危機から 70 年を経た今でも、核兵器
の禁止および廃絶へ向けた顕著な進展は見られていません。核兵器というのは、私た
ちが今もなお法的ギャップに直面している大量破壊兵器の一つなのです。
　私たちは、これまでなされてきた取組みや、核兵器不拡散条約（NPT）およぴ
NPTが含むすべての諸誓約の基本的な重要性、そして、その他の核軍縮を前進させ
るための取組みがなされていることは認識しています。しかし、核兵器が及ぼしうる
人道的な影響を考えたとき、今の時点で、これら核軍縮への動きが十分なものである
とは言えません。
　５年前、私の前任者である前総裁は、核兵器の使用禁止と廃絶を目指した ICRCに
よる呼びかけを、力強く繰り返しました。その前年に、国連安全保障理事会サミット
や、アメリカおよびロシアの大統領によって、「核兵器のない世界の実現のための条
件を創出する」という目標が定められたのです。
　2010 年５月、NPTの締約国が初めて「核兵器のもたらす壊滅的な人道的影響」を
認識しました。また、締約国が核軍縮へ向けて積極的に取り組み、いかなる核兵器を
も減らして、最終的に廃絶するためにいっそう努力することも認識されました。これ
は評価すべき動きであると言えるでしょう。
　しかし、私が今日こうして外交コミュニティの皆さんをお呼びしたのは、このよう
な取組みが危機に晒されていると感じているからです。
　３カ月後、核兵器のない世界の実現へ向けた動きは、NPT再検討会議という枠組
みの中で再び取り上げられます。これは条約そのものにとって極めて重要な転換点と
なるだけではなく、核兵器が二度と使われないことを再確認する機会となるでしょう。
前回の再検討会議から、様々な出来事が起こりました。したがって、各国は新たな発
展や視点を考慮したうえで会議の準備を行い、その後、核兵器の危険性に対処するた
めの将来的な活動につなげていくべきだと私たちは考えます。
　再検討会議では、核兵器がもたらす人道的影響に関する、詳細で、ある分野では新
しい情報が議論されるでしょう。ノルウェー・オスロやメキシコ・ナヤリット、オー
ストリア・ウィーンで開かれた国際会議のおかげで、国際社会は核兵器が意図的およ
び偶発的に使用されるリスクや、それが世界中の人々や社会、環境に及ぼす影響を、
より明確に把握することができるようになりました。

　これらの会議では、ICRCが広島での経験から学んだことが確認され、広く認識さ
れました。会議の要点は以下の通りです。

　・　�核兵器が持つ破壊力とそれが及ぼす人的被害の規模は、他に類を見ないもので
ある。核兵器が使用されれば、どれだけ限定的な使用であったとしても、人間
の健康や環境、気候、食料生産、社会・経済開発に壊滅的で長期的な影響を及
ぼす。

　・　�核兵器が及ぼす健康への影響は何十年も残り、生存者の遺伝的損傷はその子供
たちにも受け継がれることがある。これは、これまで使用および実験されてき
た核兵器によって証明されている。日本赤十字社の病院が原爆投下 70�年後の
現在でも放射線による癌や白血病の治療をしているというのは、予想だにしな
かった事態である。

　・　�「核の時代」の幕開けから 70 年が経過した現在でも、支援を提供する者を十分
に保護しつつ、核爆発の直後に多くの被ばく者を支援する効果的または実現可
能な方法は、ほとんどの国で、あるいは国際レベルでも存在しない。

　・　�核爆発の人道的影響は、それが起こった国だけではなく、他の国々とその国民
にも広がる。したがって、核兵器の存続とその国際的および偶発的な利用のリ
スクは、世界的な懸念事項である。

　核の専門家やかつて核戦力を後押ししていた人々は、偶発的な核兵器の使用の危険
性が残ると証言しています。1945�年以来、誤作動や誤報、情報の解釈の誤解などに
よって、世界はたびたび国際的、もしくは偶発的な核兵器の使用の危機に晒されてき
ました。この 70 年間核兵器が使用されなかったという事実は、今後将来的にも使用
されないことの保証にはなりません。核兵器の禁止と廃絶によってのみ、その深刻な
人道的影響を防ぐことができるのです。
　実際には現在、より多くの国家が核兵器を所有し、非国家主体までもが核兵器や核
物質を入手する可能性が出てきており、意図的および偶発的な核兵器の使用のリスク
は増加しています。1800 の核弾頭が、数分で発射できる「高度警戒態勢」にあると
いうことは、このリスクをいっそう高めています。冷戦終結後、このような政策を転
換するような呼びかけが行われていますが、それは残念ながら無視され続けているの
です。
　前回のNPT�再検討会議以降に得られた情報は、ICRC�の核兵器への懸念をよりい
っそう高めるものとなりました。我々は、これらの会議の結果が、基本的な国際人道
法のもとで核兵器を評価することの必要性を示唆していると考えます。健康や環境へ
の影響に関する新しい情報や、ほとんどの国が適切な支援を行う能力を持っていない
という認識のもと、全ての国で核兵器に関する法的および政策的な見直しが行わなけ
ればいけません。
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　ICRC は 1996 年の時点で、国際司法裁判所の勧告的意見を受け、「いかなる核兵器
の使用も、国際人道法の前提条件と両立しうると想定することは難しい」という結論
を出しています。
　それ以来、核兵器に関して出される情報は、この結論をいっそう強化するものとな
っています。新たな情報が出てくる度に、核兵器使用の人道的影響が国際人道法と両
立しうるという仮定のシナリオが、非現実的なものになっていくのです。そして、核
兵器は禁止および廃絶されなければならない、という結論に何度となく辿り着きます。
　ICRCは核兵器の使用のリスクを削減し、法的拘束力を持つ国際的な合意のもとに
その廃絶を保証することが、人道的な義務であると考えています。
　重要な取組みも行われています。冷戦終結後、最も多くの核兵器を持つ国々は、
保持する核弾頭の数を大幅に減らしてきました。2010 年の新戦略兵器削減条約（新
START条約）によって、配備核弾頭数はさらに減少するとされています。核物質を
めぐる安全保障についても動きがみられています。非核兵器地帯の設置に関する条約
を 115�カ国が批准しているほか、ほとんどの国々が包括的核実験禁止条約の批准や、
核実験のモラトリアム（一時停止）を行うことで核兵器の実験を控えています。
　しかし、私たちに大きな懸念を抱かせる 2010�年以降の動向もあります。核兵器の
「急速な削減」へ向けた交渉は行われておらず、「完全廃絶」を目指す動きはさらに停
滞しています。核兵器の備蓄量の減少速度は遅くなっており、いくつかの国では核兵
器の近代化が進んでいます。これらの国では、安全保障政策の中で核兵器が果たす役
割は低下しておらず、核拡散が進む可能性があると言えます。
　核兵器が初めて使用されてから 70�周年というこの機会は、核兵器の時代が終わり
つつあり、その脅威が永遠と払拭されることを示すものでなければいけません。５�
年前にNPTの締約国が認識した核兵器の「破壊的な人道的影響」に関して学んでき
たことについて、法的、政治的、そして戦略的な結論が導き出されなければならない
のです。
　2011 年、国際赤十字・赤新月運動の国際赤十字代表者会議は各国に、「核兵器が再
び使用されることを決して許さない」、「すでになされている誓約や国際協定に基づい
て、核兵器の使用禁止と廃絶のための法的拘束力のある国際協定の交渉につながる具
体的措置をとる」ように呼びかけました。
　私はここで再び呼びかけます。ICRCは各国に、法的拘束力を持つ合意実現へ向け
た交渉を行うための、期限を定めた枠組みを設定し、その合意がどのようなものであ
るべきか検討することで、NPT条約の第６条に含まれる誓約を果たすよう訴えます。
核兵器の人道的影響と今日の動向は、無視するにはあまりに深刻なものとなっていま
す。法的拘束力を持つ合意を通じて核兵器を禁止および廃絶すること以外に、それが
二度と使われないと保証する方法はありません。
　NPTの締約国は、５月の再検討会議を核兵器を禁止および廃絶における意思決定
および進展に関する転機としなければなりません。

　最後の核兵器が廃絶されるまで、意図的および偶発的な核兵器使用の差し迫ったリ
スクを減らす、さらなる取組みが必要となります。核兵器を所有する国々とその同盟
国は、国の軍事的戦略や原則、政策における核兵器の役割を縮小するよう、私たちは
呼びかけます。また、「高度警戒態勢」にある核弾頭の数を減らし、偶発的な核兵器
の使用防止のために取られている措置については、透明性がより向上されるべきです。
このような取組みは、長期間にわたる政治的関与と多角的な行動計画に基づくもので
あり、急を要する問題として徹底的に遂行されるべきです。
　核兵器がもたらす壊滅的な人道的影響から人類を保護するためには、勇気や継続的
なコミットメント、協調した行動が必要となります。今日における複雑な安全保障環
境は、そのような行動の難しさと必要性を浮き彫りにします。国際社会が不安定な状
況に陥っているとき、核兵器はたびたび安全保障を強化するものとして扱われます。
しかし、壊滅的かつ不可逆的人道的被害をもたらしうる兵器を、一般市民、もしくは
人類全体を保護するものとしてみなすことはできません。
　これまで以上に、核兵器のリスクが高く、その危険があまりに現実的なものである
ことを私たちは知っています。各国、そして、各国に影響を及ぼすことができる私た
ちが、緊急性と決意を持って行動を起こさなければなりません。そうすることで、核
兵器の時代を終結させなければいけないのです。
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2017 年７月７日、国連加盟国の大多数である 122 ヵ国が、核兵器を禁止する歴史的
にも画期的な条約を採択しました。
核兵器禁止条約の採択に至るまで、赤十字国際委員会（ICRC）は米ニューヨークの
国連本部における交渉会議に積極的に参加。核兵器がもたらす壊滅的な人道被害を踏
まえて、国際人道法に基づいた明確で曖昧さのない禁止を謳った国際条約を主張して
きました。

　「核兵器は、あまりにも長い間、国際法で明確に禁止されることのなかった唯一の
大量破壊兵器でした。その矛盾が今日、条約採択によって解消されました」。採択を
受けて、ICRC のペーター・マウラー総裁はジュネーブで声明を発表。「この合意は、
私たち人類にとって意義深い勝利です」と語り、さらにこう続けました。「今日、世界は、
無差別で非人道的な武器の違法化に向けて歴史的一歩を踏み出しました。未来の核廃
絶において極めて重要な礎となります」。

　核兵器禁止条約は、核拡散に反対する確たる基盤を作り、やがて核廃絶につながる
道のりを築きます。条約は、50 カ国が批准した時点で発効されます。ICRC法務部武
器関連課長�のキャサリーン・ラワンドは、交渉が合意に至ったことを受けて参加諸
国を称賛し、次のように語りました。「条約は、核兵器の使用が不名誉なことである
という意識を高めるでしょう。しかし、採択されたからと言って核兵器が一晩でなく
なるわけではないこともわかっています。私たちの共同作業は、まだ完成にはほど遠
いのです」。条約は50カ国が批准した時点で発効されます。ICRCも世界各地の赤十字・

核兵器禁止の歴史的合意
「人類のための勝利」

日本語版付録
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赤新月社と一緒に、引き続き核兵器なき世界の実現を後押します。

　以下は、条約採択に伴い発表された、ICRC と国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）
による共同声明。

2017 年７月７日

　ICRC をはじめ、国際赤十字・赤新月運動（以下、赤十字運動）が核兵器廃絶を初
めて呼びかけてから 72 年が経った今、何より被爆者と核実験の被害者の苦しみを思
えばこそ、この、実に歴史的である条約を熱く歓迎します。

　ICRC と IFRC は、エレン・ホワイト議長、そして核兵器禁止条約の採択に向けて
会議に参加した国々に、心よりお祝い申し上げます。この条約の歴史的意義をどんな
に語っても、誇張しすぎることはありません。核兵器のない未来への必要不可欠な、
待ちに待った一歩です。

　私たち赤十字運動は、1945 年に自分たちが目の当たりにした原子爆弾の恐ろしい
影響について、独自に直接証言することでこうした取り組みに尽力してきました。ま
た、自分たちの経験と知見に基づき、核兵器の使用が人体にもたらす長期的な影響や、
使用された際に有効な人道支援対応ができないことについての証拠も提示してきまし
た。

　壊滅的な人道的影響を認識しつつ、条約は国際人道法に基づき、明確かつ包括的に
核兵器を禁止します。核兵器使用は、いかなる場合においても、人道の原則、社会の
良心にとって許しがたいことである、と条約は認めています。核実験および核兵器の
使用で被害を受けた人々を支援し、汚染された環境の修復に従事するという確固たる
約束も条約に含まれています。また、核保有国を含めた全ての国の支持を取り付ける
までの道のりも提示しています。

　核兵器禁止が地球規模で法の中に組み込まれたことで、核兵器の時代を終わらせる
取り組みの転換点に私たちは立っています。この条約は、多くの国が核兵器を道徳的、
人道的、そして今や法的にもはっきりと拒絶するという意思の裏付けです。

　世界中の国々が、条約に対して徹底的に考察したり、何かしらの反応を引き起こす
でしょう。また、そうでなければなりません。核兵器が禁止されるからといって、こ

の世から即座になくなるわけではありませんが、核兵器の使用が不名誉なことである
という意識を強め、核リスク削減ための努力を支持し、核拡散に対する明白な阻害要
因となり得ます――それらはどれも、地域的また国際的に高まる緊張と、その結果増
幅する核使用のリスクを踏まえて、今日では特に重要な要素です。核兵器の禁止は、
核不拡散条約第６条にもあるように、核軍縮に向けた既存の取り組みを満たす具体的
な一歩でもあります。

　核兵器禁止条約の迅速な発効と誠実な実行を確固たるものにするために、赤十字運
動は積極的にこの条約を推進し、できるだけ早い各国政府による署名と支持を促しま
す。核兵器廃絶に向けて社会の良心を呼び起こすうえで、赤十字運動の役割、そして
何より市民社会が果たした重要な役割が条約の中で認められていることに感謝してい
ます。また、条約の履行や核兵器の使用・実験によって被害を受けた人たちへの支援、
そして条約締約国会議や再検討会議を含めた、将来にわたる継続的参加を打診してく
れたことにも感謝します。

　2017 年４月、ICRC、IFRC そして世界 34 の赤十字・赤新月社の代表たちが長崎に
集まり、長崎市に落とされた原爆の身体的・精神的傷跡を、自分たちの目で見て、耳
で聞きました。日程の最後には、長崎を核兵器が使用された歴史上最後の場所にしよ
うと、国際社会に訴えました。その長崎宣言の一節です。「核兵器のない世界を実現
することは、未来の世代への義務であり、私たち共通の人類を存続させるために課せ
られた責務です。壊滅的な人道的被害を与えるリスクのある核兵器が、人間に安全保
障をもたらすと解釈することは到底無理です。人類を守るためには、勇気と積極的な
貢献、足並みの揃った行動が必須です。今こそ、核兵器の禁止と完全な廃絶によって、
何よりもまず、人類を最優先に位置付けるべきです」。�今回採択された条約は、核兵
器の時代を終わらせる歴史的な第一歩です。

※共同声明のオリジナル（英語）は ICRC本部ウェブサイトを参照：
https://www.icrc.org/en/document/
joint-statement-adoption-treaty-prohibition-nuclear-weapons
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　第二次世界大戦末期に日本に原爆が投下されて75年が経った2020年、赤十字国際委
員会（ICRC）は長崎県および長崎市と、「人類に核兵器は本当に必要なのか」をテー
マに日本発のグローバルオンラインイベントを開催。2020年8月9日、長崎を拠点に、
ジュネーブ、ソウル、ワシントンD.C.と東京をつなぎ、二部構成で2時間をかけて中
身の濃い議論を展開しました。
　第一セッションでは、日本の被爆の記憶をどう世界と未来に語り継ぐかについて
若者や被爆者と意見交換。続く第二セッションは、ノーベル平和賞を受賞した組織
（ICAN、ICRC）と、国連の軍縮部門を率いる中満泉氏、前国連事務総長の潘基文氏
が一堂に会し、核兵器のない世界の構築を世界に訴えました。

第1部：被爆の記憶を受け継ぎ、未来とへ

・ファシリテーター：宮本聖二
　　　　　　　　　　（Yahoo!ニュースプロデューサー兼立教大学大学院教授）
・田中重光（長崎原爆被災者協議会会長・被爆者）
・田上富久（長崎市長）

日本語版付録

被爆75年イベント：
核兵器が存在することは
人類にとって何を意味するのか
~コロナ危機の最中に考える

・・・・・・・・・・・・・・
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・岩髙史織（ナガサキ・ユース代表団8期生）
・田平由布子（家族・交流証言者）� ※敬称略

【宮本】それでは東京のほうから進行させていただきます。長崎の皆さん、よろしく
お願いします。
　被爆から75年というのは大きな節目だと思っています。恐らく、1945年、原爆が投
下されて、その後、被爆の体験者の方々が、言ってみれば被爆という大変な悲惨な体
験を集合的な記憶としてずっとお持ちになって、それを私たちが共有することで、こ
れまで非戦あるいは非核、平和というものに絶対的な価値観を持ってきたのだと思い
ます。ところがその75年というのは、本当に被爆体験を直接された方が高齢化をした
り、いらっしゃらなくなったりするということ、それからこの世界が実は1960年頃の、
例えば冷戦のさなかのキューバ危機を経たり、あるいは冷戦が崩壊したりということ
があって、いくつか核兵器を抑えていこうという、あるいは失くしていこうというチ
ャンスがありながら、この75年の今、なかなかそれがうまく進んでないということが
あると思います。それはやはりこの原爆投下という体験をしたところから、原爆は何
をもたらしたのかということを世界に向けて伝えていくということが大事だと思いま
す。
　私自身はNHKで長年にわたって戦争体験者を取材して番組を作ってきて、さらに
デジタルにそれを出して皆さんで見ていただくという取り組みをしています。Yahoo
ニュースでも「未来に伝える戦争の記憶」というページで長崎の被爆体験の動画、あ
るいは原爆投下ってどういうものだったのか、原爆資料館を紹介する、そんな動画の
配信もしています。それから、長崎新聞社などと一緒に、NHK、ほかの新聞社も入れ
て、「あちこちのすずさん」という形で戦争体験を未来に継承するキャンペーンのよ
うな動きを、メディアを越えて取り組んでいるところです。
　今日はまず田上市長から話を聞いてまいりたいと思います。今日の平和記念式典で
の田上さんの長崎平和宣言、大変印象的でした。なぜ印象的かといいますと、田上さ
んは大変な危機感を感じてるということを話をしてくださいました。もう一つ、これ
は私だけが感じたのかもしれませんが、核軍縮は進まないことに対する苛立ち、これ
はもしかしたら言葉が過ぎるかもしれませんが、そんなことをお持ちじゃなかったの
ではないかと思いました。と同時に、それでも課題解決の道はあると。あるいは若い
世代への期待といったものがあったと思います。田上さん、今日の長崎平和宣言に込
めた思いをまずお聞かせください。

【田上】ありがとうございます。宮本先生が仰ったことは、今年の平和宣言の中には
全部含まれていたことだと思います。今年は被爆75年という大きな節目の年です。そ
の75年にふさわしい平和宣言にしたいと思っていました。その意味で、前半では、過
去と現在についてお話をしました。被爆のときの惨状のお話から、75年前にそれを受
けて国連で核兵器を廃絶するという決議をしたこと、それが今75年経って、核兵器を
めぐる状況はどうかいうと、非常に厳しい状況になっていること、そういう核兵器を
めぐる75年間について知っていただく部分が前半だったと思います。そして、それを
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思い出したあとに、後半は未来に向けてのいくつかのキーワードを挙げて、皆さんへ
のメッセージとさせていただきました。それは、一つは「参加する」というキーワー
ドでしたし、それからもう一つは「相互不信ではではなく信頼を」というキーワード、
「分断ではなく連帯を」というキーワード、これらはローマ教皇のメッセージの中に
もあったキーワードでもありますけれども、これは核兵器のない世界を目指していく
上で非常に大切な言葉だということを伝えさせていただきました。
　平和宣言の中ではいつも共感ということを大事にしていますが、この中のどこかの
部分に、お聞きいただいた皆さんが共感をしていただける部分があったらいいなと願
っています。そして、前半と後半部分にそれをつなぐものとして、体験を語ってきて
くださった被爆者の皆さんへの感謝と敬意を込めて、皆で拍手をするという初めての
試みも今年の平和宣言に加えました。田中さんが今、私の隣にいらっしゃいますけど
も、田中さんもこの平和宣言文の起草委員会のお一人ですが、こういう平和宣言に込
めた思いが一人でも多くの皆さんに伝わっていたら嬉しいなというふうに思っていま
す。以上です。

【宮本】ありがとうございます。それでは、今お話にもありましたけども、田中重光
さんにお話をうかがいます。長崎原爆被災者協議会会長で、ご自身は爆心地から6キ
ロの地点で被爆をされて、その後ご両親は被爆した影響で、特にお父さまが若くして
亡くなられて、同時に大変な苦労を田中さん自身がされたというふうにうかがってま
す。田中さんご自身は、これまで書かれたものの中でも、若い被爆者として活動をさ
れてこられたということを仰っているんですけども、実際には田中さん、まもなく80
歳になられるということで、そういったことをふまえて、どんな思いで今日を迎えら
れたのかっていうことをお聞かせいただけますか。

【田中】私は、被爆者のお手伝いをできたらいいなと、そういう軽い気持ちで最初は
被爆者活動、その以前は平和活動を国鉄という職場の中でしていました。そういう中
で、谷口稜曄さんや山口仙二さん、そのほか多くの先輩被爆者たちの話を聞き、一緒
に色々な活動をする中で、核兵器っていうのは、人類にとっては本当に一番残しては
いけないものだということを感じるようになりました。そして、今被爆者の会の会長
をしてるわけですけれども、若い人たちが被爆者の話を聞いて、それに基づいて考え
て、継承してもらいたい、そのことを一番願っています。核兵器は、人類とは共存で
きない。被爆者たちが言う、核兵器によって人間らしく死ぬことも、人間らしく生き
ることもできなかった、そういう残酷な兵器であるということを皆さんに知っていた
だき、本当にこの核兵器をなくすために、一人一人が考えて行動してほしいなと思っ
ております。

【宮本】分かりました。田中さん、また後ほどお話を聞かせてください。

続いて、田平由布子さんでよろしいでしょうか。

【田平】はい。

【宮本】田平さんは、ナガサキ・ユース代表団としてNPTの再検討会議にお出かけに
なって、第3回の準備委員会の際に国連に赴いて、その場で広く被爆体験であるとか、
核兵器廃絶を訴えた経験をお持ちでいらっしゃいます。現在は被爆者の体験、証言を
受け止めて、咀嚼をして、そして今度は被爆者の、これは実際はそうかどうかお話聞
かせていただきたいのですが、一人称で、自らが体験したこととして伝えるというこ
とに今努力されてるというふうに聞いています。ご自身の体験、それから例えば今日
をどんなふうに迎えられたのか、ご自身がやってることを説明いただいてよろしいで
すか。

【田平】はい。私は被爆者の体験や思いをご本人から受け継いで、それを後世に語り
続く、被爆体験の継承活動をしております。私が現在受け継いでいる被爆者は2人お
りまして、そのうちの1人が吉田勲さんという方、そしてもう1人が山田一美さんとい
う方です。私は3年前から吉田勲さんの被爆体験の継承者として活動させていただい
ております。実は、吉田勲さんは3年前にお亡くなりになりました。それは私が聞き
取りを始めてからちょうど2カ月半後、本当に早い時期でのお別れとなってしまいま
した。ですので、語り継ぐにあたっての苦労や大変だったことというのはたくさんあ
るんですけれども、勲さんの講話を作って発信していく中で、被爆体験を一人称とし
て語る、自分の中で体験を咀嚼して、8月9日の風景を色々な人に分かっていただくよ
うに伝えるというアドバイスを実際にいただいて、それを実践しています。本日は被
爆75周年という節目の年に当たって、今、新型コロナウイルスの問題、気候変動問題
などいろいろありますけれども、その中で世界が平和の方向に向かっていく、一人一
人が平和を実現するために何ができるかを考えるきっかけになるんじゃないかと、そ
ういう希望を持って私は今日この日を過ごしています。

【宮本】田平さん、ということは吉田さんの、言ってみれば戦争の、被爆の記憶を対
話を通して受け継いだ、あるいはそれ以外に吉田さんの周囲のことであるとか、そう
いったことも学んだということですかね。

【田平】そうですね。勲さんから直接聞かせていただいた話だけではなくて、これま
で勲さんが書いた体験記の手記や新聞記事、それから勲さんの知人やご家族による聞
き取りなども行って講話を作りました。

【宮本】分かりました。また後ほど、それをどうやって広めていくのか、課題等につ
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いては後ほど伺いたいと思います。よろしくお願いします。
　今日はもう一人、若い世代から岩髙史織さん、長崎大学の3年生に参加いただきま
した。ご本人は被爆3世、おじいさまが被爆して、おじいさまはご兄弟を亡くしたと
いうことですけれども、ナガサキ・ユース代表団の8代目でいらっしゃいます。先ほ
どの田平さんは、2代目でいらっしゃいます。大変残念なことに、この新型コロナウ
イルスの感染拡大で、赴く予定だったそのNPTの再検討会議そのものが延期になっ
てしまいました。ただ、そんな状況の中でも、本当にどうやって世界に伝えるかとい
うことを今懸命に取り組んでいらっしゃると思います。そういったことも含めて岩髙
さんの思いと取り組みを教えてください。

【岩髙】はい。私たちがナガサキ・ユース代表団として取り組んだものといたしまし
ては、私たちが今までやってきた活動の中で、勉強会というものがあるんですけれど
も、その勉強会の中で核兵器廃絶について学んできました。この学んできたものの中
で私たちが得たメッセージというものがありまして、そのメッセージを本来であれば
NPTの会場で伝えるものだったんですけれども、それができなくなってしまったの
で、オンラインで、まずは英語で世界中に発信するということを行いました。
　私の平和に対する思いといたしましては、本当に私に関わってくれている全てのみ
んなのことが本当に大好きで、そのみんなを失いたくないし、奪われたくないと思っ
ております。ですので、過去、核兵器が長崎、広島に使われたことがもう二度と起こ
らないために、ほんの少しの些細なことでもいいので、私たちが活動していくことで
世界の平和の輪につながっていくのではないかなという思いを抱きながら、平和活動
を行っております。

【宮本】ありがとうございます。今皆さんの活動と今日の思いをお聞かせいただいた
のですけれども、私自身も課題感を持っているのですが、被爆体験を伝える、戦争体
験を伝えるという点で最初に節目と申し上げました。それは本当に体験者が少なくな
っていく中で、どのようにその体験を伝えるのかというのと、もう一つ、例えば田平
さんや岩髙さんの取り組んでらっしゃること、これも同じ世代の中にも広げていく必
要があると思うんですね。つまり、単に知りたい人に伝えるだけではなくて、大きな
力にするにはみんなで共有したいと。そういった意味で、例えば岩髙さんはナガサキ・
ユースということで、同じ、かなり関心の高いといいますか、問題意識のある方々で
活動されてますけども、ほかの同世代の若者はどうでしょうか。長崎で、地元ですか
ら平和教育も自覚的に受けていらっしゃる方も多いと思いますが。

【岩髙】大学に進学してみると、他県の学生と関わる機会も多くなる中で、原爆の実
相であったり、核兵器問題について無関心どころか、その事実さえ知らないという人
も結構多くいて、すごくショックを受けたところではあるんですけれども、多分、知

らないこと自体はその人が悪いわけではなくて、その人が知る環境がただ単になかっ
たのではないかなと思います。私はたまたま長崎に生まれ育って、そして家族に被爆
者もいてという、そういう環境があったので、こういった問題に取り組むきっかけに
なったのかと思っています。他県の子たちはなかなか歴史の授業以外では触れる機会
というものがないという話をよく聞きますので、核兵器問題について気軽に話せるプ
ラットフォームのような場があれば、無関心を関心に変えられるのではないかと私は
思っております。

【宮本】ありがとうございます。田中さん、よろしいでしょうか。

【田中】はい。

【宮本】今、若い世代の岩髙さんが、長崎はともかく、例えば大学では他県の学生が
いて、機会がないのではないか、何か環境があれば関心が持てるのではないかという
話がありました。田中さんも長年、若い人に戦争体験を伝えるということもされたと
思うんですが、そのあたりは何か手ごたえがなくなったとか、いやいやそんなことは
ないとか、ご自身が感じることはありますか。

【田中】私もフィールドワークをしたり、また、十数年前から長崎原爆被災者協議会
として修学旅行生に話をしておりますけれども、小学生は本当によく聞いてくれます。
しかし、年齢が上になるにしたがって、聞き方が変わってくるということが感じられ
ます。また、社会人になると、やはり仕事などがある中で、平和に対しての関心が薄
くなってきていると感じます。
　私たち被爆者は2016年から、ヒバクシャ国際署名ということで、早く各国に核兵器
禁止のための条約を作ってほしいという、そういう願いの署名運動を始めております
けれども、毎月、月に1回は、長崎のハマクロスという繁華街で約30名ほどが集まっ
て署名活動をしてます。その中で、大体平均して280程度の署名が1時間で取れますけ
れども、若いお母さん、子供を手に引いたとか、おんぶしているとか、また抱えてい
る、そういう若いお母さんたちがもう少し関心が持ってくれないかなとつくづく思っ
ています。ですので、やはり平和教育というのは、被爆県とか被爆市だけではなく、
やはり日本全国で、日常を平和に暮らすためにはどういったことをすれば平和が保て
るのか、また、今1万3,000発ある核兵器をどうしたらなくすことができるのか、とい
うことを考えることだと思います。コロナはやがて収束をしていくかと思いますけ
れども、しかし核兵器が使われた収束っていうのは誰ももう生きていないわけですね。
この死んだ人たちを片付けてくれる人もいないと、そういう人類の滅亡を起こす兵器
であるわけですね。75年間使われなかったのは本当に幸運だったと思います。何回も
使われようとしたわけですけども。だから、人類が存続していくためには、核兵器の
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廃絶以外にはないと私は思っています。そのためには、本当に平和教育を全国、また
全世界で起こしていただきたいと思ってます。

【宮本】ありがとうございます。田平さん、先ほど田平さんは、吉田さんと山田さん
という方の体験を引き継ぐ形で、それを一人称でお伝えすると仰いました。実際に直
接体験者じゃない田平さんの話をどんなふうに受け止めていますか。あるいは、受け
止め方に何か課題等はありますでしょうか。

【田平】それは講話を聞いてくださってくれた方の受け止め方ということでよろしい
ですか。

【宮本】そうですね。

【田平】ありがとうございます。実際に今まで5,000人を超える方々に講話をさせてい
ただきました。下は小学生から上は一般の大人の方々にさせていただいたのですけれ
ども、講話に対する反応というのは、自分が思った以上に良かったです。というのも、
やはり私がこの継承活動を始める前までは、被爆者の言葉じゃなければ説得力がない
だろうと、体験していない人がいくら受け継いだところでという思いが正直あったん
ですけれども、実際にやってみて、やはり自分の努力や工夫に応じて聴衆の方々の反
応や気持ちまでも変えられるなということが実感としてあります。それは具体的に感
想文の中にもありました。例えば、講話を聞いてくださった中学2年生の子なんかは、
「講話を聞いたことで長崎に修学旅行に行く意味がやっと分かりました」とか、ある
いは「田平さんが吉田さんを伝承しているように、私も次につなげていく人になりた
い。そして人のために命を使える人になりたい」というような講話の感想だけでなく、
自分はこうなりたいという思いも含めて仰ってくださる方が多いので、そこは本当に
嬉しかったですし、体験がない人でも、また、若い人でも被爆体験を継承することは
十分に可能なんだなと思いました。

【宮本】すばらしいですね。田平さんの講話がちょっと背中を押したり、行動につな
がることがあるということですね。

【田平】そうですね、そうであることを願っています。

【宮本】田上市長にお話を聞きたいと思います。今3人の方々のお話を聞いていただい
たと思うんですけれども、問題意識としては平和教育ってのが大きなキーワードだと
思います。もう一つは、できるだけ機会を増やす、あるいは長崎だけでなくて広く。
このあたり、市長としてはどんなふうにお考えでいらっしゃいますか。

【田上】平和教育については、長崎でも数年前に少し方針を変えたんですね。それは、
これまで被爆者の方から体験を聞くというところがイコール平和教育というふうにと
らえられているところもあって、実際にはお話を聞く機会を作ることもだんだん難し
くなっているという状況もあるわけですけども、一方で子どもたちはこれから大人に
なると、海外に行って仕事をしたり、あるいは外国の人たちと一緒に仕事をしたりす
るケースが増えてくる。そういう意味では、そういう異なる考え方、異なる文化の皆
さんと共生していくこと、それは平和につながる道で、そういう異なる考え方の人た
ちと共生していく方法を学ぶ、平和を作る人になるということを平和教育の中で取り
上げていこうというような形の平和教育を今スタートさせています。子どもたち自身
が自分たちで、平和ってなんだろう、平和をつくるにはどうしたらいいんだろうとい
うことを考えていくような平和教育ですね。受け身でない平和教育を今実践が始まっ
ています。その中で、被爆者の方のお話を聞くときにも、これまではお話を聞くだけ
だったのが、子どもたちから被爆者の方に質問をしたりして、そこでやりとりが生ま
れるようになってきているというような変化があります。この平和教育は非常に長崎
や広島の特別なことではなくて、軍縮・不拡散教育という分野もありますけども、こ
れからもっと一般的になっていく、日本全体で取り組んでいくべきテーマだと思いま
すし、それから日本政府もそういう意味では軍縮・不拡散教育に力を入れるというふ
うに仰っていますので、そういうところと連携しながら広めていくことが必要だと思
っています。
　それからもう一つ、先ほど岩髙さんや田平さんのお話などを聞いてても、色々な活
動をしてくれている若い人たちがいるということを感じるわけですけども、実は彼女
たちの親の世代だったり、私はその親の世代よりももうちょっと上の世代ですけど、
私たちの世代こそが、むしろそういう平和のための活動などをあまりやってこなかっ
た世代ではないかなと反省をしています。そういう意味では、だんだんそういう色が
薄れてきたというよりも、むしろ今の若い人たちの中に関心を持ったり、活動を始め
たりしている人はむしろ増えているんじゃないかと実感しています。それはとても大
切なことで、一方で、今回新型コロナウイルスが世界中に感染していく中で、改めて
命の大切さ、あるいは環境の大切さといったものに対する関心が世界的には強くなっ
ていると思いますし、この流れの中で若い人がもっとそういったことを、例えば仕事
にしたり、取り組みをする人は増えてくるのではないかなというふうに思っています。
むしろその上の世代、私たちの世代が経済中心に回って、ほかの価値について少し目
が向かなかった世代がいますが、今の若い世代は、もっと色々なことに目を向ける人
たちが多くなっているんではないか、それは平和に近くなっているということでもあ
るかもしれないし、私はむしろ悲観的にではなく、非常に大きな希望を持って今の若
い人たちを見ています。

【宮本】私も市長と大体世代が近いので、確かに仰る通りだなと。もしかしたら我々
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が今度若い人から刺激を受けて、若い人が我々とは違う視点で目を向けている中で、
我々は何ができるのか。我々というのは中年以上の世代ですけれども、言ってみれば
第二世代ですね、戦争を体験した方の。見守るだけではなくて、自分たちで考えてい
くということに、今感じました。ありがとうございます。

【田上】若い方は新しい道具を使うこともすごく得意なので、今うまくいくやり方は、
若い皆さんがこんなやり方でやってみたいっていうときに、少し足りない部分を上の
世代が応援したりして補ったりすると、すごく新しい活動が生まれていきやすくなる
のではないかなとも感じています。応援者になるということですね。

【宮本】そうですね。では田中さん、今市長からも、上の世代が応援者になっていく
というお話がありました。田中さんとしては、例えば田平さん、岩髙さんに期待する
ことは何でしょう。

【田中】長崎では若い人たちが活動の場を広げていっていますけれども、まだまだ数
としては限られていると思います。これを、ご飯を食べるように、水を飲むように、
それほど普通なこととして、皆さんが平和活動を考えてくれるようなことになってい
ったらいいのではないかと思っています。

【宮本】私たちの暮らしの中に平和を考えるということ、あるいは平和教育というも
のが暮らしの中にそのまま一つとしてあるということですね。

【田中】そうですね。やはり家族揃って本当に笑いながら食事をするというのが平和
だと思います。これが戦争になると、一瞬にして吹き飛んでいってしまうし、音楽を
聴くこともできないし、映画を見ることもできない。今そういったことが自由にでき
るというのは、平和な社会を私たちが享受しているということじゃないでしょうか。

【宮本】ありがとうございます。田平さんとしては、今やられている被爆体験の継承
をして自ら伝える、これはどんなふうに今後広げていきたいとお思いですか。

【田平】私自身は、本当は今年、全国で講話をしたいと思っていたのですが、新型コ
ロナウイルスの中でできなくなってしまいましたし、今学校現場も混乱して、とても
依頼をするような状況ではなくなったと思うので、こちらが行けないのだったらオン
ラインで講話をしたいなというのも考えています。そして、私は吉田勲さんの講話に
ついては、昨年英語版の講話を作りましたので、これからは英語で世界に、あらゆる
国のあらゆる階層の人々に被爆体験を伝えていくということにも挑戦をしていきたい
と思っています。

　そして、核兵器廃絶の活動をやっている、やっていないに関わらず、色々な人との
つながりを増やして、ともに平和のために行動できるたくさんの仲間を作っていきた
いなと思っています。

【宮本】ありがとうございます。今、田平さんから英語での講話を作って、その動画
をオンラインで配信するという取り組みについてお話がありました。岩髙さんも問題
意識としては、とにかく世界に伝えていきたいということがあるかと思うんですけど
も、何か今考えてることはございますか。

【岩髙】私たちが活動をしていく中で、海外の方と交流する機会も増えましたので、
そういった方々と今後も、私の活動任期は8月で終わってしまうんですけれども、今
後も平和活動について積極的にネットワークを強くしていければいいのかなと思って
おります。まだ明確にこれをやりたいとか、こういうことがしたいというものが私自
身にまだないのですけれども、継続してやっていけたらいいなと今考えております。

【宮本】分かりました、ありがとうございます。もうちょっと皆さんからそれぞれお
話を聞きたいところなんですけれども、質問がかなり来ていますので、その質問にお
答えいただきながら皆さんのお話を聞かせていただきたいと思います。
　田上市長にお答えいただければと思いますが、現在の新型コロナウイルスのパンデ
ミックが核兵器、軍拡、軍縮に及ぶ影響に対して何かお考えでしょうか、という質問
が来ているのですが何かございますでしょうか。

【田上】一つは、先ほどお話しした、社会的な関心が命、あるいは環境といったもの
に向かっていく方向性がますます強くなるということがあります。そして、そのこと
が及ぼす影響で、例えば核兵器のような非常にお金がかかる、作るのにも維持するの
にもお金がかかるものに、たくさんつぎ込んでいくのかっていう考え方、それよりも
命を守る方向にお金を使ったほうがいいんじゃないかっていう、政府のお金の使い方
にも色々な意見が出てくる。それはすごく説得力があって、国レベルだけではなくて、
一般市民の方たち、市民社会の人たちにも説得力のある、「そうだよね」というふう
に思ってもらえる方向ではないかと。そういう方向にいろいろ進むことは、核兵器の
廃絶、核兵器、核軍縮の方向に進んでいく方向でもあると思っています。そういう意
味では、ポストコロナ、アフターコロナと言われますけども、この時代に核兵器の問
題を一緒に考えていくということはすごく大事なことだと思います。よくコロナに関
しては「ウィズコロナ」の段階に入っている、ウィズコロナで行くしかないと言われ
ますけども、コロナに関してはウィズコロナはあり得る、選択肢としてやむを得ない
ところがあるのかもしれないですが、ウィズ核兵器はないということもしっかりと伝
えていく必要があると思っています。
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【宮本】ありがとうございます。海外からの質問でも同様のものがありまして、核兵
器は平和維持のために欠かせないという人たち、いわゆる安全保障との関係だと思い
ますが、相対化させて物事を考えているということがあります。こうした、核兵器が
抑止力になるのだということに対するシンプルな答えはありますかという質問が海外
から来ました。いかがでしょうか。

【田上】これについては、先ほど、このシンポジウムの冒頭であったICRCが作った映
像が端的に示していると思います。核兵器が使われる危険性というのはどんどん高ま
っている。誤作動であったり、誤った情報によって誤った判断につながったり、ある
いはリーダーの意図的な判断で核兵器が使われたりという危険性はより高まっている
ということが一つあります。それから、抑止力についても、実際に抑止力と言ってい
る間にそれを持つ国が増えていっているという現状が実際にあります。その中でテロ
組織等に渡ったりという危険性も増えています。ですから、抑止力と言いながら、た
またまこれまで核戦争が起きずに済んだということだけであって、抑止力と言い続け
ている中で状況がどんどん悪くなっていっているのは、すでに現実を見れば分かるこ
とだと思っています。

【宮本】ありがとうございます。次に質問させていただこうと思うのが、新型コロナ
ウイルスの関係もありまして、田平さんはオンラインでご自身の講話をご覧いただい
ているというお話がありました。そのオンラインについて、私自身も取り組んでるこ
となんですけども、デジタルの力を使って、デジタルアーカイブであるとか、あるい
はインターネットで被爆者の声を保存して伝えることについては、オンラインになっ
た途端に次世代の心に響くのかどうかということに対して懸念を抱いてる方がいらっ
しゃるんですね。このあたり、どうでしょうか。本来は直接声を、あるいは本当に相
対してお言葉を聞くのがいいという、それは確かにあると思うんですけれども、オン
ラインについては田平さん、どんなふうに今お考えですか。

【田平】私自身も全く同じ懸念を抱いています。このように自由に移動ができないと
いうときにはオンラインがベストな方法であると思っていますが、一方で、やはり人
間関係を作る点でも、話を聞くというときの一番の基本はやはり対面だと思います。
まずはオンラインでもいいので、デジタルのツールでもいいので、それを活用して知
ってもらうということが一つ、そしてやはりそれだけに留まらずに、いつか、例えば
長崎に行こう、広島を訪れてみようと思ってもらえるような工夫をすることも大事だ
と思います。オンラインに終わらせないという工夫も私たちには求められるのかなと
思います。

【宮本】一方で、オンラインになることによって、かなり遠くへ、あるいは世界に届

きますよね。この辺りは、岩髙さんに聞きましょうか。岩髙さんも若い世代なので、
そういうデバイスとかツールを使うということに対しては、抵抗感はないんじゃない
かと想像するんですけども、オンラインになることによって世界の、例えば若者とつ
ながるとか、そのあたりは実際にやったことがある、あるいは可能性があるというふ
うに感じてますか。

【岩髙】はい、私は可能性を感じています。コロナになったことによって、私たちの
活動がほぼ全てオンラインになったと言っても過言ではないんですけれども、やはり
オンラインになったからこそ、世界中どこにいても、本当に自分の家でも世界中の人
たちと簡単につながることができるということを身をもって体験しました。これから
継承というものが課題となっていくと思いますが、やはり新しい継承の形がオンライ
ンでも、工夫次第では可能になっていくんではないかと私は思っております。

【宮本】ありがとうございます。私自身も、最初に申し上げたように、インターネッ
トを使って体験者の映像・言葉をアーカイブしてご覧いただく試みをやってるんです
けど、もしかしたら、例えば田平さんとか岩髙さんの試みと、インターネット上の証
言等は、いわば素材として使うとか、あるいは今ですと本当に体験者の言葉が直接お
聞かせして、でも一方でインターネットにつないで、一つの場で体験者の言葉、ある
いは田平さんのように次世代の方のお言葉とネット上の証言の動画とをうまく組み合
わせていくということに可能性があるのかなと私自身は思っています。
　田中さんご自身はどうでしょう。ご自分で今体験を伝える活動もされていると思い
ますが、動画として収録して、それをまた活用していただくということについて、あ
るいはインターネットを活用いただくということについて、田中さんはどのようにお
感じになっていますか。

【田中】継承の仕方はいろいろあると思います。その中で、これからやはりオンライ
ンやビデオを撮って、それを動画として流していくということは大いに広げていって
いただきたいと。やがて被爆者はいなくなる。あともう5年もすると、被爆体験を話
せる被爆者がどれだけおるかと言ったら、もう本当にわずかなものだと私は思ってい
ますので、色々な形で継承するためのことを考えてやってほしいなと思っています。

【宮本】そうしますと、田平さん、岩髙さんはじめ、何かこれから一緒にできること
を僕も考えたいと思います。プログラムを作るとか、こういう仕組みなら伝わるんじ
ゃないかというのは皆さんとやっていけたらなと思います。
　次、少し質問を変えます。核兵器禁止条約はあと7カ国で発効するということにな
ります。先ほど教育の話をしたのですが、批准した国々で、長崎でずっと積み上げて
きた平和教育、あるいは市長が仰っていた、今この時代、こういう形で平和教育でき
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るんじゃないかという、新しいものを模索してるということなのですが、うまくその
国々に合わせた形でやっていただく、そういったことを進めるのはどうでしょうかと
いう、海外からのご提案です。市長、いかがでしょうか。

【田上】すばらしいご提案だと思います。実は平和首長会議も一つのチームとしてず
っと活動していたのですが、今はブロック別の活動ができるようなシステムに変えて
います。それはどうしてかというと、加盟都市数が増えていったときに、それぞれの
地域によって状況が違うということが分かってきました。例えば、私も南米に行って
お話をした際、あなたは長崎から来て核兵器のお話を私たちにしてくれたけども、実
は私たちにとってはもっと小さな兵器が問題なんだと。それは具体的に言うと銃なん
だと。そして年間3万人以上の人が銃で亡くなっていると。あなたの街で原爆で亡く
なった人の半分近くが1年間の間に銃で亡くなるんだというお話をされました。そう
いう地域では、銃について当該地域の都市が連携して取り組むということがあっても
いいのではないかということで、地域ごとにテーマを設けて活動をしています。同時
に、日本の都市でも同様に、その街にとって戦争体験が違っています。その街の人の
中に体験した人がいたら、その人からお話を聞く、そうするとあの場所でそんなこと
があったんだというふうに、長崎や広島の話を聞くよりもむしろ身近に感じることが
できるのではないかと思います。そこから始まって、そして広島や長崎のことを聞い
てもらって、戦争のことを考えるという形で入っていくと、より自然に入っていける
という意味でも、世界の中の色々な体験を、まず自分の街、自分の国の体験を話すと
いうところから始まるというのはとても自然で、よく理解できる方法だと思います。
先ほどの提案のような取り組みをこれから増やしていくことはとても大事だと思いま
す。

【宮本】ありがとうございます。今教育といいますと、国内では修学旅行で広島の平
和祈念資料館、それから長崎の原爆資料館に行って学ぶというのが、今は新型コロナ
ウイルスの関連でなかなか実施できないという状況がありますが、これは（一般的に
も）減ってるのではないかと感じられている方々がいます。今日この場に資料館の方
がいらっしゃるわけではないんですが、何かお感じになってることはありますか。田
平さん、長崎の場合はそうでもないでしょうか。

【田平】こういう話を聞く機会が減っているということですか。

【宮本】訪ねる人そのものが減っているという。私自身は沖縄戦を専門領域にしてい
るので、例えばひめゆり祈念資料館でいうと、明らかにこのところ減ってるという数
字が出ています。このあたりは広島、長崎、特に長崎はどうですか。減っているとか、
そういう状況はお感じになりますか。

【田平】そうですね。実際に原爆資料館も、そして隣にある追悼平和祈念館というと
ころも、来館者の方はすごく減ったなという印象を受けますね。長崎に修学旅行に来
てくださる県外の方とか、長崎で平和教育をする予定だった方もすごく減ったという
ニュースも実際耳にしたことがあります。

【宮本】これは、何かやりようがありますかね。市長にお伺いします。全体に、戦争
と平和を考える資料館そのものが実は維持できないという全国的な問題があったり、
あるいは長崎の場合も少し減っているのではないかという状況、いかがでしょうか。

【田上】極端に減っているということはないと思います。傾向としては、子どもたち
の数が減っているということ、修学旅行も少しずつ減っているということはあります
が、長崎に来る修学旅行の皆さんは、やはり平和教育は基本の分野として学ばれる人
たちが多いというふうに思いますし、傾向でいうと外国人の方たちが増えているとい
う部分もあります。それはおそらく広島も同じだと思いますけども、総体として減っ
ているということはないですが、中身が少しずつ変わってきているということはある
と思います。そして、数を増やすよりも、核兵器の問題等に関して関心がある人たち
を増やしていくことで、自然に原爆資料館等の入館者も増えていくと思います。数を
増やすことが目的ではなく、やはり関心を持つ機会をいろいろ作ると、長崎に行った
ときにはやはり寄ってみようという方も増えてくるのではないかと思います。また、
クルーズ船などで見えた中国の方なども原爆資料館に来るケースはけっこう多かった
りしますし、そういう皆さんに見ていただくということもすごく大事なことだと思っ
ていますので、色々なチャンスを増やしながら、長崎においでになったときには原爆
資料館に来ていただく、あるいは原爆資料館を見たいので長崎、広島に行くという人
たちを、関心を増やしていくことでカバーできる分野はあるのではないかと思ってい
ます。

【宮本】そうですね。私も去年はかなり時間をかけて撮影をさせていただいて、長崎
原爆資料館を紹介する映像コンテンツを制作したのですけれども、実は本当、市長の
仰るように、あの原爆で何が起きたのかと同時に、核兵器廃絶に向けての動きを有機
的にうまく結びつけて展示されていますよね。だから、あそこは拠点ですかね。

【田上】そうですね。今、原爆資料館自体はオンラインで展示物を紹介するような番
組を作ってくれる皆さんも増えており、色々な形で伝えることはできると思いますが、
やはり宮本先生が仰ったように、拠点としての原爆資料館の意味も大きいと思います。
そういう意味では、これまでの原爆資料館のコンセプト、そこに何か被爆の痕跡を残
すものがあって、そこで伝えていくっていうことだけではなくて、そこを拠点にオン
ラインで世界に伝えていくっていうあり方など、色々な原爆資料館のコンセプトや意
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味づけもこれからの時代に合わせて変えていく必要があるのではないかと思っていま
す。若い世代の皆さんと色々なアイディアを出しながら探っていき、新しい原爆資料
館のあり方というのが見つかっていく、それも次の25年間の一つのテーマではないか
と思っています。

【宮本】市長、どうもありがとうございました。これで時間になってしまいました。
皆さんどうもありがとうございました。田上富久市長、田中重光さん、田平由布子さ
ん、それから岩髙史織さん、どうもありがとうございました。本当に皆さん、戦争体
験を伝えるという意味でいうと大変ヒントになるお話、ご自分の体験からお話をして
くださいました。被爆体験をされた方が高齢化して少なくなっている中で、そのこと
を引き継いで自らの言葉で伝える営み、それから、オンラインツールを使って積極的
に海外にも伝えることに意欲を燃やしている岩髙さんのお話。それから、市長からも
平和教育、新しい取り組みが始まっているということ、あるいは海外での、平和教育
についてのお話もしてていただき、大変参考になりました。
　最後に私の方から申し上げると、私の経験からすると、皆さんがやっていることを、
オンラインも含めて、体験者の方の言葉を直接聞くという取り組み、それから次世代
の方の取り組みを合わせて、ハイブリッドな形でうまくデバイスやツールを使って伝
える。それも国内だけでなくて、世界に伝える。そんなときに、岩髙さんのような若
い方がそこに入ってくる。市長も仰っていましたが、市長の世代、私の世代、あるい
は田中さんの世代も含めて、その世代が一緒になって世界に被爆の体験、核廃絶を伝
えるという、そういうハイブリッドな取り組みを作っていきたいと思った次第です。
皆さん、どうもありがとうございました。

第2部：核兵器のない世界をどう構築するか

・ジュリアン・ボーガー（英ガーディアン紙世界情勢エディター）
・ジル・カルボニエ（ICRC副総裁）
・中満泉（国連軍縮担当上級代表）
・ベアトリス・フィン（ICAN事務局長）
・潘基文（元国連事務総長/エルダーズ副会長）
※敬称略

【平山】それでは第2のセッションに入ります。Facebookでイベントをご覧になってい
る方、アカウントをお持ちであればコメント欄に質問を記入していただけます。お持
ちでない場合はICRC、駐日代表部のウェブサイトに質問のためのリンクがあります
ので、そこからお願いいたします。YouTubeライブでご覧になっている方は、質問

をチャットボックスか、説明欄に記載されているURLから送っていただけます。
　それでは司会者をご紹介いたします。Julian�Borger氏、イギリス、ガーディアン紙
の世界情勢編集者です。

【ボーガー】おはようございます。ワシントンから参加しています。今ワシントンで
は、ちょうど75周年の日、8月9日の朝日が昇ろうとしているところです。本日は長崎
の県の皆さま、市の皆さま方、ICRCの皆さま方には、今回のこの会議を実現してく
ださったことにお礼を申し上げたいと思います。本日のパネルのタイトルは、核兵器
のない世界をどう構築するか、です。色々な課題があるということで、今現在の状況
を考えますと、これはユーフェミズムと言えますけれども、どのようにしてここから
先進むのか、核兵器のない世界に進むにはどうしたらいいのか、これから進まなけれ
ばならない道のりは毎日長くなっているようです。アメリカとロシアは今現在、核兵
器の近代化プログラムを大規模に進めているところであります。また、この軍備管理、
イランの核開発の監視に関する包括的共同作業計画（JCPOA）からアメリカが撤退す
るということで、中距離核戦力全廃条約（INF）につきましても、これも失効してい
ます。領空開放条約について、これも合意が得られない。また、新START（新戦略
兵器削減条約）につきましても、これから数カ月後に、これは失効するという状況で、
これが延長されることを期待するものでありますけれども、このようなさまざまな
脅威が今現在存在していて、NPT、そして非拡散条約、これにつきましても、どんど
んと厳しい状況が高まっています。今現在、我々は軍備管理の死を目撃しているとい
う人もいますけれども、私たちがここで考えなければならないのは、どうすればこの
ような被爆者の経験、あるいはメッセージを伝えることによってこの方向性を変えて
正しい方向に向けることができるか、これを考えていかなければならないと思います。
そのお話をするために、本日すばらしいパネルメンバーに来ていただいております。
Beatrice�Fihn氏はジュネーブのICRCの本部からご参加いただいています。Fihn氏
は核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANの事務局長でいらっしゃいます。2017年にノ
ーベル賞を受賞された組織であり、核兵器の廃絶と禁止を求めるための条約、核兵
器禁止条約の非常に大きな力になったのがICANです。それからGilles�Carbonnier氏、
ICRCの副総裁も今ジュネーブからのご参加です。また、長崎からご参加いただいて
いるのが中満泉氏です。国連事務次長軍縮担当上級代表でいらっしゃいます。また、
ソウルからご参加いただいておりますのが、潘基文氏であります。前国連事務総長で
あり、現在はエルダーズの副会長でいらっしゃいます。皆さん、ようこそご参加くだ
さいました。それでは、直接質問を投げかけて、その上でいろいろと考えていくこと
ができればと思っております。また、視聴者の方々から質問が出ています。それにも
答えていきますけれども、まずBeatrice�Fihnさんに伺います。できれば良いニュー
スとなればと思いますけれども、どうでしょうか。この核兵器禁止条約があることで、
どのようにこの新たな軍拡という方向性を変えることができるのか、どうすればこの
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核兵器のコントロールをすることができるのかということです。

【フィン】ありがとうございます。ICRCの皆さま、ご招待ありがとうございます。「軍
備管理の死」とありましたが、重要なのは、軍備管理というのは決して完璧な解決策
ではないということです。これは非常に暫定的なステップに過ぎません。課題の一つ
は、（各協定や条約による）合意が今崩壊していますけれども、必ずしもこの根本に
ある問題を解決してこなかったということです。（合意が）脆弱で、例えば一部の政
権によって影響されてしまいますけれども、最大の課題というのは、（核廃絶をめぐ
る議論が）非常に矛盾に満ちているということです。つまり、兵器は私たちをを守る。
しかし同時にその兵器を減らそうとしている。それ自体が非常に難しいのです。例
えばトランプ政権のような政権によって、そういう弱さが明らかになってきます。そ
して核兵器禁止条約ですけれども、例えば「軍備管理の死」に関連して言うと、同時
にこの数十年間、人道的な原則ですとか、あるいは国際人道法などに基づいた、新し
いものも生まれてきています。これまでにも、生物兵器、化学兵器、あるいは地雷が
無差別に人類に影響を与えるものとして禁止されてきた例に倣い、核兵器禁止条約は、
戦時に市民を攻撃対象にすることを禁じるジュネーブ条約をもとに核兵器問題に人道
的観点から取り組むものなのです。核拡散が合法である限り、やはりその廃絶という
のは難しくなります。ですから、この条約というのは私たちの考え方を変えるもので
あり、私たちは過去の経験から、兵器は禁止されてこそ廃絶が容易になることを知っ
ています。この条約、核保有国からの支持はありませんが、それでもプレッシャーを
かけるツールではありますし、またこの兵器に対する考え方を変えるきっかけ、色々
な条件づけとなるものでもあります。ですから私は希望を持っています。そして広島、
長崎からはこの条約に対する大きな支援、また同意があります。また多くの政府がこ
の条約に署名するべきである、重要であると声を上げています。ICRCや国連も核兵
器の廃絶は必要であると述べています。これがスターティングポイントであると私は
思います。

【ボーガー】ありがとうございます。では、ジュネーブのGilles�Carbonnierさんに話を
伺いたいと思います。ICRCの代表として本日ご参加いただいていますが、ICRCは非
政治的な組織である一方、核兵器は本質的に政治的な問題にならざるを得ない。この
分断にどのように橋をかけて、ICRCとして軍縮に関わっていくのでしょうか。

【カルボニエ】おはようございます。ワシントンのJulianさん、それから皆さまこんに
ちは。非常に難しい質問ですね。休憩中に上映されていたショートビデオにあります
ように、ICRCは日本赤十字社と共に、1945年の8月に広島に向かいました。ジュノー
医師を含む2つの派遣団がありましたけれども、現地でその非人道性を目撃し、震え
上がったといいます。全ての都市が吹き飛んでいました。また、医療従事者たちも全

て、その施設も、また、人々も殺されてしまっていました。多くの人たちが犠牲とな
り、本当に言葉にできないような状況の中で残されたということに、75年前、ショッ
クを受けたわけであります。このことから、ICRCは人道上の観点から直ちに、1946年
のことでありましたけれども、核兵器は禁止するべきであると訴えるようになりまし
た。赤十字・赤新月運動全体がそれに加わりまして、訴えを継続してきました。75年
経っても重要な課題であることに変わりはありません。被爆者たちのことを伝えてい
くのは非常に重要であります。彼らは本当に言葉にできないような苦しみ、また喪失
というものを経験してきたのです。日本赤十字社の病院は被爆者たちを治療してきま
した。多くの方たちが放射線によって亡くなりました。そして遺伝子上の様々な問題
が出てきたため、その子どもたちもやはり治療してきました。世代を超えた大きな影
響を及ぼしていること、人道上の観点から、また道徳上の観点からも大変な問題であ
るということで、ICRCは、核兵器を使用も含めて廃止しなければならないと訴えて
います。長崎市、長崎県、田上市長、そして平田副知事、今日のこのイベントを共催
してくださりありがとうございます。核兵器使用の可能性が高まっている現在におい
て、このイベントは核問題の重要性を広く知らしめるものであると思います。

【ボーガー】ありがとうございました。それでは今長崎にいらっしゃる中満泉国連軍
縮担当上級代表にお話を伺えればと思います。国連での大国でもある核兵器国にどう
立ち向かっておられるのか興味があります。NPT第6条は軍縮の義務を課すものであ
りますけれども、現在核兵器国はこれに違反しているのでしょうか。そして、この点
について国連とあなたの部署（国連軍縮部）は何ができるのでしょうか。

【中満】Julianさん、ありがとうございます。まずはお気遣いに感謝申し上げます。仰
る通り、難しい仕事を抱えております。私たちのメッセージは、軍縮と軍備管理、ど
ちらについても、安全保障の非常に重要なツールだと考えられるべきということであ
り、核兵器国すべてにこのことを認識してもらいたいと思っています。国際安全保障
環境は確かに悪化しており、おそらく今は軍縮を進める時期ではないとおっしゃる方
もいらっしゃいます。しかし私はむしろその逆であると思います。このような意見に
対する私たちの回答は、軍縮を減らすのではなく、強化するべきであるということで
す。私が気に入って良く例に挙げる話ですが、部分的核実験禁止条約は、キューバ
のミサイル危機から1年も経たないうちに合意され、発効しました。冷戦時代の最も
厳しい時期に、核兵器国は実は軍縮と軍備管理の価値を理解していたのですから、今、
核兵器国としての責任をきちんと理解し、受け止める必要があります。そして、核兵
器国はお互いに使用をほのめかす様な強いレトリックを使うのではなく、対話そして
交渉の場に戻って頂く必要があります。これが、今朝の平和祈念式典で国連事務総長
からもあったように、私たちからの非常に強いメッセージなのです。



297296

日本語版付録 被爆75年イベント：核兵器が存在することは人類にとって何を意味するのか~コロナ危機の最中に考える

　今、具体的なリスク削減措置が急務であると言えます。私たちが普段から言ってい
ることですが、核兵器が爆発してしまうリスク、これが意図的、あるいは誤算や意図
しない事故であったとしても、ともかくリスクが現在危険なほどに高い状況にありま
す。喫緊の優先課題は、具体的なリスク削減措置に関する議論を行い、合意をするこ
とであり、来年の1月に開催が暫定的に予定されている第10回核兵器不拡散条約運用
検討会議がこの課題に取り組む機会となりえます。もちろん、それ以外にもやるべき
ことがあり、私たちは核兵器禁止条約の発効を心待ちにしています。この条約が発効
すれば、軍縮と軍備管理の体制の大変に重要な新しい柱ができるのです。本日のセッ
ションの始まりに、軍備管理と軍縮が死に近づいているという話がありましたが、私
たちはこれが起きることを絶対に阻止しなければなりません。私たちは、今の傾向を
逆転させ、軍縮体制を守り、強化しなければならなく、その観点から核兵器禁止条約
は非常に重要なものとなるでしょう。

【ボーガー】ありがとうございます。ソウルの潘基文さんに伺う前に、フォローアッ
プでお伺いさせて下さい。核兵器国が現在NPTに違反し、軍縮をきちんと追求して
いないという国連の認識を核保有国に伝えているのでしょうか。

【中満】はい。核兵器国には常に第6条の義務について申し上げております。NPTが私
たちすべての人にとって非常に重要である理由は、NPTは核兵器国に対して軍縮の追
求を義務づける唯一の国際的な条約だからであり、だからこそ私たちは常にアメリカ
とロシアに対し新戦略兵器削減条約を延長することの重要性を訴え続けているのです。
もしこの条約の失効を許せば、もう制約がなくなってしまいます。つまり、ここ約50
年間で初めて、核兵器問題に関する何らかの法的な制約が核超大国二か国間で存在し
ない状態が生まれてしまうのです。私たちは彼らの義務を常に訴え続けていますし、
新戦略兵器削減条約が失効しないように努めているのです。先ほど言いましたように、
失効すれば冷戦最盛期以来初めて、全く法的な制約がない状態になってしまうのです。

【ボーガー】では、潘基文元事務総長。朝鮮半島の向く方向について、我々はどれ程
まで懸念するべきなのでしょうか。現状と、それをどのように展開させていくのか、
どのようにより希望の持てる軍縮の方向へと変えていけるのでしょうか。

【潘】ありがとうございます。本日参加させていただき非常に嬉しいです。75周年の
このようなイベントの開催を非常に嬉しく思います。朝鮮半島の非核化のプロセス
について申し上げる前に、一言申し上げます。覚えていらっしゃるか、私は国連事
務総長として広島と長崎を訪問した初めての事務総長でありました。8月5日でしたか、
2010年、長崎にまいりました。そして多くの被爆者の方々と会いました。また、市当
局の方、市長にもお会いしました。私はお悔やみ、そして敬意を犠牲となった方々に

示し、希望のメッセージを多くの被爆者の方に伝えました。その後、2010年8月6日に
広島に行き、初めて平和式典に安倍総理とともに出ました。その当時、アメリカ大使
でさえ広島と長崎に行ったことはないのだと伺いました。いずれにしましても、非常
に頭の下がる瞬間でありました。
　現在、世界の核兵器ですけれども、非常に大きな社会的な問題であります。核保有
国がどんどんと増えてきています。その一方で、この問題に対応するための国際的
なメカニズムが崩壊しつつあります。例えばJCPOAですとか、多くのメカニズムに
ついて、機能していませんし、NPTも、私のときでさえあまり機能しておらず、会議
もありませんでした。それから中満さんと私はともに仕事しましたけれども、核廃絶
は非常に増加的なプロセスであるということです。核保有国は、残念ながら5カ国間
で良い関係を築いていません。そして、こういった核保有国の間では軍備が広がって
いますし、また、数を増加したり、近代化したり、あるいは核能力を増強しています。
これは非常に重大な社会的な懸念であります。この点において、コロナは非常に重要
なことを示しました。つまり、抽象的な脅威でさえ現実になり、世界を予想しなかっ
た方向に変えることができるということであります。そして、それは人類の戦争の危
機をもたらすものでもあります。
　さて、朝鮮半島についてですが、これはやはり非常に大きな懸念の元であります。
北朝鮮は何度も決議が出されたにも関わらず、核実験を行っているどころか、その事
実を隠そうともしません。世界的には、完全な不可逆的な検証を求めています。3度
の南北首脳会談、2度の米朝首脳会談そして板門店（パンムンジョム）でも再度、短い
ものが行われました。こういった首脳会談があったにも関わらず、北朝鮮は全く非核
化を進めるつもりはないということが分かっただけでした。その状況というのは非常
にリアルなものであります。国際社会や国連安保理は北朝鮮に対して説得も、あるい
は失効もさせることができませんでした。こういった非核化の動きを全く実現させる
ことができませんでした。ですから、我々は協力しなくてはならず、特に非常に重要
なのは、アメリカが更なる取り組みを行うことです。
　1月に私はワシントンに行きまして、エルダーズのロビンソン会長と共に終末時計
のセレモニーに出席をいたしました。そこで、終末まで100秒のところに針を合わせ
ました。世界が終わってしまうまでに100秒しかないというのは本当に恐ろしいこと
です。アメリカが新STARTに関してロシアと協議する時間を設けたというのは非常
に喜ばしいことですけれども、やはり中国もその当事者になると思います。中国に加
わらせることができれば非常に良いのですが、時間は限られています。とにかくアメ
リカとロシアが来年の2月までに新STARTの延長を決めなければ、この世界には（核
兵器の規制手段が）何もなくなってしまいます。核兵器、非核化というものができな
くなってしまいます。ロシアは無条件の合意を進めていますので、アメリカが、まず
この新STARTの延長に合意し、中国を招待することができれば、より良いガバナン
スのシステムになると思います。
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　また、私は、日本を含む核保有国の同盟国が核兵器禁止条約を即座に署名、批准す
るべきだと思います。今43カ国が批准していますので、さらに7カ国が批准すれば発
効することができます。以上が私のコメントです。

【ボーガー】ありがとうございました。今日、衝撃を受けましたのが被爆者の皆さん
の声で、もうすぐ世代が交代してしまって、もう証言としてこの原爆について話を、
証言をしてくださる方がいなくなってしまうという話でした。実際に何があったかを
見た人たちから話を聞いて、核兵器の危険について知ることができる機会を逃すと、
その後は、核兵器の使用というのが抽象的な概念になっていってしまいます。世界中
にそれを伝えるのが遅すぎるということになってはいけず、また政策を変えるために
様々な声を聞いていかなければならないと考えております。
　Beatrice�Fihnさんに伺いたいと思いますけれども、今後、多くの人々にとって抽
象的な概念となることにどう対応すればよいのでしょうか。

【フィン】それこそがこの兵器の問題だと思います。非常に抽象的な絵描き方をされ
ており、例えば専門家、核保有国出身の白人男性の場合が多いのですが、彼らが言っ
ていることは非常に固くて、理論的で、大学の国際関係学部の講義を聴いているよう
な気になりますが、被爆者の方々のお話を聴くと、リアルだということが分かります。
これは現実の兵器であり、理論や米露間の歴史的駆け引きゲームではないと。人間に
関係する話であり、戦争で一般市民を狙うことなのだということが分かるのです。し
かも無辜の市民です。非常に無機質なものとして話してきたということが、核廃絶を
阻止してきたと思います。非常に理論的で、とても複雑で、そして抽象的で、一般の
人は全く自分のこととは思えないわけです。だからこそ非常に重要なのは、被爆者の
話を聞くことです。広島、長崎だけではなく、ほかの地域、例えばマーシャル島、フ
ィジーなどの太平洋諸国もありますし、またカザフスタンですとか、アルジェリアな
どにもあります。核兵器の被害を受けてきた場所は世界中に沢山あるわけですね。そ
して（被害を受けた）若い人たちも大勢いるわけです。重要なのは、核実験から直接
の被害を受けているのは、不当な扱いを受けているコミュニティーであるということ
です。先住民であったり、植民地であったり、有色人種であるわけです。（米国の首
都である）ワシントン郊外で核実験はしないのです。つまり、（核兵器を落とされたり、
核実験がされるのは）意思決定者にとってあまり重要ではない人であり、場所という
ことなのです。この機に様々な対話がありますけれども、アメリカ政府が(核兵器の）
人道的な影響についての議論を抑圧しようとしている、抑えようとしているわけです
ね。例えばジョン・ハーシーの著書「広島」は、当時の状況を克明に描写した非常に
重要なジャーナリズムでありますが、その本を巡っても核兵器の人道的影響を語らせ
ないための多くの対応がされたことがわかります。ですから、こういったことを取り
上げて、そして人間の問題・経験として話すということがとても重要になってくると

思います。

【ボーガー】それでは伺いたいと思いますが、多くの人たちがこの問題について関心
を持っています。市民として自分は何をできるかを聞いたり、あるいは国際社会の一
人として、あるいは国民として自分は何をできるのか、何をすればこれから軍縮を進
めていく力になれるのかと質問があります。中満さんに伺いますけれども、どういっ
たアドバイスをしていただけますか。今この話を見ている人たち、何をしたらいいの
でしょうか。

【中満】ご質問ありがとうございます。まず、最初にFihnさんが仰った通りで、軍縮
の議論というのは、これまであまりにも専門的な話になっていました。専門家ばかり
が集まって、核軍縮などの細かい話ばかりになっていました。その中で被爆者の方々
の体験談がなぜこれほど強力かというと、その物語を通して個人個人の顔を思い浮か
べることができるからです。核兵器の問題もあるけれども、これは個人の問題でもあ
るということが分かる。ここを気をつけなければなりません。ディスカッションとい
うのは抽象的なものになってしまってはならないのです。この数日、広島と、今長崎
に来ておりますけれども、今回多くの若い方たちが、このことに取り組んでいるのを
目にしました。本日の最初のセッションでは、彼らのお話を色々お伺いし大変勇気付
けられました。ここで鍵になるのは、軍縮の問題に人の顔と物語をきちんと組み合わ
せることなのです。もちろんオンラインのプラットフォームを使うということもある
かもしれませんけれども、何が大切かというと、人の苦しみだったのだということを
きちんと理解してもらうこと、そのためにはきちんと物語から人の顔が思い浮かぶよ
うにするということが重要です。

　音楽や映画、アニメなどいろいろな形で証言をする、物語を伝えていくということ
ができると思いますし、クリエイティブな様々な方法を採用することができると思い
ますが、それらを通してきちんと人間の物語であるということを伝えていかなければ
なりません。市民としてできることは多くあると思います。まず話をすること、議論
に加わること。例えば学校で友達と話したり、バーチャルな手段を活用して社会見学
をしてもいいんです。例えば広島、長崎の原爆資料館がありますけれども、バーチャ
ルで行ってみることも可能です。国連軍縮部として今回新しく始めたプログラムがあ
ります。#Youth4Disarmament、軍縮の若者というハッシュタグをつけることで、こ
れを通して私たちは新しいプラットフォームを築き、世界中からの約六千名の応募者
から10名の軍縮に関するユースチャンピオンを選びました。このプログラムには教育
的な側面もありますし、ネットワークという側面も入っています。ぜひ、世界各地の
若い方々に自分たちの物語を共有していただき、それぞれの地域において、軍縮で何
が重要かということを語っていただきたい。そうすることによってどういう問題があ
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るか、情報を共有して、つながって、ネットワークを構築していき、新しい知識、ス
キルを手に入れて、動き、運動を起こしていくということが大きな鍵になると思いま
す。

　それからもう一つ申し上げたいのが、若者らが起こす様々な活動、MeToo運動から
始まり、Fridays�For�Future、そして今Black�Lives�Matterが起きていますけれども、
その中で若者らは自分たちの声、見解、要求を声にだし、社会問題について直接働き
かけるようになっています。今の若い人たちがこのような話をし、学び、ネットワー
キングを行い、願わくは核軍縮に新たなエネルギーをもたらすようにしなければなり
ません。それがいずれは核兵器の全廃につながっていくと思います。できるだけ多く
のプラットフォームを私たち国連も作っていきたいと考えておりますし、今の若い人
たちと協力していきたいと思います。

【ボーガー】ありがとうございます。それではGilles�Carbonnierさんに伺います。もし
かすると政治的な質問になってしまうかもしれませんが、ICRCとしてどういった教
訓を、こういった草根の運動から得ておられますか。今中満さんから色々なお話があ
りましたけれども、グレタさんの環境問題、Black�Lives�Matterといった色々な動き
が起きていて、かなりエネルギーが高まっているようです。これをどのように捉えて
軍縮につなげるのでしょうか。

【カルボニエ】Julianさん、これが一番重要なことです。泉さんの仰った通り、また
Beatriceさんの言った通りだと思います。やはり人間的なところ、そういった人間に
対する結果というのを全ての中心に持ってくるべきだと思います。若者たちがストー
リーテラーとして話を語り継ぐというのは本当に喜ばしいことですが、もっと強化し
ていかなくてはいけません。例えば今ベイルートで起きていることや、コロナに関し
てですけれども、医療制度が危機的な状況にあります。爆発やコロナによって、非常
に高度な医療制度でもなかなか対応できないということがあります。1万4,000発の核
兵器について言えば、非常に破壊的、75年前に使われたものよりも更に破壊力が強い
ものになっています。（この破壊力に対応できる）医療制度、人道組織のキャパシテ
ィ、また、国の対応能力というのは全くないわけです。どうすれば防げるのか、対応
できるのか。とにかくまず予防しなくてはいけません。ICRCとして私たちがやって
きたのは、例えばマウラー総裁は、核保有国や同盟国と交渉を重ねてきました。また、
市民社会にも範囲を広げて、一般市民に対するビデオを作ったりしています。例えば、
もし核兵器が使われた場合一体どんなことが起きるかを示した動画があり、何百万
回も再生されています。こういった方法を使いまして、世界中の認識を高め、啓発で
きると思います。市民社会の力を動員して、プレッシャーをかけていくのです。また、
赤十字・赤新月運動、各国赤十字社とも一緒になり、核兵器禁止条約に対する署名、

批准を呼びかけています。もちろんステークホルダーたちとも一緒に、多国籍の核軍
縮に向けた行動をとっています。核兵器の使用からいかにして市民の活動を守ってい
くかということが重要であり、化学兵器、生物兵器が禁止されなければいけないとい
うことから、核兵器もやはり禁止されなくてはいけません。

【ボーガー】それでは潘基文前事務総長に伺います。脅威に対する国際的な対応から
何を学ぶのかについて、これはコロナウィルスの件ですけれども、世界的なコロナへ
の対応からどういった教訓を学ぶことができるのか、また、どういった失敗があった
のか、国際的な協力体制を築くことができなかったということと、軍縮の協力体制が
できなかったこと、どのようにつながりますでしょうか。

【潘】参加者の皆さま方もこれまでいろいろとお話をなさったように、核軍縮の議論、
これは国際的な場で行うものですけれども、抽象的なもの、技術的なものになって
しまいがちです。中でも特に心配なのは、なかなか議論が行われないということです。
核兵器の問題の議論は現在行われていません。しかし、今もまだ1万3,400の核弾頭
が存在します。これがこのP5と呼ばれる5カ国にあるのです。ほかの核保有国、イン
ド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルという、プラスの4カ国もあり、この管理、対
応が非常に重要です。先ほどCarbonnierさんからも仰いましたように、管理を少しで
も間違えてしまうと、例えば今回の（ベイルートでの）硝酸アンモニウムのように大
きな爆発を起こしてしまいます。まるで核爆弾が広島に、長崎に起きたような爆発で
あったと言っていた人もいました。きちんと気をつけて扱うことが重要、そして同時
に交渉を進めることが重要です。今、明らかに欠けているのは政治的なリーダーシッ
プ、指導力です。まず超大国、アメリカの指導力が必要です。これがJCPOAから撤退、
脱退してしまった、これほど大変な交渉をして結んだ合意、欧州連合、P5、みんなが
努力をして交渉をして作ったものが、たった一つの国の脱退の決定により失効してし
まうという状況であると。ここからどういったメッセージを人々に伝えられるのでし
ょうか。若い人たちにもそうです。若い世代の人たち、これから先に世界の安全保障
と平和を担っていく人たちに、このJCPOAの今の現状というのは、どういうメッセ
ージを伝えることになってしまうということかというのが、非常に心配です。グテー
レス事務総長、そして中満上級代表、そのほかのリーダーの方々に、もっと多くの対
話をしていただきたいと思います。
　20年前、私自身はCTBTOの責任者を務めました。包括的核実験禁止条約、この条
約を話し合う会の会長を6カ月勤めたわけですけれども、このCTBTの当初からアメ
リカは欠席していました。非常に重要な役割を果たさなければならないのに、このよ
うな国際的な組織がきちんと国際的な機関として認識されず、ガバナンスの問題があ
りました。NPTも機能しておらず、合意を得ることができないままです。アメリカ
はここで緊急に世界的なリーダーシップを示し、まずは新STARTの延長を進めなけ
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ればならないと思いますし、また、核兵器禁止条約も批准するべきであります。国連
の総会で採択されたものであり、世界の指導者に対してはグローバルなビジョン、あ
るいはグローバルな連帯と指導力を示していただきたい。そうすることによって初め
て、我々は次の世代がもっと安全な世界に、核の脅威なしに暮らすことを確実にでき
るものであります。

【ボーガー】ありがとうございます。ご覧の方から興味深い質問が一つ入っています。
この核兵器、核保有国の責任について色々な話が出ていますけれども、もう一つ、核
兵器を保有しているヨーロッパの国、ベルギー、オランダ、イタリア、ドイツ、トル
コについて。Beatriceさんに伺いたいと思いますけれども、核軍縮についてどのよう
な責任をこれらの国々は持っているのでしょうか。核兵器、ヨーロッパの側ではどう
いった責任を持つのでしょうか。

【フィン】いい質問です。こうした国々はやはり問題の一部です。しばしば私たちは
核保有国を見て、そこだけに(核軍縮）責任があると思いますけれども、でも例えば
気候変動にしても、人種差別にしても、男女差別にしましても、やはり周りにそれを
解決せずに現状を守るような輪があるわけです。こういった国々、例えば核開発、あ
るいは軍がそういった核兵器の使用に参加しているような国々、また核の傘の下にい
る国々が核兵器を合法化するわけです。核保有国がそれを継続できるようにしている
わけです。ですから、その問題をはっきりさせることが重要だと思います。そういっ
た国々は結局核兵器に依存し、合法化し、保有国に対して核兵器の保持を望む形にな
っているということが問題です。核保有国にアプローチする前に、上記のような核兵
器保持をサポートしている国へのアプローチする必要を感じています。たとえばドイ
ツは人権や人道法ですとか、強い道義心がある国ですが、ドイツ軍は大量破壊兵器で
人々を殺す能力を有しています。指導者たちはそういったことはなかなか話したくな
いので、これは構造的なものだと主張し自身で責任を持とうとしないのです。ですか
らこういった国々において、国民は政府に訴えかけてほしい、そういった責任がある
と思います。例えば人々はやはりドイツが正しい歴史の側にいることを期待している
わけです。私の国はもしかして問題側にいるかもしれないと国民が気づくことが非常
に重要になってきます。これは（実は核兵器に依存している国々の）偽善を暴くため
の非常に重要なツールになってくると思います。

【ボーガー】ありがとうございました。様々なメッセージが届いており、まだまだ議
論が尽きない中ではありますが、何よりも一番大切な、世界が直面している問題に
ついて話をしてまいりました。この議論が、世の中の議論の中心にあるべきものであ
ると考えています。今日の話はどのようにして議論を行動に移すかということで、興
味深い話ができたと考えております。参加者の皆さま方にお礼を申し上げます。本日、

このプラットフォームを皆さまと共有することができて大変に嬉しく思っております。
Gilles�Carbonnierさん、中満泉さん、Beatrice�Fihnさん、潘基文さん、本日はご参加
いただいてありがとうございました。大変に興味深い議論を行うことができました。
ありがとうございました。
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ついに歴史的な瞬間がやってきました。人類が生み出した、最も恐ろしく非人道的な
兵器の一つである核兵器の禁止を明記した新しい国際条約が、90日以内に発効するこ
とになりました。
�
この瞬間へと導いてくださった各国、市民団体、その他の関係者の皆さんに心からお
祝い申し上げます。�赤十字国際委員会（ICRC）ならびに国際赤十字・赤新月運動が、
ここまでの道のりにおいて貢献できたことを誇りに思います。�人類は今日、勝利を
勝ち取りました。
�
ICRCは10年前、核兵器を巡る新たな議論が必要である、と呼びかけました。
�
「核兵器が存在することで、難解な問題がいくつも提起されます。人類の利益は国家
の権利より優先されなければならないのではないか。人類は自ら生み出した技術をし
のぐ能力を有しているのか。国際人道法はどこまでその力を発揮できるのか。そして、
戦時下で私たちはどの程度の人的被害を想定し、また許容するのか」
�
私たちは長年、法的拘束力をもつ国際条約によって核兵器が禁止・廃絶されるよう、

日本語版付録

核兵器の時代の終わりの始まり
2020年10月24日に核兵器禁止条約を批准した国と地域
が50に達し、翌年1月22日に条約が発効する見通しとな
ったことを受けて、赤十字国際委員会（ICRC）ペーター・
マウラー総裁が発表した声明

ⓒ赤十字国際委員会 2021

・・・・・・・・・・・・・・
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すべての国に対して交渉を呼びかけてきました。その呼びかけを繰り返すことで、私
たちはここまでたどり着いたのです。
�
2010年には、まだ絵空事に思えたかもしれません。�しかし、核兵器禁止条約の発効
を目前に控えた今、昨日まで非現実的だったことでも明日には現実になりうる、とい
うことが示されました。先見性と明確な目的をもってともに行動することで、私たち
が抱える最大かつ最も根深い問題さえも克服できることが示されたのです。
�
あまりにも長い間、私たちは核兵器をどう扱うべきかについて、過去を振り返ること
で回答を模索してきました。核の抑止力という危険な論理によって繰り返し世界が想
像を絶する破壊の危機に瀕し、人類の存続そのものを脅かしていることを目の当たり
にしてきました。�多くの人が核兵器を国際安全保障システムの一部であり、避ける
ことのできないものとして受け入れるようになっていました。
�
核兵器禁止条約の発効により、私たちは未来に目を向けることができます。�このよ
うな非人道的な武器から解放された世界を、もはや遠い夢としてではなく、実際に達
成可能な目標として思い描けるようになるのです。
�
ということは、核兵器禁止への歩みは始まったばかりなのです。核兵器禁止条約の発
効を祝う一方で、私たちの努力が終わったわけではないということを忘れてはなりま
せん。
�
世界にはいまだ1万3千以上の核兵器があります。�そのうちの数千発はすぐに発射で
きる高度警戒態勢にあります。�これが私たちが直面している現実です。
�
核兵器禁止条約は、これまで核軍縮や不拡散を目指したすべての努力の帰結で、今後
の指標となります。現代の私たち、そして未来の世代に暗い影を落としてきた核兵器
から解放される日が来ることを約束してくれます。
�
とはいえ、その約束を形にできるかは私たち次第です。来る条約締約国との初会合で
は、条約の内容が忠実に履行されるよう念を押さなければなりません。
�
また、可能な限り幅広く支持を取り付けられるよう、私たちの努力に拍車をかける必
要があります。集団的な安全保障の概念を声高に訴えなければなりません。長期にわ
たり実行が可能で、人道的な概念です。
�
そして何より、被ばく者の証言を語り継ぐことに力を尽くさなければなりません。人

道上壊滅的な被害をもたらす事実を、議論の中心に据えることも忘れてはなりません。
どんな準備も意味をなさない事態を、私たちは未然に防ぐしかないのです。
�
この条約が成立するきっかけとなったのは、保有国や彼らの動機に固執していた核兵
器の議論を、兵器の性質とそれが人類に及ぼす深刻な影響に方向転換させたことです。
その一点を見失わなければ、この条約が目指す地点‐核兵器なき世界‐に到達する
ことができるでしょう。
�
人類は今日、安全な未来への約束を手に入れました。条約の発効が現実味を帯びた今、
この機を逃す手はありません。核兵器の時代に終止符を打ちましょう。

※�オリジナル（英語）はICRC本部ウェブサイトを参照：
https://www.icrc.org/en/document/
we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-not-end-our-efforts-0
�
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